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第⚑条　総則

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、ＪＡＦ公認の
下で行われる自動車競技会全般を統轄し、その組織に関し本規定を制定
する。

第⚒条　クラブおよび団体の登録

　⚑．自動車による競技会を開催しようとするクラブおよび団体は、ＦＩ
Ａの国際モータースポーツ競技規則およびそれに基づいたＪＡＦの国
内競技規則ならびに諸規則を遵守する条件の下に、ＪＡＦに登録され
なければならない。

　⚒．登録クラブおよび団体は次の通りとする。
　　⚑）準加盟クラブ　　　⚔）準加盟団体　　　⚗）特別団体
　　⚒）加盟クラブ　　　　⚕）加盟団体
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⚒⚐⚐⚖年⚑⚐月⚔日改　　正
⚒⚐⚐⚖年⚑⚒月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚘年⚗月⚓⚑日改　　正
⚒⚐⚐⚙年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚙年⚑⚑月⚒⚖日改正施行
⚒⚐⚑⚔年⚑月⚓⚐日改　　正
⚒⚐⚑⚔年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚑⚔年⚗月⚓⚑日改　　正
⚒⚐⚑⚔年⚘月⚑日施　　行
⚒⚐⚑⚘年⚓月⚒⚒日改　　正
⚒⚐⚑⚘年⚑⚒月⚑日施　　行

⚑⚙⚙⚔年⚕月⚒⚐日改定施行
⚑⚙⚙⚔年⚑⚐月⚑⚓日改定施行
⚑⚙⚙⚔年⚑⚐月⚑⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚕年⚔月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚖年⚒月⚖日改　　定
⚑⚙⚙⚖年⚓月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚖年⚕月⚒⚑日改定施行
⚑⚙⚙⚖年⚑⚒月⚓日改定施行
⚑⚙⚙⚗年⚗月⚒⚔日改　　定
⚑⚙⚙⚗年⚑⚑月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚘年⚗月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚙⚙年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚙年⚗月⚒⚘日改　　正
⚑⚙⚙⚙年⚑⚒月⚑⚓日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚓月⚒⚘日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚑年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日改　　正
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日施　　行

⚑⚙⚖⚔年⚑⚐月⚑日制　　定
⚑⚙⚖⚗年⚓月⚑日改　　定
⚑⚙⚖⚘年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚗⚐年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚗⚑年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚗⚔年⚗月⚑日改　　定
⚑⚙⚗⚕年⚑⚒月⚘日施　　行
⚑⚙⚗⚖年⚓月⚑⚒日改　　定
⚑⚙⚗⚗年⚗月⚒⚖日施　　行
⚑⚙⚗⚘年⚙月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚘⚑年⚗月⚒⚒日改　　定
⚑⚙⚘⚕年⚕月⚘日改　　定
⚑⚙⚘⚗年⚒月⚑⚒日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚑年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚒年⚗月⚒⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚒年⚙月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚓年⚗月⚒⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚓年⚙月⚑日施　　行



　　⚓）公認クラブ　　　　⚖）公認団体
　⚓．すべてのＪＡＦ登録クラブおよび団体（特別団体を除く）は、当該
地域のＪＡＦ登録クラブ地域協議会に加盟することができる。

　⚔．登録に当たっては以下の事項に従ってＪＡＦに登録申請を行うもの
とする。ただし、ＪＡＦにおいて不適当と判断した場合には、理由を
示すことなく登録を拒否することがある。

　　　本規定の各条件を満たしていない場合、あるいは諸規則に違反した
場合はＪＡＦの決定により登録を取り消される場合がある。

　　　なお、ＪＡＦに登録を認められたクラブまたは団体には登録章を交
付し、当該年度に有効な登録印が貸与される。

　　　登録クラブまたは団体は、ＪＡＦへの諸届出、諸申請等にはこの登
録印による押印を必要とする。

　　　当該クラブまたは団体が登録を取り下げ、または取り消されたとき
は、本登録印を速やかにＪＡＦに返却しなければならない。

　⚕．申請後（登録後を含む。）、クラブ代表者を変更する場合およびクラ
ブ代表者がクラブの申請資格に定めるクラブ代表者の要件（以下「代
表者の要件」という。）を備えなくなった場合には、速やかにその旨
を届け出ること。この場合において、新たにクラブ代表者となる者は、
代表者の要件を備えていること。

　　　クラブ代表者が代表者の要件を備えなくなった場合において、速や
かに新たなクラブ代表者を届け出ることができない事情があるときは、
その届け出を行うまでの間の当該クラブの運営の責任者を届け出るこ
とにより、登録の要件を備えているとみなすこととする。この場合に
おいて、当該責任者は代表者の要件を備えていること。

　　⚑）準加盟クラブ
　　〈申請資格〉
　　　⑴　自動車に関するクラブ活動を行っていること。
　　　⑵　所属クラブの会員のうち⚗名以上がＪＡＦの国内競技運転者許

可証Ｂ以上もしくは公認審判員許可証Ｂ⚓級以上の所持者である
こと。

　　　　　一人で両方の許可証を所持している者については、どちらか一
方の許可証でのみ、所属クラブの会員としてＪＡＦに届出ること
ができる。

自動車競技の組織に関する規定
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　　　　　なお、すでに他の登録クラブ、団体を所属籍としてＪＡＦに登
録されている者を除く。

　　　⑶　クラブ代表者は申請クラブの会員であり、ＪＡＦの国内競技運
転者許可証Ｂ以上もしくは公認審判員許可証Ｂ⚓級以上の所持者
であり、所定の様式によるクラブ員名簿に記載されていること。

　　〈申請手続き〉
　　　⑷　上記〈申請資格〉を満たした上で、下記の提出書類および申請

料を添えて手続きを行うこと。
　　　　　なお、クラブ名称については別途定める「名称に関する細則」

に従うこと。
　　　　①　新規申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　誼　所定の様式によるクラブ経歴書／名称に関する説明書
　　　　　議　加盟申請料
　　　　　掬　年度登録申請料
　　　　②　更新申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　誼　年度登録申請料
　　　　③　降格申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　誼　加盟申請料
　　　　　議　年度登録申請料
　　　　④　年度の途中で降格を認められた年度に関しては、新たに年度

登録申請料を必要としない。
　　　　　　注）義は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。

また、蟻は準加盟クラブの申請資格を充足させるためのものと
する。

自動車競技の組織に関する規定
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　　　⑸　更新申請は、更新年度の 3 月31日までに行うものとし、この期
限までに更新申請を行わなかった場合は、準加盟クラブに関する
一切の権利を消失するものとする。

　　　⑹　更新申請の際、加盟クラブから準加盟クラブへ降格申請する場
合は、別途定める準加盟クラブの加盟申請料を納入すること。

　　〈登録の有効期限〉
　　　⑺　新規、更新申請共、準加盟クラブとして登録された年度の12月

31日までを有効期限とする。
　　〈特典〉
　　　⑻　クローズド競技会を主催することができる。
　　　　　所属会員は、当該クラブ会員証で所属するクラブが主催するク

ローズド競技会に参加することができる。 
　　　⑼　ＪＡＦ国内スポーツカレンダーに記載登録を行うことができ

る。
　　　⑽　クラブ代表者は国内競技運転者許可証Ｂおよび公認審判員許可

証Ｂ⚓級を取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦに推薦す
ることができる｡

　　　　　ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければ許可証は
発給されない。

　　　⑾　Ｂライセンス講習会を開催することができる。
　　　⑿　ＪＡＦ国内スピード競技コースの公認に関する規定に則って、

競技コースの公認申請をすることができる。
　　　⒀　ＪＡＦから自動車スポーツに関する情報を受けることができる。

　　⚒）加盟クラブ
　　〈申請資格〉
　　　⑴　自動車に関するクラブ活動を行っていること。
　　　⑵　所属クラブの会員のうち15名以上がＪＡＦの国内競技運転者許

可証Ｂ以上もしくは公認審判員許可証Ｂ⚓級以上の所持者である
こと。

　　　　　一人で両方の許可証を所持している者については、どちらか一
方の許可証でのみ、所属クラブの会員としてＪＡＦに届出ること
ができる。
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　　　　　なお、すでに他の登録クラブ、団体を所属籍としてＪＡＦに登
録されている者を除く。

　　　　注）準加盟クラブとして登録していない場合でも加盟クラブの申
請を行うことができる。

　　　⑶　クラブ代表者は申請クラブの会員であり、ＪＡＦの国内競技運
転者許可証Ｂ以上もしくは公認審判員許可証Ｂ⚓級以上の所持者
であり、所定の様式によるクラブ員名簿に記載されていること。

　　〈申請手続き〉
　　　⑷　上記〈申請資格〉を満たした上で、下記の提出書類および申請

料を添えて手続きを行うこと。
　　　　　なお、クラブ名称については別途定める「名称に関する細則」

に従うこと。
　　　　①　新規申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　誼　所定の様式によるクラブ経歴書／名称に関する説明書
　　　　　議　加盟申請料
　　　　　掬　年度登録申請料
　　　　②　更新申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　誼　年度登録申請料
　　　　③　昇格または降格申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　誼　加盟申請料
　　　　　議　年度登録申請料
　　　　④　年度の途中で昇格または降格を認められた年度に関しては、

新たに年度登録申請料を必要としない。
　　　　　　注）義は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
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また、蟻は加盟クラブの申請資格を充足させるためのものとす
る。

　　　⑸　更新申請は、更新年度の 3 月31日までに行うものとし、この期
限までに更新申請を行わなかった場合は、加盟クラブに関する一
切の権利を消失するものとする。

　　　⑹　申請の際、準加盟クラブから加盟クラブへ昇格申請する場合は、
別途定める加盟クラブの加盟申請料を納入すること。

　　〈登録の有効期限〉
　　　⑺　新規、更新申請共、加盟クラブとして登録された年度の12月31

日までを有効期限とする。
　　〈特典〉
　　　⑻　準加盟クラブの特典のほかに以下の各項の特典がある。
　　　⑼　ラリーおよびスピード競技については国内格式までの公認競技

会、レースについては準国内格式までの公認競技会を主催するこ
とができる。ただし、ＪＡＦの組織許可を必要とする。

　　　　　なお、公認競技会を主催するに当たって、すべての経費の支弁
能力を有すること。

　　　⑽　クラブ代表者は公認審判員許可証Ｂ⚒級を取得する資格を有す
ると判断した者をＪＡＦに推薦することができる。

　　　　　ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければ許可証は
発給されない。

　　　⑾　Ａライセンス講習会および公認審判員講習会を開催することが
できる。

　　　⑿　前記の公認競技会の開催に関して登録クラブおよび団体相互の
協力を求めることができる。

　　　⒀　ＪＡＦ国内レーシングコースの公認に関する規定に則って、競
技コースの公認申請をすることができる。

　　　⒁　実績によって公認クラブへの昇格申請を行うことができる。

　　⚓）公認クラブ
　　〈申請資格〉
　　　⑴　加盟クラブとして⚕年間以上継続して活動しており、かつ国内

格式以上の競技会を主催することを目的としている。
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　　　⑵　所属クラブの会員のうち50名以上がＪＡＦの国内競技運転者許
可証Ｂ以上または公認審判員許可証Ｂ⚓級以上の所有者で、その
うち40名以上は、ＪＡＦの国内競技運転者許可証Ａ以上もしくは
公認審判員許可証Ａ⚒級またはＡ⚑級の所持者であること。

　　　　　一人で両方の許可証を所持している者については、どちらか一
方の許可証でのみ、所属クラブの会員としてＪＡＦに届出ること
ができる。

　　　　　なお、すでに他の登録クラブ、団体を所属籍としてＪＡＦに登
録されている者を除く。

　　　⑶　申請時から遡って⚓年間以内に、下記①、②の条件を含めて準
国内格式以上の公認競技会を10回以上主催した実績があること。

　　　　　なお、当該クラブを含む⚓つ以内の登録クラブ（団体を含む）
が共催した公認競技会に限り、主催した実績として認める。

　　　　①　準国内格式以上のＪＡＦ公認レース競技会を⚓回以上主催
　　　　②　ＪＡＦ選手権競技会を⚓回以上単独主催
　　　　　なお、①と②が重複した競技会の場合は⚑回と数える。
　　　　　ただし、公認クラブ昇格申請を行い却下されたことがあるクラ

ブの場合は、その却下日から⚑年間以上経過した後でなければ昇
格の再申請はできない。

　　　⑷　クラブ代表者は申請クラブの会員であり、ＪＡＦの国内競技運
転者許可証Ａ以上もしくは公認審判員許可証Ａ⚒級またはＡ⚑級
の所持者であり、所定の様式によるクラブ員名簿に記載されてい
ること。

　　〈申請手続き〉
　　　⑸　昇格申請の場合：
　　　　①　昇格申請の提出書類および申請料
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　所定の様式によるクラブ経歴書／名称に関する説明書
　　　　　　　（上記〈申請資格〉⑶の実績を記すこと）
　　　　　誼　所定の様式によるクラブ員名簿
　　　　　議　公認クラブ昇格申請料
　　　　②　年度の途中で昇格を認められた年度に関しては新たに年度登
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録申請料を必要としない。
　　　⑹　更新申請の場合：
　　　　①　更新の成立条件
　　　　　　更新申請の前年度の⚑月から同年12月の間に、下記祇～蟻の

いずれか一つの実績があること。
　　　　　祇　準国内格式以上の公認競技会を⚒回以上単独主催
　　　　　義　全日本レース選手権競技会もしくは国際格式のＪＡＦ公認

競技会を⚒回以上主催
　　　　　蟻　準国内格式以上の公認競技会を単独主催⚑回と全日本レー

ス選手権競技会もしくは国際格式のＪＡＦ公認競技会を⚑回
主催

　　　　　　なお、義と蟻については、当該クラブを含む⚓つ以内の登録
クラブ（団体を含む）が共催した公認競技会に限り、主催した
実績として認める。

　　　　②　更新申請の提出書類および申請料
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　クラブの会則
　　　　　蟻　前年度の活動実績（上記①の実績を記すこと）
　　　　　誼　所定の様式によるクラブ員名簿（上記〈申請資格〉⑵の条

件を満たすこと）
　　　　　議　年度登録申請料
　　　　　　注）義は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。

また、誼は公認クラブの申請条件を充足させるためのものとす
る。

　　　　③　更新申請に際しＪＡＦは、更新の適否を判定するため、下記
⑼①②について調査および審査を行う場合がある。

　　　　④　更新申請は、更新年度の 3 月31日までとし、この期限までに
更新申請を行わなかった場合は、公認クラブに関する一切の権
利を消失するものとする。

　　　⑺　更新申請の際、公認クラブから、加盟クラブまたは準加盟クラ
ブに降格申請する場合は、別途定める加盟クラブまたは準加盟ク
ラブの加盟申請料を納入すること。

自動車競技の組織に関する規定

103



　　〈登録の有効期限〉
　　　⑻　昇格、更新申請とも、公認クラブとして登録された年度の12月

31日までを有効期限とする。
　　〈昇格審査〉
　　　⑼　昇格申請受付後、ＪＡＦは当該クラブが主催した競技会に関す

るカレンダー登録申請書、組織許可申請書、競技会審査委員会報
告書等を参考として、下記事項についての調査および審査を行う。

　　　　①　モータースポーツ活動全般にわたる諸規則の遵守と義務行為
の履行について。

　　　　②　国内格式以上の競技会を主催するに当たっての、当該クラブ
の組織運営能力について。

　　　⑽　前項による審査の結果、昇格が適切と判断された場合、さらに
当該クラブが主催する競技会において前項①②についての現地査
察を実施した上で、昇格の適否を最終的に判定する。

　　〈特典〉
　　　⑾　加盟クラブの特典のほかに以下の各項の特典がある。
　　　⑿　すべての公認競技会を主催することができる。ただし、ＪＡＦ

の組織許可を必要とする。
　　　⒀　クラブ代表者は、国際競技運転者許可証Ａおよび公認審判員許

可証⚑級まで、取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦに推
薦することができる。

　　　　　ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければ許可証は
発給されない。

表⚑　登録クラブの加盟申請料および年度登録申請料

　　⚔）準加盟団体
　　〈申請資格〉
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（消費税込）

年度登録申請料加 盟 申 請 料

19,100円8,400円準加盟クラブ

19,100円8,400円加 盟 ク ラ ブ

138,800円昇格申請料　96,000円公 認 ク ラ ブ



　　　⑴　自動車スポーツに貢献する事業目的をもつ法人またはＪＡＦが
認めた団体であること。

　　　⑵　責任者はＪＡＦの個人会員であること。
　　〈申請手続き〉
　　　⑶　上記〈申請資格〉を満たした上で、下記の提出書類および申請

料を添えて手続きを行うこと。
　　　　①　新規申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　定款
　　　　　蟻　役員名簿
　　　　　誼　履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　　　　議　自動車スポーツに関する事業目的についての説明書（申請

理由、目的、活動内容等の詳細）
　　　　　掬　加盟申請料
　　　　　菊　年度登録申請料
　　　　②　更新申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　定款
　　　　　蟻　役員名簿
　　　　　誼　履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　　　　議　年度登録申請料
　　　　　　注）義・誼は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要と

する。
　　　　③　更新申請は、更新年度の⚓月31日までとし、この期限までに

更新申請を行わなかった場合は、準加盟団体に関する一切の権
利を消失するものとする。

　　〈登録の有効期限〉
　　　⑷　新規、更新申請とも、準加盟団体として登録された年度の12月

31日までを有効期限とする。
　　　　　なお、当該法人または団体の解散および組織が消滅した場合は

一切の権利も消失するものとする。
　　〈特典〉
　　　⑸　ＪＡＦから自動車スポーツに関する情報を受けることができ
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る。
　　　⑹　自動車競技に関する各種用品、備品の公認申請をすることがで

きる。
　　　⑺　ＪＡＦ登録車両規定に定める登録車両の申請をすることができ

る。
　　⚕）加盟団体
　　〈申請資格〉
　　　⑴　自動車スポーツに貢献する事業目的をもつ法人またはＪＡＦが

認めた団体であること。
　　　⑵　公認審判員許可証⚒級以上もしくは国内競技運転者許可証Ｂ以

上の所持者が⚑名以上所属していること。また、責任者はＪＡＦ
の個人会員であること。

　　〈申請手続き〉
　　　⑶　上記〈申請資格〉を満たした上で、下記の提出書類および申請

料を添えて手続きを行うこと。
　　　　①　新規申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　定款
　　　　　蟻　役員名簿
　　　　　誼　履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　　　　議　自動車スポーツに関する事業目的についての説明書（申請

理由、目的、活動内容等の詳細）
　　　　　掬　加盟申請料
　　　　　菊　年度登録申請料
　　　　②　更新申請の場合：
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　定款
　　　　　蟻　役員名簿
　　　　　誼　履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　　　　議　年度登録申請料
　　　　　　注）義・誼は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要と

する。
　　　　③　更新申請は、更新年度の⚓月31日までとし、この期間までに

自動車競技の組織に関する規定

106



更新申請を行わなかった場合は、加盟団体に関する一切の権利
を消失するものとする。

　　〈登録の有効期限〉
　　　⑷　新規、更新申請とも、加盟団体として登録された年度の12月31

日までを有効期限とする。なお、当該法人または団体の解散およ
び組織が消滅した場合は一切の権利も消失するものとする。

　　〈特典〉
　　　⑸　準加盟団体の特典のほかに次の各項がある。
　　　⑹　ＪＡＦ国内スポーツカレンダーに記載登録を行うことができる。
　　　⑺　準国内競技までの公認競技会を主催することができる。
　　　　　ただし、公認競技会を主催するに当たっては、すべての経費の

支弁能力を有すること。
　　　⑻　実績によって公認団体への昇格申請を行うことができる。
　　　⑼　代表者は、公認審判員許可証Ｂ⚓級を取得する資格を有すると

判断した者をＪＡＦに推薦することができる。
　　　　　ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければ許可証は

発給されない。
　　　⑽　ＪＡＦ国内レーシングコースの公認に関する規定およびＪＡＦ

国内スピード競技コースの公認に関する規定に則って、競技コー
スの公認申請をすることができる。

　　　⑾　Ｂライセンス講習会、Ａライセンス講習会および公認審判員講
習会を開催することができる。

　　⚖）公認団体 
　　〈申請資格〉
　　　⑴　加盟団体として自動車を通じてスポーツ活動を行っている法人

また団体であり、かつ国内格式以上の競技会を開催することを目
的としていること。

　　　⑵　公認審判員許可証Ａもしくは国内競技運転者許可証Ａ以上の所
持者が⚑名以上所属していること。また、責任者はＪＡＦの個人
会員であること。

　　　⑶　申請時から遡って⚓年以内に、国際格式のＪＡＦ公認競技会も
しくは全日本レース選手権競技会を⚓回以上主催した実績を含み、
準国内格式以上のＪＡＦ公認競技会を10回以上主催した実績があ
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ること。
　　　　　なお、当該団体を含む⚓つ以内の登録団体（クラブ含む）が共

催した公認競技会に限り、主催した実績として認める。
　　　　　ただし、公認団体昇格申請を行い、却下されたことがある団体

の場合は、その却下日から⚑年間以上経過した後でなければ昇格
の再申請はできない。

　　〈申請手続き〉
　　　⑷　昇格申請の場合：
　　　　①　昇格申請の提出書類および申請料
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　当該団体の経歴書（上記〈申請資格〉⑶の実績を記すこと。）
　　　　　蟻　定款
　　　　　誼　役員名簿 
　　　　　議　履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　　　　掬　自動車スポーツに関する事業目的についての説明書（申請

理由、目的、活動内容等の詳細）
　　　　　菊　公認団体加盟申請料
　　　　②　昇格を認められた年度に関しては、新たに年度登録申請料を

必要としない。
　　　⑸　更新申請の場合：
　　　　①　更新の成立条件
　　　　　　更新申請前年度の⚑月から同年12月の間に、準国内格式以上

のＪＡＦ公認競技会を⚑回以上主催していること。
　　　　②　更新申請の提出書類および申請料
　　　　　祇　所定の様式による登録申請書
　　　　　義　前年度の活動実績（上記①の実績を記すこと）
　　　　　蟻　定款
　　　　　誼　役員名簿
　　　　　議　履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　　　　掬　公認団体年度登録申請料
　　　　　　注）蟻・議は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要と

する。
　　　　③　更新申請に際しＪＡＦは、更新の適否を判定するため、下記

自動車競技の組織に関する規定

108



⑻①②について調査および審査を行う場合がある。
　　　　④　更新申請は、更新年度の 3 月31日までとし、この期間までに

更新申請を行わなかった場合は、公認団体に関する一切の権利
を消失するものとする。

　　　⑹　更新申請の際、公認団体から加盟団体に降格申請する場合は、
別途定める加盟団体の加盟・年度登録申請料を納入すること。

　　〈登録の有効期限〉
　　　⑺　昇格、更新申請とも、公認団体として登録された年度の12月31

日までを有効期限とする。なお、当該法人または団体の解散およ
び組織が消滅した場合は一切の権利も消失するものとする。

　　〈昇格審査〉
　　　⑻　昇格申請受付後、ＪＡＦは当該団体が主催した競技会に関する

カレンダー登録申請書、組織許可申請書、競技会審査委員会報告
書等を参考として、下記事項についての調査および審査を行う。

　　　　①　モータースポーツ活動全般にわたる諸規則の遵守と義務行為
の履行について

　　　　②　国内格式以上の競技会を主催するに当たっての、当該団体の
組織能力の有無について

　　　⑼　前項による審査の結果、昇格が適切と判断された場合、さらに
当該団体が主催する競技会において前項①②についての現地査察
を実施した上で、昇格の適否を最終的に判定する。

　　〈特典〉
　　　⑽　加盟団体の特典のほかに次の各項がある。
　　　⑾　すべての公認競技会を主催することができる。ただし、ＪＡＦ

の許可を必要とする。
　　　⑿　代表者は公認審判員許可証⚑級まで、取得する資格を有すると

判断した者をＪＡＦに推薦することができる。
　　　　　ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければ発給され

ない。
　　⚗）特別団体
　　〈申請資格〉
　　　⑴　公認競技会を主催する目的以外の自動車スポーツの発展に寄

与・貢献することを趣旨とし、自動車を製造もしくは販売する業
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者。
　　〈申請手続き〉
　　　⑵　①　新規申請の場合：所定の様式による登録申請書に加盟申請

料および年度登録申請料を添えて申し込むこと。
　　　　　②　更新の場合：所定の様式による登録申請書に年度登録申請

料を添えて申し込むこと。
　　　⑶　登録は暦年ごとに更新し、毎年⚑月⚑日から12月31日までを有

効とし、更新の申請手続きは原則として⚓月31日までに行うもの
とする。

　　　⑷　新規登録申請および更新の申請手続きに当たっては次の書類を
提出すること。

　　　　①　定款
　　　　②　役員名簿
　　　　　注）更新申請においては従来の提出内容に変更がある場合にの

み必要とする。
　　〈特典〉
　　　⑸　記録挑戦をはじめとするテストおよびトライアルを主催する資

格を有する。
　　　⑹　ＪＡＦから自動車スポーツに関する情報を受けることができる。
　　　⑺　代表者は国際競技運転者許可証Ａまでの取得有資格者を推薦す

ることができる。ただし、国際競技運転者許可証については、Ｊ
ＡＦで審査を受け、承認された者でなければ発給されない。

　　　⑻　車両公認および登録車両の申請をすることができる。
　　　⑼　更新登録を行わなかった場合は、加盟に関する一切の権利も消

失するものとする。

表⚒　登録団体の加盟申請料および年度登録申請料
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（消費税込）

年度登録申請料加 盟 申 請 料

160,200円106,700円準 加 盟 団 体

192,000円106,700円加 盟 団 体

373,600円213,400円公 認 団 体

747,400円213,400円特 別 団 体



第⚓条　競　技　会

　　自動車競技会の呼称、格式および競技結果の賞典等は、下記によるも
のとする
　⚑．競技会の呼称
　　　日本国内で組織される競技会において、グランプリまたは選手権お
よび全日本または全国の呼称はＪＡＦによって統制され、その許可が
なければ使用することができない。国際および世界の呼称はＦＩＡに
よって統制されている。上記の呼称は英語またはその他の外国語での
呼称あるいは同意語、略称などについても同様に許可を必要とする。
また、選手権規定に則っていない競技にチャンピオンの呼称を使用す
る場合は、オーガナイザー名を冠し、同様に許可を必要とする。

　⚒．競技会の格式
　　　競技会の格式を下記の通り分類する。
　　⚑）国際競技
　　　　国際モータースポーツ競技規則第⚒条および国内競技規則⚒－10

条に定義された競技。
　　⚒）　 国内競技
　　　⑴　国内競技：国内競技規則⚒－11条に定義された競技で全国規模

で開催するもの。全日本および地方選手権競技ができる。
　　　⑵　準国内競技：国内競技規則⚒－11条に定義された競技で全国規

模で開催するもの。地方選手権競技ができる。
　　　⑶　地方競技：国内競技参加者許可証および国内競技運転者許可証

の所持者のみに参加が許される競技。
　　　　　ただし、ラリー競技については、国際競技運転者許可証の所持

者の参加が許される。
　　　⑷　クローズド競技（国内競技規則⚒－13）：競技の主催クラブに

所属する会員のみに参加が許される競技。なお共催の場合は⚓ク
ラブ以内とする。
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表⚓　格式の定義に関する解説表（国内競技）
　

　⚓．制限付競技（国内競技規則⚒－12）
　　　上記国際競技・国内競技以外の条件を満たす競技をいい、特定の条
件に従って行われるもの、例えば特殊構造の車両の参加を制限した競
技。またオーガナイザーから招待を受けた競技者のみが参加して行う
競技。ただし、特定のクラブを招待して行う場合は、その招待クラブ
は⚕クラブを越えてはならない。

　⚔．競技における賞
　　　国内および国際競技会の場合、原則としてオーガナイザーが授与す
る賞金、賞品あるいはスターティングマネーなどの総額は、金額にし
て次の額を下回らないものとする。

　　　競技会の区分　　　　レース　　　　　スピード競技およびラリー
　　　　国　内　　　　総　額　　50万円　　　総　額　　10万円
　　　　国　際　　　　　〃　　300万円　　　　〃　　　30万円

第⚔条　競技会の組織許可

　⚑．自動車競技とは、自動車が参加して行う競技的な性格をもつ行事、
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競技会の制限
（選手権の対象）

ライセンス
　　の制限地域区分競 技 種 目項目

格式

全日本選手権
まで

国際・国内全　国レ ー ス
国 内 〃〃ラ リ ー

〃〃スピード競技

地方選手権　
まで

国際・国内全　国レ ー ス
準 国 内 〃〃ラ リ ー

〃〃スピード競技

選手権は開催
できない　　

国内のみ全　国レ ー ス
地 方 国際・国内〃ラ リ ー

国内のみ〃スピード競技

競技の主催クラブに
所属する会員のみに
参加が許される競技

レ ー ス
クローズド ラ リ ー

スピード競技



あるいは成績の発表をすることによって、競技的な性質をもつ行事で
あるが、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則およびＪＡＦの国内
競技規則に自動車スポーツとして定義される以下の各行事は、すべて
ＪＡＦの組織許可を必要とする。

　　　ただし、ＪＡＦ登録クラブが主催するスピード競技のクローズド格
式競技は、ＪＡＦに届出を行うことにより、組織許可は免除される。

　　⚑）国内競技規則⚒－14条第⚑）項第⚑類ラリー
　　⚒）国内競技規則⚒－16条のレース
　　⚓）国内競技規則⚒－17条のスピード競技（クローズドを除く）
　⚒．以下の各行事はＪＡＦ国内競技規則の特別除外例として組織許可は
必要としない。

　　⚑）国内競技規則⚒－14条第⚒）項のツーリング集会
　　⚒）順位の判定に速度を要素としない行事
　　⚓）エコノミーラン
　　⚔）交通安全コンテスト
　　⚕）その他娯楽的な要素を主目的とした行事等
　　　　ただし、上記各項に該当すると思われる行事でもＪＡＦにおいて

競技と判定されるものを除く。
　⚓．組織許可を必要とする行事はＪＡＦの国内競技規則および諸規則に
準拠して作成された競技会特別規則書に従って開催されなければなら
ない。

　⚔．競技会の審査：組織許可を必要とする行事は、⚒名以上の競技会審
査委員の任命を必要とする。

　　　競技会審査委員長は、主催するクラブまたは団体の所属員であって
はならず、その資格は次に掲げる各項のいずれかに該当している者で
なければならない。

　　⚑）公認審判員⚑級の資格所持者
　　⚒）モータースポーツ審議会委員およびモータースポーツ専門部会委員
　　⚓）スポーツ資格登録者で、ＪＡＦが特に認めたもの
　⚕．無線機器の使用
　　⚑）競技会参加者またはオーガナイザー等が無線機器を使用する場合

は、電波法に従った無線機器を使用しなければならない。
　　⚒）違法無線機器を使用した者は、国内競技規則⚔－⚓の違反として
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罰則が適用される。
　　⚓）競技会オーガナイザーは、当該競技会特別規則に上記⚑）および

⚒）の条文を記載するとともに、競技会開催に当たっては電波法に
従った無線機器を使用するよう管理すること。

第⚕条　競技日程

　　競技会の日程はすべてＪＡＦによって承認され、かつＪＡＦ国内スポ
ーツカレンダーに登録されねばならず、国際競技はＦＩＡ国際スポーツ
カレンダーに登録されねばならない。登録申請はＪＡＦが指定する日時
までに所定の方法でＪＡＦに提出するものとする（ＪＡＦ国内スポーツ
カレンダー登録規定を参照）。

第⚖条　競技日程の調整

　　国内にて各登録クラブおよび団体が開催する競技日程の割り振りにつ
いてはＪＡＦが調整する。

第⚗条　提出書類

　　競技を主催する登録クラブおよび団体はＪＡＦに下記の書類を提出し
なければならない。競技場の使用許可証の提示を要求された場合には競
技場所有者の使用許可証の写しを提出しなければならない。
　⚑．準国内競技、地方競技のすべて、およびクローズド競技のレースの
場合には次の書類を提出する。

　　⚑）所定の様式の組織許可申請書と特別規則書の草案⚑部を競技開催
日の⚑ヵ月前まで。

　　⚒）ＪＡＦが許可した特別規則書の印刷したもの⚑部を参加受け付け
開始の⚒日前まで。

　⚒．国内競技の場合には次の書類を提出する。
　　⚑）所定の様式の組織許可申請書と特別規則書の草案⚑部を競技開催

日の⚒ヵ月前まで。
　　⚒）ＪＡＦが許可した特別規則書の印刷したもの⚑部を参加受け付け

開始の⚒日前まで。
　⚓．国際競技の場合には次の書類を提出する。
　　⚑）所定の様式の組織許可申請書と特別規則書の草案⚑部を競技開催
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日の⚔ヵ月前まで。
　　⚒）ＪＡＦが許可した特別規則書の印刷したもの⚑部を参加受け付け

開始の⚒日前まで。
　⚔．ラリー競技会の場合は、ラリー競技会組織に関する規定に従うこと。
　⚕．記録挑戦を含む競技のときには、前項⚑、⚒、⚓項の書類のほかに
挑戦種目の明細書を添えて提出する。

　⚖．競技会の終了後14日以内に次の書類を提出する。
　　⚑）公式プログラムまたは競技参加者名簿および競技役員名簿各⚑部
　　⚒）公式通知、ロードブックまたはルートカードなど各⚑部
　　⚓）暫定または最終決定の成績表⚑部

第⚘条　保　　険

　⚑．レース競技に関する保険
　　　レース競技会のオーガナイザーは、保険に関し、下記の措置をとら
なければならない。

　　　またオーガナイザーは、下記の保険の加入について競技会審査委員
会に報告しなければならない。

　　⚑）観客に対する保険
　　　　オーガナイザー（または施設所有者）は、競技会開催期間中、観

客に対し、競技の事故による観客の死亡あるいは傷害について、最
低⚑人当たり500万円以上の傷害保険を付保しなければならない。

　　⚒）競技者に対する保険
　　　⑴　オーガナイザーは、競技会に出場するドライバーおよびピット

要員に対し、⚑人当たり100万円以上のレース傷害保険を付保し
なければならない。

　　　⑵　競技参加者は、ドライバーおよびピット要員が、上記の規定に
よりオーガナイザーが付保するレース傷害保険を含め、ドライバ
ーに対しては総額1,000万円以上、ピット要員に対しては総額500
万円以上の有効な保険に加入していることを大会事務局に申告し
なければならない。

　　⚓）競技役員に対する保険
　　　⑴　オーガナイザーは、競技役員のうち、コース上またはこれと類

似の場所で役務につく役員に対し、⚑人当たり100万円以上のレ
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ース傷害保険を付保しなければならない。
　　　⑵　競技役員は、上記のオーガナイザーが付保するレース傷害保険

を含め総額500万円以上の有効な保険に加入していることを、大
会事務局に申告しなければならない。

　⚒．スピード競技に関する保険
　　　スピード競技会（クローズド格式は除く）のオーガナイザーは、保
険に関し、下記の措置をとらなければならない。

　　　またオーガナイザーは、下記の保険の加入について競技会審査委員
会に報告しなければならない。

　　⚑）観衆に対する保険
　　　　オーガナイザー（または施設所有者）は、競技会開催期間中、観

衆に対し、競技の事故による観衆の死亡あるいは傷害について、最
低⚑人当たり300万円以上の傷害保険を付保しなければならない。

　　⚒）競技役員に対する保険
　　　　オーガナイザーは、競技役員のうち、コース上またはこれと類似

の場所で役務につく役員に対し、⚑人当たり100万円以上のスピー
ド競技に有効な傷害保険を付保しなければならない。

第⚙条　本規定の施行

　　本規定は、2018年12月⚑日より施行する。 

自動車競技の組織に関する規定

116



第⚑条

　　クラブおよび団体が、ＪＡＦに新規登録する名称を以下の通り規定す
る。

第⚒条

　　原則として、次の各項に該当する名称では申請することができない。
　⚑．ＦＩＡおよびＦＩＡ加盟のＡＳＮの名称および略称など。
　⚒．ＪＡＦに登録済みのクラブおよび団体の名称および略称。
　　　ただし、当該クラブおよび団体の同系であり、支部地名等の属称を
付し、かつ名称使用の同意を得た場合は、この限りでない。

　⚓．著名な商品名、会社名およびその他これに類似の名称。ただし、当
該会社と直接または間接に関係があり、かつ名称使用の同意書があれ
ば、この限りではない。

　⚔．連盟（Federation）、協会（Association）、組合（Union）など、およ
びこれとの同義語など。

　⚕．日本、世界、国際、アジア、極東、ナショナル、ロイヤル、インペ
リアル、太平洋などの誇大名称、およびこれとの同義語など。

第⚓条

　⚑．新規登録の場合、第⚒条の各項に該当する以外の名称であっても社
会通念上奇異に感じられる名称、ならびに実質と内容が伴わない名称
については、登録を認めない場合がある。

　⚒．第⚒条の各項に該当する名称であっても、当該クラブまたは団体の
117

名称に関する細則
⚑⚙⚖⚙年⚕月⚒⚒日制　　定
⚑⚙⚗⚙年⚑⚒月⚒⚑日改　　定
⚑⚙⚘⚑年⚓月⚑⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改定施行
⚒⚐⚑⚑年⚑⚑月⚒⚔日改正施行
⚒⚐⚑⚒年⚓月⚒⚙日改正施行



実績および活動内容等を審査のうえ登録を認める場合がある。
　⚓．更新登録の場合、既登録クラブまたは団体において、名実が相反す
る場合は、改称を求める場合がある。

第⚔条

　　クラブおよび団体の名称は、漢字、片仮名、平仮名、ローマ字および
数字のいずれかを用いた組み合わせによって表示されなければならない。
　　なお、略称はローマ字で示すこととし地名を付記するものはこの限り
でない。

第⚕条

　　クラブ、団体が新規に登録する際は、名称の由来についての説明書を
添付しなければならない。

第⚖条

　　ＪＡＦに登録済みのクラブ、団体の名称変更の申請があれば、これを
審査し、実績ならびにその内容が伴うものと判断した場合は、これを許
可することがある。

第⚗条

　本細則は、⚒⚐⚑⚒年⚓月⚒⚙日より施行する。 
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　　ＪＡＦの公認競技会を主催しようとするクラブ、団体は、前もってＪ
ＡＦの組織許可を受けなくてはならない。この競技の組織許可の申請手
続きについては、「自動車競技の組織に関する規定」、また、この規定と
合わせて、ラリー競技については「ラリー競技開催規定」、スピード競
技については「スピード競技開催規定」に定められた規則に従って行う
ことになっているが、その申請手続きの要点を下記にまとめて示したの
で、上記規定と合わせて参照のこと。
　　なお、スピード競技のクローズド格式の競技会は「届出競技」のため、
ＪＡＦスポーツカレンダー登録ならびに組織許可申請を必要としない。

　　ＪＡＦの公認競技会を主催するにはあらかじめＪＡＦに登録されてい
るクラブ、団体に限られる。登録クラブ、団体は、表⚑に示したその登
録種別に応じた格式の競技会を開催する資格がある。

〔ラリーについては、「ラリー競技開催規定・細則：ラリー競技会の組織
許可に関する細則」を参照のこと。〕 
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公認競技会開催の手続きについて
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②
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の
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査

③

Ｊ
Ａ
Ｆ
の
受
付

窓
口
に
提
出

（組織許可証等の交付）



　①  →  ②
　競技会のオーガナイザーである当該登録クラブ、団体は競技会の組織許
可申請をＪＡＦに提出する前に、あらかじめその競技会がＪＡＦスポーツ
カレンダーに登録してあることが必要である。（国内スポーツカレンダー
登録規定参照）
　②  →  ③
　組織許可申請は表⚒の通り組織許可申請書（ＪＡＦ所定の用紙）と競技
会特別規則書の草案と組織許可申請料を添えてＪＡＦの窓口に提出するこ
と。
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表 1

開催できる競技会の格式登録クラブ団体の種別

クローズド準加盟クラブ

準国内、地方加 盟 団 体

準国内、地方、クローズド、
国内（レースを除く）加盟クラブ

すべての格式の競技会
（クローズド競技を除く）公 認 団 体

すべての格式の競技会公認クラブ



表 2　競技会を主催する場合の提出書類一覧表
　　　（各提出書類を⚑部づつ提出のこと）

　注）その他
　　　⚑．全日本および地方選手権については、日本選手権規定を参照のこと
　　　⚒．〈道 路 を 使 用 す る 競 技〉◎権威ある機関で測定した地図に

基づくコース測定値
　　　　〈テ ス ト を 含 む 競 技〉◎テスト種目の詳細書
　　　　〈公 道 を 使 用 す る 競 技〉◎道路使用に関する警察当局の許

可書の写し
　　　　〈リブレ車両の競技を含む場合〉◎リブレ車両規則の草案を⚑部、

所定の組織許可申請提出期限の
さらに⚒ヵ月前に提出のこと。 
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提　出　期　限提　出　書　類競技の格式

開催日の 1ヵ月前組 織 許 可 申 請 書
⑴準国内競技
　地方競技　
　クローズド
　　　（注 1 ）

開催日の 1ヵ月前特 別 規 則 書 （ 草 案 ）

開催日の 1ヵ月前コース許可証、コース図、査察報告書の写し
（スピード競技のみ）

参加受け付け開始の2日前特 別 規 則 書

開催日の 2ヵ月前組 織 許 可 申 請 書

⑵国 内 競 技 開催日の 2ヵ月前特 別 規 則 書 （ 草 案 ）

参加受け付け開始の 2 日前特 別 規 則 書

開催日の 4ヵ月前組 織 許 可 申 請 書

⑶国 際 競 技 開催日の 4ヵ月前特 別 規 則 書 （ 草 案 ）

参加受け付け開始の 2日前特 別 規 則 書

競技会終了後14日以内
公式プログラム（または参加者名
簿）、役員名簿、公式通知、ロード
ブック（またはルートカード）、成績表

前記各項に該
当

開催日の14日前開 催 届 けスピード競技
のクローズド
注 1 ）スピード競技のクローズド格式競技会を除く



　表⚓　日本選手権競技会の組織許可申請提出期限 

公認競技会開催の手続きについて
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レース：
開催日の 4ヵ月前
開催日の 3ヵ月前
開催日の 2ヵ月前

⑴全日本選手権（国際競技）
⑵　　　〃　　　（国内競技）
⑶地方選手権

ラリー：
開催日の 3ヵ月前
開催日の 2ヵ月前

⑴全日本選手権
⑵地方選手権

スピード競技：
開催日の 3ヵ月前
開催日の 2ヵ月前

⑴全日本選手権
⑵地方選手権



第⚑章　総　　　則

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、自動車競技
に参加する参加者および運転者ならびに審判員のために国際自動車連盟
（以下「ＦＩＡ」という。）の国際モータースポーツ競技規則およびＪＡＦの
国内競技規則に準拠してＪＡＦスポーツ資格登録規定を定め、許可証を発
給する。
　本規定に基づき許可証の発給を受ける者は、ＪＡＦの個人会員でなけれ
ばならない。ただし、本規定に基づき満18歳未満の者が許可証の取得を認
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2014年⚔月⚑日施　　行
2014年⚑⚑月⚒⚗日改　　正
2014年⚑⚒月⚑日施　　行
2015年⚗月30日改　　正
2015年11月⚑日施　　行
2017年⚗月27日改　　正
2017年11月⚑日施　　行
2018年⚗月25日改　　正
2019年⚑月⚑日施　　行

⚒⚐⚐⚐年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚐年⚘月⚑日改正施行
⚒⚐⚐⚐年⚑⚐月⚒⚖日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚑⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚑年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚑年⚓月⚓⚐日改　　正
⚒⚐⚐⚑年⚕月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚑年⚑⚐月⚑⚙日改　　正
⚒⚐⚐⚑年⚑⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日改　　正
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚔年⚘月⚓日改　　正
⚒⚐⚐⚔年⚑⚐月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚕年⚘月⚒日改　　正
⚒⚐⚐⚕年⚑⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚖年⚘月⚖日改　　正
⚒⚐⚐⚖年⚑⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚖年⚑⚑月⚓⚐日改正施行
2008年11月27日改正施行
2011年⚑月⚑日改正施行
⚒⚐⚑⚑年⚑⚑月⚒⚔日改　　正
⚒⚐⚑⚒年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚑⚒年⚑⚑月⚒⚙日改　　正
⚒⚐⚑⚓年⚑月⚑日施　　行
2014年⚑月30日改　　正

⚑⚙⚗⚗年⚙月⚒⚗日制　　定
⚑⚙⚗⚘年⚙月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚘⚐年⚑⚒月⚒日改　　定
⚑⚙⚘⚑年⚗月⚒⚒日改　　定
⚑⚙⚘⚒年⚑⚑月⚒⚔日改　　定
⚑⚙⚘⚓年⚒月⚑⚗日改　　定
⚑⚙⚘⚔年⚒月⚑⚖日改　　定
⚑⚙⚘⚔年⚗月⚑⚘日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚓年⚑⚐月⚒⚐日改　　定
⚑⚙⚙⚓年⚑⚒月⚒日施　　行
⚑⚙⚙⚔年⚑⚐月⚑⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚕年⚔月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚕年⚑⚐月⚕日改　　定
⚑⚙⚙⚖年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚖年⚑⚒月⚓日改定施行
⚑⚙⚙⚗年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚗年⚑⚑月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚘年⚗月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚙⚙年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚙年⚗月⚒⚘日改　　正
⚑⚙⚙⚙年⚑⚐月⚒⚒日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚓月⚒⚘日改　　正



められる場合は、この限りではない。
　なお、国際競技運転者許可証の発給を受ける者は、ＦＩＡ国際モーター
スポーツ競技規則およびその付則Ｌ項に従うものとする。

第⚒章　許可証の種類

　ＪＡＦは、次の許可証を本規定に従って発給する。
　⚑．競技許可証
　⚒．公認審判員許可証
　⚓．エキスパートライセンス

第⚓章　競技許可証

　第⚑条　競技許可証の種類と有効な競技会
　　⚑．競技許可証の種類は、次の通りとする。
　　　⚑）国際許可証
　　　　⑴　国際競技運転者許可証（Ａ、Ｂ、Ｃ、R、ドラッグレース、

ソーラーカー）
　　　　⑵　国際競技参加者許可証
　　　⚒）国内許可証
　　　　⑴　国内競技運転者（兼参加者）許可証（Ａ、Ｂ）
　　　　⑵　限定国内競技運転者許可証Ａ
　　　　⑶　国内競技参加者許可証
　　　　なお、許可証上の所持者名は、国際許可証の場合はローマ字を用

い、国内許可証の場合はカタカナ、またはローマ字を用いる。
　　　　また、競技運転者許可証について、国内競技規則⚘－⚑⚑により仮

名の使用が認められた場合でも、本名を併記しなければならない。
　　⚒．競技許可証ごとに有効な競技は、別に定める場合を除き、次の通

りとする。
　　　　なお、競技運転者許可証の等級は、国際スーパーライセンス（Ｆ

ＩＡが発行する）を最上位とし、以下、国際Ａ、Ｂ、Ｃ、R、国内
Ａ、Ｂの順とし、上位の許可証は下位の許可証が有効なすべての競
技に有効である。
 

ＪＡＦスポーツ資格登録規定

124



　　　⚑）国際競技運転者許可証

　　　⚒）国際競技参加者許可証
　　　　　ＦＩＡ国際スポーツカレンダーに登録された競技会およびＪＡ

Ｆ公認の国内格式以下の競技会に競技参加者として有効である。
　　　⚓）国内競技運転者許可証
　　　　Ａ：ＪＡＦ公認の国内格式以下の競技会に競技運転者および競技

参加者として有効である。
　　　　Ｂ：レースを除くJAF公認の国内格式以下の競技会に競技運転者

および競技参加者として有効である。
　　　⚔）限定国内競技運転者許可証A
　　　　　本規定第⚒条⚒．項に定めるJAF公認の国内格式以下のレース

競技会に競技運転者として有効である。
　　　⚕）国内競技参加者許可証
　　　　　ＪＡＦ公認の国内格式以下の競技会に競技参加者として有効で

ある。
　　　　なお、ＪＡＦ発給の競技運転者許可証の所持者本人が競技運転者

としてＪＡＦ公認の国内競技に参加する場合に限り、その競技運転
者許可証は競技参加者許可証を兼ねることができるものとする。

　第⚒条　競技許可証の新規申請
　⚑．競技運転者許可証
　　⚑）新たに競技運転者許可証を申請する者は、日本の普通自動車以上

ＪＡＦスポーツ資格登録規定
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有効な競技（ＦＩＡによる分類）許可証の種類

Ｆ１世界選手権スーパーライセンス

パワーウェイトレシオが１kg／hp以下のすべての車両に必要。Ａ

パワーウェイトレシオが１kg～２kg／hp間のすべての車両、および
ＦＩＡ ＷＴＣＣ選手権に必要。Ｂ

パワーウェイトレシオが２kg～３kg／hp間のすべての車両（上述の
車両を除く）、およびＦＩＡオートクロス、ラリークロス、トラッ
ク選手権に必要。

Ｃ

国際格式のラリー、クロスカントリー、ヒルクライムＲ

国際格式のドラッグレース（参加できる車両タイプごとに５種類の
許可証がある。本規定第４条参照）ドラッグレース



の運転免許証または外国のこれに相当する免許証の所有者でなけれ
ばならない。

　　　　ただし、本規定に基づき満18歳未満の者が許可証の取得を認めら
れる場合は、この限りではない。

　　　　身体の障がいのある者は、許可証を取得する適性についてＪＡＦ
の審査を受け、承認を得なければならない。

　　⚒）上記⚑）の要件を満たし、かつ次の⑴～⑹のいずれかの条件を満
たしたものは、各項に定める国内競技運転者許可証の新規申請を行
うことができる。

　　　⑴　クローズド競技参加によるもの。
　　　　　ＪＡＦ登録クラブが開催するスピード競技またはラリーのクロ

ーズド競技会に⚑回以上出場した者：
　　　　・国内Ｂを申請することができる。
　　　　　ただし申請の際に当該クラブの代表者の証明を必要とする。
　　　⑵　ＪＡＦ認定の講習会の受講によるもの。
　　　　①「Ｂライセンス講習会」を受講した者：
　　　　　・国内Ｂを申請することができる。
　　　　②講習会開設規定第⚑⚙条⚒．または⚔．の受講資格を満たし、「国内Ａ

ライセンス講習会」を受講し合格した者：
　　　　　・国内Ａを申請することができる。
　　　⑶　推薦によるもの。
　　　　①ＪＡＦ準加盟、加盟、公認クラブおよび特別団体の代表者の推

薦を受けた者：
　　　　　・国内Ｂを申請することができる。
　　　　②ＪＡＦ公認クラブおよび特別団体の代表者の推薦を受けた者：
　　　　　・国内Ａ以上を申請することができる。
　　　　　ただし国際競技運転者許可証については、ＪＡＦで審査を受け、

承認された者でなければ発給されない。
　　　⑷　ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＣ以上の所持

者は、同一年または翌年の競技運転者許可証国内Ａ以下の許可証
を申請できる。

　　　⑸　申請の前年、または前々年にカートのＣＩＫ世界選手権、ある
いはＣＩＫワールドカップの最終認定順位（シリーズランキング）

ＪＡＦスポーツ資格登録規定
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にて⚓位以内の者は、競技運転者許可証国際Ｂ以下の許可証を申
請できる。

　　　⑹　限定国際ソーラーカー競技運転者許可証、またはカート国内Ａ
ライセンスの所持者は、同一年または翌年の競技運転者許可証国
内Ｂの許可証を申請できる。

　　　　　ＪＡＦは申請に基づき、審査のうえ当該申請者に対し、所定の
自動車競技運転者許可証の発給を行うこととする。

　　　　　以上のいずれかの条件を満たした者は、所定の申請書に記載の
「健康管理事項」を確認の上で必要事項を漏れなく記入の上写真
⚑枚を添付し、ＪＡＦの各地方本部事務局あてに提出するものと
する。

　　　　　なお、上記⑴～⑶の条件を満たした者の申請については、申請
資格取得後30日以内に申請しなければならない。

　⚒．限定国内競技運転者許可証Ａ
　　⚑）年齢が満16歳以上18歳未満で、次の⑴、⑵および⑶の条件を満た

す者は、以下の競技車両によるＪＡＦ公認の国内格式以下の競技会
のレースのみに参加できる限定国内競技運転者許可証Ａ（以下「限
定Ａライセンス」という。）を申請することができる。

　　　　①フォーミュラＪ1600（ＦＪ1600）
　　　　②スーパーＦＪ（Ｓ－ＦＪ）
　　　　③フォーミュラ⚔（Ｆ⚔）
　　　　④上記①、②または③と同等性能であるとＪＡＦが特に認めたフ

ォーミュラカー
　　　⑴　限定Ａライセンスを取得しようとする者は、申請するライセン

ス有効年の前年または前々年に、次のいずれか⚑つ以上の実績を
満たしていること。

　　　　①全日本カート選手権において、年間総合順位⚖位以内に入賞
　　　　　ただし、ＦＰ－⚓部門は、年間総合順位⚒位以内に入賞とする。
　　　　②日本国内において開催された国際格式のカート競技会において、

⚖位以内に入賞
　　　　③国内外を問わず、ＣＩＫ－ＦＩＡのタイトルのかけられた国際

格式のカート競技会において、⚖位以内に入賞
　　　　　ただし、ＪＡＦは、上記①から③の条件に準ずる者からの申請
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について、審査のうえ参加できるレースを制限して認める場合が
ある。

　　　⑵　ＪＡＦ認定のＡライセンス講習会の座学を受講し、かつその筆
記試験に合格すること。

　　　⑶　限定Ａライセンス取得に関する親権者の同意を得ること。
　　⚒）限定Ａライセンスを取得しようとする者は、所定の申請書に記載

の「健康管理事項」を確認の上で下記⑴の証明を取り付けた上、下
記⑵から⑷までの書類を添付して、ＪＡＦの地方本部に申請するこ
と。

　　　⑴　ＪＡＦ認定のＡライセンス講習会受講および筆記試験合格証明
（上記の所定の申請書に講習会の証印押印の欄がある）。

　　　⑵　前項⑴の実績を証明する書類
　　　⑶　限定Ａライセンス取得に関する親権者が自署・捺印した同意書、

親権者であることを証する書類（公的な書類）および印鑑証明
　　　⑷　写真⚑枚
　　⚓）限定Ａライセンスの有効期間は発給された年の12月31日までとし、

その許可証料は国内競技運転者許可証Ａの許可証料と同一とする。
　　⚔）限定Ａライセンスは競技参加者許可証を兼ねないものとする。限

定Ａライセンスを所持する者は、競技参加者許可証を所持するクラ
ブ・団体または法人（以下「チーム」という。）に所属し、そのチ
ームが参加する⚑）項のレースに当該チームの競技運転者として参
加すること。

　　⚕）限定Ａライセンスを所持する者が満18歳に達した後の取扱いは、
以下の通りとする。

　　　⑴　限定Ａライセンスを年度更新することにより、満19歳に達する
年の限定Ａライセンスを取得することができる。

　　　⑵　満19歳に達するまでに、普通自動車運転免許証を取得し、ＪＡ
Ｆ個人会員となることにより、限定Ａライセンスから国内競技運
転者許可証Ａへの移行申請（以下「移行申請」という。）を行う
ことができる。

　　　　もし、上記期限までに手続しない場合は、移行申請の資格を失う。
　　　⑶　移行申請により、所持する限定Ａライセンスと同一年の国内競

技運転者許可証Ａを取得する場合は、新たな許可証料の支払を必
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要としないが、翌年の国内競技運転者許可証Ａを取得する場合は、
国内競技運転者許可証Ａの許可証料の支払を必要とする。

　　⚖）限定Ａライセンスによる出場実績は、国際競技運転者許可証への
上級申請時の実績とする。

　　⚗）ＪＡＦ登録クラブまたは登録団体からの推薦による限定Ａライセ
ンスの取得申請は認められない。

　　⚘）限定Ａライセンスを所持する者が、本条⚒．⚑）①～④の競技車
両による地方選手権または国内シリーズにおいて、年間総合順位⚓
位以内に入賞した者は、翌年、限定Ａライセンスでスーパーフォー
ミュラ・ライツ（SFL）による国内格式以下のレースに参加するこ
とができる。

　　　ただし、ＪＡＦは、上記の成績に準ずる者からの申請について、審
査のうえ参加を特に認める場合がある。

　⚓．限定国際ソーラーカー競技運転者許可証
　　⚑）本規定においてソーラーカーとは、車両に搭載したソーラーパネ

ルから蓄電池を介し直接的に駆動力を得る競技用車両をいう。
　　⚒）次の⑴または⑵の条件を満たす者は、クローズドコースにおいて

開催されるＪＡＦ公認のソーラーカー競技（国際格式以下）にのみ
参加できる、限定国際ソーラーカー競技運転者許可証（以下「国際
ソーラーカーライセンス」という。）を申請することができる。

　　　⑴　満16歳以上でＪＡＦ認定の国際ソーラーカーライセンス講習会
を受講し、かつ筆記試験に合格した者

　　　⑵　国内競技運転者許可証Ａの所持者
　　⚓）国内競技運転者許可証ＢまたはＡの所持者が、国際ソーラーカー

ライセンスを取得する場合は、既に所持する許可証と併せて所持す
ることができる。

　　⚔）国際ソーラーカーライセンスを取得しようとする者は、所定の申
請書に記載の「健康管理事項」を確認の上で下記⑴から⑵までの書
類を添付して、ＪＡＦの地方本部に申請すること。

　　　⑴　ＪＡＦ認定の国際ソーラーカーライセンス講習会受講および筆
記試験合格証明（上記の所定の申請書に講習会の証印押印の欄が
ある）、または所持する国内競技運転者許可証Ａ。

　　　⑵　写真⚑枚
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　　　　なお、満16歳以上18歳未満の者が国際ソーラーカーライセンスを
取得しようとする場合は、上記⑴から⑵までの書類の他に、国際ソ
ーラーカーライセンス取得に関する親権者の自筆による同意書、お
よび印鑑証明を添付して申請すること。

　　⚕）国際ソーラーカーライセンスの有効期限は発給された年の12月31
日までとし、その許可証料は国際競技運転者許可証Ｃの許可証料と
同一とする。

　　⚖）国際ソーラーカーライセンスは競技参加者許可証を兼ねないもの
とする。

　　　　国際ソーラーカーライセンスを所持する者は、競技参加者許可証
を所持するクラブ・団体または法人（以下「チーム」という。）、も
しくは個人に所属し、そのチームもしくは個人が参加するソーラー
カー競技に当該チームの競技運転者として参加すること。

　　⚗）国際ソーラーカーライセンスを所持する満16歳以上18歳未満の者
が満18歳または19歳に達する年の取扱いは、以下の通りとする。

　　　⑴　国際ソーラーカーライセンスを年度更新することにより、満18
歳に達する年の国際ソーラーカーライセンスを取得することがで
きる。

　　　⑵　満19歳に達する年の国際ソーラーカーライセンスを取得する場
合は、年度更新に際してＪＡＦ個人会員となること。

　　⚘）国際ソーラーカーライセンスによるソーラーカー競技会への出場
実績が無くても、年度更新することにより、国際ソーラーカーライ
センスを所持することができる。

　　⚙）ＪＡＦ登録クラブまたは登録団体からの推薦による国際ソーラー
カーライセンスの取得申請は認められない。

　⚔．競技参加者許可証
　　　国内または国際の競技参加者許可証は、個人、法人、クラブまたは
団体名で申請し、交付を受けることができる。

　　　ただし、法人、クラブまたは団体の場合は、そのしかるべき責任者
の名前によって申請しなければならない。

　第⚓条　競技許可証の上級申請
　　競技許可証の上級申請は、次の条件を満たした者でなければならない。
　　身体の障がいのある者は、許可証を取得する適性についてＪＡＦの審
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査を受け、承認を得なければならない。
　　なお、上級申請条件として規定されている「競技会出場実績」とは、
そのつど競技長により成績（順位）認定され「競技記録カード」に証印
されたものをいう。（リタイア、ミスコース等は実績として認められな
い。）
　注）「日本選手権」とは、ＪＡＦの全日本選手権または地方選手権をさ

す。
　⚑．国内Ｂから国内Ａへの申請：
　　　Ａライセンス講習会受講前24ヵ月以内に次のａ．～ｃ．のいずれかの
実績を有し、同講習会を受講し、合格した者。

　　　ａ．ＪＡＦ公認競技会（クローズドを除く）に⚑回以上出場
　　　ｂ．ＪＡＦ公認のレーシングコースにおいて⚒⚕分以上のスポーツ走

行の経験（走行したコースからの走行証明を所持していること）
　　　ｃ．ＪＡＦ公認ソーラーカーレースに出場
　⚒．国内Ａから国際Ｒへの申請：
　　　国内Ａの所持者で、申請前24ヵ月以内にラリーおよびスピード競技
（いずれも日本選手権競技会に限る）に⚖回以上の競技会出場実績が
ある者。

　⚓．国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｒから国際Ｃへの申請：
　　　国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｒの所持者で、申請前24ヵ月以内にＪＡ
Ｆの公認レースに少なくとも⚕回以上の競技出場実績がある者。

　　（ドラッグレーシング競技に対する国際競技運転者許可証の上級申請
については別途に定める。）

　⚔．国際Ｂへの申請：
　　　国内Ａ、限定Ａ、国際Ｒ、または国際Ｃの所持者で、申請前⚒⚔ヵ月
以内に次の⚑）または⚒）のいずれかを満たした者。

　　⚑）ＪＡＦの公認レースにおいて⚑⚐回以上の競技会出場実績がある者。
　　⚒）ＪＡＦの日本選手権が懸けられたレースまたは国際格式のレース

に⚗回以上の競技会出場実績がある者。
　⚕．推薦による申請：
　　ＪＡＦ公認クラブおよび特別団体の代表者の推薦を受けた者。
　　ただし、国際競技運転者許可証については、ＪＡＦで審査を受け、承
認された者でなければ発給されない。
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　第⚔条　国際ドラッグレース許可証
　　国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項第⚑章⚙「ドラッグレーシン
グライセンス」に基づき、下記の通り国際ドラッグレース許可証（以下
“ＤＲ”と略す）を発給する。
　⚑．許可証の種類：
　　　下記の通り⚕種類の許可証を発給する。なお、同一車両カテゴリー
（タイプ）に限り上位の許可証は、下位の許可証のすべてに有効である。

　　　⚑）タイプＡクラス⚑（Ａ，⚑）：
　　　　車両タイプＡのすべてのクラスに有効。
　　　⚒）タイプＡクラス⚒（Ａ，⚒）：
　　　　車両タイプＡのうち、クラス⚒以下のすべてのクラスに有効。
　　　⚓）タイプＢクラス⚑（Ｂ，⚑）：
　　　　車両タイプＢのすべてのクラスに有効。
　　　⚔）タイプＢクラス⚒（Ｂ，⚒）：
　　　　車両タイプＢのうち、クラス⚒以下のすべてのクラスに有効。
　　　⚕）タイプＣクラス⚑（Ｃ，⚑）：
　　　　車両タイプＣのすべてのクラスに有効。
　　　（注）車両のタイプ

　⚒．申請条件：
　　　国内競技運転者許可証Ａ以上の所持者であること。なお、国際ドラ
ッグレースライセンスは、常に国内Ａライセンス以上のサーキットド
ライバーズライセンスに追加して発給される（国際ドラッグレースラ
イセンスは単独で発給されない）。

　⚓．許可証の申請：
　　⚑）国内Ａ以上のライセンスからの取得条件：
　　　⑴　ＤＲクラス⚒への新規申請：
　　　　①（Ａ，⚒）への申請：
　　　　　当該申請12ヵ月以内にＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＡ車両で⚒回以上完走（成績認定を受
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タイプＣタイプＢタイプＡ

プロストックカー（ＰＳ）等ファニーカー（ＦＣ）
トップアルコールファニーカー（ＴＡ／ＦＣ）等

トップフューエル（ＴＦ）
トップアルコールドラッグスター（ＴＡＤ）
トップガスドラッグスター（ＴＧＤ）等



ける）した者。
　　　　②（Ｂ，⚒）への申請：
　　　　　当該申請12ヵ月以内にＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＢ車両で⚒回以上完走（成績認定を受
ける）した者。

　　　⑵　ＤＲクラス⚑への新規申請：
　　　　①（Ａ，⚑）への申請：
　　　　　当該申請12ヵ月以内にＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＡ車両で⚔回以上完走（成績認定を受
ける）した者。

　　　　②（Ｂ，⚑）への申請：
　　　　　当該申請12ヵ月以内にＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＢ車両で⚔回以上完走（成績認定を受
ける）した者。

　　　　③（Ｃ，⚑）への申請：
　　　　　当該申請12ヵ月以内にＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＣ車両で⚒回以上完走（成績認定を受
ける）した者。

　　⚒）ＤＲクラス⚒からＤＲクラス⚑への上級申請：
　　　⑴　ＤＲ（Ａ，⚒）からＤＲ（Ａ，⚑）への申請：
　　　　当該申請12ヵ月以内に、ＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＡ車両で⚒回以上完走（成績認定を受
ける）するか、国際格式のドラッグレース競技会にタイプＡ車両
（⚒クラス以下）で⚑回以上完走（成績認定を受ける）した者。

　　　⑵　ＤＲ（Ｂ，⚒）からＤＲ（Ｂ，⚑）への申請：
　　　　当該申請12ヵ月以内に、ＪＡＦ公認国内ドラッグレース競技会

（地方格式以上）にタイプＢ車両で⚒回以上完走（成績認定を受
ける）するか、国際格式のドラッグレース競技会にタイプＢ車両
（⚒クラス以下）で⚑回以上完走（成績認定を受ける）した者。

　　　注）⚑．「成績認定を受ける」とは、競技区間のタイム計測を受け
競技結果にて競技長から成績認定された者。失格、リタイア
の場合は、実績とはみなさない。

　　　　　⚒．競技出場の実績はそのつど競技長によって成績認定され、
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運転者の「競技記録カード」（ＪＡＦ所定）に証印を得なけ
ればならない。

　⚔．他のタイプの許可証の併有
　　　個別にライセンスを取得していない限り、他のタイプの車両で出場
することはできない。

　　　他のタイプの許可証の併有については、取得を希望するタイプのラ
イセンスに要求される上述の条件を個別に満足すること。

　⚕．推薦による申請：
　　　ＪＡＦ公認クラブまたは特別団体の代表者の推薦を受け、ＪＡＦ審
査の結果承認された者は国際ドラッグレースライセンスを取得できる。

　⚖．国際ドラッグレース許可証料：
　　　国際ドラッグレース許可証料は、10,500円（国際運転者Ｃの許可証
料）とする。国内Ａの所持者は現有許可証料との差額とし、国際Ｃ以
上の所持者はあらためて許可証料を必要としない。

　　　また、⚒種目以上を併用する場合もあらためて許可証料を必要とし
ない。

　⚗．補足：
　　⚑）以下の車両については、国内競技会ドラッグレースにおいても、

次のライセンスが必要とされる：

　第⚕条　競技許可証の有効期間と年度更新申請
　　競技許可証の有効期間は、許可証の発行日よりその年度の12月31日ま
でとする。（国内競技規則⚘－⚕参照）
　　ただし、競技運転者許可証の発行日以後に、身体の障がいで自動車の
運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたときは、許可証を所持す
る適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければならない。
　　また次年度内に更新手続きを行わない場合はその資格を失う。なお更
新手続きは所定の申請書に必要事項を記入し、ＪＡＦ各地方本部あて提
出するものとする。
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国内Ａ以上国内Ａ以上国際ドラッグ
Ｂ，1国内Ａ以上国際ドラッグ

Ａ，1ライセンス



　　なお、国際Ａ・Ｂ許可証については国際モータースポーツ競技規則付
則Ｌ項に定められている更新の条件にも従うこと。
　第⚖条　競技許可証の適用を免除される競技会
　　ＪＡＦの登録クラブが主催し、ＪＡＦに届け出たクローズド競技会
（レースを除く）においては、当該クラブの会員証をもって競技許可証
に代用することができる。（国内競技規則⚒－13および⚘－⚑参照）
　第⚗条　競技許可証の申請に際しての要項と発給後の遵守事項
　⚑．ＪＡＦは他のＡＳＮによって発給され、かつ有効期間中の競技許可
証の所持者に対しては、競技許可証を発給しない。（国内競技規則
⚘－⚓参照）

　　　他のＡＳＮ発給の競技運転者許可証からＪＡＦの許可証に国際モー
タースポーツ競技規則に則って切り替える場合、当該ＡＳＮから当該
ライセンスを返却した証明を必要とする。（前年度まで認める。）

　⚒．ＪＡＦ発給の競技許可証の所持者は日本国外の競技会に参加する場
合は、海外競技会出場証明書にて必ずＪＡＦの承認を予め得なければ
ならない。

　⚓．すべての競技許可証は国内競技規則による資格停止または資格取り
消し処分をされた場合、その許可証は、直ちにＪＡＦに返上しなけれ
ばならない。

　⚔．競技運転者許可証の発給を受けた者は、同時交付される健康管理カ
ードに必要事項を記入、署名して許可証と共に携行すること。

　○ＦＩＡ国際競技運転者許可証の上級申請について
　　　国際Ｃ許可証へ上級申請する場合、申請前24ヵ月以内の競技会出場
実績が義務付けられているが、当該上級申請資格を満たした場合は、
当該24ヵ月以内期間終了から許可証申請事務取扱期間として30日以内
に申請を行うこと。

　○競技参加者および運転者許可証料
　　　「競技参加者および運転者許可証料」は、自動車競技に関する申請・
登録等手数料規定によるものとする。
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　　※国際Ｒおよび国際ドラッグレースは、国際運転者Ｃの許可証料を適
用する。

　　※同一年度内において上位許可証を取得（上級申請）した場合は、そ
の差額の許可証料を必要とする。（ただし、限定国際ソーラーカーと
国内Ａ、または国内Ｂを併有する場合は、それぞれの料金を必要とす
る。）

　　※許可証発給後、競技運転者許可証または競技参加者許可証を所持す
る者の都合により、同一年内にその資格の降格、または名称の変更を
行う場合は改めて発給する許可証の再発行料金を必要とする。ただし、
戸籍上の氏名変更によるものは、その料金を必要としない。

　　　なお、競技運転者許可証を降格した後に再度上級申請する場合は、
所定の申請条件を満たさなければならない。

第⚔章　公認審判員許可証

　第⚘条　公認審判員
　　ＪＡＦの公認競技会には、国際モータースポーツ競技規則、国内競技
規則に精通し、かつ自動車競技に関する総合的知識をもち、判定能力を
有し、公平無私である公認審判員が競技の監督および役務を執行するも
のとする。
　　監督とは競技長、副競技長、委員長、事務局長をいい、役務とは監督
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（消費税込）

許可証料区　分種　　別許可証料区　分種　　　別

14,800新　規
更　新国際運転者Ａ

4,100新　規
更　新国内運転者Ａ

および限定Ａ
7,400再発行2,100再発行

12,700新　規
更　新国際運転者Ｂ

3,100新　規
更　新国内運転者Ｂ

6,400再発行1,500再発行

10,500新　規
更　新国際運転者Ｃ

およびＲ
12,700新　規

更　新国際参加者
5,100再発行6,400再発行

6,400新　規
更　新国内参加者

3,100再発行



の指揮下できめられた仕事をすることをいう。判定権をもたない補助員
は公認審判員でなくともよい。
　　なお、公認審判員許可証の取得に際して、申請者に対し普通運転免許
証以上所持の有無については問わない。
　第⚙条　公認審判員許可証の分類および有効である競技会
　　公認審判員はその役務別に分類され、かつその経験および能力等によ
って各級に区分される。審判員許可証の分類およびその許可証で執行で
きる競技役務は次の通りである。ただし、事務局長についてはいずれの
分類の審判員許可証でもよい。
　⚑．役務の分類
　　　「技術委員」許可証：技術委員、車両検査員、補給監察員、
　　　　　　　　　　　　　審判員（judges of fact）
　　　「コース委員」許可証：コース委員、信号員、スタート審判員、
　　　　　　　　　　　　　　審判員（judges of fact）
　　　「計時委員」許可証：計時委員、スタート合図員、決勝審判員
　⚒．許可証を次の級に区分し競技会の格式別における執行権限を決める
　　　公認審判員許可証　Ｂ：レースを除く競技会においてのみ有効であ

り下記の執行権限をもつ。ただし、「国内競技」までのレースでは
役務に限り執行できる。

　　　Ｂ⚓級「国内競技」までの役務および「地方競技」までの事務局長
の執行ができる。

　　　Ｂ⚒級「準国内競技」までの監督およびすべての競技における役務
の執行ができる。

　　　Ｂ⚑級　すべての競技における監督および役務の執行ができる。
　　　公認審判員許可証　Ａ：レースを含むすべての競技会に有効であり

下記の執行権をもつ。
　　　Ａ⚒級「準国内競技」までの監督およびすべての競技における役務

の執行ができる。
　　　Ａ⚑級　すべての競技における監督および役務の執行ができる。
　第10条　公認審判員許可証の新規申請
　　新たに公認審判員許可証を申請する者は、次の条件のいずれかを満た
した者で、所定の申請書に必要事項を漏れなく記入してＪＡＦ各地方本
部事務局あて提出するものとする。
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　⚑．Ｂ⚓級への新規申請
　　⚑）ＪＡＦ競技運転者許可証の所持者。
　　⚒）ＪＡＦ認定のＢライセンス講習会を受講した者。
　　⚓）ＪＡＦ準加盟、加盟、公認クラブおよび加盟、公認団体の代表者

の推薦を受けた者。
　　⚔）ＪＡＦ公認競技会において公認審判員役務の補助員を務めた者。
　　　　ただし、その競技会主催クラブ代表者の証明を必要とし、申請で

きる分類は、補助員を努めた役務に限る。
　　＊ただし、⚒）、⚓）、⚔）の資格を満たした者については資格取得

後30日以内に所定の申請書に必要事項をもれなく記入の上、写真⚑
枚を添付しＪＡＦの各地方本部事務局宛に提出しなければならない。

　⚒．Ｂ⚒級への新規申請
　　⚑）国際競技運転者許可証（Ａ、Ｂ、Ｃ、R）の所持者。ただし、コ

ース委員に限る。
　　⚒）ＪＡＦ加盟、公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　　＊ただし、⚒）の資格を満たした者については資格取得後30日以内に

所定の申請書に必要事項をもれなく記入の上、写真⚑枚を添付しＪ
ＡＦの各地方本部事務局宛に提出しなければならない。

　⚓．Ａ⚒級への新規申請
　　⚑）国際競技運転者許可証Ａ、Ｂ、Ｃの所持者。ただし、コース委員

に限る。
　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　　＊ただし、⚒）の資格を満たした者については資格取得後30日以内に

所定の申請書に必要事項をもれなく記入の上、写真⚑枚を添付しＪ
ＡＦの各地方本部事務局宛に提出しなければならない。

　第11条　公認審判員許可証の上級申請
　　公認審判員許可証の上級申請に対する許可証の交付は、次の条件のい
ずれかを満たしたのちＪＡＦの審査を経て行われる。
　　「当該役務の執行」には、補助員として行った役務も含むものとする。
　　なお、スピード競技のクローズド競技において行ったものは、上級の
ための役務実績とはみなさない。
　＊以下それぞれ資格を満たした者については資格取得後30日以内に所定
の申請書に必要事項をもれなく記入の上、ＪＡＦの各地方本部事務局
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宛に提出しなければならない。
　⚑．Ｂ⚓級所持者でＢ⚒級への申請
　　⚑）Ｂ⚓級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で

⚕回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務
の講習会）を受講し、所定の試験に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ加盟、公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　⚒．Ｂ⚓級所持者でＡ⚒級への申請
　　⚑）Ｂ⚓級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で

⚗回以上（うちレース⚒回以上を含むこと）の当該役務の執行を行
い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し、所定の試験に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　⚓．Ｂ⚒級所持者でＢ⚑級への申請
　　⚑）Ｂ⚒級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で

ラリーまたはスピード競技において⚖回以上（うち準国内競技の監
督⚒回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講
習会を受講し所定の試験に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　⚔．Ｂ⚒級所持者でＡ⚒級への申請
　　⚑）Ｂ⚒級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で

レース⚒回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当
該役務の講習会）を受講し、所定の試験に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　⚕．Ｂ⚑級所持者でＡ⚑級への申請
　　⚑）Ｂ⚑級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で

レース⚓回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当
該役務の講習会）を受講し所定の試験に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　⚖．Ａ⚒級所持者でＢ⚑級への申請
　　⚑）Ａ⚒級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で

ラリーまたはスピード競技において⚔回以上（うち準国内競技の監
督⚑回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講
習会を受講し、所定の試験に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
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　⚗．Ａ⚒級所持者でＡ⚑級への申請
　　⚑）Ａ⚒級所持者でＡ⚑級へ申請する者は、Ａ⚒級取得後、申請に先

立つ24ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でレース⚓回を含む⚖回以上
の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し所定の試験
に合格した者。

　　⚒）ＪＡＦ公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
　⚘．監督または役務の執行を行った証明は、その都度、競技会の事務局
長が審判員の「役務記録カード」（ＪＡＦ所定）にＪＡＦから交付さ
れた競技会事務長印の押印によって証明される。

　※本項の「申請に先立つ24ヵ月以内」とは、ＪＡＦ認定の講習会を受講
し合格した日から遡る最大24ヵ月以内の期間を指す。

　第12条　公認審判員許可証の有効期間と年度更新申請
　　公認審判員許可証の有効期間は、許可証の発行日よりその年度の12月
31日までとする。

　　なお、更新手続きには所定の申請書に必要事項を記入しＪＡＦ各地方
本部事務局あて提出するものとする。
　第13条　資格の停止および取り消し
　　公認審判員の重大な規則違反、またはＪＡＦおよび自動車スポーツ一
般の利益を阻害するような行為があった場合、モータースポーツ審査委
員会によって資格停止および資格取り消しの処分に付することがある。
（国内競技規則11－⚑、11－11、11－13参照）

　○公認審判員許可証料
　「公認審判員許可証ＡおよびＢの許可証料」は、自動車競技に関する申
請・登録等手数料規定によるものとする。
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（消費税込）
許可証料区　　分種　　　　別

5,100新 規
更 新審 判 員１級

2,600再 発 行

4,100新 規
更 新審 判 員２級

2,100再 発 行

3,100新 規
更 新審 判 員３級

1,500再 発 行



　ただし、次の場合は別途手数料を必要とする。
　　◎同一年度内において上位クラスを取得した場合……その差額とする。
　　◎同一年度内においてＢ⚒級（Ｂ⚑級を含む）からＡ⚒級を取得した

場合またはＢ⚑級からＡ⚑級を取得した場合……500円（消費税込）
　　◎公認審判員許可証を⚒種目以上併有の場合……最上級の許可証料を

基本として計算し、⚒種目めより⚑種目につき500円（消費税込）を
加算する。

第⚕章　エキスパート・ライセンス

　　モータースポーツ競技の普及、指導、運営にあたる有識者に対し、Ｊ
ＡＦはモータースポーツ審議会に諮り、審査の上で「エキスパート・ラ
イセンス」を発給する。
　第14条　資格権限
　　⚑．国内で有効なすべてのスポーツ資格登録許可証の資格権限を有する。
　　⚒．大会審査委員長に指名される資格を有する。
　　⚓．講習会主任講師に指名される資格を有する。
　　⚔．ＪＡＦの特認事項に関し適格者として年度登録される。
　　⚕．ＪＡＦの委嘱があった場合、国内で開催される公認競技会を査察

し、現況を報告できる。
　第15条　資格登録者の義務
　　⚑．本資格審査は年度毎に、所定の時期に行われ、資格を認められた

者は年次登録を行うものとする。
　　　継続して登録する者は更新手続きを行う。
　　　⚑年以上登録をしなかった場合は再度審査を必要とする。
　　⚒．本資格登録者は、年度に有効な国内諸規則に精通するとともに、

競技会、講習会において模範的な運用に努力しなければならない。
　　⚓．本資格登録者は、ＪＡＦから要請を受けた場合、国内モータース

ポーツに関する提言を行う。
　第16条　新規申請の条件
　　⚑．ＪＡＦ会員であること。
　　⚒．ＪＡＦ競技運転者許可証国内Ａ以上の所持者または公認審判員許

可証⚑級以上の所持者。
　　⚓．モータースポーツ活動についての30年以上の経験者。
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　　⚔．後進の指導・育成、地域での貢献等、モータースポーツ全般に貢
献してきた者で、本資格登録の審査に充分な自らの活動実績を提出
できること。

　第17条　申請および審査
　　本資格登録の新規申請は毎年⚕月末日までとし、その審査は原則とし
て毎年⚑回とする。

　　登録は許可証の発行日よりその年度の12月31日まで有効である。
　第18条　許可証料
　　新規登録申請料………31,900円（消費税込）
　　年度更新申請料………15,800円（消費税込）

第⚖章　本規定の施行

　第19条　本規定の施行
　　本規定は、⚒⚐⚑9年⚑月⚑日より施行する。

　　競技運転者許可証の有効一覧表　　　　　　　　　　　◎印有効
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国内競技
以下のス
ピード競
技

国内競技
以下のラ
リー

国内競技
以下のレー
ス（クロー
ズドを含む）

国際のラリ
ー、スピー
ド競技

国際のライ
センス種別
に該当する
レース

競技会
許可証

◎
（ 地方競技を除く）

◎◎
（ 地方競技を除く）

◎◎
ＦＩＡ
国際競技許可証
Ａ、Ｂ、Ｃ

◎
（ 地方競技を除く）

◎◎◎──
ＦＩＡ
国際競技許可証
Ｒ

◎◎◎────
ＪＡＦ
国内競技許可証
Ａ

◎◎──────
ＪＡＦ
国内競技許可証
Ｂ



 競　技　運　転　者　許　可　証 の取得方法
コンペティション・ドライバーズ・ライセンス

　競技許可証（通称ライセンスという）には、参加者（エントラント）と
運転者（ドライバー）用とがあるが、ここでは、その取得について段階が
定められているドライバーズライセンスの取得方法を、下記のプロセスチ
ャートによって示す。 
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詳細はＪＡＦス
ポーツ資格登録
規定を参照 取 得 希 望 者

ＪＡＦの会員であること

Ｂ
ラ
イ
セ

ン
ス
講
習

会
の
受
講

○ロ
ク
ロ
ー
ズ

ド
競
技
会

の
出
場
証

明
○イ

登
録
ク
ラ

ブ
か
ら
の

推
薦

○ハ

（有効な運転免許証を所
持していることが条件）

（３つのコースがある）

国内Ｂライセンス
（レースを除く国内競技に有効）

レースには出場で
きない。ラリー、
スピード競技のみ

準加盟クラ
ブ、加盟ク
ラブからの
推薦

公認クラブ
からの推薦

特 別 団 体
からの推薦

国内Ａライセンス
（すべての国内競技に有効）

205頁の国際ドライバーライ
センスの取得方法による。

国 際 Ｃ ラ イ セ ン ス

国 際 Ｂ ラ イ セ ン ス

公認競技会に１回以上出場

Ａライセンス講習会にて合格

国際Ｒライセンス

｛ ｝

実技を伴う講習でテ
ストに合格すること｛ ｝
ラリーまたはスピード
競技に１回以上出場し
た証明を得ること｛ ｝

※所定の公認サーキットのスポーツ走行実績があれ
ば直接国内Aライセンス講習会を受講できます。



「公認審判員許可証Ｂ」・「公認審判員許可証Ａ」
の取得方法および役務執行権限 
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公認審判員　Ａ１級
すべての競技における監督お
よび役務の執行ができる。

公認審判員　Ｂ１級
レースを除く競技会における監
督およびすべての競技における
役務の執行ができる。

公認審判員　Ｂ２級
レースを除く競技会において「準
国内競技」までの監督およびす
べての競技における役務の執
行ができる。

公認審判員　Ｂ３級
「国内競技」までの役務および「地方
競技」までの事務局長の執行ができる。

公認審判員   Ａ２級
「準国内競技」までの監督およ
びすべての競技における役務の
執行ができる。

（イ）２年以内にレース３回以上の
当該役務・講習会・試験

（ロ）公認クラブ、公認団体からの
推薦

（イ）２年以内にレースで当該役
務を２回以上・講習会・試験

（ロ）公認クラブ、公認団体からの
推薦

（イ）２年以内に当該役務を７回
以上（うちレース２回以上）・講
習会・試験

（ロ）公認クラブ、公認団体からの
推薦

（イ）２年以内に当該役務を5回
以上・講習会・試験

（ロ）加盟・公認クラブ、公認団体
からの推薦

（イ）２年以内にラリーまたはスピ
ード競技において４回以上（う
ち準国内競技の監督１回以上
を含む）の当該役務・講習会・
試験

（ロ）公認クラブ、公認団体からの
推薦

（イ）２年以内にラリーまたはス
ピード競技において６回以上
（うち準国内競技の監督２回
以上を含む）の当該役務・講
習会・試験

（ロ）公認クラブ、公認団体から
の推薦

（イ）２年以内にレース３回を含
む６回以上の当該役務・講習
会・試験

（ロ）公認クラブ、公認団体から
の推薦

国際競技運転者
許可証Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｒ
の所持者はコー
ス委員許可証に
限り申請できる。

（１）競技運転
者許可証の
国内Ｂクラス
以上の所持
者

（２）Ｂライセンス
講習会の受
講者

（４）公認競技会
で公認審判員
役務の補助員
を務め、証明を
受けた者

（３）準加盟、加
盟、公認クラ
ブおよび加盟、
公認団体か
らの推薦

国際競技運転
者許可証Ａ・Ｂ・C
の所持者はコー
ス委員許可証に
限り申請できる。
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ＤＲ（Ａ,１） 

ＤＲ（Ａ,２） 

・申請前12ヵ月以
内に、タイプＡ
車両（Ａ,２以下）
で国際ドラッグ
レースに１回以
上完走

あるいは
・申請前12ヵ月以
内に、タイプＡ
車両でドラッグ
レース（地方格
式以上）に２回
以上完走

申請前12ヵ月以内
にタイプＡ車両で
国内ドラッグレー
ス（地方格式以上）
に２回以上完走

申請前12ヵ月以内
にタイプＡ車両で
国内ドラッグレー
ス（地方格式以上）
に４回以上完走

ＤＲ（Ｂ,１） ＤＲ（Ｃ,１） 

ＤＲ（Ｂ,２） 

・申請前12ヵ月以
内に、タイプＢ
車両（Ｂ,２以下）
で国際ドラッグ
レースに１回以
上完走

あるいは
・申請前12ヵ月以
内に、タイプＢ
車両でドラッグ
レース（地方格
式以上）に２回
以上完走

申請前12ヵ月以内
にタイプＢ車両で
国内ドラッグレー
ス（地方格式以上）
に２回以上完走

申請前12ヵ月以内
にタイプＢ車両で
国内ドラッグレー
ス（地方格式以上）
に４回以上完走

申請前12ヵ月以内
にタイプＣ車両で
国内ドラッグレー
ス（地方格式以上）
に２回以上完走

国 内Ａ以 上  



　公認のＦＩＡ規定の各国語訳に用いられる術語に関して、解釈の相違が
ある場合には、仏文のみが正式のものとみなされる。
　本書に収められているＦＩＡにより制定された各種の規定の条文（国際
モータースポーツ競技規則およびその付則と、ＦＩＡ国際選手権の規定）
は、2019年12月10日から適用されるものである。それ以降の改訂はＦＩＡ
公式ブルテンに発表される。

第⚑章　ＦＩＡ国際ドライバーライセンス
第⚑条　総則

　⚑．⚑）すべてのＦＩＡ国際ドライバーライセンスの発給は国際モータ
ースポーツ競技規則、とりわけ⚙条および20条に統括される。
付則Ｌ項の本章ではサーキットおよび公道における競技、ヒス
トリックカー競技、ドラッグレーシング、および身体上障がい
を持つドライバーとナビゲーターに対してのライセンスの等級、
資格の必要条件、記載内容、効力性を定める。

　　　　　本章で使用される「選手権」という用語にはトロフィー、カッ
プおよびチャレンジを含むものとする。

　⚑．⚒）ＦＩＡ国際ドライバーライセンスの申請者は、以下の条項で特
に別途年齢が要求される場合を除き、16歳に達していなければ
ならない。（生年月日が拘束される）

　⚑．⚓）ＦＩＡ国際ドライバーライセンスの申請を行う際に、申請者は
ＷＡＤＢ（ワールドアクシデントデータベース）同意宣言を
「受け入れる」あるいは「受け入れない」のいずれかを表明し
なければならない（ＷＡＤＢ内の個人データ処理）。ＷＡＤＢ同
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国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項
（国際ドライバーライセンス、身体検査、ドライ
　　　　　　　　　　　バーの装備および行為）



意宣言は、本付則Ｌ項の付則⚒に記載されている通り、すべて
のライセンス申請書式および手順に含まれていなければならな
い。申請者は表示される通りに自身の選択を表示し、その選択
を確認するために申請書に署名しなければならない。

　⚑．⚔）ＦＩＡ国際ドライバーライセンスの記載内容
　　－　「国際自動車連盟」の表記およびＡＳＮ名称
　　－　「ＦＩＡ国際ライセンス」の表記
　　－　ライセンス番号
　　－　ライセンスグレード
　　－　ライセンスの有効開始日と有効期限（第⚙条⚗参照）
　　－　ドライバーの最近の写真
　　－　ドライバーのフルネーム
　　－　ドライバーの生年月日（任意）
　　－　健康診断の結果に基づき、次の文言：
　　　　「ＦＩＡの医療基準に準じ、モータースポーツをするに適している。
　　　　日付
　　　　眼鏡等（眼鏡またはコンタクト）　 　　あり／なし
　　　　特別な医療管理事項　　　　　　　　　あり／なし」
　　－　ライセンス申請にて、義務付けられるＷＡＤＢ同意宣言に関して

なされた選択に従い、以下の文言：
　　　　「ＷＡＤＢ内での個人データの処理についての同意：はい／いい

え」

第⚒条　ＦＩＡ国際ドライバーライセンスの等級およびその有効な競技
　　　　（注：ドラッグレーシングを除く）

　⚒．⚑）スーパーライセンス：フォーミュラ⚑世界選手権のドライバーに必
要。

　⚒．⚒）グ レ ー ド Ａ：パワーウェイトレシオが⚑kg／hp以下のす
べての車両に必要。

　⚒．⚓）グ レ ー ド Ｂ：パワーウェイトレシオが⚑kg～⚒kg／hp間
のすべての車両に必要。

　⚒．⚔）グ レ ー ド Ｃ：パワーウェイトレシオが⚒kg～⚓kg／hp間
のすべての車両（上記の車両を除く）、および

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

147



ＦＩＡオートクロス、ラリークロス、トラッ
ク選手権に必要。

　　　　　　　　　　　　　また、パワーウェイトレシオに関係なく、ヒ
ストリックフォーミュラ⚑車両（Ｇ期以降）、
フォーミュラ⚒車両（Ｈ期以降）、インディカ
ー（Ｇ期以降）、フォーミュラ5000およびフォ
ーミュラＡ車両（すべての）、グループＣ車両
（すべての）、カンナム車両（すべての）、付
則Ｊ項第251条⚑項⚑に規定されるカテゴリ
ーIIのグループＣＮ、ＤおよびＥ⚒ヒルクラ
イム車両、および⚒リッターを超えるスポー
ツプロトタイプ車両（Ｇ期以降）に必要。

　⚒．⚕）グ レ ー ド Ｒ：ＦＩＡ国際カレンダーに記載されたすべての
「公道」で開催される競技（ラリー、クロス
カントリーラリー、ヒルクライム、その他競
技者が別々にスタートする競技）

　　　　　　　　　　　　　ＦＩＡ付則Ｊ項第251条⚑項⚑に規定される
カテゴリーIIのグループＣＮ、ＤおよびＥ⚒
ヒルクライム車両には、グレードＲライセン
スは有効でない。

　⚒．⚖）グ レ ー ド Ｄ：パワーウェイトレシオが⚓kg／hpを超える
すべての車両（上記の車両を除く）、および、
パワーウェイトレシオが⚓kg／hp未満の車
両があるか否かに関わらず、ＦＩＡにより登
録されたすべてのクラブおよびブロンズ・イ
ンターナショナル・シリーズ、およびパワー
ウェイトレシオが⚓kg／hp未満の車両があ
るか否かに関わらず、サーキットにおけるす
べてのヒストリックカーレーシングイベント
に必要（上記の車両を除く）

　⚒．⚗）ヒストリックモータースポーツと現代のモータースポーツを区
別した価格体系を維持するため、ＡＳＮは、Ｈのグレードと
「ヒストリックモータースポーツイベントのみ」と記すか、Ｈ
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ＲＥＧのグレードと「ヒストリックレギュラリティモータース
ポーツイベントのみ」と記した、Ｃ、ＤおよびＲライセンスの
発給承認することがある。

　　　　　（平均速度が最大50km/hである競技）
　　　　　グレードＤ⚑：通常では競技ライセンスを保有していない者

に対して、複数国から参加を募る特定の性格
を有する競技に参加することを許すためのラ
イセンスである。本ライセンスは、ＦＩＡに
よってグレードＤ⚑ライセンス所持者が参加
できる競技として個々に承認され、かつ、そ
の旨がＦＩＡ国際カレンダーに記載された国
際競技会についてのみ有効である。

　⚒．⚘）グレードＦＩＡジュニア・Ｄオフロード：ライセンス発給され
る年齢が13歳（その年に13歳に達する者）か
ら16歳未満のドライバーであり、ＦＩＡによ
って指定されたジュニアカテゴリーの車両の
みのもの。および年齢が14歳（競技参加の年
に14歳の誕生日をむかえる者）から17歳未満
（ライセンスが発給された日）のラリークロ
スに出場するドライバーのもの。

　　　　　　　　　　　　　指定された部門：
　　　　　　　　　　　　　オートクロス：ＦＩＡジュニアバギーカップ
　　　　　　　　　　　　　ラリークロス：ＦＩＡが承認したすべての国

際シリーズで、対象となる車
両はすべての安全項目が付則
Ｊ項の必要条件を満たし、且
つパワーウェイトレシオが⚕
kg／hp（ドライバー搭乗時の
車両重量）以上とする。

　⚒．⚙）記されている車両のカテゴリーにおいて、グレードＦＩＡジュ
ニア・Ｄオフロードを除くいずれのサーキットレースライセン
ス等級もバンクを有するオーバルスピードウェイでのレースに
有効である。
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　　　　　しかしながら、オーバルコースでのレース経験のないドライバ
ーには、参加許可を得るため、適切な技量と一定のテストを満
足することを求めるよう、そのようなコースを有する国のＡＳ
Ｎが要請することを推奨する。

第⚓条　グレードジュニア・Ｄオフロード、Ｄ、Ｃ、およびＲの取得資格
　　　　と発給条件

　⚓．⚑）グレードジュニア・Ｄオフロードライセンスは、申請者の所属
するＡＳＮから発給され、その条件として申請者の親権者の承
諾書、ならびにＡＳＮ公認の競技において少なくとも⚒年間定
期的に競技していることを確認できることが要求される。

　⚓．⚒）グレードＤのライセンスは、申請者のＡＳＮによって発給され
る。グレードＤを取得するには、申請者はまず試行期間を経な
ければならない。

　　　　　申請者は暫定ライセンスを取得した上で、この試行期間の間、
かつ申請前⚒年間以内に少なくとも⚕回、ＡＳＮ公認サーキッ
トでの自動車レースに出場し、十分に競技を行うことができる
と評価されるか、ＣＩＫインターナショナルＢライセンスを所
持していなければならない。

　　　　　この試行期間の間、申請者の管轄ＡＳＮあるいはＦＩＡは事前
に通告することなくライセンスを取り下げる権限を有する。

　　　　　グレードＤ⚑のライセンスは、申請者の所属するＡＳＮによっ
て発給され、取得に当って試行期間が必要とされることはない。

　　　　　グレードＤ⚑は⚑競技についてのみ有効であり、当該競技会の
名称と日付が、発給ＡＳＮによってライセンス上に記載されて
いなくてはならない。

　　　　　本ライセンスには、当該競技における本ライセンス所持者の役
目および走行許可の有無が明記されていなければならない。競
技が公道で行われる場合には、（当該公道が閉鎖されるか否か
を問わず）、グレードＤ1ライセンス所持者は、当該競技が開催
される国で有効な運転免許証を所持していなければならない。

　　　　　個々のドライバーに対してこのライセンスの発行回数に制限は
ない。
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　⚓．⚓）グレードＣライセンスは、申請者のＡＳＮによって発給される。
グレードＣを取得するには、申請者はまず国内最高グレードま
たはＣＩＫ国際ＢあるいはＤライセンスのいずれかを取得した
上で、試行期間を経なければならない。

　　　　　グレードＣライセンスの申請者は、この試行期間の間、かつ申
請前⚒年間以内に少なくとも⚕回、ＡＳＮ公認サーキットでの
自動車レースに出場し、十分に競技を行うことができると評価
されるか、グレードＤライセンスを所持していなければならな
い。

　　　　　例外的に、ＦＩＡがこの目的のために特に指定した国際シリー
ズの一部のレースに、⚑シーズンに限り国内ライセンスを所持
する希望者の参加が許される。この場合、申請者は16歳に達し
ていなければならない。（生年月日が拘束される）

　⚓．⚔）グレードＲのライセンスは申請者の所属するＡＳＮによって発
給される。

　　　　　グレードＲを取得するためには、申請者はまず国内最高グレー
ドのライセンスを取得した後試行期間を経なければならない。
申請は、この試行期間においてＡＳＮ公認競技に出場し、十分
競技を行うことができると評価されなければならない。

　　　　　また、申請者の成績は参加した競技の競技長によって成績が承
認されなければならない。

第⚔条　グレードＢおよびＡに対する取得条件

　⚔．⚑）グレードＢまたはＡのライセンスは、ドライバーの所属するＡ
ＳＮがドライバーの成績、能力および品行が納得いくものであ
ると確認してから、そのＡＳＮによって発給される。

　⚔．⚒）グレードＢを取得するためには、
　　　　　⚑）ドライバーの管轄ＡＳＮは申請者が18歳を超えていること

を確認しなければならず、ドライバーは申請前⚒年間以内
に少なくとも10回、国内あるいはＡＳＮ公認国際レースに
出場し、十分に競技を行うことができると評価されなけれ
ばならない。

　　　　　または、
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　　　　　⚒）ドライバーはグレードＣライセンスを所持し、少なくとも
⚗回、国内選手権あるいは国際レースに出場し十分に競技
を行うことができると評価されなければならない。付則Ｌ
項第⚑章第⚑条⚒の最少年齢が遵守されなければならない。

　　　　　または、
　　　　　⚓）申請者が、ＣＩＫ世界選手権あるいはＣＩＫワールドカッ

プの最終認定順位にて上位⚓位で完走していること。付則
Ｌ項第⚑章第⚑条⚒の最少年齢が遵守されなければならな
い。

　⚔．⚓）グレードＡライセンスをドライバーが申請する場合、以下が適
用される：

　⚔．⚓．⚑　ドライバーは、現行のＦＩＡ国際グレードＢライセンスの
所持者でなければならない。

　⚔．⚓．⚒　ドライバーはグレードＣ選手権で⚖つの競技会に出場完了
していなければならない。

　⚔．⚓．⚓　ドライバーは少なくとも17歳でなければならない（生年月
日が拘束される）。

　⚔．⚓．⚔　ドライバーは少なくとも累計⚑⚔ポイントを獲得していなけ
ればならない。ＡＳＮは次のいずれかで累積したポイント
数のいずれか高い方を考慮する（ａ）申請日直前の⚓カレ
ンダー年間、あるいは（ｂ）申請の年に完了した選手権で
累計したポイントに加えて申請日直前の⚒カレンダー年間。
選手権およびポイントは付則⚑に掲載される。ＡＳＮはこ
れらを考慮するにあたり⚔．⚓．⚖および⚔．⚓．⚗に認
められる一切のポイントを含める。

　⚔．⚓．⚕　ドライバーは、付則⚑にあるいずれかの選手権での、⚒つ
のフルシーズンにおいて、各々少なくとも80％に参戦して
いなければならない。

　⚔．⚓．⚖　グレードＢ選手権、あるいはＦＩＡ　Ｆ⚓レジョナル選手
権にて⚒つのフルシーズンを完了したドライバーには、一
回限り追加の⚕ポイントが与えられる。これらの追加ポイ
ントはグレードＡライセンスの必要条件についてのみ数え
られる。
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　⚔．⚓．⚗　管轄のＡＳＮにより、適切な技能と経験を有していると見
なされたドライバーには、ライセンス発給ＡＳＮの裁量に
て、⚑～最大⚕ポイントの追加点が与えられる。これらの
追加ポイントはグレードＡライセンスの必要条件について
のみ数えられる。

　⚔．⚓．⚘　国際モータースポーツ競技規則の最重要項目について、ド
ライバーは管轄のＡＳＮによって実施される質問セッショ
ンを成功裡に終了させなければならない。

　⚔．⚔）グレードＡまたはＢライセンスに対する資格を維持するために
は、そのドライバーは12ヵ月毎に適切なカテゴリーの国際格式
競技に最低⚑戦出場しているか、またそうでない場合には国際
格式競技の練習走行期間の間、ライセンスを発給しているＡＳ
Ｎが納得するまで、再審査されなくてはならない。

第⚕条　スーパーライセンスの資格と発給条件

　　ＦＩＡフォーミュラワンのスーパーライセンスはＦＩＡによって発給
される。
　⚕．⚑）資格
　⚕．⚑．⚑ ドライバーは、現行のＦＩＡ国際グレードAライセンスの

所持者でなければならない。
　⚕．⚑．⚒ スーパーライセンスの初回申請の際、ドライバーは有効な

運転免許証の所持者でなければならない。
　⚕．⚑．⚓ ドライバーは、最初に参加する週末のＦ⚑レースの開始時

点で少なくとも18才でなければならない。
　⚕．⚑．⚔　ａ）スーパーライセンスの初回申請の際、または本条項

⚕．⚑．⚖ ｃ）に基づきスーパーライセンスを申請す
る際は、ドライバーは国際スポーツ競技規則、および
Ｆ⚑競技規則の最重要事項に関する質問セッションを
成功裡に修了しなければならない。

　　　　　　　ｂ）すべてのＦ⚑スーパーライセンスの要請においては、
当該Ｆ⚑チームは、国際モータースポーツ競技規則お
よびＦ⚑競技規則の最重要事項についてのブリーフィ
ングをドライバーとともに開催したことをＦ⚑スーパ
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ーライセンス申請書を介して証明しなければならな
い。 

　⚕．⚑．⚕ ドライバーは、付則⚑にあるいずれかのシングルシーター
の選手権での、⚒つのフルシーズンにおいて、各々少なく
とも80％に参戦していなければならない。

　⚕．⚑．⚖　更にドライバーは、以下の必要条件の少なくとも⚑つを満
たさなければならない：

　　　　ａ）少なくとも40ポイントを累積する。ＦＩＡは次のいずれかで
累積したポイントのいずれか高い方を考慮する（ａ）申請日
直前の⚓カレンダー年間、あるいは（ｂ）申請の年に完了し
た選手権で累計したポイントに加えて申請日直前の⚒カレン
ダー年間。選手権大会とポイントは付則⚑に掲載される。

　　　　ｂ）過去 ⚓シーズンの間にスーパーライセンス（練習専用のスー
パーライセンスは除く）が与えられたことがある。

　　　　ｃ）過去⚓シーズンの間より前にスーパーライセンス（練習専用
のスーパーライセンスは除く）が与えられたことがある。こ
の場合、ドライバーは、シングルシーターのフォーミュラ車
両において、近年中に一貫して突出した才能があるとＦＩＡ
で判断されなければならない。当該Ｆ⚑チームは申請に先立
つ180日以内に申請者が相当とするフォーミュラワンの車両
（1）で、最低300kmをレーシングスピードで最大⚒日間の間
に走行していることを、テストを行った国のＡＳＮから証明
されるか、ＦＩＡフォーミュラワン世界選手権ドライバー部
門対象のイベント中に申請者が行ったことを示さなければな
らない。ドライバーがヒストリックカーで最低300kmを走行
したという場合、当該Ｆ⚑チームは、Ｆ⚑スーパーライセン
ス申請書式にて、当該ドライバーがすべての関連する現行車
両の制御とシステムについて正しく習熟するためのブリーフ
ィングを行ったことを証明しなければならない。

　　　（1）現行車両、以前の車両あるいはヒストリックカーはF⚑競技規
則で定められたもの。

　⚕．⚒）フリープラクティス専用のスーパーライセンスの取得要件
　⚕．⚒．⚑　ドライバーは現在有効なＦＩＡ国際グレードＡライセンス
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を保有していなければならない。
　⚕．⚒．⚒　フリープラクティス専用のスーパーライセンスの初回申請

の際、ドライバーは有効な運転免許証の所持者でなければ
ならない。

　⚕．⚒．⚓　ドライバーは、最初に参加する週末のＦ⚑レースの開催時
点で少なくとも18才でなければならない。

　⚕．⚒．⚔
　　　　ａ）フリープラクティス専用のスーパーライセンスの初回申請時

ドライバーはＦＩＡフォーミュラ⚒選手権の⚖つの競技会を完
了しているか、前の⚓年以内で累積25ポイントを獲得していな
ければならない。さらにドライバーは国際モータースポーツ競
技規則およびＦ⚑競技規則の最重要項目に関する質問セッショ
ンを成功裡に終了させなければならない。

　　　　ｂ）すべてのフリープラクティス専用のスーパーライセンスの要
請においてドライバーは、ＦＩＡフォーミュラ⚒選手権のフル
シーズンを完了しているか、前の⚓年以内で累積25ポイントを
獲得していなければならない。さらに、当該Ｆ⚑チームは、国
際モータースポーツ競技規則およびＦ⚑競技規則の最重要事項
についてのブリーフィングをドライバーとともに開催したこと
を、Ｆ⚑スーパーライセンス申請書を介して証明しなければな
らない。

　⚕．⚒．⚕　ドライバーは、シングルシーターのフォーミュラカーで突
出した才能があることを示し、ＦＩＡにより全員一致で認
められた者。

　　　　　　　当該Ｆ⚑チームは、申請に先立つ180日以内に申請者が相
当とするフォーミュラワンの車両（1）で、最低300kmをレ
ーシングスピードで最大⚒日間の間に走行していることを、
テストを行った国のＡＳＮが証明していることを示さなけ
ればならない。ドライバーがヒストリックカーで最低300
㎞を走行したという場合、当該Ｆ⚑チームは、Ｆ⚑スーパ
ーライセンス申請書式にて、当該ドライバーがすべての関
連する現行車両の制御とシステムについて正しく習熟する
ためのブリーフィングを行ったことを証明しなければなら
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ない。
　⚕．⚒．⚖　ドライバーは12ヵ月は試行期間とされ、フリープラクティ

ス専用のスーパーライセンスは仮所持であり、いつでも再
審査を受けることになる。

　　　（1）現行車両、以前の車両あるいはヒストリックカーはF⚑競技規
則で定められたもの。

　⚕．⚓）申請手順
　　　　ａ）申請者が参戦しようとする最初のＦＩＡフォーミュラワン世

界選手権競技の車両検査の14日前までに申請を完了しなければ
ならない。やむを得ない理由により選手権のドライバー交代を
する場合は、その競技の最初の車両検査が始まる48時間以上前
にＦＩＡに申請が受理されていなければならない。

　　　　ｂ）現有の競技ライセンスを発給したＡＳＮは、ドライバーの競
技記録、現有の国際Ａライセンスナンバーとともに特別な推薦
状を一緒に提出しなければならない。

　　　　ｃ）ドライバーは、完璧なスーパーライセンス申請書をＦＩＡに
提出しなければならない。

　　　　ｄ）年間のスーパーライセンス料金がＦＩＡに支払われていなけ
ればならない。

　⚕．⚔）　 発給条件
　⚕．⚔．⚑　⚕．⚑）あるいは⚕．⚒）および⚕．⚓）の条件を満たし

ていれば、ＦＩＡはスーパーライセンスを発給する。
　⚕．⚔．⚒　スーパーライセンスは発給した年の末日まで有効である。
　⚕．⚔．⚓　スーパーライセンスを取得したドライバーについては、見

習い期間である初のフォーミュラワンレースの後12ヵ月の
間は、いつでも再審査が行われる。

第⚖条　ｅライセンスの取得資格と発給条件

　⚖．⚑）　 ｅライセンスの取得資格
　⚖．⚑．⚑　ドライバーは、有効なＦＩＡ国際グレードＢライセンス許

可の所持者でなければならない。
　⚖．⚑．⚒　ドライバーは、競技にかかる電気的な安全面、技術面、競

技面についての最重要事項のトレーニング過程を成功裡に
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修了しなければならない。
　⚖．⚑．⚓　ドライバーは、国際スポーツ競技規則とＦＩＡフォーミュ

ラＥ選手権の競技規則の最重要事項の質問セッションを成
功裡に修了しなければならない。

　⚖．⚑．⚔　ドライバーは、以下の必要条件の少なくとも⚑つを満たさ
なければならない：

　　　　ａ）前年にＦＩＡフォーミュラＥ選手権のドライバーとして少な
くとも⚓つのレースに出場しているか、⚓年以内に10回出場。

　　　　ｂ）少なくとも20ポイントを累積。ＦＩＡは次のいずれかで累積
したポイントのいずれか高い方を考慮する（ａ）申請日直前の
⚓カレンダー年間、あるいは（ｂ）申請の年に完了した選手権
で累計したポイントに加えて申請日直前の⚒カレンダー年間。
選手権およびポイントは付則⚑に掲載される。

　　　　ｃ）過去にＦ⚑スーパーライセンスを所持。
　　　　ｄ）上記ａ）からｃ）の資格要件を満たす機会がないが、単座席

のフォーミュラカーにおいて顕著な才能を一貫して示したとＦ
ＩＡに判断された者。

第⚗条　世界および国際スピード記録挑戦のためのライセンス

　⚗．⚑）ドライバーライセンス発給
　⚗．⚑．⚑　10kmまたは10マイルのクローズドトラックまたはオープ

ントラックで開催される距離、時間、またはワールドクロ
ーズドコース絶対記録挑戦に参加するすべての車両につい
てのライセンス要件

　　　　　　　10kmまたは10マイルのクローズドトラックまたはオープ
ントラックで開催される距離、時間、またはワールドクロ
ーズドコース絶対記録挑戦（国際モータースポーツ競技規
則付則Ｄに定義されている）では、ＦＩＡ国際ドライバー
ライセンスが必要とされる。要求されるライセンスは、表
⚑で指定されているように、記録挑戦の間に達する最大速
度により異なる。
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　　　　　表⚑
　

　⚗．⚑．⚒　公認されたドラッグレーシングトラック、または複線路で
同方向から成る他のトラックで行われるスタンディングス
タートによる加速記録挑戦のためのライセンス要件

　　　　　　　ドラッグレーシングカーおよび他の車両により、公認ドラ
ッグレーストラックおよび⚑／⚔マイル以下の他のオープ
ントラックで行われるスタンディングスタート加速記録挑
戦（付則Ｄに定義されている）は、国際モータースポーツ
競技規則付則Ｌ項第Ｉ章「ＦＩＡ国際ドライバーライセン
ス」の第⚙条「ドラッグレースのためのライセンス」に規
定されているドラッグレーシングドライバーライセンス規
定に適合しなければならない。

　⚗．⚑．⚓　記録バックアップ路が反対方向にて必要とされる⚑マイル
以下の距離記録挑戦のためのライセンス要件

　　　　　　　ＬＳＲドライバーライセンスの資格は、スピードの段階的
増加または以前の経験に基づくことができる。ライセンス
は、特定の車両タイプに紐付けされている。

　⚗．⚒）スピードの段階的増加に基づく資格
　⚗．⚒．⚑
　　　　ａ）記録バックアップ路が反対方向にて必要とされるスタンディ

ングまたはフライングスタートによる⚑マイル以下の距離記録
挑戦のためのドライバーライセンス要件はスピードの段階的増
加に基づいている。

　　　　ｂ）特定のＬＳＲライセンスレベルの要件は、以下の表に示すよ
うに、すべての低いレベルライセンスの要件に追加されて用い
られる。

　　　　ｃ）ドライバーは、希望のレベルの仮ライセンスの申請をＡＳＮ
に提出する。ドライバーが成功的走行のための要件を完了する
と、ＦＩＡ審査委員によってアップグレードが認証される。そ
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最大速度ライセンスタイプ
250　kph　以下最低グレードＤ
250　kph　超最低グレードＣ



の認証には、ライセンス発給要件を満たすために使用された車
両に関する情報（名前、番号、画像）が含まれる。要件が満た
されＡＳＮに提出すると、ＡＳＮは完全なライセンスを発行す
る（表⚒参照）。

　　　　　表⚒

　⚗．⚒．⚒　経歴に基づく認定
　　　　　　　ドライバーは、経歴に基づいてＬＳＲ　Ｃライセンスまた

はより高いレベルのライセンスを申請することができる。
上記の要件に相当する経歴証明は、希望レベルのライセン
ス申請と一緒に提供されなければならない。

　　　　ａ）経歴に基づいてＬＳＲ　ＤまたはＬＳＲ　Ｃのライセンスを
取得するには、ＦＩＡまたは他の団体が認可した陸上速度記録
挑戦からの履歴、または現在あるいは以前に保持する陸上速度
記録の証拠を提示しなければならない。

　　　　ｂ）経歴に基づいてＬＳＲ　ＢまたはＬＳＲ　Ａのライセンスを
取得するには、ドライバーは上記の証拠を提供しなければなら
ず、その経歴は、記録挑戦で使用される車両または非常に類似
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段階的速度増加についての基準
要件記録挑戦の間の

どの時点でも認め
られる最大速度

ライセンス
レベル

最低16歳（ジェットエンジン動力車両の場
合は18歳）。グレードＤ以上の競技ライセ
ンスを所持するドライバーは、自動的にＬ
ＳＲ　Ｄライセンスの資格を取得するが、
それでもＬＳＲライセンスの申請をＡＳＮ
に提出しなければならない。一部の競技会
場では、政府発行の運転免許証も必要にな
る場合があることに注意。

200kph以下ＬＳＲ　Ｄ

最低18歳。250kphと299kphの間の少なく
とも１回の成功した単走。
グレードＣ以上の競技ライセンスを所持す
るドライバーは自動的にＬＳＲ　Ｃの資格
を取得するが、それでもＬＳＲライセンス
の申請をＡＳＮへ提出しなければならない。

300kph以下ＬＳＲ　Ｃ

最低18歳。350kphと399kphの間の、同じ
12ヶ月の期間内に実行された、少なくとも
２回の成功した単走を完走。

400kph以下ＬＳＲ　Ｂ

最低18歳。450kphと499kphの間の、同じ
12ヶ月の期間内に実行された、少なくとも
３回の成功した単走を完走。

無制限ＬＳＲ　Ａ



した車両で達成したものでなければならない。
　　　　ｃ）経歴証明がＡＳＮによって十分であると考えられる場合、非

暫定的ライセンスが発行される。
　　　　ｄ）グレードＣ以上の競技ライセンスを持っているドライバーは

自動的にＬＳＲ　Ｃの資格を取得するが、それでもなお、ＡＳ
ＮへＬＳＲライセンス申請を提出しなければならない。

　　　　ｅ）ライセンスはライセンス発行後、不参加競技年⚓年ごとに⚑
レベル減少する。

　⚗．⚒．⚓　車両特有のライセンス
　　　　ａ）ＬＳＲドライバーライセンスは車両特有のもので、ドライバ

ーに特定の車両で記録挑戦を行うための許可を与えるものであ
り、名前、番号、写真で識別される。

　　　　ｂ）車両が変更された場合、ドライバーは新しいライセンスを申
請する必要ないが、ＬＳＲ　Ｃレベルから開始される段階的な
速度向上の要件に従わなければならない。　ドライバーがスピ
ード要件を満たしていれば、それはライセンスに記載される。

第⚘条　トラックレーシングに対するライセンス

　　すべてのトラックレースについてはグレードＣのライセンスが必要と
される。トラックレースで達成した成績はライセンスの昇級資格として
必ずしも有効ではない。

第⚙条　ドラッグレーシングライセンス

　⚙．⚑）ＦＩＡ国際ドラッグレーシングライセンスは、ライセンスが発
給される各車両カテゴリー内で、ＦＩＡが公認するすべてのド
ラッグレーシング競技に有効であり、かつそのような競技に対
して所有が義務づけられる。

　⚙．⚒）ＦＩＡ国際ドラッグレーシングライセンスについては、国際モ
ータースポーツ競技規則 第⚙章および第20章に規定される国
際ライセンスに関するすべての規定、ならびにドラッグレーシ
ングに関するＦＩＡ一般規定 第10条⚔項に従う。

　⚙．⚓）ＦＩＡ国際ドラッグレーシングライセンスは、重ね印刷された
“ＤＲ”の大文字により識別される。
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　⚙．⚔）ライセンスを発給するＡＳＮは、個々の等級に対して要求され
る資格の判断に対して責任を負うものとする。それには次を含
む：

　　　　　すべてのライセンス申請者は、16歳以上でなければならない。
プロモディファイド、トップメタノールドラッグスター、トッ
プメタノールファニーカー、プロストック、ファニーカー、ト
ップフューエルのドライバーの最低年齢は、18歳である。

　　　　　17歳の者は、次のすべての基準が満たされている場合、プロモ
ディファイド、トップメタノールドラッグスター、トップメタ
ノールファニーカー、プロストック、ファニーカー、トップフ
ューエルのライセンスを申請できる。

　　　　　⚑）ライセンス申請者のＡＳＮがそのライセンス申請を認可し
ている。

　　　　　⚒）申請者の18歳の誕生日が来るシーズンの間になる。
　　　　　⚓）申請者が、ＡＳＮライセンスのある別のドラッグレーシン

グカテゴリーの積極的参加者であった。
　⚙．⚕）ドラッグレーシングに適用される国際規則に規定されている通

り、ライセンスは下記の車両カテゴリーに対して有効である。

　　　　　トップフューエル、ファニーカー、プロモディファイド、プロ
ストック、トップメタノールドラッグスターおよびトップメタ
ノールファニーカーのライセンス申請者は、要求されたクラス
（含複数）の最小Ｅ．Ｔ．以下および要求されたクラス（含複
数）のｍｐｈ標準以上で⚒回走行を完了しなければならない。

　　　　　*ＥＴ＝⚔分の⚑マイル経過時間（402.33ｍ）
　　　　　クラス標準は次の通り：
　　　　　トップフューエル
　　　　　5.40あるいはそれより早い⚒回の⚔分の⚑マイル（402.33ｍ）の
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TypeC
bodied

TypeB
upto125" Wheelbase

TypeA
over 125" WheelbaseClass
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走行、および260mph（415km/h）あるいはそれより早い⚑回の
走行　－または－　4.70あるいはそれより早い⚒回の1,000’
（304.8ｍ）の走行および240mph（386km/h）の⚑回の走行。

　　　　　ファニーカー
　　　　　5.70あるいはそれより早い⚒回の⚔分の⚑マイル（402.33ｍ）の

走行、および250mph（400km/h）あるいはそれより早い⚑回の
走行　－または－　4.90あるいはそれより早い⚒回の1,000’
（304.8ｍ）の走行および230mph（370km/h）の⚑回の走行。

　　　　　プロストック
　　　　　7.60あるいはそれより早い⚒回の⚔分の⚑マイル（402.33ｍ）の

走行、および170mph（270km/h）あるいはそれより早い⚑回の
走行。

　　　　　プロモディファイド
　　　　　7.40あるいはそれより早い⚒回の⚔分の⚑マイル（402.33ｍ）の

走行、および180mph（280km/h）あるいはそれより早い⚑回の
走行。

　　　　　ＴＭＤ／ＴＭＦＣ
　　　　　6.40あるいはそれより早い⚒回の⚔分の⚑マイル（402.33ｍ）の

走行、および200mph（320km/h）あるいはそれより早い⚑回の
走行。

　⚙．⚖）すべてのライセンス申請者は、一切のテスト走行を行う前にＡ
ＳＮの身体検査を受けることが求められる。身体検査書式およ
びライセンス申請書はＡＳＮ所定のものを利用可能とする。国
際ライセンスの標準医務要件については付則Ｌ項第II章第⚑条
を参照のこと。同様にテスト走行に使用される車両は、申請さ
れるクラス／ライセンスの規則および規定について最新のもの
でなければならない。

　⚙．⚗）特定のクラスのライセンス所持者は、同タイプの下位のクラス
に出場しても良い。（例えば、TypeAのClass⚑のライセンス
所持者はTypeAのClass⚒および⚔に出場することが認められ
る。）さらに、他のすべてのＦＩＡドライバーライセンスは
Class⚔のドラッグレーシングライセンスに代えることができ
るものとする。
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　⚙．⚘）以前に競技者ライセンスを所持したことのない新規ドライバー
には、特別なコクピット適応（目隠し）テストが実施され、コ
ミッティ監視の下で最低⚖回の走行を実施することが求められ
る。すべてのライセンス申請者は一切のテスト走行を実施する
前に身体検査を行うことが求められる。完全な指示事項はライ
センス申請書式の裏面を参照のこと（ＦＩＡ　ＡＳＮより入手
可能）。ＦＩＡ選手権競技会においてドライバーに追加の走行
が提供されることはない。アップグレードあるいはクロスグレ
ード（ボディタイプカテゴリーからオープンホイールのカテゴ
リー、またその逆の変更）となるドライバーには、コクピット
適応テストの実施と⚓回の走行が要求される（ライセンス申請
⚑回につき）。ライセンスが与えられているドライバーは、そ
のライセンス制限以下にクラス付けされる車両を運転できる。
ロングホイールベースカテゴリーからショートホイールベース
へ、ドラッグスターからボディタイプへなど、またその逆の枠
を越える変更は、それぞれのライセンスに特に定める場合を除
き、禁止される。

第10条　障害のある参加者のためのライセンス

　10．⚑）ドライバー
　　　　　　モータースポーツの実践の妨げとなる慢性疾患および不適格

視覚障害によって引き起こされる問題に関係なく、後天性ある
いは先天性障害のある者で、当該者の国に設置される国内医療
委員会（その設置がある場合）またはＡＳＮの指定する医師の
意見で、国際ドライバーライセンスを取得する条件を満たさな
いとされる者（第⚒章第⚑項⚕.⚒を参照）は、以下の条件をす
べて満たす場合に、「障害のあるドライバーの国際ライセンス」
の取得を申請することができる。

　　　　　　本ライセンス発給基準は次の⚔段階にて判断される：
　　　　　ⅰ）「障害のあるドライバーの国際ライセンス」の取得候補者

であるドライバーは、国内医療委員会の設置がされている
国にて、その委員会委員により、また設置がない場合には
ＡＳＮの任命する医師により検査を受ける。
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　　　　　ⅱ）申請者は、その運転能力評価のため、自身の競技車両を使
用し、できればサーキットあるいはラリーステージにて、
ＡＳＮから出されるオフィシャルの立会いのもとで、運転
技能試験を受けなければならない。当該ドライバーに関す
るＡＳＮからの報告書は、「障害のあるドライバーの国際
ライセンス」の申請時に、ＦＩＡ身障者およびアクセシビ
リティ委員会に提示されなければならない。

　　　　　ⅲ）申請者は、それと同時に、参加を予定している競技車両
（または類似の車両モデル）から、できるだけ早く脱出す
る能力についても判定される（差し迫った危険、火災の発
生などのシミュレーション）。申請者はシートベルトを取
り付けレース出走準備を整えた位置から、参加を希望する
選手権の時間要件に従い、単独で脱出し、車両から離れな
ければならない。車両の外に出たら、仰向けになり、その
姿勢からうつぶせになること、またその逆ができなければ
ならない。申請者が要求される脱出時間を越えた場合ＦＩ
Ａ身障者およびアクセシビリティ委員会はその事例につい
て分析し当該ドライバーのＡＳＮに勧告を発行する。いか
なる場合においても、この脱出判定用のビデオは、「障害
のあるドライバーの国際ライセンス」の申請時に、ＦＩＡ
身障者およびアクセシビリティ委員会に提出しなければな
らない。

　　　　　ⅳ）ドライバーは自身のＡＳＮから身障者用ドライバーパスポ
ート（第10項⚒を参照）を取得しなければならず、「障害の
あるドライバーの国際ライセンス」の申請とともにＦＩＡ
にこれが提示されなければならない。ＦＩＡ身障者および
アクセシビリティ委員会は、医学的、技術的および競技的
な評価を一旦受領した後、個々の申請者に関するガイダン
スをＡＳＮに発行する。その身障者およびアクセシビリテ
ィ委員会から勧告を受領した後、ＡＳＮは、「障害のある
ドライバーの国際ライセンス」を許可するか却下するかに
ついて最終的決定を行う。
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　10．⚒）身障者用ドライバーパスポート
　　　　　　ＡＳＮは、次の情報を詳細に記載したパスポートを競技参加

者に発行しなければならない。
　　　　　ｉ）マニュアルまたはオートマチック運転免許証
　　　　　ⅱ）競技参加者が自身の競技用車両から自力で脱出するのにか

かる時間。
　　　　　ⅲ）競技参加者が競技車両を制御するために必要とする適応の

詳細。
　　　　　ⅳ）歩行者または非歩行者の競技参加者。
　　　　　　このパスポートは、「障害のあるドライバーの国際ライセン

ス」を補足する。
　10．⚓）身障者ドライバーの車両に対する適応証明
　　　　　　ＦＩＡ身障者およびアクセシビリティ委員会のＦＩＡ適応ワ

ーキンググループによる評価が達成されたものと判断された後、
障害のあるドライバーに必要とされる適応のために、対応する
公認および／あるいは技術規則を遵守していない競技車両につ
いて、ＦＩＡにより適応証明が提供される。当該競技参加者あ
るいは当該障害のあるドライバーのＡＳＮはＦＩＡ公式テンプ
レートを使用しＦＩＡ適応ワーキンググループに適応証明を要
求すること。ＦＩＡ適応ワーキンググループは、国際スポーツ
カレンダーに掲載の競技、あるいはＦＩＡ適応証明を特に要求
する規定の下で行われる競技に参加を予定する車両についての
み要求を受け入れる。

　10．⚔）ナビゲーター
　　　　　　同様に、モータースポーツの実践の妨げとなる慢性疾患およ

び不適格視覚障害によって引き起こされる問題に関係なく、国
際モータースポーツ競技規則第20条にて定義される通り、スポ
ーツ活動においてラリーのナビゲーターとしての役割に限定さ
れる障害をもつ参加者は、国際モータースポーツ競技規則第20
条にて定義される通り、「身障者ラリーナビゲーターの国際ラ
イセンス」の申請を行うことができる。

　　　　　　満たされるべき身体的基準は、「身障者ドライバーの国際ラ
イセンス」に求められるものと同様である。申請者がナビゲー
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ターを務めることを希望する車両（あるいは類似の車両モデル）
から脱出する能力について、身障者ドライバーライセンスに求
められる基準と同じ基準に従い評価されなければならない。

　　　　　　さらに、すべての場合において、申請者は以下の行為を記載
の順序で実行することに成功しなければならない：

　　　　　－　屋根の上にＳＯＳサインパネルを置く；
　　　　　－　車両の後方約50mの箇所に、赤色の三角表示を置く；
　　　　　－　ＳＯＳサインパネルを回収し、車両の後でそれを振って合

図する。
　　　　　　身障者ナビゲーターには、運転技能試験および技術的問題へ

の対応は関わりがない。
　　　　　　ＦＩＡ身障者およびアクセシビリティ委員会は、医学的、技

術的および競技的な評価を一旦受領した後、報告書の形で個々
の申請者に関するガイダンスをＡＳＮに発行する。身障者およ
びアクセシビリティ委員会から報告を受領した後、ＡＳＮは、
「障害のあるナビゲーターの国際ライセンス」を発給するか却
下するかについての最終的決定権を持つ。

第11条　身障者国際ドライバーライセンス保持者のモータースポーツの
実践

　11．⚑）　 身障者参加者のライセンス保持者が⚑名また複数ある一切の
競技中は、救急サービスにそれらのドライバーのゼッケンが通
知されなければならず、身障者用ドライバーパスポートに、ド
ライバーの身障状況についての情報、特に歩行者あるいは非歩
行者であることについての情報が提供されなければならない。

　11．⚒）　 「障害のあるドライバーの国際ライセンス」の所持者で非歩
行の者は、ＦＩＡ身障者およびアクセシビリティ委員会によっ
て承認された身障者ドライバー識別のためのユニバーサル・ロ
ゴを表示しなければならない。

　　　　　　そのロゴはレースカー上のゼッケンあるいは名前の横に、競
技およびテスト中、常に競技用車両の両側のドアと、前面と後
面に貼られること。

　　　　　　ステッカーはゼッケンの少なくとも50％のサイズ（いかなる
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場合も最低⚘cm2の大きさ）とし、後者の隣に貼られる場合に
は名前と同じサイズであること。

　　　　　　夜間のレースの間でもロゴが見えるように、白の部分はでき
る限り電界発光素子（あるいはそれと同等のもの）であること。

　　　　　　耐久レース、および同一車両に複数エントラントのある競技
については、障害のあるドライバーがレース中であることを特
定するために高度な照明装置の使用が求められる。

　11．⚓）　 非歩行である身障者ドライバーは車両に煙または火災が生じ
た場合にのみ、競技中のサーキットまたはステージ上で停止し
た車両から自己退避する。また、車両が水域の極近くにあり沈
む恐れがある場合にも自己退避する。停車中の車両の身障者ド
ライバーが安全な場所へサーキットまたはステージを運転して
離れることができない場合、ドライバーはケージ、ハーネス、
安全装置で保護されたまま車内に留まり、救助されるのを待つ。

　　
第12条　ＦＩＡ代替エネルギーカップに該当する競技のためのライセン

ス

　　ＦＩＡ代替エネルギーカップに該当する競技に必要なライセンスグレ
ードは以下のとおり。
　－　グレードＡ、Ｂ、Ｃ、およびＤのライセンスは、ソーラーカー競技

（カテゴリーⅠとオリンピアクラス）に有効。
　－　グレードＡ、Ｂ、Ｃ、およびＤのライセンスは、ドライビングテス

トおよび「エコラリー」（カテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、ⅦおよびⅧ）な
どの非スピード競技に有効。

　－　グレードＡ、Ｂ、およびＣのライセンスは、スピード競技（カテゴ
リーⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、ⅦおよびⅧ）に有効。

　－　また、グレードＲライセンスは個別にスタートするロード競技（カ
テゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷおよびオリンピアクラス）
に有効。
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第⚒章　ドライバーの身体検査に関する規則

第⚑条　毎年の医学的適性に関する受診

　⚑.⚑）メディカルコントロールの適用範囲
　　　　本章に記載されている身体検査をすべて受診すること：
　　　　－　それはＦＩＡ国際ドライバーライセンスの発給に必要な医学

的条件を満たすために必要かつ十分なことである。
　　　　－　それは国内ドライバーライセンスの発給にも強く推奨される。
　　　　この身体検査はライセンスを発給する国において医療資格を有す

る医師により、ドライバーライセンス申請前⚓ヵ月以内に実施さ
れていなければならない。ただしＡＳＮは適切であると判断した
場合に限り特別の条件を付すことができる。

　　　　身体検査には以下のものが含まれる。
　　　　－　家族ならびに本人の（内科的、外科的、外傷学的）既往症、

付随する病気や伝染病の存在、および薬物の使用に関する質
問書

　　　　－　十分な臨床検査。とくに以下を含むこと。
　　　　－　心臓血管の適性検査
　　　　－　視覚検査
　　　　－　運動機能の評価
　⚑.⚒）心臓血管の適性検査
　　　　－　すべての場合において、血圧は測定される。
　　　　－　45歳以下の場合は、12誘導心電図による検査を⚒年毎に行う。
　　　　－　45歳以上は、必要であればそれ以前に、⚓年毎に心臓専門医

との相談が求められる。この医師が役に立つと判断する場合
は、見られる症状や兆候に応じて、ストレステストなどの更
なる検査を受けるよう要請する場合がある。

　⚑.⚓）視覚検査
　　　　国際ライセンスが発給される最初の年には、眼科医または法令で

テストを行うための当該国で定める資格を有する者の検査を受け、
次の事項が証明されなければならない。

　　　　この視覚検査の際にコンタクトレンズを着用する権限は与えられ
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ていない。必要な場合、ドライバーは眼鏡を着用しなければなら
ない。

　　　　ａ）視力：
　　　　　ⅰ）矯正前または後の左右の各視力が最低⚙／10であるか、一

方の視力が⚘／10である場合、もう一方は10／10であること。
　　　　　ⅱ）一眼だけの視力が極端に弱く改善できない者でも、矯正の

有無にかかわらず対眼の視力が10／10以上であり、次の条
件が満たされれば、ドライバーライセンスを取得すること
ができる。：

　　　　　　－　下記のｂ、ｃおよびｄに適合すること。
　　　　　　－　眼底が色素網膜症で無いこと。
　　　　　　－　古いかまたは先天的な損傷は確実に一眼に限られる。
　　　　ｂ）色神：正常（検査方法：石原式色覚異常検査表または同様の

適格審査テスト）異常の疑いがある場合にはFarnsworthtest
「PanelD15」もしくは同様の方式によるものとする。いかな
る場合においても、国際競技に使用される信号旗の色の認知
を誤る危険性があってはならない。

　　　　ｃ）静止時の視野：最低120°；中央の20°の視野はいかなる部分
も損なわれてはならない。視野計による視野計測が実施され
ていなくてはならない。

　　　　ｄ）立体的視覚：機能すること。疑いがある場合、Wirth、
Bagolini（線状レンズ）もしくは同様のテストの実施により
評価する。

　　　　ｅ）視力の矯正：コンタクトレンズの使用は次の場合に認められる。：
　　　　　－　コンタクトレンズを最低12ヵ月使用しており、また毎日相

当時間着用していること。
　　　　　－　それらを供給した眼科技士により、モーターレースに対す

る適合性が証明されていること。
　⚑.⚓.⚑）長期視覚喪失または長期視野異常を含む視覚における重大な疾

患の場合には、ドライバーのさらなる視科学的な所見を考慮する
までに⚒年以上必要となる。この場合、視野および立体的視野を
含む特別な視科学的テストが実施されなくてはならない。これに
はサーキットにおけるリアルタイムでのテストを可能な限り実施
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することを推奨するものである。
　　　　これらの決定は状況に応じて行われるものとする。
　⚑.⚔）関節の可動性、動きの幅、切断部位と使用できる人工器官の一覧、

知覚と運動の障がいの一覧
　　　　以下の場合は国際ライセンスの発給に適合する。 
　　　　　－　指の切断。ただし、両手の握り機能が損なわれていない場

合。
　　　　　－　義肢。ただし、結果として機能が正常に等しいか、または

正常に近い場合。
　　　　　－　手足の自由な動きが50％を超えて阻害されていないもの。
　⚑.⚕）モータースポーツを行うにあたり不適格とされる、もしくは特定の

組織による医学的評価を必要とする疾病および身体障がいリスト
　⚑.⚕.⚑）完全に除外されるもの
　　　　　－　治療中であるなしに関わらず、過去10年間に確認された癲

癇症状。
　　　　　－　突然死の危険性がある心臓血管の問題。
　　　　　－　片目の失明（単眼盲）。
　　　　　　現在の国際ライセンスを所持しているドライバーが片眼失明

となった場合については、2020年シーズンについてのみＦＩ
Ａメディカル委員会によりケースバイケースで審査される。
しかしながら、2021年シーズン以降、単眼盲のドライバーに
は一切国際ライセンスが認められない。

　　　　　　なお、前述の例外から起因するすべての問題において、もし
強い要望があり、会議資料として提出するためには、ＦＩＡ
メディカル委員会は他の専門委員会の意見を求めることがあ
る。

　⚑.⚕.⚒）標準ライセンスには適合しないが、身体障害のあるドライバー
のライセンスの申請を認めることができる場合（本規定の第⚑
章第10条を参照）。

　　　　　－　1.4項で定義される基準を満たさない関節のあらゆる制限、
切断と義肢

　　　　　－　中枢および末梢における知覚運動の重大な異常（片麻痺、
半側麻痺、対麻痺等）
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　⚑.⚕.⚓）ＡＳＮが承認した組織による医学的評価を必要とする疾病およ
び身体障がい（当該組織はメディカル委員会または委員会が存
在しない場合はＡＳＮが承認した医師とする。）

　　　　　－　インシュリンまたはスルホニル尿素により治療中の糖尿病。
この場合には、当事者および実際に行われていることを示
すその治療について定期的管理を行っていることを証明す
る内秘書類をＡＳＮにより承認された医学的組織に提出し、
適性検査に関するメディカルサーティフィケイト（⚑.⚘参
照）には＜medicalsupervisionnecesary＞の文言を記すもの
とする。

　　　　　－　心臓または動脈異常すべて。
　　　　　－　注意欠陥多動性障害（ADHD）を含む、行動に問題を引き

起こす可能性があり、特別なケアを必要とするいずれの精
神状態。

　　　　　－　その性質あるいは治療により、結果として、事故の場合も
含んで、モータースポーツに参加するにあたって害を及ぼ
す可能性のある健康問題。

　⚑.⚖）メディカル検査フォーム
　　　　各々の国において、ＡＳＮは自国の法律や慣習に従って、以下の

ものを作成し印刷しなければならない。
　　　　（ⅰ）メディカルクエスチョネア
　　　　（ⅱ）メディカルフォーム
　　　　現行規則の要求事項に従い、これらの書類はすべてのライセンス

申請者に配布される。
　⚑.⚖.⚑）メディカルクエスチョネア
　　　　当該ドライバーが署名する。
　　　　このクエスチョネアの提案される表記内容は、ＦＩＡから入手で

きる。
　⚑.⚖.⚒）メディカルフォーム
　　　　メディカルフォームは以下のものを含んでいなければならない。
　　　　　－　診察する医師が必要とする情報（提案される表記内容は、

ＦＩＡから入手できる）。
　　　　　－　以下のすべての情報。
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　　　　　－　受診者の身長と体重。
　　　　　－　血液型とＲＨ因子（法律によって要求される国の場合）。
　　　　　－　アレルギー（薬物治療またはその他の治療を行っているか）。
　　　　　－　最後に抗破傷風ワクチンを接種した日。
　　　　　－　数値による筋骨格システムの評価結果。
　　　　　－　数値による視覚検査結果。
　　　　　－　血圧値と更なる検査（年齢と場合により、心電図または負

荷心電図のいずれかになる）が実施されたという言明。
　　　　法律または慣習によって要求されている国においては、このメデ

ィカルフォームに追加検査項目を規定してよい。ＡＳＮのスタン
プの上部に医学検査を行なった医師により署名がなされる。

　　　　申請者はこのフォームの下部に、次の事項について宣誓する署名
を行なわなくてはならない。

　　　　　－　医師に申告した現在の健康状態および既往症（病歴）に間
違いのないこと。

　　　　　－　世界アンチ・ドーピング機構の禁止物質および禁止方法の
リストに含まれる、いかなる物質も使用していないこと。

　　　　所属するＡＳＮに自身の健康状態に重大な変化がないことを遅滞
なく知らせる義務を負う：

　　　　　－　医療の観点から、⚓週間以上受けているいかなる薬物投与
を含む。

　　　　　－　外傷学の観点から、事故により一定期間休んだかどうか、
また、その事故がモータースポーツの参加に関係したかど
うかにかかわらない。

　⚑.⚖.⚓）メディカルフォームとメディカルクエスチョネアの用途
　　　　これらの書類はＡＳＮによって保管され、ＡＳＮは医学的機密の

尊重に関する規則を遵守するものとする。
　　　　しかしながら、事故や併発性の病気が発生した場合にモータース

ポーツに携る医師が利用できる確かなコンピュータファイルを作
成する目的で、ＦＩＡによりそれらの書類のコピーが要求される
ことがある。該当するドライバーの部門は、ＦＩＡメディカル委
員会によって適正な方法で決定される。

　⚑.⚗）検査を実施する医師の任務
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　　　　医学的適性検査を行う責務を持つ医師は、申請者により提示され
るメディカルフォームを用いることが義務づけられ、必要とされ
るすべての詳細事項について記入しなければならない。申請者は
検査後ただちにこの書類を当該ＡＳＮに送付しなければならない。
適否の決定は検査を実施した医師によりなされる。

　　　　この医師はＡＳＮが承認した組織（国内メディカル委員会もしく
は承認を受けた医師）に意見を求めてもよい。

　⚑.⚘）適性検査に関するメディカルサーティフィケイト
　　　　それぞれの国際ライセンスは、次の方法で適性検査に関するメデ

ィカルサーティフィケイトを伴ったものでなければならない。
　　　　・ライセンスの裏側に記載するか、もしくは
　　　　・添付書類として別紙に記載する

　⚑.⚙）規則の配布
　　　　ＡＳＮは、自らが管理する書面に加えて、診察する医師に現行規

則を配布するか、またはライセンス申請書にそれらの規則が見つ
けられるコンピュータのウェブサイトを示すことが要求される。

第⚒条　競技におけるメディカルコントロール

　　当該競技の医師団長による適性検査に関するメディカルサーティフィ
ケイトの確認は、特定の場合に要求される予備的検査に代えることがで
きる。さらにドライバー本人の行動が身体検査の必要性を正当化するか
否かに関わらず、競技の期間中もしくはフィニッシュ後いかなるときで
も、医師団長、任命されている場合にはＦＩＡメディカルデリゲートあ
るいは競技長は身体検査を要求することが可能である。当該ＡＳＮは医
師団長および任命のある場合にＦＩＡメディカルデリゲートの報告を受
けて、必要とされるいかなる決定をも下すことができる。それが適当で
あればアルコール検査も実施され得る。
　⚒.⚑）神経測定テスト
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　　　　ＦＩＡ世界選手権に参加するドライバーに神経測定テストを行な
う場合がある。そうしたテストの方法については、当該選手権の
ＦＩＡメディカルデリゲートが責任を負う。得られた個人データ
は、比較目的のために使用される。

　⚒.⚒）事故、身体障害または健康上の問題が発生した後の手続き
　⚒.⚒.⚑）競技中の手順 － 競技中に経験した事故、身体障害または健康

上の問題（後の段階で診断が行われた場合、2.2.2）を参照）
　　　　　ａ）ドライバーの責任
　　　　　　　ドライバー（または不可抗力の場合はその親族）は、シリ

ーズまたは選手権を担当する医師団長および医師に一切の
健康問題を（完全に良性でない限り）遅滞なく通知する責
任がある。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　さらに、ＦＩＡメディカルデリゲート（電子メール
による）およびＦＩＡ（medical@fia.com）にも通知。

　　　　　ｂ）健康診断
　　　　　　　次の者により、いつでも健康診断を依頼し、実施すること

ができる：
　　　　　　　－医師団長、または
　　　　　　　－シリーズまたは選手権を担当するＦＩＡメディカルデリ

ゲートまたは医師（任命のある場合）。
　　　　　関係するドライバーがこの検査を受けることは義務であり、ド

ライバーの所属チームは医師団長またはＦＩＡメディカルデリ
ゲート（任命のある場合）からそれについて通知を受ける。

　　　　　ｃ）検査後の決定
　　　　　　　検査を要請し実施した医師は、以下の事項を決定する：
　　　　　　　－ドライバーに対し競技の続行を許可するか、
　　　　　　　または
　　　　　　　－ドライバーに競技続行を禁じ、復帰検査を要求する。
　　　　　ｄ）復帰検査が要求された場合に実施されるフォローアップ
　　　　　事故/問題が発生した競技の医師団長によるもの：
　　　　　　　－ドライバーの管轄ＡＳＮに事故/問題を通知し、復帰検
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査が要求されたことを知らせる。
　　　　　　　－ドライバーが病院に搬送された場合、ドライバーの管轄

ＡＳＮに当該ドライバーの健康状態の変化を知らせる。
　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため

の特別措置：
　　　　　　　　　　さらに、ＦＩＡメディカルデリゲート（電子メール

による）およびＦＩＡ（medical@fia.com）にもリア
ルタイムで通知。

　　　　　ドライバー（または不可抗力の場合はその親族）によるもの：
　　　　　　　－ドライバーの管轄ＡＳＮおよび事故/問題が発生した競

技の医師団長と、シリーズまたは選手権を担当する医師
に、画像資料を含む明確かつ包括的な情報を記載するこ
とにより、当該ドライバーの健康状態の変化について通
知する。

　　　　　　　－さらに、このすべての情報を当該ドライバーが次に参加
を望む国際競技の医師団長に送付し、復帰検査を実施す
る必要があることを知らせる。（医師団長の連絡先は、
競技が開催される国のＡＳＮ、そこで判らない場合ＦＩ
Ａ（medical@fia.com）に問い合わせ）。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　さらに、ＦＩＡメディカルデリゲート（電子メール
による）およびＦＩＡ（medical@fia.com）にもリア
ルタイムで通知。

　　　　　　　－復帰検査に合格するまでは、ＦＩＡ国際カレンダーに登
録されているモータースポーツ競技一切に参加しないこ
と。

　　　　　ドライバーの管轄ＡＳＮによるもの：
　　　　　　　－当該ドライバーから受け取った情報と書類に基づき、ま

た必要な健康診断を実施し、ドライバーが十分に回復し
たと判断した場合は、当該ＡＳＮはその事件を監視し、
当該ドライバーの競技への復帰は、次に参加する国際競
技の医師団長が実施する復帰検査に合格することを条件
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に承認されることを確認する書類を当該ドライバーに提
供する。

　　　　　　　－当該ドライバーが参加を予定している次の国際競技の医
師団長に健康状態を通知し、復帰検査を実施する必要が
あることを知らせたことを確認する。

　　　　　　　－重大事故が発生した場合は、世界事故データベース
（http://www.fia.com/fia-world-accidentdatabase）の医
療セクションを記入完了し、その後、ドライバーの健康
状態の変化に関しての情報を記入完了する。

　　　　　当該ドライバーが次に参加する国際競技の医師団長によるもの：
　　　　　　　－ドライバーの管轄ＡＳＮから出される、当該ドライバー

が次に参加する国際競技の医師団長が実施する復帰検査
に合格することを条件に、競技への復帰を承認すること
を確認する文書の提示に応じて、当該ドライバーに復帰
検査を受けることを要請する。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　復帰検査は、ＦＩＡ世界選手権の対象とはならない
国際競技に先立って行われない限り、ＦＩＡメディ
カルデリゲートの立ち合いの下で実施される。

　⚒.⚒.⚒）競技外の手順 － 競技外で経験した事故（国内事故を含む）、あ
るいは診断された身体的問題または健康上の問題の後の手順

　　　　　ａ）ドライバーの責任
　　　　　　　ドライバー（または不可抗力の場合はその親族）は、競技

外で診断された身体的または健康上の問題（完全に良性で
ない限り）および競技外で発生した事故またはその影響が
診断されたことを、当該ドライバーの管轄のＡＳＮに知ら
せる責任がある。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　さらに、ＦＩＡメディカルデリゲート（電子メール
による）およびＦＩＡ（medical@fia.com）にも通知。

　　　　　ｂ）ＡＳＮまたはＦＩＡメディカルデリゲートの決定
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　　　　　　　ドライバーから受け取った情報と書類に基づき、必要な健
康診断を行った後、ドライバーの管轄ＡＳＮは、復帰検査
を受けなければならないかどうかを決定し、ドライバーに
その決定を知らせなければならない。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　ドライバーの管轄ＡＳＮはＦＩＡメディカルデリゲ
ートにもその決定を遅滞なく伝えなければならない。

　　　　　　　　　　ＦＩＡメディカルデリゲーも、正当と判断する場合
には、復帰検査を請求する場合がある。その後ＦＩ
Ａはドライバーに知らせる。

　　　　　ｃ）復帰検査が要求されたときに実施されるフォローアップ
　　　　　ドライバーによるもの：
　　　　　　　－自身のＡＳＮに自分の健康状態の変化を知らせ、いかな

る画像資料も含め、明確で包括的な情報を提供する。
　　　　　　　－さらに、このすべての情報を、自身が参加することを希

望する次の国際競技の医師団長に送り、復帰検査を実施
する必要があることを知らせる（医師団長の連絡先は、 
競技が開催される国のＡＳＮ、そこで判らない場合ＦＩ
Ａ（medical@fia.com）に問い合わせ）。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　さらに、ＦＩＡメディカルデリゲート（電子メール
による）およびＦＩＡ（medical@fia.com）にもリア
ルタイムで通知。

　　　　　　　－復帰検査に合格するまでは、ＦＩＡ国際カレンダーに登
録されているモータースポーツ競技一切に参加しないこ
と。

　　　　　ドライバーの管轄ＡＳＮによるもの：
　　　　　　　－ドライバーが十分に回復したと判断した場合は、当該Ａ

ＳＮはその事件を監視し、当該ドライバーの競技への復
帰は、次に参加する国際競技の医師団長が実施した復帰
検査に合格することを条件に承認されることを確認する
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書類を当該ドライバーに提供する。
　　　　　　　－当該ドライバーが参加を予定している次の国際競技の医

師団長に健康状態を通知し、復帰検査を実施する必要が
あることを知らせたことを確認する。

　　　　　当該ドライバーが次に参加する国際競技の医師団長によるもの：
　　　　　　　－ドライバーの管轄ＡＳＮから出される、当該ドライバー

が次に参加する国際競技の医師団長が実施する復帰検査
に合格することを条件に、競技への復帰を承認すること
を確認する文書の提示に応じて、当該ドライバーに復帰
検査を受けることを要請する。

　　　　　　　　　Ｆ⚑、ＷＥＣ、ＷｏｒｌｄＲＸ、およびＷＲＣのため
の特別措置：

　　　　　　　　　　復帰検査は、ＦＩＡ世界選手権の対象とはならない
国際競技に先立って行われない限り、ＦＩＡメディ
カルデリゲートの立ち合いの下で実施される。

　⚒.⚒.⚓）規定不遵守の場合の制裁
　　　　　ドライバーが2.2.1）および2.2.2）に定められた手続きを遵守し

なかった場合は、イベント中に現地で、またはＦＩＡ国際カレ
ンダーに登録されたその後の競技で審査委員会に通知される場
合があり、それにより適切な決定を下し、正当と判断された場
合には罰則を科すことができる。

第⚓条　アンチ・ドーピングに関する組織体制

　　ＦＩＡアンチ・ドーピング規則は、モータースポーツにおけるドライ
バーの健康、公正、公平および安全性を推進し、ドーピングのないスポ
ーツへ参加する彼らの基本的な権利の保護を目的とする。
　　本規則は国際モータースポーツ競技規則付則Ａ項に掲載される。
　（注．本訳文では掲載していません。）

第⚔条　控訴に対する委員会

　　各国において、ＡＳＮによって指名されたメディカル委員会は、本規
則の⚑.⚓）、⚑.⚔）に定められた条件を論争の根拠として、医師とドラ
イバーの間に生じたいかなる論争を解決するために召集されることとす
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る。
　　ドライバーは、医師、メディカル委員会の委員またはＡＳＮに承認さ
れた医師の立ち合いのもとに試走の実施を要求されることがある。
　　当該国内委員会により達せられた結論は、ＦＩＡの管轄下にあるその
他のすべての国によって承認される。

第⚕条　モータースポーツ競技における生理学的調査の規定

　⚕.⚑）概論
　　　　生理学的調査は医学の本質であると考えられ、全体または一部で、

実施される。
　　　ａ）競技開催場所から離れ、参加者の任意および個人の合意が適用

される法律と規則の規定に厳格な一致が得られるなら、実施者は
下記の規定⚖.⚒）、⚖.⚓）および⚖.⚔）に従わなくてもよい。

　　　ｂ）または、実施の競技および／またはプラクティスセッション走
行中に、上記の合意の直接的な規定に加えて、この場合は、いか
なる時もどんな理由であろうとも、競技の通常の運営および調査
に関係のない競技参加者およびドライバーを妨げるものであって
はならない。よって、実施者は下記の規定⚖.⚒）、⚖.⚓）および 
⚖.⚔）に従わなければならない。

　⚕.⚒）調査実施計画
　　　　調査実施計画および研究テーマの選択は、
　　　ａ）独立した研究医師、またはその問題に関して有能な医学チーム

を持つ法人によるもの
　　　ｂ）ＡＳＮメディカル委員会を通じ、ＡＳＮによるもの
　　　ｃ）ＦＩＡメディカル委員会によるもの
　　　　注：ｂ）またはｃ）において、関係する委員会は、研究医師（含

複数）を任命する。
　⚕.⚓）事前合意事項
　　　　競技中に行われる予定の実験は、権限のあるメディカル委員会の

事前の合意なしでは実施することができない。すなわち：
　⚕.⚓.⚑）国内格式競技またはＦＩＡ世界選手権以外の国際格式競技、

および⚑つのＡＳＮの地理的カバーエリア内で行われる競技にお
いて、関係する国内メディカル委員会の合意で必要かつ十分であ
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る。
　⚕.⚓.⚒）ＦＩＡ世界選手権に参加しているドライバーおよびコ・ドライ 

バーが関係するすべての実験、および⚑つの競技であるがいくつ
かのＡＳＮの管轄で走行することが予定されているＦＩＡ世界選
手権以外の国際的な実験について、ＦＩＡメディカル委員会の合
意が義務づけられる。従って、国内メディカル委員会によって委
任されているか否かに関わらず、これらの要因の範囲内でかかる、
いかなる要請もＦＩＡメディカル委員会に提出しなければならな
い。

　⚕.⚔）競技および／または関連するプラクティスセッション中の生理的
実験の「フィールドでの」通常走行に要求される追加条件。

　　　　すべての場合において、以下の者の合意が必要とされる。
　　　－　実験が実施される管轄のＡＳＮ
　　　－　オーガナイザー
　　　－　レースディレクター
　　　－　医師団長
　　　－　ＦＩＡ世界選手権の場合、イベントディレクター
　　　このため、要請書には以下を明記しなければならない。
　　　－　実験に必要な医療機器のタイプ、量および配置
　　　－　実験の場所、必要な時間を明示すること
　　　　　・サーキット競技の場合、それがプラクティスセッション中ま

たは決勝レース自体の中で実施されるか否かに関わらず。
　　　　　・ラリー競技の場合、それが計時ステージ中またはロードセク

ション中で実施されるか否かに関わらず。
　　　－　医師人員を含む、医学調査チームを構成する人数
　　　　ＦＩＡメディカルデリゲートがいる競技では、この要請書は情報

としてデリゲートに送られなければならない。
　⚕.⚕）調査で得られた科学的データの利用
　　　　科学的成果は、研究医師のみが所有するものとなる。または、場

合によって、その問題に関して有能な医学チームを持つ法人のみが
所有するものとなる。

　　　ａ）実施者の選択により、データを配布することは完全に彼らの自
由である。
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　　　ｂ）しかしながら、実施者は結果を管轄のＡＳＮおよびＦＩＡに知
らせることを引き受けること。
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第⚓章　ドライバーの装備品

第⚑条　ヘルメット

　⚑．⚑）前頭部保持装置（ＦＨＲ）に使用する認定基準
　　　ＦＨＲの使用が、次の第⚓条に従って義務付けられている場合、サ
ーキット競技、ヒルクライムまたはラリーのスペシャルステージに参
加し、ＦＩＡカレンダーに登録されているドライバーは、次のいずれ
かで公認されたクラッシュヘルメットを着用しなければならない。

　　ＦＩＡ基準：
　　－　8858-2002または8858-2010（テクニカルリストNo.41）、
　　－　8859（テクニカルリストNo.49）、
　　－　8860-2004または8860-2010（テクニカルリストNo.33）、または
　　－　8860-2018または8860-2018-ABP（テクニカルリストNo.69）
　⚑．⚑．⚑）下記の選手権に参加するドライバーは次のチャートに従っ
て、ヘルメットを着用しなければならない：

　　　世界ラリー選手権のすべてのドライバー、および技術規定にＦＩＡ
フォーミュラ⚑またはＦ3000技術規則のクラッシュ構造体要件が含ま
れている国際シリーズの全ドライバーは、ＦＩＡ基準8860（テクニカ
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ＦＩＡ基準選手権

8860-2018-ABPフォーミュラ 1 世界選手
権

8860-2018-ABP フォーミュラ 2

8860-2004, 8860-2010, 8860-2018 または 8860-2018-ABPフォーミュラ 3

8860-2018-ABP フォーミュラ E
（シーズン６から）

8860-2018 または 8860-2018-ABP FIA世界ラリー選手権で
プライオリティ１ドライ
バーおよびコ・ドライバー
である場合 

8860-2018 または 8860-2018-ABPWEC（シーズン2020/2021
から）

8860-2004, 8860-2010, 8860-2018 または 8860-2018-ABPFIA世界ラリークロス選
手権の全ドライバー

8860-2004, 8860-2010, 8860-2018 または 8860-2018-ABPFIA GTワールドカップ



ルリストNo.33またはテクニカルリストNo.69）で公認されたヘルメッ
トを着用することが強く推奨される。

　⚑．⚒）前頭部保持装置（ＦＨＲ）なしで使用する認定基準
　　　ＦＨＲの使用が義務ではない場合、ＦＩＡカレンダーに登録されて
いるサーキット競技、ヒルクライムあるいはラリーのスペシャルステ
ージに参加するドライバーは、ＦＩＡテクニカルリストNo.25に記載
されている基準の⚑つで公認されたクラッシュヘルメットを着用しな
ければならない。

　⚑．⚓）使用の条件
　　　オープンコクピット車両に搭乗するドライバーは、チン（顎）バー
がヘルメット構造の一体部品となっており、ＦＩＡ承認基準にのっと
り試験を受けたものであるフルフェイスヘルメットを着用しなければ
ならない。これはヒストリックのオープンコクピット車両、およびオ
ートクロスのスーパーバギー、バギー1600およびジュニアバギーにも
推奨される。

　　　いかなるtear－offsバイザーもトラック上やピットレーン上に不必
要に投げ捨ててはならない。

　　　テクニカルリスト№33、No.69、№41および№49に記載されたフル
フェイスヘルメットに装着されたフルバイザーにはＦＩＡステッカー
が貼付されれている。

　　その施行日は：
　　・2016年⚑月⚑日以降に製造されたバイザーにはＦＩＡステッカーが

貼付されていなければならない。
　　・2015年12月31日以前に製造されたバイザーにはＦＩＡステッカーの

貼付は義務付けられておらず、ステッカーなしに使用されている場
合もある。

　　　クローズドコクピット車両に搭乗するフルフェイスヘルメットを着
用するドライバーおよびコ・ドライバーは、負傷したドライバーの気
道に適切にアクセスできることを保証するために、次のテスト （⚑）に合
格できなければならない。

　　　－　ドライバーは、ヘルメットおよびＦＩＡ承認の頭部の動きを抑
制する装置を正しく着用し、安全ベルトを締めた状態で車両の
シートに着座する。
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　　　－　救助員⚒名の助けを借りて、競技会医師団長（もしくは、もし
居ればＦＩＡメディカルデレゲート）が、ドライバーの頭部を
中立位置に保ったままヘルメットを脱がせることが可能でなけ
ればならない。

　　　もしこれが不可能な場合、ドライバーはオープンフェイスヘルメッ
トを着用することが求められる。

　　　ドライバーは、競技のスタート前に上記テストを実施するためにＦ
ＩＡメディカルデリゲートまたは医師団長にコンタクトしなければな
らない。

　　　 （⚑）ヒストリック車両については、これに適合することが推奨される。
　⚑．⚔）改造
　　　製造者が定めた認めた方法に従う場合を除き、製造された当初の仕
様からのいかなる改造も認められない。付属品はヘルメット製造者の
指示に従った方法で取り付けられなければならない。ＦＩＡにより認
められた付属品のみが使用されること。その他いかなる改造が施され
た、あるいは認められていない付属品（ヘルメットカメラ、バイザー
など）の付いたヘルメットも、ＦＩＡヘルメット公認を無効とする。

　⚑．⚕）最大重量およびコミュニケーションシステム
　　－　ヘルメットの重量は競技会期間中いかなる時も検査を受ける可能

性がありその重量は、すべての付属品および取り付け具を含み、
フルフェイス・タイプのヘルメットは1900g、またオープンフェ
イス・タイプのヘルメットは1700gを超えてはならない。

　　－　ヘルメットに取りつけられる無線スピーカーは、ラリークロスお
よびオートクロス競技会を除き、すべてのサーキット競技および
ヒルクライム競技で禁止される（イヤープラグ・タイプの変換器
は許される）。医療的見地からのみ、そのドライバーが所属する
ＡＳＮのメディカル委員会を通じて、特別措置の申請が行なわれ
てよい。マイクロフォンの取り付けは、上記⚑.⚔）に従う場合の
み行われてよい。

　⚑．⚖）装飾
　　　塗料はヘルメットの帽体の素材と反応を起こし、その保護能力に影
響を及ぼす。ヘルメット製造者によって提供されるガイドラインに従
ってヘルメットの塗装を行うのは競技参加者の責務である。塗装に関
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するガイドラインはヘルメット製造者のウエブサイトに掲載されてい
るか、製造者に直接請求して取り寄せるヘルメットユーザーガイドラ
インに掲載されている。

　　　塗料が内側に染み込んだ場合、ヘルメットライナーの性能に影響を
及ぼすため、帽体に有効なマスキングを施すこと。

　　　製造者の取扱説明書は、ステッカーや転写の使用についても考慮す
べきである。

第⚒条　耐火炎被服

　　国際スポーツカレンダーに登録されているサーキット競技、ヒルクラ
イム、ラリーのスペシャルステージおよびクロスカントリーラリーのセ
レクティブセクションにおいては、すべてのドライバーとコ・ドライバ
ーは、ＦＩＡ基準8856-2000（ＦＩＡテクニカルリスト№27）あるいはＦ
ＩＡ基準8856-2018（テクニカルリストNo.74）に従って公認されたオー
バーオール、長袖・長ズボンのアンダーウェア、バラクラバ帽、ソック
ス、シューズおよびグローブ（コ・ドライバーについては任意）（ＦＩ
Ａテクニカルリスト№27）を着用しなければならない。
　　以下の選手権に参加するドライバーは、ＦＩＡ基準8856-2018（テクニ
カルリストNo.74）に従って公認されたオーバーオール、長袖・長ズボン
のアンダーウェア、バラクラバ帽、ソックス、シューズおよびグローブ
（コ・ドライバーについては任意）を着用しなければならない。
　＊フォーミュラＥ（⚖シーズン）
　＊フォーミュラ⚑世界選手権
　＊ＷＥＣ（シーズン2020/2021から）
　＊プライオリティ⚑ドライバーとしてリストされている場合、ＦＩＡ世
界ラリー選手権

　　ＦＩＡ世界ラリー選手権において、ドライバーは、ＦＩＡ基準8856-
2000あるいはＦＩＡ基準8856-2018に従って公認され、ヘルメットを取
り外す際の首への負荷を軽減するバラクラバ帽として、テクニカルリス
トに掲載されたバラクラバ帽の着用が推奨される。
　　きつ過ぎる着衣は保護能力を引き下げてしまうので、着用者は、これ
らの着衣がきつ過ぎないことを確実にすること。バラクラバ帽はレーシ
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ングスーツの下に着用しなければならない。首、手首、足首は、常に少
なくとも⚒つの防護服で覆われること。バラクラバ帽と最も外側のアン
ダーウェアは、最低⚓cm、ドライバーの首まわりに重なるようにする
こととし、正面中心線の部分は、少なくとも⚘cm重なるようにするこ
と。
　　上半身と下半身のアンダーウェアは、ドライバーの腰の周りで最低⚗
cm重ならなければならない。
　　正当な医学的理由がある場合には、ドライバーの皮膚と義務付けのＦ
ＩＡ承認のアンダーウェアの間に、ＦＩＡ未承認のアンダーウェアを着
用することができる。ただし、ドライバーの肌に接触する非難燃性合成
素材の使用は許可されない。
　　オーバーオールの上に着用することが許可されているのは、防炎性で
ISO15025に準拠した膝パッドまたは肘パッドだけである。

　　オーバーオールに直接なされる刺繍は、より効果的な遮熱のため、最
も外側の生地にのみ許される。バッジの基部となる生地およびバッジを
オーバーオールに縫付ける糸は耐火性でなければならない。糸が防炎性
であり、ISO15025に準拠していれば、バッジの縫い目はすべての層を
通過できる。ドライバーの着衣への印刷あるいは転写は製品の製造者の
みが行い、基準8856-2000または8856-2018で定義されているスーツの性
能を低下させてはならない（詳細な要件および使用に当たっての指示事
項については、ＦＩＡ基準8856-2000の付則ⅠまたはＦＩＡ基準8856-
2018の付則Ｆを参照のこと）。

　　印刷または転写を使用してカスタマイズされたＦＩＡに承認された
8856-2018衣服には、製造元からの証明書を添付しなければならない。

　　単座席のレーシングカーでスタンディングスタートを伴う競技に参加
するドライバーは、トラブルが発生した場合にレーススターターの注意
を引けるよう、車両の主色と対比して、とても見やすい色のグローブを
着用しなければならない。
　　ドライバーが着用するあらゆる冷却システムを循環する物質も、大気
圧と等しい圧力の水または空気以外の物質であってはならない。水シス
テムは、それが機能するために衣類に浸透するようなものであってはな
らない。
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　　酷暑の中で開催される競技においては、冷却システムを使用すること
が推奨される（例えば、冷却を目的にデザインされ、ＦＩＡ基準8856-
2000あるいはＦＩＡ基準8856-2018に従って公認されたアンダーウェア
に接続する等）。

　⚒．⚑）バイオメトリック装置
　　　ドライバーはレース中に生体情報を収集するための装置を着用する
ことができる。

　　－　バイオメトリック装置がＦＩＡ基準8856に準拠した防護服に組み
込まれている場合、その衣服はＦＩＡ基準8856および8868-2018
で公認されること。

　　－　バイオメトリック装置がスタンドアロン装置の場合、装置はＦＩ
Ａ基準8868-2018でのみ公認されなければならない。この装置は、
ＦＩＡ基準8856に準拠した衣服に加えて着用されなければならな
い。

第⚓条　前方への頭部の動きの抑制（ＦＨＲ）

　⚓．⚑）当該装置がＦＩＡ基準8858に従って公認されない限り、国際競
技において、頭部や頸部の保護を意図してヘルメットに装置するいか
なる装置の着用も禁止される。公認されたＦＨＲシステムはＦＩＡテ
クニカルリストNo.29に掲載される。ＨＡＮＳ襟部の最小角度は水平
から60°とする。

　　　ドライバーとtheHANS® yoke間に使用されるいかなるパッドも、
ドライバーが全てを装備しハーネスを締め車両に着座した時に15mm
厚を超えるものであってはならない。パッドはISO15025規格に合致
した耐炎性（難燃性）素材で覆われていなければならず、theHANS® 
yokeの両端から⚘mmを超える幅があってはならない。

　　　すべての国際格式競技会において、ドライバーおよびコ・ドライバ 
ーはＦＩＡ承認のＦＨＲシステムを着用しなければならない。ただし、
下記の例外あるいは規則が適用される。

　　　ＦＩＡ承認のＦＨＲシステムの着用は、
　　　ａ）ピリオドＧ以降のフォーミュラ⚑車両においては、ＦＩＡ安全

委員会発行の書面による特別措置を取得している場合を除き、義
務づけられる。
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　　　ｂ）その他のヒストリック車両については推奨される。
　　　ｃ）代替エネルギー車両の次のカテゴリーについては義務づけられ

ない：Ⅰ、Ⅲ、ⅢＡ、Ⅳ、Ｖ電気カート、Ⅶ、Ⅷ
　　　ｄ）2006年1月1日以前に発行されたテクニカルパスポートを有する

カテゴリーⅡ、Ｖ、Ⅵの代替エネルギー車両については推奨され
る。

　　　技術的な理由により、ＦＩＡ承認のＦＨＲの着用が不可能なその他
の車両については、ＦＩＡ安全委員会に対し特例を申請することが可
能である。

　⚓．⚒）使用の条件
　　　ＦＨＲシステムは、以下の表に従い、ＦＩＡ承認品とのみ着用され
なければならない。

　　　ＦＨＲ装置は以下に従って装着されなければならない：
　　　ａ）「Guide and installation specification for HANS® devices in 

racing competition（レース競技におけるＨＡＮＳ®装置のガイド
と導入仕様）」

　　　または
　　　ｂ）「Guide and installation specification for Hybrid & Hybrid Pro 

devices in racing competition（レース競技におけるHybrid & 
Hybrid Pro装置のガイドと導入仕様）」

　⚓．⚓）ＦＩＡ基準8858-2002、8858-2010、8859-2015、8860-2004、
および8860-2010適合品との互換性および許される使用
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テザーシステム
（テザー、テザー留め具、
およびヘルメット固定点）

ヘルメット （⚒）

FIA 8858（テクニカルリストNo.29）

FIA 8860（テクニカルリストNo.33、
およびNo.69）
FIA 8858（テクニカルリストNo.41）
FIA 8859（テクニカルリストNo.49）

（２）上記１.１項に従い、各選手権においてヘルメットの着用が義務づけられる。



　　　ＦＩＡ基準8860-2004（高度ヘルメット）およびＦＩＡ基準8858-2002
（ＦＨＲシステムおよび適合ヘルメット）は2010年に改訂された。上
記の表に示される通りに使用される場合は、ＦＩＡ基準8859-2015と
共に、改訂前と改訂後の両方とも有効である。

第⚔条　安全ベルト

　　　ドライバーは、当該車両が関係する付則Ｊ項の仕様に合致した安全
ベルトによって、競技中、サーキット、ピットレーン、スペシャルス
テージ、または競技コースで車両が動く状態にある時は、常に適切に
シートに拘束されていなければならない。

第⚕条　装身具（ジュエリー）の着用

　　　身体穿孔または金属ネックチェーンの形の装身具（ジュエリー）の
着用は、競技中は禁止されているため、競技開始前に確認される場合
がある。
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ヘルメット
8858-2010、
8859-2015、
8860-2010、

および8860-2018

ヘルメット
固定点
8858-2010

テザー
（テザー留め具含む）

8858-2010
ＦＨＲ
8858-2010

○○○ＨＡＮＳ
8858-2002

○
機械的に
互換性があ
れば

×
テザー

（テザー留め具含む）
8858-2002

×機械的に
互換性があれば○

ヘルメット
固定点
8858-2002

×○○
ヘルメット

8858-2002および
8860-2004



第⚔章　サーキットにおけるドライブ行為の規律　

第⚑条　信号の遵守

　　　国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に詳述される指示内容は、
ドライブ行為に関する本規律の一部とみなされる。

　　　すべてのドライバーは、これらを遵守しなければならない。

第⚒条　追い越し、車両のコントロールと走路の範囲

　ａ）走路上に他の車両がない場合には当該走路の幅員の全部を⚑台の車
両が使用することができる。ただし、その車両を追い越そうとする車
両によって追い付かれた時に、そのドライバーは、直ちに最初の可能
な機会に自分より速いそのドライバーに追い越させなければならない。
　追い迫られている車両のドライバーが、そのバックミラーを十分に
使用していないと思われる場合には、旗信号委員は、より速いドライ
バーがその者を追い越そうとしていることを知らせるために、青旗を
振動表示する。青旗を無視したと判断されるドライバーは、大会審査
委員会に報告される。

　ｂ）追い越しは、その瞬間の可能性に応じて、左右のいずれの側でも実
施することができる。

　　　ドライバーは正当な理由なく故意に走路を外れてはならない。順位
を守るために⚒回以上進行方向を変更することは認められない。

　　　順位を守るためにラインを外れたドライバーがレーシングラインに
戻った場合には、コーナーに接近する際に走路の端部と自身の車両の
間に少なくとも車両⚑台分の幅をあけること。

　　　ただし、順位を守るための⚒回以上の進路変更、走路端を越え故意
に車両を寄せること、その他の異常な進路変更を伴うような、他のド
ライバーを妨害するような行為は厳重に禁止される。上述の反則行為
をしたと判断されるドライバーは、大会審査委員会に報告される。

　ｃ）ドライバーは常に走路を使用しなければならない。疑義を避けるた
め、走路端部を定めている白線は走路の一部と見なされるが、縁石は
走路の一部とはみなされない。

　　　理由のいかんにかかわらず車両が走路を退去した場合、下記⚒．ｄ）

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

190



を侵さずにドライバーは再び合流することができる。しかしながら、
その再合流は、それを行うことが安全であり、その実施によって優位
に立つことがない場合にのみ実施できる。走路に車両の一部分も接触
していない状態であれば、ドライバーは走路を退去したものと判断さ
れる。

　ｄ）重大な過誤を繰り返したり、あるいは車両に対するコントロールの
欠如（走路から離脱するような）が見受けられるときは、大会審査委
員会に報告され、一切の当該ドライバーに対し失格に至るまでの罰則
を適用することができる。

　ｅ）いかなるときも、車両を不必要に低速で運転したり、不規則に走ら
せたり、あるいは他のドライバーにとって潜在的に危険と見なされる
ような運転をすることは許されない。

第⚓条　レース中に停止した車両

　ａ）レース速度を維持することができないという理由で走路を退去する
車両のドライバーは、直ちにその退去意志についての合図を行うもの
とし、かつ、その行動が安全に、また退去地点のできる限り近くで行
われるように確保する責任を有するものとする。

　ｂ）車両がピットレーンの外側で停止した場合には、その車両がそこに
あることが他のドライバーの危険とならないよう、あるいは妨げとな
らないよう、できる限り速やかに移動させなければならない。

　　　ドライバー自身がその車両を移動させることができない場合、その
ドライバーを援助することはコース委員の義務とする。このような援
助が、結果としてドライバーのレース復帰につながる場合は、いかな
る規則違反もせず、かつ利益を受けることなくそれが行われなければ
ならない。

　ｃ）走路で実行される修理は、ドライバー自身により車載されている工
具および部品を用いて行うことのみが認められる。

　ｄ）いかなる種類の補給も禁止されるが、当該車両が自己のピットに停
車している場合は除く。

　ｅ）ドライバーと正規に指名された競技役員以外は車両に触れることは
認められない。ただし、当該車両がピットレーンにある場合は除く。

　ｆ）走路上で車両を押すことは禁止される。
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　ｇ）レースが中断されている間を除き、それがたとえ一時的にではあっ
ても、サーキット上でドライバーによって放棄された車両は、いかな
る車両であっても、当該レースを途中棄権したものと見なす。

第⚔条　ピットレーンへの進入

　ａ）ピットレーンへと導く走路区間は「ピット入口」と呼称される。
　ｂ）競技中、ピットレーンへの進入はピット入口を通じてのみ行うこと
が認められる。

　ｃ）走路を離れたり、もしくはピットレーンに進入しようとするドライ
バーは、その行為が安全であることを確認すること。

　ｄ）不可抗力（審査委員会によってそのように認められた）の場合を除
き、ピット入口と走路の間の区分線は、いかなる方向であっても、ピ
ットレーンに進入する車両が横断することは禁止される。

第⚕条　ピットレーンからの退去

　　　ピットレーン出口には、緑色灯火と赤色灯火（あるいは類似の合図）
が設置される。

　　　車両は、緑色灯火が点灯（あるいは合図が出されている）時に限り
ピットレーンを離れることができる。

　　　不可抗力（審査委員会によってそのように認められた）の場合を除
き、ピットを離れる車両とトラック上を走行する車両とを区分する目
的でピット出口のトラック上に引かれているいかなるラインも、ピッ
トを離れる車両のいかなる部分が超えてはならない。
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第⚕章　オフロードサーキットにおけるドライブ行為の規律　

第⚑条　信号の遵守

　　　国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に詳述される指示内容は、
ドライブ行為に関する本規律の一部とみなされる。すべてのドライバ
ーは、これらを遵守しなければならない。

第⚒条　追い越し、車両のコントロールと走路の範囲

　ａ）走路上に他の車両がない場合には当該走路の幅員の全部を⚑台の車
両が使用することができる。ただし、その車両を追い越そうとする車
両によって追い付かれた時に、そのドライバーは、直ちに最初の可能
な機会に自分より速いそのドライバーに追い越させなければならない。

　ｂ）追い越しは、その瞬間の可能性に応じて、左右のいずれの側でも実
施することができる。

　　　ドライバーは正当な理由なく故意に走路を外れてはならない。順位
を守るために⚒回以上進行方向を変更することは認められない。

　　　順位を守るためにラインを外れたドライバーがレーシングラインに
戻った場合には、コーナーに接近する際に走路の端部と自身の車両の
間に少なくとも車両⚑台分の幅をあけること。

　　　ただし、順位を守るための⚒回以上の進路変更、走路端を越え故意
に車両を寄せること、その他の異常な進路変更を伴うような、他のド
ライバーを妨害するような行為は厳重に禁止される。永続的な優位性
をもたらすプッシュまたはその他の接触は固く禁じられる。上述の反
則行為をしたと判断されるドライバーは、審査委員会に報告される。

　ｃ）ドライバーは常に走路を使用しなければならない。
　　　理由のいかんにかかわらず車両が走路を退去した場合、下記⚒．ｄ）
を侵さずにドライバーは再び走路に入ることができる。しかしながら、
その再合流は、それを行うことが安全であり、その実施によって優位
に立つことがない場合にのみ実施できる。疑義を避けるために、走路
端部は白線、タイヤの積み重ね、マーカーポールあるいはＦＩＡ指名
のレースディレクターが居る場合はそれが定める装置、または競技長
がブリーフィングで定めることができる。
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　　　ラインが走路の端を示しており、走路に車両の一部分も接触してい
ない状態であれば、あるいは車が物理的なマーカーの後ろを通る、ま
たは実質的に移動させる場合、ドライバーは走路を退去したものと判
断される。

　ｄ）重大な過誤を繰り返したり、あるいは車両に対するコントロールの
欠如（走路から離脱するような）が見受けられるときは、審査委員会
に報告され、一切の当該ドライバーに対し失格に至るまでの罰則を適
用することができる。

　ｅ）いかなるときも、車両を不必要に低速で運転したり、不規則に走ら
せたり、あるいは他のドライバーにとって潜在的に危険と見なされる
ような運転をすることは許されない。

　ｆ）規則で許可されていない限り、レースの開始前にホイールを回転（ス
ピン）させることは、指定されたグリッド前エリアでのみ許可されて
いる。

　ｇ）ジョーカーラップがある場合、ドライバーは危険を構成したり他の
ドライバーを妨げたりしないような方法でジョーカーラップセクショ
ンに出入りしなければならない。ジョーカーラップセクションの出口
では、主走路上の車が優先される。

第⚓条　レース中に停止した車両

　　　レース速度を維持することができないという理由で走路を退去する
車両のドライバーは、直ちにその退去意志についての合図を行うもの
とし、かつ、その行動が安全に、また退去地点のできる限り近くで行
われるように確保する責任を有するものとする。

第⚔条　走路から出る

　　　レース中またはチェッカーフラッグが表示された後に走路を離れる
つもりであるドライバーは、それを行うことが安全であることを確実
にするべきであり、行動が安全に実行されることを確実にする責任が
ある。 
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付則⚑
　次の表に適応するために、関連した選手権は次の基準も合致する必要が
ある。：

　－最少⚕つの競技で構成されていること。本条項の目的のために、⚑つ
の競技の終了とその次の競技のスタートとの間は最小72時間が経過し
ていることを条件としてのみ、競技がその資格を有する。

　－最少⚓つの異なるトラックで開催されること。ＦＩＡにより認められ
ライセンスを付与される一切の別のサーキット形状をこの目的のため
にトラックとみなすことができる。

　－ＦＩＡ国際スポーツ規則が遵守され、正規にＡＳＮにより公認されて
いること。

　－ＦＩＡ公認トラックにて開催されること。
　ＦＩＡカート選手権については、上記に一覧される最初の⚒つの基準は
適用されない。
　選手権競技の最初のレースでスタートするドライバーが16名未満となる
場合は、その選手権でドライバーに付与されるポイント数は削減される。
　減算は、最低16名を下回るドライバー数の不足に比例し、最低人数を下
回るドライバー⚑名あたり10％の減算に基づき、この不足に関して増加
的に計算される（例：16名以上のドライバーがスタートする場合は100％、
15名のドライバーがスタートする場合は90％のポイント、14名のドライ
バーがスタートする場合は80％のポイント、など）。選手権の複数競技
の最初のレースでスタートするドライバーが16名を下回る場合、最初の
レースをスタートするドライバーの数が最も少ない競技が上記の目的の
ために決め手となる。
　ペナルティポイントシステムが適用されるＦＩＡ選手権において、何の
ペナルティポイントも受けずに選手権の期間中に競技したドライバーは、
次の表によって確立されている競技結果のポイントに加え⚒ポイントが
与えられる。
　下の表に示されているように、ＦＩＡ　Ｆ⚓ワールドカップの勝者には、
その競技結果に加えてさらに⚕ポイントが与えられる。
　フリープラクティス・オンリー・スーパーライセンス所有者はフリープ
ラクティスセッションの間に少なくとも100kmの完走を成功した後、Ｆ
ＩＡフォーミュラ⚑世界選手権の大会⚑つにつき⚑ポイントの追加点が
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認められるが、ペナルティポイントが一切課されていないことを条件と
する。そのような追加点最大10ポイントが⚑ドライバーにつき⚓年間に
渡りフリープラクティスセッションについて与えられる。
　⚑カレンダー年から最大⚒つの選手権の結果を累積することができる。
ただし、第⚒回目の選手権のスタート日が当該年の間で最初の選手権の
終了日の後になることを条件とする。
　ドライバーはＦＩＡカート選手権で最大12ポイントを累積することがで
きる。カートからのポイントは⚕年間有効とする。
　⚒人以上のドライバーが同じ車を共有することで年間総合得点順位が達
成されるレース選手権では、次の比率に従って各ドライバーのＦＩＡド
ライバー分類に関連してポイントが授与される：
　・プラチナおよびゴールドランクのドライバー：100％
　・シルバーランクのドライバー：75％
　・ブロンズランクのドライバー：50％
　・ＦＩＡドライバー分類に入らないドライバー：ポイントは与えられな
い。

　ｉ）：以下のポイント表は2020年以降に適用され、2020年に完了した選
手権を考慮する。

　ⅱ）：ポイントは、最終の選手権結果が達成された年に適用された規定
文に従って授与される。
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表
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10th9th8th7th6th5th4th3rd2nd1stPosition au classement général annuel
/ Classification in the annual overall points standings

3468102030404040Formule 2 de la FIA / FIA Formula 2
12346810203040Indy Car / Indy Car*
235791215202530Formule 3 de la FIA / FIA Formula 3

12346810202530Championnat de Formule E de la FIA /
FIA Formula E Championship

2468101216202430FIA WEC （LMP1 uniquement） / FIA WEC （LMP1 only）

01235710152025Formule Régionale Europe certifiée par la FIA /
Formula Regional European Certified by FIA

01235710152025Japonese Super Formula / Japanese Super Formula
00246810121620FIA WEC - LMP2 / FIA WEC -LMP2
01235710121620DTM / DTM
01235710121620Japanese Super GT / Japanese Super GT
01234610121418F3 Régionale Asie certifiée par la FIA / F3 Regional Asian certified by FIA

01234610121418F3 Régionale Amériques certifiée par la FIA /
F3 Regional Americas certified by FIA

01234610121418F3 Regional Japanese Championship certified by FIA
0012468101418IMSA Prototype / IMSA Prototype**
0012357101215FIA WTCC / FIA WTCR

0012357101215International Supercars Championship / International Supercars 
Championship*

0012357101215NASCAR Cup / NASCAR Cup*
0012357101215Indy Light / Indy Light*
0012357101215W Series / W Series
0012357101215Formula Renault Eurocup
0012357101215Euroformula Open / Euroformula Open
0012357101215Japanese Super Formula Lights

000123571012Championnats Nationaux de Formule 4 certifiés par la FIA / 
National FIA Formula 4 Championships

00000246810Asian/ELMS Prototype / Asian/ELMS Prototype
00000246810FIA WEC-LMGT-Pro / FIA WEC-LMGT-Pro
00000246810FIA WEC-LMGT-Am / FIA WEC-LMGT-Am
00000246810IMSA GTLM / IMSA GTLM*
00000135710Asian Winter Series
00000135710Championnats Nationaux de F3 / National F3 Championships
00000135710Indy Pro 2000*
00000135710NASCAR National / NASCAR National*
00000135710Toyota Racing Series New Zealand / Toyota Racing Series New Zealand
0000000246International GT3 Series / International GT3 Series

0000001234Championnat du Monde FIA karting en Cat. Sénior / 
FIA karting World Championships in Senior Cat.

0000000123Championnats Continentaux FIA karting en Cat. Senior / 
FIA karting Continental Championships in Senior Cat.

0000000123Championnat du Monde FIA karting en Cat. Junior / 
FIA karting World Championships in Junior Cat.

0000000012Championnats Continentaux FIA karting en Cat. Junior / 
FIA karting Continental Championships in Junior Cat.
－GP2シリーズは2016年のみ
－フォーミュラV8 3.5およびフォーミュラアカデミー（FFSA）2016年と2017年。
－FIAフォーミュラ3ヨーロッパ、GP3シリーズ、およびフォミュラ・ルノーユーロカップまたはNECは、2016年、2017年、2018年。
*FIA公認トラックですべてのラウンド（ロードコース）が開催されることを条件とする。



付則⚒
ＷＡＤＢの同意宣言
　　すべての国際ドライバーライセンス申請書または手順には、モーター
スポーツ事故の場合の個人の機密データの処理に関する次のテキストを
含めなければならない。
　　この申請の対象であるライセンス保有者がモータースポーツ競技中に
事故に巻き込まれた場合、ライセンス機関（ＡＳＮ）は、事故の状況に
関する個人データまたは医療データをＦＩＡワールドアクシデントデー
タベース（「ＷＡＤＢ」）に提出することを求められる場合がある。
　　ＷＡＤＢを介して処理する目的で収集された事故データは、データ対
象が以下の条件または同等の条件でこれに明示的に同意し、同意がデー
タ管理者に通知されていない限り、提出も処理もされない。

ＷＡＤＢの同意宣言
　　私（署名者）は、モータースポーツの事故または事件への関与に関連
し、当該事故または事件の状況および負傷を含むその即時結果のみに関
連する、個人情報および機密データ（医療情報など）を含む、FIAまた
は国内スポーツ権能（National Sporting Authority）を代表する適切な
権限を与えられた人による、自分に関連するデータの収集、使用、およ
び処理に明示的に同意します。
　　私（署名者）は、自身のライセンスが失効した後でも電子的にデータ
を保存し、モータースポーツ競技の安全性を向上させるための研究を唯
一の目的として、私のライセンスの有効期間中および失効後にも、世界
モータースポーツ事故データベース（"ＷＡＤＢ"）でそのデータをいつ
でも使用できることに同意します。
　　私（署名者）は、ＦＩＡが発行したＷＡＤＢガイドを読み、完全に理
解したことを認めます。このガイドは、私が私の個人データへのアクセ
ス、その修正、正当な理由での処理に対する抑制または反対を要求でき
る条件を含めて、そのようなデータの収集と処理に関する詳細情報を提
供します。
　　このボックス□をチェックすることで、署名者である申請者である私
は、現在のＷＡＤＢ同意宣言を理解し、同意することを確認します。
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2021年の変更

第⚑条　ヘルメット

⚑．⚑）前頭部保持装置（ＦＨＲ）に使用する認定基準
　　　ＦＨＲの使用が、次の第⚓条に従って義務付けられている場合、サ
ーキット競技、ヒルクライムまたはラリーのスペシャルステージに参
加し、ＦＩＡカレンダーに登録されているドライバーは、次のいずれ
かで公認されたクラッシュヘルメットを着用しなければならない。

　　ＦＩＡ基準：
　　－　8858-2002または8858-2010（テクニカルリストNo.41）、
　　－　8859（テクニカルリストNo.49）、
　　－　8860-2004または8860-2010（テクニカルリストNo.33）、または
　　－　8860-2018または8860-2018-ABP（テクニカルリストNo.69）

⚑.⚑.⚑）下記の選手権に参加するドライバーは次のチャートに従って、
ヘルメットを着用しなければならない：

第⚒条　耐火炎被服

　　　国際スポーツカレンダーに登録されているサーキット競技、ヒルク

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項
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ＦＩＡ基準選手権

8860-2018-ABPフォーミュラ 1 世界選手権

8860-2018-ABP フォーミュラ 2

8860-2004, 8860-2010, 8860-2018 ま た は8860-
2018-ABP

フォーミュラ 3

8860-2018-ABP フォーミュラ E（シーズン６から）

8860-2018 または 8860-2018-ABPFIA世界ラリー選手権でプライオ
リティ１ドライバーである場合

8860-2018 または 8860-2018-ABP WEC（シーズン2020/2021から）

8860-2004, 8860-2010, 8860-2018 または 8860-
2018-ABP 

FIA世界ラリークロス選手権の全
ドライバー

8860-2004, 8860-2010, 8860-2018 または 8860-
2018-ABP 

FIA GTワールドカップ

8860-2018 または 8860-2018-ABPGT3車両で行われる国際シリーズ

8860-2018 または 8860-2018-ABPFIA GTネイションズカップ



ライム、ラリーのスペシャルステージおよびクロスカントリーラリーの
セレクティブセクションにおいては、すべてのドライバーとコ・ドライ
バーは、ＦＩＡ基準8856-2000（ＦＩＡテクニカルリスト№27）あるいは
ＦＩＡ基準8856-2018（テクニカルリストNo.74）に従って公認されたオ
ーバーオール、長袖・長ズボンのアンダーウェア、バラクラバ帽、ソッ
クス、シューズおよびグローブ（コ・ドライバーについては任意）（Ｆ
ＩＡテクニカルリスト№27）を着用しなければならない。

　　以下の選手権に参加するドライバーは、ＦＩＡ基準8856-2018（テクニ
カルリストNo.74）に従って公認されたオーバーオール、長袖・長ズボン
のアンダーウェア、バラクラバ帽、ソックス、シューズおよびグローブ
（コ・ドライバーについては任意）を着用しなければならない。
　＊フォーミュラＥ（⚖シーズン）
　＊フォーミュラ⚑世界選手権
　＊ＷＥＣ（シーズン2020－2021年から）
　＊ＦＩＡ世界ラリー選手権、プライオリティ⚑ドライバーとしてリストされた場合。
　＊フォーミュラ⚒
　＊ＦＩＡ世界ラリークロス選手権のすべてのドライバー
　＊ＦＩＡクロスカントリーラリー・ワールドカップ　

2022年の変更

第⚒条　耐火炎被服

　　国際スポーツカレンダーに登録されているサーキット競技、ヒルクラ
イム、ラリーのスペシャルステージおよびクロスカントリーラリーのセ
レクティブセクションにおいては、すべてのドライバーとコ・ドライバ
ーは、ＦＩＡ基準8856-2000（ＦＩＡテクニカルリスト№27）あるいはＦ
ＩＡ基準8856-2018（テクニカルリストNo.74）に従って公認されたオー
バーオール、長袖・長ズボンのアンダーウェア、バラクラバ帽、ソック
ス、シューズおよびグローブ（コ・ドライバーについては任意）（ＦＩ
Ａテクニカルリスト№27）を着用しなければならない。
　　以下の選手権に参加するドライバーは、ＦＩＡ基準8856-2018（テクニ
カルリストNo.74）に従って公認されたオーバーオール、長袖・長ズボン
のアンダーウェア、バラクラバ帽、ソックス、シューズおよびグローブ

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項
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（コ・ドライバーについては任意）を着用しなければならない。
　＊フォーミュラＥ（⚖シーズン）
　＊フォーミュラ⚑世界選手権
　＊ＷＥＣ（シーズン2020－2021年から）
　＊ＦＩＡ世界ラリー選手権、プライオリティ⚑ドライバーとしてリストされた場合。
　＊フォーミュラ⚒
　＊ＦＩＡ世界ラリークロス選手権のすべてのドライバー
　＊ＦＩＡクロスカントリーラリー・ワールドカップ
　＊ＦＩＡＧＴワールドカップ
　＊ＦＩＡＧＴネイションズカップ
　＊ＧＴ⚓車両が参加する国際シリーズ

2023年の変更

第⚒条　耐火炎被服

　　国際スポーツカレンダーに登録されているサーキット競技、ヒルクラ
イム、ラリーのスペシャルステージおよびクロスカントリーラリーのセ
レクティブセクションにおいては、すべてのドライバーとコ・ドライバ
ーは、ＦＩＡ基準8856-2000（ＦＩＡテクニカルリスト№27）あるいはＦ
ＩＡ基準8856-2018（テクニカルリストNo.74）に従って公認されたオー
バーオール、長袖・長ズボンのアンダーウェア、バラクラバ帽、ソック
ス、シューズおよびグローブ（コ・ドライバーについては任意）（ＦＩ
Ａテクニカルリスト№27）を着用しなければならない。
　　以下の選手権に参加するドライバーは、ＦＩＡ基準8856-2018（テクニ
カルリストNo.74）に従って公認されたオーバーオール、長袖・長ズボン
のアンダーウェア、バラクラバ帽、ソックス、シューズおよびグローブ
（コ・ドライバーについては任意）を着用しなければならない。
　＊フォーミュラＥ（⚖シーズン）
　＊フォーミュラ⚑世界選手権
　＊ＷＥＣ（シーズン2020－2021年から）
　＊ＦＩＡ世界ラリー選手権、プライオリティ⚑ドライバーとしてリストされた場合。
　＊フォーミュラ⚒
　＊ＦＩＡ世界ラリークロス選手権のすべてのドライバー

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項
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　＊ＦＩＡクロスカントリーラリー・ワールドカップ
　＊ＦＩＡＧＴワールドカップ
　＊ＦＩＡＧＴネイションズカップ
　＊ＧＴ⚓車両が参加する国際シリーズ
　＊フォーミュラ⚓

2024年の変更

第⚒条　耐火炎被服

　　国際スポーツカレンダーに登録されているサーキット競技、ヒルクラ
イム、ラリーのスペシャルステージおよびクロスカントリーラリーのセ
レクティブセクションにおいては、すべてのドライバーとコ・ドライバ
ーは、ＦＩＡ基準8856-2000（ＦＩＡテクニカルリスト№27）あるいはＦ
ＩＡ基準8856-2018（テクニカルリストNo.74）に従って公認されたオー
バーオール、長袖・長ズボンのアンダーウェア、バラクラバ帽、ソック
ス、シューズおよびグローブ（コ・ドライバーについては任意）（ＦＩ
Ａテクニカルリスト№27）を着用しなければならない。
　　以下の選手権に参加するドライバーは、ＦＩＡ基準8856-2018（テクニ
カルリストNo.74）に従って公認されたオーバーオール、長袖・長ズボン
のアンダーウェア、バラクラバ帽、ソックス、シューズおよびグローブ
（コ・ドライバーについては任意）を着用しなければならない。
　＊フォーミュラＥ（⚖シーズン）
　＊フォーミュラ⚑世界選手権
　＊ＷＥＣ（シーズン2020－2021年から）
　＊ＦＩＡ世界ラリー選手権、プライオリティ⚑ドライバーとしてリストされた場合。
　＊フォーミュラ⚒
　＊ＦＩＡ世界ラリークロス選手権のすべてのドライバー
　＊ＦＩＡクロスカントリーラリー・ワールドカップ
　＊ＦＩＡＧＴワールドカップ
　＊ＦＩＡＧＴネイションズカップ
　＊ＧＴ⚓車両が参加する国際シリーズ
　＊フォーミュラ⚓
　＊ＦＩＡヨーロッパラリークロス選手権のすべてのドライバー 
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国際ライセンスの更新条件

　国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項  第⚑章  第⚔条　⚔．⚔）
　グレードＡまたはＢライセンスに対する条件を維持するためには、その
ドライバーは12ヵ月毎に適切なカテゴリーの国際格式競技に最低⚑戦出場
しているか、またそうでない場合には国際格式競技の練習走行期間の間、
ライセンスを発給しているＡＳＮが納得するまで、再審査されなくてはな
らない。

　ＪＡＦは日本の国際レースの開催状況を考慮して、国際モータースポー
ツ競技規則から解釈できる範囲において、国際ライセンス取得・更新申請
の際の競技会出場実績を下記の通り取り扱うこととする。
　国際Ａ・Ｂライセンスの更新条件である「当該年度に国際格式競技に出
場した場合」に加えて、下記条件にても更新申請を認める。
　⚑）国際Ｂライセンス更新の場合
　　　　国際Ｂライセンスの取得方法に関わらず（推薦による取得も含む）、

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項の記述に従い、申請前の⚒⚔
ヵ月以内に取得条件を満たしている者は更新を認める。 
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ＦＩＡ国際ドライバーライセンス規定の補足事項

国際Ｂ

次年度国際Ｂ 次年度国際Ｃ以下

①当該ライセンスの有
効年度内に国際格式
のレースに１回以上決
勝出走した。

②申請前24ヵ月以内に
国際Ｂの取得条件を満
たしている。

①にも②にも該当しな
い。



　⚒）国際Ａライセンス更新の場合
　　　　国際Ａライセンスの取得方法に関わらず（推薦による取得も含む）、

国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項の記述に従い、申請前⚒⚔ヵ
月以内に国際Ｂの取得条件を満たしている者は、国際Ｂライセンス
への降格更新を認める。

 

ＦＩＡ国際ドライバーライセンス規定の補足事項
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国際Ａ

次年度国際Ａ 次年度国際Ｂ 次年度国際Ｃ以下

①当該ライセンスの有
効年度内に国際格式の
レースに１回以上決勝
出走した。

②申請前24ヵ月以内に
国際Ｂの取得条件を満
たしている。

①にも②にも該当しな
い。

国際Ｃまたは国際Ｒ

次年度国際Ｃまたは国際Ｒ

出場実績による 
更新条件なし 

※国際Ａ・Ｂライセンスの更新条件にある国際格式レースの決勝出走実績は、当該ライセンスを取得した後の
実績である。



国際Ａ・B・C・Ｒライセンスの取得方法（抜粋） 

ＦＩＡ国際ドライバーライセンス規定の補足事項
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国　際　C

国　際　B

国　際　A

下記条件を満たすこと。
（１）国際C以上を必要とする選手権（L項付則1参照）で6競技会に完走していること。
（２）L項付則1のポイント表において累計14ポイントを獲得していなければならない。

ASNは次のいずれかで累積したポイント数のいずれか高い方を考慮する（a）申
請日直前の3カレンダー年間、あるいは（b）申請の年に完了した選手権で累計し
たポイントに加えて申請日直前の2カレンダー年間。

（３）L項付則1にある何れかの選手権での2つのフルシーズンにおいて、各々少なくとも
80％に決勝出走していなければならない。

＊詳細はL項の第1章第4条および付則1を参照してください。
＊国際Aライセンス申請にあたっては、実績確認に時間を要し、申請日当日に発給でき
ない場合がありますので、事前にＪＡＦ窓口にご相談ください。

国　際　R

国　内　A・限　定　A

国内Ａ、限定Aまたは国際Rの所持者
で、申請前24ヵ月以内に、ＪＡＦ公認のレ
ースに少なくとも５回以上完走（順位認
定を受ける）し、かつそのつど競技長に
よって成績認定された者。運転者の「競
技記録カード」（ＪＡＦ所定）に証印を必
要とする。

国内Ａの所持者で、申請前24ヵ月以
内にラリーまたはスピード競技（いず
れも日本選手権競技に限る※1）に６
回以上完走（順位認定を受ける）
し、かつそのつど競技長によって成
績認定された者。運転者の「競技記
録カード」に証印を必要とする。

申請前24ヵ月以内に、公認レースにおいて10回以上の完走実績、または日本選手権が
懸けられたレースまたは国際格式のレースに７回以上の完走実績がある者。（順位認定
を受けること。）

※1． 「日本選手権」とは、ＪＡＦの全日本選手権または地方選手権のことをさします。
※2． リタイヤ、ミスコースなどは完走した競技会出場実績として認められません。



国際Ａ・Ｂライセンスの更新条件（抜粋）

　国際競技運転者許可証（Ａ・Ｂ）は“ＦＩＡ国際ドライバーライセンス
規定”に従い発給される。またその更新条件についても明記されており、
詳細については同規定を参照のこと。
　現在所持しているものの更新条件は下図に要約してあるので、確認の上
申請手続きをすること。 

ＦＩＡ国際ドライバーライセンス規定の補足事項
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①当該ライセンスの有 
効年度内に国際格式の 
レースに１回以上決勝 
出走した。 

国際Ａ 

次年度国際Ａ 次年度国際Ｂ 次年度国際Ｃ以下 

国際Ｃまたは国際Ｒ

次年度国際Ｃライセンスまたは国際R

②申請前24ヵ月以内に
国際Ｂの取得条件を満
たしている。

①にも②にも該当しな 
い。 

出場実績による 
更新条件なし 

許可証料を添えて 
更新手続きをするだけです。 （　　　　　）

注）更新申請の際、競技 
会に出走した証明がラ 
イセンスの記録カード 
に証印されていないと、 
その実績の確認ができ 
ないので、必ず該当欄 
に捺印を受けること。 

※ 

①当該ライセンスの有 
効年度内に国際格式の 
レースに１回以上決勝 
出走した。 

国際Ｂ 

次年度国際Ｃ以下 

②申請前24ヵ月以内に
国際Ｂの取得条件を満
たしている。

①にも②にも該当しな 
い。 

次年度国際Ｂ 



第⚑章　総則

第⚑条　目　的

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、ＦＩＡ国
際モータースポーツ競技規則付則Ａ項（以下「付則Ａ項」という。）およ
び世界アンチ・ドーピング規程（以下「ＷＡＤＡ規程」という。）ならび
に日本アンチ・ドーピング規程（以下「ＪＡＤＡ規程」という。）に基づ
き、競技運転者の健康を保護し、競技会が公平・公正に行われることを保
証する目的により本規定ならびに細則ドーピング防止規定を制定する。

第⚒条　ドーピングの定義

　ドーピングとは、付則Ａ項第⚒条およびＷＡＤＡ規程第⚒条ならびにＪ
ＡＤＡ規程第⚒条に抵触する行為をいう。

第⚓条　規則の適用

　ＦＩＡが検査管轄機関となりドーピング検査を実施する場合は付則Ａ項
が適用され、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下、「ＪＡＤＡ」
という。）が検査管轄機関となり検査を実施する場合はＪＡＤＡ規程が適
用される。
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⚒⚐⚐⚐年⚘月⚑日　制　定
⚒⚐⚐⚐年⚑⚐月⚑日　施　行
⚒⚐⚐⚑年⚘月⚑日　改正施行
⚒⚐⚐⚒年⚑⚐月⚑⚘日　改　正
⚒⚐⚐⚒年⚑⚑月⚑日　施　行
⚒⚐⚐⚔年⚘月⚓日　改　正
⚒⚐⚐⚕年⚑月⚑日　施　行
⚒⚐⚐⚙年⚑⚑月⚒⚖日　改　正
⚒⚐⚑⚐年⚑月⚑日　施　行
⚒⚐⚑⚕年⚑⚑月⚒⚖日　改　正
⚒⚐⚑⚖年⚑月⚑日　施　行



第⚔条　ドーピング検査の対象

　ＪＡＦ発給の当該年度有効な競技運転者許可証の所持者、あるいはＪＡ
Ｆが公認する競技会の競技運転者は、競技会期間中、期間外を問わず、ド
ーピング検査を受ける義務を負う。
　また、ＪＡＦ発給の当該年度有効な競技運転者許可証の所持者、あるい
はＪＡＦが公認する競技会の競技運転者は本規定ならびに細則：ドーピン
グ防止規定に従う義務を負うものとする。

第⚕条　ドーピング検査対象者の抽出

　ドーピング検査対象者の抽出は、付則Ａ項あるいはＪＡＤＡ規程に従っ
て実施されるものとする。
　検査対象として抽出された者は、検査を受ける義務を負う。

第⚖条　アンチ・ドーピング規則違反による制裁措置

　ドーピング検査により採取された検体が陽性と判定された者等、アン
チ・ドーピング規則違反者に対しては、付則Ａ項あるいはＪＡＤＡ規程で
定める手続きにより、制裁措置が課せられる。
　検体の採取を拒否しもしくは検体の採取を行わず、またはその他の手段
で検体の採取を回避することは、ドーピング防止規定違反となり、付則Ａ
項あるいはＪＡＤＡ規程で定める手続きにより制裁措置が課される。また、
競技運転者のドーピングを助長する者に対しても同様に制裁措置が課せら
れる場合がある。

第⚗条　不服申し立て

　課せられた制裁措置に不服がある場合は、付則Ａ項第13条あるいはＪＡ
ＤＡ規程第13条で定める手続きによってのみ、不服申し立てをすることが
できる。

第⚘条　本規定の施行

　本規定は、2016年⚑月⚑日より施行する。
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細則：ドーピング防止規定

　本細則はＪＡＤＡの定める競技団体用のアンチ・ドーピング規定に基づ
き、ＪＡＦに合致させたものである。
　本細則に記載されていない事項については、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程お
よびＪＡＤＡ規程が適用される。

⚑．　　ＷＡＤＡ規程
⚑．⚑　ＪＡＦは、ＪＡＤＡがドーピング・コントロールの開始、実施及

び実行することについて支援し、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程および
国際基準（以下、「国際基準」という。）並びにＪＡＤＡ規程に
基づき、すべての義務を履行する責任を担う。

⚑．⚒　ＷＡＤＡ規程に基づき、ＪＡＦは以下の役割および責任等を担う
ものとする。

　　　　⑴　ＪＡＦのアンチ・ドーピングに関する規定が付則Ａ項、ＷＡ
ＤＡ規程、国際基準および本規程並びにＪＡＤＡ規程（第23
条の規程を含む。）を遵守すること。

　　　　⑵　ＪＡＤＡの自治を尊重し、その運営上の決定および活動を妨
げないこと。

　　　　⑶　ＪＡＦに登録するクラブ・団体（以下「クラブ・団体」とい
う。）に対し、アンチ・ドーピング規則違反を示唆する又は
当該違反に関連するいかなる情報もＪＡＤＡおよびＦＩＡに
報告すること、及び、ドーピング捜査を行う権限を有する全
てのアンチ・ドーピング機関が行うドーピング捜査に協力す
ることを、要求すること。

　　　　⑷　ＪＡＤＡおよびＦＩＡに協力すること。
　　　　⑸　クラブ・団体に対し、その主催する競技会又は活動において、

コーチ、トレーナー、マネージャー、チームスタッフ、公式
役職員、医師又は医療従事者として参加する各サポートスタ
ッフに対して、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程及びＪＡＤＡ規程に
準拠するアンチ・ドーピング規則及び結果の管理を所轄する
アンチ・ドーピング機関に従うことに同意することを、当該
参加の要件として要求する規則を定めることを要求すること。
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　　　　⑹　アンチ・ドーピング規則に違反した競技運転者又はサポート
スタッフに対し、資格停止期間中、交付金および助成金の交
付の全部又は一部を停止すること。

　　　　⑺　付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程およびＪＡＤＡ規程に違反したクラ
ブ・団体またはその下部組織に対し、交付金および助成金の
交付の全部または一部を停止すること。

　　　　⑻　サポートスタッフまたはその他の人が各ドーピング事件に関
与しているか否かのドーピング捜査を含む自己の管轄内にお
ける全てのアンチ・ドーピング規則違反の可能性を積極的に
追求すること。

　　　　⑼　アンチ・ドーピング教育を推進すること（クラブ・団体に対
しＪＡＤＡと協力してアンチ・ドーピング教育を行うよう求
めることを含む。）。

　　　　⑽　関係する国内機関および団体並びに他のアンチ・ドーピング
機関と協力すること。

　　　　⑾　正当な理由によることなく禁止物質または禁止方法を使用し
ているサポートスタッフが競技運転者に対して支援を提供す
ることを防ぐための懲戒規則を設けること。

⚒．　　アンチ・ドーピング規程の適用
⚒．⚑　本規定は以下の者に対して適用される。
　　　　⑴　ＪＡＦ
　　　　⑵　競技運転者
　　　　⑶　サポートスタッフ
　　　　⑷　ＪＡＦの権限下にあるその他の人
　　　　⑸　クラブ・団体（その下部組織を含む。）
⚒．⚒　アンチ・ドーピング規則違反または本規定のその他の違反に対し、

制裁措置が適用される。

⚓．　　義務
⚓．⚑　競技運転者は、以下の義務を負うものとする。
　　　　⑴　適用される全てのアンチ・ドーピング規範及び規則、すなわ

ち、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程、国際基準、ＪＡＤＡ規程（第
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24．1項を含む。）、本規程並びにＪＡＤＡ、ＪＡＦおよびＦ
ＩＡの規範および規則を理解し、遵守すること。

　　　　⑵　検体採取にいつでも応ずること。
　　　　⑶　アンチ・ドーピングと関連して、自己が摂取し、使用するも

のに責任をもつこと。
　　　　⑷　医療従事者に、禁止物質および禁止方法を使用してはならな

いという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、自己に
適用されるアンチ・ドーピング規範及び規則に違反しないこ
とを確認する責任をもつこと。

　　　　⑸　ＪＡＤＡおよびＦＩＡに対して、この10年以内にアンチ・ド
ーピング規則違反を行ったとする非署名当事者によりなされ
た競技運転者に対する決定を開示すること。

　　　　⑹　アンチ・ドーピング規則違反をドーピング捜査するアンチ・
ドーピング機関に協力すること。

⚓．⚒　サポートスタッフは、以下の義務を負うものとする。
　　　　⑴　自らにまたは支援する競技者に適用されるアンチ・ドーピン

グ規範および規則、すなわち付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程、国際
基準、ＪＡＤＡ規程（第24．2項を含む。）、本規程並びにＪ
ＡＤＡ、ＪＡＦおよびＦＩＡの規範および規則を理解し、遵
守すること。

　　　　⑵　競技運転者の検査プログラムに協力すること。
　　　　⑶　競技運転者の価値観および行動に対する自己の影響力を行使

しアンチ・ドーピングの姿勢を育成すること。
　　　　⑷　ＪＡＤＡおよびサポートスタッフが所属する国際競技連盟に

対して、この10年以内にアンチ・ドーピング規則違反を行っ
たとする非署名当事者によりなされたサポートスタッフに対
する決定を開示すること。

　　　　⑸　アンチ・ドーピング規程違反をドーピング捜査するアンチ・
ドーピング機関に協力すること。

　　　　⑹　正当な理由なくして、いかなる禁止物質または禁止方法も使
用しないこと。
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⚓．⚓　ＪＡＦは、以下の義務を負うものとする。
　　　　⑴　付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程、国際基準および本規定並びにＪＡ

ＤＡ規程（第23条の規程を含む。）を遵守すること。
　　　　⑵　ＪＡＤＡが付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程およびＪＡＤＡ規程に基

づく義務を遂行することに協力し、かつ、これを援助するこ
と。

　　　　⑶　アンチ・ドーピング規則違反を示唆するまたは当該違反に関
連するいかなる情報もＪＡＤＡに報告すること、および、ド
ーピング捜査を行う権限を有するアンチ・ドーピング機関が
行うドーピング捜査に協力すること。

　　　　⑷　付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程及びＪＡＤＡ規程に準拠するアン
チ・ドーピング規範を採択し、実施すること。

　　　　⑸　ＦＩＡが日常的なアンチ・ドーピングプログラムを実施する
ことに協力し、かつ、これを援助すること。

　　　　⑹　全ての競技運転者、およびＪＡＦ又は登録クラブ・団体が主
催する競技会または活動において、コーチ、トレーナー、マ
ネージャー、チームスタッフ、公式役職員、医師または医療
従事者として参加する各サポートスタッフに対し、付則Ａ項、
ＷＡＤＡ規程及びＪＡＤＡ規程に適合するアンチ・ドーピン
グ規則および結果の管理を所轄するアンチ・ドーピング機関
に拘束されることに同意することを、当該参加の要件として
要求すること。

　　　　⑺　ＪＡＦの権限の範囲内で、正当な理由によることなく禁止物
質または禁止方法を使用しているサポートスタッフが競技運
転者に対して支援を提供することを防止すること。

　　　　⑻　登録条件として、登録クラブ・団体の方針、規則およびプロ
グラム等が付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程及びＪＡＤＡ規程に準拠
することを義務付けること。

　　　　⑼　付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程およびＪＡＤＡ規程の違反を防止す
るために適切な措置を講じること。

　　　　⑽　聴聞を要求することなく、ＦＩＡ、ＪＡＤＡまたはその他の
署名当事者によるアンチ・ドーピング規則違反の認定を承認
し、かつ尊重すること。ただし、その認定が付則Ａ項、ＷＡ
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ＤＡ規程およびＪＡＤＡ規程に準拠し、関連団体の権限に基
づく場合に限る。

　　　　⑾　ＪＡＤＡ以外のアンチ・ドーピング機関により、ＪＡＦの競
技運転者、サポートスタッフに対するアンチ・ドーピング規
則違反の認定およびこれに対する制裁措置が行われた場合、
ＪＡＤＡに速やかに通知すること。

　　　　⑿　ＪＡＤＡと協力してアンチ・ドーピング教育を推進すること。

⚔．　　相互承認
⚔．⚑　ＪＡＦは、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程に整合しかつ署名当事者の権

限内でなされる検査、聴聞会の結果又は当該署名当事者によるそ
の他の最終的な決定を承認する。

⚔．⚒　ＪＡＦは、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程を受諾していないその他の機
関が行った前項に掲げられる決定等についても、当該機関の規則
がＷＡＤＡ規程に適合している場合には、これを承認する。

⚕．　　本規定違反
⚕．⚑　アンチ・ドーピング規則違反を犯すことは、本規定に違反する。
⚕．⚒　競技運転者、サポートスタッフ、その他の人又はクラブ・団体が

本規定に基づくＪＡＦに対する義務に違反することは、本規定に
違反する。

⚖．　　ＪＡＦが課す制裁措置
⚖．⚑　アンチ・ドーピング規則違反を行ったと判定された人は、ＦＩＡ

もしくは日本アンチ・ドーピング規律パネルの決定を受けて、別
途ＪＡＦの決定により、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程及びＪＡＤＡ規
程違反の重さに従って、日本代表またはその選考の資格、ＪＡＦ
からの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は一部を受ける
資格、並びに、ＪＡＦで役職に就く資格を失う。

⚖．⚒　制裁措置の期間は、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程およびＪＡＤＡ規程
の各第10条および第11条に従って決定される。

⚖．⚓　ＪＡＦは、違反が⚑回目か⚒回目か⚓回目かを判断するにあたり、
いかなるアンチ・ドーピング機関によって課された以前の制裁措
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置をも承認する。

⚗．　　規律手続
⚗．⚑　アンチ・ドーピング規則違反が問われる全ての事件は、付則Ａ項、

ＷＡＤＡ規程およびＪＡＤＡ規程に従って判断され、付則Ａ項、
ＷＡＤＡ程及びＪＡＤＡ規程の条項に従って認定され、付則Ａ項、
ＷＡＤＡ規程及びＪＡＤＡ規程の条項に従って不服申立がなされ
るものとする。

⚗．⚒　付則Ａ項第⚘条、ＷＡＤＡ規程第⚘条及びＪＡＤＡ規程第⚘条に
従って規律手続は遂行されるものとする。

⚘．　　通知
　　　　本規定に基づいて制裁措置が課せられた場合には、ＪＡＦは課せ

られた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。
　　　　⑴　ＷＡＤＡ規程第14.1条およびＪＡＤＡ規程第14.3条に基づき、

通知を受ける権利を有する者
　　　　⑵　ＦＩＡ
　　　　⑶　関係する登録クラブ・団体
　　　　⑷　ＪＡＦが通知を必要と考えるその他の人又は組織

⚙．　　不服申立て
　　　　不服申立てについては、付則Ａ項第13条もしくはＪＡＤＡ規程第

13条の規定に従うものとする。

10．　　アンチ・ドーピング規則違反の審査
　　　　アンチ・ドーピング規則違反を行ったとして記録された人が後日、

当該アンチ・ドーピング規則違反を犯していないことが判明した
場合、またはその他の誤りがスポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）、日本
スポーツ仲裁機構またはアンチ・ドーピング機関により明らかに
なった場合、ＪＡＦ はアンチ・ドーピング規則違反およびそのア
ンチ・ドーピング規則違反の結果として課せられた制裁措置を取
り消すものとし、本規程第⚘条により制裁措置が課された旨通知
された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。
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11．　　解釈
　　　　本規定において使用された語は、付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程および

国際基準（以下、「国際基準」という。）並びにＪＡＤＡ規程に
従い解釈されるものとする。付則Ａ項、ＷＡＤＡ規程および国際
基準（以下、「国際基準」という。）並びにＪＡＤＡ規程は、本
規定の一部とみなされるものとし、矛盾が生じた場合は、付則Ａ
項、ＷＡＤＡ規程および国際基準（以下、「国際基準」という。）並
びにＪＡＤＡ規程が自動的に適用され、本規定に優先するものと
する。

12．　　規定の施行
　　　　本規定は、2016年⚑月⚑日から施行する。

以上
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第⚑条　総　　　則

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）に登録のク
ラブおよび団体が行うすべての競技会は、ＪＡＦ国内スポーツカレンダ
ー（以下カレンダーという）に登録されていなければならない。ただし、
国際の格式の競技会は、さらに、国際モータースポーツ競技規則付則Ｇ
項に基づき、国際スポーツカレンダーに登録されることを必要とする。
ＪＡＦは、国内スポーツカレンダーに登録された競技会の内容を公示す
る。
　　なお、本規定はスピード競技のクローズド競技には適用しない。

第⚒条　登録の方法

　⚑．ＪＡＦ公認競技会を行うクラブおよび団体は、所定のカレンダー登
録申請書をもって、次の登録申請締切日までに、ＪＡＦ本部に提出し
なければならない。

　　（登録申請締切日）
　　⚑）すべての国際選手権競技………………………前年の⚑月15日まで
　　⚒）すべての国際競技………………………………前年の⚖月30日まで
　　⚓）ＪＡＦが制定した選手権競技
　　　⑴　全日本および地方レース選手権……………前年の⚙月15日まで
　　　⑵　全日本および地方ラリー選手権……………前年の⚙月15日まで
　　　⑶　全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権…前年の⚗月15日まで
　　　⑷　地方ジムカーナ／ダートトライアル選手権……前年の⚙月15日まで
　　　⑸　地方サーキットトライアル選手権…………前年の⚙月15日まで 
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⚒⚐⚐⚔年⚑月⚑日施　　行
2007年⚑月⚕日改正施行
2008年⚑月⚑日改正施行
2014年⚓月25日改正施行

⚑⚙⚙⚗年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚗年⚑⚒月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚐年⚕月⚑⚑日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚗月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚓年⚑⚒月⚓日改　　正

⚑⚙⚖⚕年⚑⚒月⚒日制　　定
⚑⚙⚘⚔年⚗月⚑⚘日第⚑⚕次改定
⚑⚙⚘⚗年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改定施行
⚑⚙⚙⚗年⚗月⚒⚔日改　　定



　　⚔）前項⚓）以外の国内競技以下の競技
　　　⑴　レース……前年の10月15日まで
　　　⑵　ラリー……前年の10月31日まで
　　　⑶　スピード競技……前年の10月31日まで
　⚒．レースのカレンダー登録は、開催場所の所有者の「同意書」を添付
すること。

　⚓．クローズド競技として登録された競技は、格式についての変更はで
きない。

第⚓条　カレンダーの調整

　⚑．国際競技およびＪＡＦが制定した選手権競技会に限り、お互いの開
催間隔は、中10日間以上あいていなければならない。

　⚒．申請された競技会の開催日程が競合した場合、カレンダーの調整は
ＪＡＦが行い、表⚑に示された⚑、⚒、⚓、の順序に基づいて優先が
考慮される。ただし、順序が同格の場合は、祇、義、蟻による優先順
により調整する。

　　　なお、表中の①、②は優先順位を表す。
　⚓．特別な事情が生じた場合はＪＡＦによって調整される。
　　表⚑ 
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第　３　位第　２　位第　１　位
順位

優先順
位決定項目

過去３年以上同一タイ
トルまたは同一内容で
開催された競技会

ＪＡＦの制定に
よる選手権競技

グランプリ祇 タイトル

準 国 内 以 下国　　内国　 際義 格　 式

①加盟クラブ
②加 盟 団 体

①公認クラブ
②公 認 団 体ＪＡＦ蟻 組 織 者



第⚔条　登録の変更および追加

　⚑．登録済みのカレンダーは下記の条件を満たさない限り変更できない。
　⚒．すでに登録されたカレンダー登録申請書の記載事項を変更する場合
は「国内スポーツカレンダー登録変更申請書」を提出すること。

　⚓．競技会の日程、格式、車種、開催場所（スポーツカレンダー登録時
に未定で、後日確定した場合、同一地方内──別表による──の同一
日のオーガナイザーの同意書が必要）の変更および新規追加登録を申
請するオーガナイザーは、前後中13日以内に登録されている同一競技
種目のオーガナイザーの同意書を下記の条件に従い必要とする。

　　──この場合の競技種目とは、レース、ラリー、舗装路面におけるス
ピード競技、未舗装路面におけるスピード競技とする。

　　⚑）すべてのレース競技および国内格式以上のラリー、スピード競技
オーガナイザーは、

　　　⑴　全域の国内格式以上
　　　⑵　同一地方内（別表による）の準国内格式以下の同一競技種目競

技オーガナイザーの同意書を必要とする。
　　⚒）準国内格式以下（クローズドを含む）のラリー、スピード競技オ

ーガナイザーは、同一地方内（別表による）の（クローズドを除く）同
一競技種目競技オーガナイザーの同意書を必要とする。

　⚔．オーガナイザーの変更および追加
　　⚑）オーガナイザーを変更する場合は、すでに登録済みの競技会のカ

レンダー登録の取り消しを行った後に、新オーガナイザーによる競
技会のカレンダー登録追加申請を行うこと。（第⚔条⚓項参照）

　　⚒）共催のため、オーガナイザー数を変更する場合は、カレンダー登
録変更申請を必要とするが、改めてカレンダー登録は必要としない。

　⚕．ＪＡＦが特に認めた場合は変更または追加できる。
　　　　また、国内競技規則⚓－⚗により競技会審査委員会が競技会の延

期を決定した場合、延期された日程がもとの日程の13日を超えると
きは新たに競合するオーガナイザーの⚒／⚓以上の同意書をもって
ＪＡＦの承認を必要とする。

　　　　ただし延期された日程が13日以内の場合は前段の同意書を必要と
しない。
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第⚕条　登録の取り消し

　　カレンダー決定後に競技会の開催を取り止める場合は、カレンダー取
り消し申請書に所定の手数料を添えてＪＡＦ本部に提出しなければなら
ない。
　　ただし、天災地変その他不可抗力により、ＪＡＦが開催不能と認めた
場合は取り消し手数料は免除される。

第⚖条　登録・変更・追加・取り消しの手数料

　　カレンダーにおける登録・日程・格式・車種・開催場所・競技会名称
に関する変更・追加・取り消しの手数料は、自動車競技に関する申請・
登録等手数料規定によるものとする。
　　格式の変更は、申請書記載中の上位の格式で取り扱う。
　　ただし、第⚔条⚕項に該当する場合は手数料は必要としない。

第⚗条　本規定の施行

　　本規定は、2014年⚓月25日より施行する。 
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別表　行政区画上における地域別

　⚑．ラリー・スピード競技：
　　　北海道地方－北海道全域
　　　東北地方－青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県
　　　関東地方－新潟県、長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
　　　　　　　　千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
　　　中部地方－富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、
　　　　　　　　三重県
　　　近畿地方－滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　　中国地方－鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　　四国地方－徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　　九州地方－福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
　　　　　　　　鹿児島県、沖縄県

　⚒．レース：
　　　十勝インターナショナルスピードウェイ（ＴＩＳ）：北海道地方
　　　ス ポ ー ツ ラ ン ド Ｓ Ｕ Ｇ Ｏ（ＳＧ）：東北地方
　　　エ ビ ス サ ー キ ッ ト（ＥＢ）：東北地方
　　　ツ イ ン リ ン ク も て ぎ（ＭＯ）：関東地方
　　　筑 波 サ ー キ ッ ト（　Ｔ　）：関東地方
　　　袖 ケ 浦 フ ォ レ ス ト レ ー ス ウ ェ イ（ＳＯ）：関東地方
　　　富 士 ス ピ ー ド ウ ェ イ（　Ｆ　）：中部地方
　　　ス パ 西 浦 モ ー タ ー パ ー ク（ＳＮ）：中部地方
　　　鈴 鹿 サ ー キ ッ ト（　Ｓ　）：近畿地方
　　　セ ン ト ラ ル サ ー キ ッ ト（ＣＥ）：近畿地方
　　　岡　山　国　際　サ　ー　キ　ッ　ト（Ｏ）：中国地方
　　　阿 讃 サ ー キ ッ ト（ＡＳ）：四国地方
　　　オ ー ト ポ リ ス（ＡＰ）：九州地方
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　「自動車競技に関する申請・登録等手数料」の表示について
　　「消費税込の金額」を表示し、これにその内訳（本体価格＋消費税10％）
を付記しています。

第⚑条　クラブおよび団体の登録申請料

　　ＪＡＦに登録申請を行うクラブおよび団体の加盟申請料および年度登
録申請料は下表の通りとする。なお、すでに納入された申請料について
は、加盟（昇格を含む）申請が認められない場合であっても加盟（昇格
を含む）申請料は返還されない。また、登録を取り消された場合、年度
登録申請料は返還されない。（国内競技規則⚔−⚒参照）
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　　　自動車競技に関する
　　　申請・登録等手数料規定

⚒⚐⚑⚐年⚓月⚑日改正施行
2010年10月⚘日改正施行
⚒⚐⚑⚒年⚒月⚒日改　　正
⚒⚐⚑⚒年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚑⚔年⚑月⚓⚐日改　　正
⚒⚐⚑⚔年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚑⚙年⚕月30日改　　正
⚒⚐⚑⚙年⚑⚐月⚑日施　　行

⚑⚙⚙⚗年⚒月⚔日改　　定
⚑⚙⚙⚗年⚔月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚗年⚑⚐月⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚙年⚗月⚒⚘日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚓月⚒⚘日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚔月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚐年⚘月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚖年⚔月⚑日改正施行
⚒⚐⚐⚘年⚒月⚘日改正施行

⚑⚙⚘⚑年⚗月⚒⚒日制　　定
⚑⚙⚘⚓年⚕月⚑⚐日改　　定
⚑⚙⚘⚖年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚘⚗年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚑年⚑⚐月⚒⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚒年⚑月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚓年⚙月⚑日改　　定
⚑⚙⚙⚔年⚑⚐月⚑⚓日改　　定
⚑⚙⚙⚕年⚔月⚑日施　　行



注⚑）準加盟クラブより加盟クラブ、加盟クラブより公認クラブ、準加盟
団体より加盟団体および加盟団体より公認団体に昇格申請する場合
は改めて規定の加盟申請料を納入するものとする。

注⚒）公認クラブより加盟クラブ、加盟クラブより準加盟クラブ、公認団
体より加盟団体および加盟団体より準加盟団体に降格する場合は改
めて規定の加盟申請料を納入するものとする。

第⚒条　公認競技の組織許可料

　　ＪＡＦ公認の競技会の組織許可料は下表の通りとする（国内競技規則
⚔−⚖条および自動車競技の組織に関する規定参照）。

第⚓条　スピード競技のクローズド競技開催届出料

　　スピード競技のクローズド競技については、第⚒条、第⚔条に定める
組織許可料、スポーツカレンダーの登録等手数料は必要とせず、下記の
開催届出料を必要とする。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料（円）種　別クラブ・団　体
（ ⚗,⚖⚓⚖＋ ⚗⚖⚔）⚘,⚔⚐⚐加　　盟準加盟クラブ （ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗⚓⚖）⚑⚙,⚑⚐⚐年度登録
（ ⚗,⚖⚓⚖＋ ⚗⚖⚔）⚘,⚔⚐⚐加　　盟加盟クラブ （ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗⚓⚖）⚑⚙,⚑⚐⚐年度登録
（ ⚘⚗,⚒⚗⚓＋ ⚘,⚗⚒⚗）⚙⚖,⚐⚐⚐昇　　格公認クラブ （ ⚑⚒⚖,⚑⚘⚒＋ ⚑⚒,⚖⚑⚘）⚑⚓⚘,⚘⚐⚐年度登録
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐加　　盟準加盟団体 （ ⚑⚔⚕,⚖⚓⚖＋ ⚑⚔,⚕⚖⚔）⚑⚖⚐,⚒⚐⚐年度登録
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐加　　盟加盟団体 （ ⚑⚗⚔,⚕⚔⚕＋ ⚑⚗,⚔⚕⚕）⚑⚙⚒,⚐⚐⚐年度登録
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐加　　盟公認団体 （ ⚓⚓⚙,⚖⚓⚖＋ ⚓⚓,⚙⚖⚔）⚓⚗3,600年度登録
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐加　　盟特別団体 （ ⚖⚗⚙,⚔⚕⚕＋ ⚖⚗,⚙⚔⚕）⚗⚔⚗,⚔⚐⚐年度登録

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））組織許可料（円）種　別競 技 の 格 式
（ ⚑⚔,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚔⚓⚖）⚑⚕,⚘⚐⚐レースクローズド （ ⚑⚔,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚔⚓⚖）⚑⚕,⚘⚐⚐その他
（ ⚒⚔,⚐⚙⚑＋ ⚒,⚔⚐⚙）⚒⚖,⚕⚐⚐レース地　　　方 （ ⚒⚔,⚐⚙⚑＋ ⚒,⚔⚐⚙）⚒⚖,⚕⚐⚐その他
（ ⚕⚘,⚐⚙⚑＋ ⚕,⚘⚐⚙）⚖⚓,⚙⚐⚐レース準　国　内 （ ⚕⚓,⚒⚗⚓＋ ⚕,⚓⚒⚗）⚕⚘,⚖⚐⚐その他
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐レース国　　　内 （ ⚖⚓,⚐⚐⚐＋ ⚖,⚓⚐⚐）⚖⚙,⚓⚐⚐その他
（ ⚗⚖⚖,⚖⚓⚖＋ ⚗⚖,⚖⚖⚔）⚘⚔⚓,⚓⚐⚐レース国　　　際

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚒⚑⚓,⚔⚕⚕＋ ⚒⚑,⚓⚔⚕）⚒⚓⚔,⚘⚐⚐その他
（ ⚓,⚘⚘⚓,⚓⚖⚔＋ ⚓⚘⚘,⚓⚓⚖）⚔,⚒⚗⚑,⚗⚐⚐レース国際（ＦＩＡ主要選手権）

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚓,⚔⚙⚕,⚑⚘⚒＋ ⚓⚔⚙,⚕⚑⚘）⚓,⚘⚔⚔,⚗⚐⚐その他
　　　　　　　　　　　※その他＝ラリー、スピード競技



第⚔条　スポーツカレンダーの登録・変更・追加・取り消しおよび
　　　　名称変更手数料

　　カレンダーにおける登録および日程・格式・車種・開催場所・競技会
名称に関する変更・追加・取り消しおよび名称変更の手数料は下表の通
りとする。
　　格式の変更は、申請書記載中の上位の格式で取り扱う。ただし、国内
スポーツカレンダー登録規定第⚔条第⚕項に該当する場合は手数料は必
要としない。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））開催届出料（円）内　　　容
（ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐スピード競技のクローズド競技開催届出料

⚑．スポーツカレンダーの登録手数料
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））手数料（円）種　別競　技　の　格　式
（ ⚑,⚙⚐⚙＋ ⚑⚙⚑）⚒,⚑⚐⚐───クローズド
（ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐レース地　　　方 （ ⚒,⚓⚖⚔＋ ⚒⚓⚖）⚒,⚖⚐⚐その他
（ ⚖,⚒⚗⚓＋ ⚖⚒⚗）⚖,⚙⚐⚐レース準　国　内 （ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐その他
（ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗⚓⚖）⚑⚙,⚑⚐⚐レース国　　　内 （ ⚖,⚒⚗⚓＋ ⚖⚒⚗）⚖,⚙⚐⚐その他
（ ⚗⚙,⚐⚐⚐＋ ⚗,⚙⚐⚐）⚘⚖,⚙⚐⚐レース国　　　際

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚔⚘,⚔⚕⚕＋ ⚔,⚘⚔⚕）⚕⚓,⚓⚐⚐その他
　　　　　　　　　　※その他＝ラリー、スピード競技

⚒．スポーツカレンダーの変更手数料
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））手数料（円）種　別競　技　の　格　式
（ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐───クローズド
（ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐レース地　　　方 （ ⚓,⚗⚒⚗＋ ⚓⚗⚓）⚔,⚑⚐⚐その他
（ ⚖,⚗⚒⚗＋ ⚖⚗⚓）⚗,⚔⚐⚐レース準　国　内 （ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐その他
（ ⚑⚙,⚗⚒⚗＋ ⚑,⚙⚗⚓）⚒⚑,⚗⚐⚐レース国　　　内 （ ⚑⚑,⚕⚔⚕＋ ⚑,⚑⚕⚕）⚑⚒,⚗⚐⚐その他
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐レース国　　　際

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚘⚗,⚒⚗⚓＋ ⚘,⚗⚒⚗）⚙⚖,⚐⚐⚐その他
　　　　　　　　　　※その他＝ラリー、スピード競技

⚓．スポーツカレンダーの追加手数料
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））手数料（円）種　別競　技　の　格　式
（ ⚓,⚗⚒⚗＋ ⚓⚗⚓）⚔,⚑⚐⚐───クローズド
（ ⚖,⚗⚒⚗＋ ⚖⚗⚓）⚗,⚔⚐⚐レース地　　　方 （ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐その他
（ ⚗,⚖⚓⚖＋ ⚗⚖⚔）⚘,⚔⚐⚐レース準　国　内 （ ⚖,⚗⚒⚗＋ ⚖⚗⚓）⚗,⚔⚐⚐その他
（ ⚒⚔,⚕⚔⚕＋ ⚒,⚔⚕⚕）⚒⚗,⚐⚐⚐レース国　　　内 （ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗⚓⚖）⚑⚙,⚑⚐⚐その他
（ ⚒⚔⚒,⚖⚓⚖＋ ⚒⚔,⚒⚖⚔）⚒⚖⚖,⚙⚐⚐レース国　　　際

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚑⚒⚖,⚑⚘⚒＋ ⚑⚒,⚖⚑⚘）⚑⚓⚘,⚘⚐⚐その他
　　　　　　　　　　※その他＝ラリー、スピード競技



第⚕条　選手権カレンダー登録手数料

　　選手権のカレンダー登録申請を行う場合、第⚔条に定める登録手数料
のほかに選手権競技カレンダー登録手数料を必要とする。⚑選手権部門
ごとの登録手数料は下表の通りとする。

第⚖条　グランプリタイトル登録料

　　ＪＡＦ公認のグランプリレースのタイトル登録料は下表の通りとする。
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⚔．スポーツカレンダーの取り消し手数料
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））手数料（円）種　別競　技　の　格　式
（ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐───クローズド
（ ⚘,⚖⚓⚖＋ ⚘⚖⚔）⚙,⚕⚐⚐レース地　　　方 （ ⚖,⚗⚒⚗＋ ⚖⚗⚓）⚗,⚔⚐⚐その他
（ ⚑⚑,⚐⚙⚑＋ ⚑,⚑⚐⚙）⚑⚒,⚒⚐⚐レース準　国　内 （ ⚘,⚖⚓⚖＋ ⚘⚖⚔）⚙,⚕⚐⚐その他
（ ⚓⚐,⚐⚙⚑＋ ⚓,⚐⚐⚙）⚓⚓,⚑⚐⚐レース国　　　内 （ ⚒⚑,⚘⚑⚘＋ ⚒,⚑⚘⚒）⚒⚔,⚐⚐⚐その他
（ ⚒⚙⚑,⚑⚘⚒＋ ⚒⚙,⚑⚑⚘）⚓⚒⚐,⚓⚐⚐レース国　　　際

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚑⚔⚕,⚖⚓⚖＋ ⚑⚔,⚕⚖⚔）⚑⚖⚐,⚒⚐⚐その他
　　　　　　　　　　※その他＝ラリー、スピード競技

⚕．スポーツカレンダーの名称変更手数料
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））手数料（円）種　別競　技　の　格　式
（ ⚔⚕⚕＋ ⚔⚕）⚕⚐⚐───クローズド
（ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐レース地　　　方 （ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐その他
（ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐レース準　国　内 （ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐その他
（ ⚙,⚕⚔⚕＋ ⚙⚕⚕）⚑⚐,⚕⚐⚐レース国　　　内 （ ⚙,⚕⚔⚕＋ ⚙⚕⚕）⚑⚐,⚕⚐⚐その他
（ ⚙,⚕⚔⚕＋ ⚙⚕⚕）⚑⚐,⚕⚐⚐レース国　　　際

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚙,⚕⚔⚕＋ ⚙⚕⚕）⚑⚐,⚕⚐⚐その他
　　　　　　　　　　※その他＝ラリー、スピード競技

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））登録手数料（円）種　　　別
（ ⚒⚗⚑,⚘⚑⚘＋ ⚒⚗,⚑⚘⚒）⚒⚙⚙,⚐⚐⚐全日本選手権レース
（ ⚙⚗⚐,⚘⚑⚘＋ ⚙⚗,⚐⚘⚒）⚑,⚐⚖⚗,⚙⚐⚐ＪＡＦカップ／トロフィーレース
（ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗⚓⚖）⚑⚙,⚑⚐⚐地方レース選手権
（ ⚑⚔⚕,⚖⚓⚖＋ ⚑⚔,⚕⚖⚔）⚑⚖⚐,⚒⚐⚐全日本ラリー選手権
（ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗⚓⚖）⚑⚙,⚑⚐⚐地方ラリー選手権
（ ⚑⚔⚕,⚖⚓⚖＋ ⚑⚔,⚕⚖⚔）⚑⚖⚐,⚒⚐⚐全日本スピード競技選手権
（ ⚑⚔⚕,⚖⚓⚖＋ ⚑⚔,⚕⚖⚔）⚑⚖⚐,⚒⚐⚐JAFカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアル
（ ⚑⚗,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚗36）⚑⚙,⚑⚐⚐地方スピード競技選手権
（ ⚑,⚗⚔⚗,⚔⚕⚕＋ ⚑⚗⚔,⚗⚔⚕）⚑,⚙⚒⚒,⚒⚐⚐F⚑ＦＩＡ選手権

（ＦＩＡ料金は別途納入） （ ⚑,⚑⚖⚕,⚐⚙⚑＋ ⚑⚑⚖,⚕⚐⚙）⚑,⚒⚘⚑,⚖⚐⚐F⚑以外

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））登録料（円）種　　　別
（ ⚗,⚗⚖⚖,⚙⚐⚙＋ ⚗⚗⚖,69⚑）⚘,⚕⚔⚓,⚖⚐⚐Ｆ⚑グランプリタイトル登録料
（ ⚓,⚓⚙⚗,⚙⚐⚙＋ ⚓⚓⚙,⚗⚙⚑）⚓,⚗⚓⚗,⚗⚐⚐ＪＡＦグランプリレース



第⚗条　サーキットまたはコース公認申請料

　　ＪＡＦ公認の競技を行うサーキットまたはコースは、ＪＡＦの公認を
受けなければならない。
　　その公認料は下表の通りとする。（新規申請時のみ）

第⚘条　サーキットまたはコース許可証料

　　コース公認に当たっては新規・更新申請にも下表の許可証料を必要と
する。
　　なお、サーキットにおいては設定されたコース毎に許可証料が必要と
なる。

第⚙条　査察料

　　申請者からの要請によるサーキットまたはコースの査察には査察料を
必要とする。
　　その査察料は下表の通りとする。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））公認申請料（円）種　　　別
（ ⚑,⚐⚖⚗,⚘⚑⚘＋ ⚑⚐⚖,⚗⚘⚒）⚑,⚑⚗⚔,⚖⚐⚐国際サーキット（実費別途納入）
（ ⚕⚓⚓,⚘⚑⚘＋ ⚕⚓,⚓⚘⚒）⚕⚘⚗,⚒⚐⚐国内サーキット
（ ⚒⚔⚒,⚖⚓⚖＋ ⚒⚔,⚒⚖⚔）⚒⚖⚖,⚙⚐⚐その他の国際コース（実費別途納入）
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐国内スピード競技コース（⚑級〜⚒級）
（ ⚔⚗,⚕⚔⚕＋ ⚔,755）⚕2,⚓⚐⚐国内スピード競技コース（⚓級）

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））許可証料（円）種　　　別
（ ⚒⚙⚑,⚑⚘⚒＋ ⚒⚙,⚑⚑⚘）⚓⚒⚐,⚓⚐⚐国際サーキット（⚑年）（実費別途納入）
（ ⚘⚓⚐,⚐⚐⚐＋ ⚘⚓,⚐⚐⚐）⚙⚑⚓,⚐⚐⚐国際サーキット（⚓年）（実費別途納入）
（ ⚒⚔⚒,⚖⚓⚖＋ ⚒⚔,⚒⚖⚔）⚒⚖⚖,⚙⚐⚐国内サーキット（⚑年）
（ ⚖⚙⚑,⚔⚕⚕＋ ⚖⚙,⚑⚔⚕）⚗⚖⚐,⚖⚐⚐国内サーキット（⚓年）
（ ⚑⚑⚖,⚔⚕⚕＋ ⚑⚑,⚖⚔⚕）⚑⚒⚘,⚑⚐⚐その他の国際コース（実費別途納入）
（ ⚗⚗,⚖⚓⚖＋ ⚗,⚗⚖⚔）⚘⚕,⚔⚐⚐国内スピード競技コース（⚑級〜⚒級）（⚑年）
（ ⚒⚒⚑,⚓⚖⚔＋ ⚒⚒,⚑⚓⚖）⚒⚔⚓,⚕⚐⚐国内スピード競技コース（⚑級〜⚒級）（⚓年）
（ ⚓⚘,⚐⚐⚐＋ ⚓,⚘⚐⚐）⚔⚑,⚘⚐⚐国内スピード競技コース（⚓級）（⚑年）
（ ⚑⚐⚘,⚕⚔⚕＋ ⚑⚐,⚘⚕⚕）⚑⚑⚙,⚔⚐⚐国内スピード競技コース（⚓級）（⚓年）

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））査察料（円）種　　　別
（ ⚓⚓⚙,⚖⚓⚖＋ ⚓⚓,⚙⚖⚔）⚓⚗⚓,⚖⚐⚐国際サーキット（実費別途納入）
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐国内サーキット
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐その他の国際コース（実費別途納入）
（ ―　　 ―　）なしその他の国内コース



第⚑⚐条　記録挑戦組織許可および記録証明料

　　記録挑戦に立ち会うＪＡＦから派遣する者の旅費、宿泊費、日当およ
びその他の諸経費の実費は申請者が支弁する。

第⚑⚑条　競技参加者および運転者許可証料

　○同一年度内において上位クラスを取得した場合…その差額とする。

第⚑⚒条　公認審判員許可証料

　○同一年度内において上位クラスを取得した場合…その差額とする。
　○同一年度内においてＢ⚒級（Ｂ⚑級を含む）からＡ⚒級を取得した場
合、またはＢ⚑級からＡ⚑級を取得した場合…⚕⚐⚐円（本体価格455円、
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⚑．記録挑戦組織許可料（公認料を含む）
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））組織許可料等（円）種　　　別
（ ⚑,⚙⚔⚑,⚗⚒⚗＋ ⚑⚙⚔,⚑⚗⚓）⚒,⚑⚓⚕,⚙⚐⚐世界記録挑戦（ＦＩＡ料金別途納入）
（ ⚙⚗⚐,⚘⚑⚘＋ ⚙⚗,⚐⚘⚒）⚑,⚐⚖⚗,⚙⚐⚐国際記録挑戦（ＦＩＡ料金別途納入）
（ ⚙,⚑⚘⚒＋ ⚙⚑⚘）⚑⚐,⚑⚐⚐国内記録挑戦

⚒．記録証明料
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））記録証明料（円）種　　　別
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐世界記録（ＦＩＡ料金別途納入）
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐国際記録（ＦＩＡ料金別途納入）
（ ⚓⚕,⚙⚐⚙＋ ⚓,⚕⚙⚑）⚓⚙,⚕⚐⚐国内記録
（ ⚑⚙,⚒⚗⚓＋ ⚑,⚙⚒⚗）⚒⚑,⚒⚐⚐地方記録

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））許可証料（円）区　分種　　　別
（ ⚑⚓,⚔⚕⚕＋ ⚑,⚓⚔⚕）⚑⚔,⚘⚐⚐新規・更新国際運転者Ａ （ ⚖,⚗⚒⚗＋ ⚖⚗⚓）⚗,⚔⚐⚐再　発　行
（ ⚑⚑,⚕⚔⚕＋ ⚑,⚑⚕⚕）⚑⚒,⚗⚐⚐新規・更新国際運転者Ｂ （ ⚕,⚘⚑⚘＋ ⚕⚘⚒）⚖,⚔⚐⚐再　発　行
（ ⚙,⚕⚔⚕＋ ⚙⚕⚕）⚑⚐,⚕⚐⚐新規・更新国際運転者Ｃ

および　Ｒ （ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐再　発　行
（ ⚓,⚗⚒⚗＋ ⚓⚗⚓）⚔,⚑⚐⚐新規・更新国内運転者Ａ

および　限定Ａ （ ⚑,⚙⚐⚙＋ ⚑⚙⚑）⚒,⚑⚐⚐再　発　行
（ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐新規・更新国内運転者Ｂ （ ⚑,⚓⚖⚔＋ ⚑⚓⚖）⚑,⚕⚐⚐再　発　行
（ ⚑⚑,⚕⚔⚕＋ ⚑,155）⚑⚒,⚗⚐⚐新規・更新国際参加者 （ ⚕,⚘⚑⚘＋ ⚕⚘⚒）⚖,⚔⚐⚐再　発　行
（ ⚕,⚘⚑⚘＋ ⚕⚘⚒）⚖,⚔⚐⚐新規・更新国内参加者 （ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐再　発　行

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））許可証料（円）区　分種　　　別
（ ⚔,⚖⚓⚖＋ ⚔⚖⚔）⚕,⚑⚐⚐新規・更新審判員⚑級 （ ⚒,⚓⚖⚔＋ ⚒⚓⚖）⚒,⚖⚐⚐再　発　行
（ ⚓,⚗⚒⚗＋ ⚓⚗⚓）⚔,⚑⚐⚐新規・更新審判員⚒級 （ ⚑,⚙⚐⚙＋ ⚑⚙⚑）⚒,⚑⚐⚐再　発　行
（ ⚒,⚘⚑⚘＋ ⚒⚘⚒）⚓,⚑⚐⚐新規・更新審判員⚓級 （ ⚑,⚓⚖⚔＋ ⚑⚓⚖）⚑,⚕⚐⚐再　発　行



消費税45円）
　○公認審判員許可証を⚒種目以上併有の場合…最上級の許可証料を基本
　　として計算し、⚒種目めより⚑種目につき⚕⚐⚐円（本体価格455円、消
費税45円）を加算する。

第⚑⚓条 エキスパートライセンス許可証料

第⚑⚔条　許可証推薦申請料

　　許可証推薦申請の場合には、第⚑⚑条および第⚑⚒条に定める許可証料の
ほかに許可証推薦申請料を必要とする。その申請料は下表の通りとする。
　　なお、すでに納入された申請料については、許可証推薦申請が認めら
れない場合であっても返還されない。

第⚑⚕条　競技役員の報酬

　⚑．競技会の役務につく役員の報酬については、前もってオーガナイザ
ーと当該役員とによって定めるものとする。ＪＡＦ公認の審判員（技
術、計時、コース）は、⚑日当たりの報酬が次の額を超えないものと
する。

　　　　○ただし、監督の任務を行うものに対しては、⚙,⚐⚐⚐円まで増額支
給することができる。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））許可証料（円）区　分種　　　別
（ ⚓⚒,⚐⚐⚐＋ ⚓,⚒⚐⚐）⚓⚕,⚒⚐⚐Ａ

国際競技運転者許可証 （ ⚒⚙,⚐⚐⚐＋ ⚒,⚙⚐⚐）⚓⚑,⚙⚐⚐Ｂ
（ ⚒⚖,⚑⚘⚒＋ ⚒,⚖⚑⚘）⚒⚘,⚘⚐⚐Ｃ
（ ⚑⚑,⚕⚔⚕＋ ⚑,155）⚑⚒,⚗⚐⚐Ａ国内競技運転者許可証 （ ⚘,⚖⚓⚖＋ ⚘⚖⚔）⚙,⚕⚐⚐Ｂ
（ ⚒⚐,⚓⚖⚔＋ ⚒,⚐⚓⚖）⚒⚒,⚔⚐⚐⚑級

公認審判員許可証 （ ⚕,⚘⚑⚘＋ ⚕⚘⚒）⚖,⚔⚐⚐⚒級
（ ⚔,⚑⚘⚒＋ ⚔⚑⚘）⚔,⚖⚐⚐⚓級

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））許可証料（円）区　分種　　　別
（ ⚒⚙,⚐⚐⚐＋ ⚒,⚙⚐⚐）⚓⚑,⚙⚐⚐新規登録

エキスパート （ ⚑⚔,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚔⚓⚖）⚑⚕,⚘⚐⚐年度更新
（ ⚗,⚑⚘⚒＋ ⚗⚑⚘）⚗,⚙⚐⚐再　発　行

報　酬　額ク　ラ　ス
⚘,⚐⚐⚐円まで⚑級
⚖,⚐⚐⚐円まで⚒級
⚕,⚐⚐⚐円まで⚓級



　⚒．競技役員の役務につくための旅費、宿泊費、諸経費および役務遂行
に必要とする器具、機材、装置などを当該役員によって提供される場
合、その賃貸料については、オーガナイザーとの協議のうえ定めるも
のとする。（国内競技規則⚑⚐−⚘参照）

第⚑⚖条　罰　　　金

　　国内競技規則にのっとって科せられる罰金は、⚑,⚐⚐⚐万円を超えないも
のとする（国内競技規則⚑⚑−⚕参照）。

第⚑⚗条　抗　議　料

　　競技会における抗議料は下表の通りとする。

　（国内競技規則⚑⚒−⚒参照）。

第⚑⚘条　控　訴　料

　　控訴料は次の通りとする。
　⚑．ＪＡＦのモータースポーツ審査委員会に申請する控訴

　⚒．ＪＡＦのモータースポーツ中央審査委員会に申請する控訴

　（国内競技規則⚑⚓−⚒参照）

第⚑⚙条　抗議および控訴にかかわる費用

　　抗議および控訴に関する審査に特別な作業を伴う場合には、申請者は
その作業の費用全額を負担することを申請時に保証しなければならない。
　　この費用は、抗議または控訴が正当と裁定された場合にのみ返却され、
その場合当該費用は、被抗議者または、被控訴者が負担するものとする。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））抗議料（円）競　技　の　格　式
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐国際競技の場合
（ ⚔⚘,⚔⚕⚕＋ ⚔,⚘⚔⚕）⚕⚓,⚓⚐⚐国内競技の場合
（ ⚑⚙,⚒⚗⚓＋ ⚑,⚙⚒⚗）⚒⚑,⚒⚐⚐準国内、地方、クローズド競技の場合

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））控訴料（円）競　技　の　格　式
（ ⚒⚔⚒,⚖⚓⚖＋ ⚒⚔,⚒⚖⚔）⚒⚖⚖,⚙⚐⚐国際競技の場合
（ ⚑⚔⚕,⚖⚓⚖＋ ⚑⚔,⚕⚖⚔）⚑⚖⚐,⚒⚐⚐国内、準国内競技の場合
（ ⚙⚗,⚐⚐⚐＋ ⚙,⚗⚐⚐）⚑⚐⚖,⚗⚐⚐地方、クローズド競技の場合

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））控訴料（円）内　　　容
（ ⚔⚘⚕,⚔⚕⚕＋ ⚔⚘,⚕⚔⚕）⚕⚓⚔,⚐⚐⚐モータースポーツ中央審査委員会への控訴



第⚒⚐条　海外競技出場証明料

　　ＪＡＦ発給の国際競技運転者（参加者）許可証所持者が、外国におい
て開催される競技に参加するために必要な出場証明書（国際モータース
ポーツ競技規則2.3.8または3.9.4、国内競技規則⚔−⚑⚓）の申請料は下表
の通りとする。

第⚒⚑条　外国のＡＳＮ発給のライセンス取得のための証明料

　　ＪＡＦ発給の競技運転者許可証所持者が、外国のＡＳＮ発給のライセ
ンスを取得するために必要な証明書（国際モータースポーツ競技規則⚙
条⚓項）の申請料は下表の通りとする。

第⚒⚒条　車両公認申請料

　○国内基本料金および割増料に対する申請書の頁数を下記の通りとする。

　○国際変型、正常進化に対する割増料はＦＩＡ規定による料金。
　注）再審議申請の場合はさらに国際申請料を徴収する。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））証明書申請料（円）種　　　別
（ ⚗,⚖⚓⚖＋ ⚗⚖⚔）⚘,⚔⚐⚐⚑件につき
（ ⚒⚒,⚒⚗⚓＋ ⚒,⚒⚒⚗）⚒⚔,⚕⚐⚐数次（当該年度有効）

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））証明書申請料（円）内　　　容
（ ⚑⚔,⚓⚖⚔＋ ⚑,⚔⚓⚖）⚑⚕,⚘⚐⚐⚑件につき

⚑．国内申請
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料（円）区　分種　　　別
（ ⚑⚙⚔,⚐⚐⚐＋ ⚑⚙,⚔⚐⚐）⚒⚑⚓,⚔⚐⚐基本型新　　型 （ ⚑,⚙⚐⚙＋ ⚑⚙⚑）⚒,⚑⚐⚐割増料
（ ⚗⚗,⚕⚔⚕＋ ⚗,⚗⚕⚕）⚘⚕,⚓⚐⚐基本型変　　型 （ ⚑,⚙⚐⚙＋ ⚑⚙⚑）⚒,⚑⚐⚐割増料
（ ⚗⚗,⚕⚔⚕＋ ⚗,⚗⚕⚕）⚘⚕,⚓⚐⚐基本型正常進化 （ ⚑,⚙⚐⚙＋ ⚑⚙⚑）⚒,⚑⚐⚐割増料

⚒．国際申請
申　請　料区　分種　　別

上記国内申請料＋ＦＩＡ料金＋郵送料（実費）基本型新　　型 上記国内申請料＋ＦＩＡ料金＋郵送料（実費）割増料
上記国内申請料＋ＦＩＡ料金＋郵送料（実費）基本型変　　型 上記国内申請料＋ＦＩＡ料金＋郵送料（実費）割増料
上記国内申請料＋ＦＩＡ料金＋郵送料（実費）基本型正常進化 上記国内申請料＋ＦＩＡ料金＋郵送料（実費）割増料

基本料の頁数を超え⚑頁
増すごとに割増料金

基本料の頁数申　請　内　容
⚑〜⚑⚖頁まで新　　型
⚒頁まで変　　型
⚒頁まで正常進化



第⚒⚓条　ＪＡＦ登録車両申請料

　　ＪＡＦ登録車両規定による、登録車両の申請は国土交通省指定番号を
基準として、下表の通りとする。

第⚒⚔条　計測用具、燃料、油脂、自動車スポーツ用品、部品等認定申請料

第⚒⚕条

　　上記第⚒⚒条、第⚒⚓条、第⚒⚔条の申請にかかわる査察、立合等のためＪ
ＡＦから派遣する者の旅費、宿泊費、日当およびその他の諸経費の実費
は申請者が支弁する。

第⚒⚖条　講習会開設申請料および受講料
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料（円）種　　　別
（ ⚑⚑⚖,⚔⚕⚕＋ ⚑⚑,⚖⚔⚕）⚑⚒⚘,⚑⚐⚐特別団体以外⚑件につき （ ⚓⚘,⚗⚒⚗＋ ⚓,⚘⚗⚓）⚔⚒,⚖⚐⚐特別団体

（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料（円）内　　　容
（ ⚒⚕⚒,⚓⚖⚔＋ ⚒⚕,⚒⚓⚖）⚒⚗⚗,⚖⚐⚐⚑件につき

⚑．Ｂライセンス講習会
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料、受講料（円）種　　　別
（ ⚓,⚒⚗⚓＋ ⚓⚒⚗）⚓,⚖⚐⚐　　　開設申請料　⚑件につき
（ ⚓,⚗⚒⚗円以内＋ ⚓⚗⚓円以内）⚔,⚑⚐⚐円以内受講料　　　⚑人　※

※ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。

⚒．Ａライセンス講習会
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料、受講料（円）種　　　別
（ ⚖,⚒⚗⚓＋ ⚖⚒⚗）⚖,⚙⚐⚐　　　開設申請料　⚑件につき

（ ⚑⚙,⚒⚗⚓円以内＋ ⚑,⚙⚒⚗円以内）⚒⚑,⚒⚐⚐円以内受講料　　　　国内Ｂ所持者
および限定Ａ取得希望者　⚑人　※

（ ⚒⚒,⚘⚑⚘円以内＋ ⚒,⚒⚘⚒円以内）⚒⚕,⚑⚐⚐円以内受講料　　　　国内Ｂ非所持者
※ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。

⚓．公認審判員講習会
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料、受講料（円）種　　　別
（ ⚓,⚒⚗⚓＋ ⚓⚒⚗）⚓,⚖⚐⚐　　　開設申請料　⚑件につき
（ ⚑⚑,⚕⚔⚕円以内＋ ⚑,155円以内）⚑⚒,⚗⚐⚐円以内受講料　　　⚑人　※

※他の種目を同時に受講する場合は、⚑種目につき4,100円（本体3,⚗⚒⚘円、消費税
⚓⚗⚒円）の割増とする。
　ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。

⚔．国際ソーラーカーライセンス講習会※
（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料、受講料（円）種　　　別
（ ⚖,⚒⚗⚓＋ ⚖⚒⚗）⚖,⚙⚐⚐　　　開設申請料　⚑件につき
（ ⚑⚙,⚒⚗⚓円以内＋ ⚑,⚙⚒⚗円以内）⚒⚑,⚒⚐⚐円以内受講料　　　⚑人　※

※ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。



第⚒⚗条　ヒストリック車両に関する証明書類申請料

　　ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｋ項に定めるヒストリック
車両に関する各証明書類の発行申請料は、下記の通りとする。

附則　第⚑条　施行日

　　本規定は、⚒⚐⚑⚙年10月⚑日より施行する。
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（ 本体価格　＋ 消費税（⚑⚐%））申請料（円）種　　　別

（ ⚓⚔,⚑⚘⚒＋ ⚓,⚔⚑⚘）⚓⚗,⚖⚐⚐ＦＩＡヒストリック・テクニカルパスポート
（HTP）

（ ⚑⚐,⚙⚐⚙＋ ⚑,⚐⚙⚑）⚑⚒,⚐⚐⚐ＦＩＡヒストリック・レギュラリティーカーパス
（HRCP）



第⚑条　目　的

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、全日本
選手権競技会等に派遣する競技会審査委員に関し、本規定を制定する。

第⚒条　競技会審査委員の任命および派遣

　⚑．全日本選手権競技会
　　⚑）ＪＡＦは、毎年初め、その年度の全日本選手権競技会の競技カテ

ゴリーごとに必要な人数の競技会審査委員を、有資格者または他の
適任者の中から任命し、「ＪＡＦスチュワードライセンス」を発給
する。

　　　　上記の有資格者とは、下記の規定に該当する者をいう。
　　　⑴　自動車競技の組織に関する規定第⚔条⚔項に該当する者
　　　⑵　カート競技の組織に関する規定第⚘条⚔項に該当する者
　　⚒）ＪＡＦは、全日本選手権競技会にそれぞれ⚒名の競技会審査委員

を派遣し、その中の有資格者である⚑名を競技会審査委員長に任命
する。

　⚒．ＦＩＡ選手権等の国際競技会
　　⚑）ＪＡＦは、ＦＩＡまたはオーガナイザーの要請に応じて、ＦＩＡ

選手権等の国際競技会に国際競技会審査委員を派遣する場合には、
その都度、適任と認める者を任命し、「ＪＡＦスチュワードライセ
ンス」を発給する。

　　⚒）上記⚑）の国際競技会審査委員の任期は、任命された日からその
競技会終了までとする。
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全日本選手権競技会等の競技会審査委員に関する規定
⚑⚙⚙⚘年⚔月⚑日制定施行
⚒⚐⚐⚓年⚓月⚒⚔日改　　正
⚒⚐⚐⚓年⚖月⚑日施　　行



第⚓条　会　議

　⚑）ＪＡＦは、競技会審査委員の任務内容の確認、審査状況の報告、申
し送り事項の伝達、情報交換などを行うため、競技カテゴリーごとに
競技会審査委員を適宜招集し、会議を開催する。

　⚒）ＪＡＦは、競技カテゴリーごとに競技会審査委員のリーダーを指名
し、会議の進行などを委任することができる。

第⚔条　競技会審査委員の権限等

　　競技会審査委員の権限、責任、任務、その他は、ＦＩＡ国際競技規則
およびＪＡＦ国内競技規則に拠る。

第⚕条  本規定の施行

　　本規定は、2003年⚖月⚑日より施行する。
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第⚑章　総　　則

第⚑条　目的

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、2020年
（以下「当該年」という。）のレース競技会において優秀な成績を収めた
者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本レース選手権規定を制定す
る。

第⚒条　選手権の区分

　日本レース選手権は次の通り区分する。
　⚑．全日本選手権
　⚒．地方選手権
　　　地方選手権の呼称は、⚑サーキットで⚑シリーズを構成するものに
ついては、開催されるサーキット名を付し、また、複数のサーキット
で⚑シリーズを構成するものについては当該地方名を付する。

第⚓条　選手権の構成

　⚑．全日本選手権
　　　全日本選手権は、次の⚒部門で構成される。
　　　⚑）全日本スーパーフォーミュラ選手権（以下「ＳＦ」という。）
　　　　　ドライバーおよびチームに選手権を与える。
　　　⚒）全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権（以下「ＳＦＬ」

という。）
　　　　　ドライバー、チームおよびエンジンチューナーに選手権を与え

る。
　⚒．地方選手権
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　　　地方選手権は、次の⚕部門で構成される。⚑）、⚓）および⚕）は、
国内スポーツカレンダー登録規定の別表による地域別にドライバーに
選手権を与える。⚒）および⚔）は、ドライバーおよびチームに選手
権を与える。

　　　⚑）フォーミュラ⚔地方選手権（以下「Ｆ⚔」という。）
　　　⚒）ＦＩＡ－フォーミュラ⚔地方選手権（以下「ＦＩＡ－Ｆ⚔」と

いう。）
　　　⚓）スーパーＦＪ地方選手権（以下「S-FJ」という。）
　　　⚔）フォーミュラリージョナル地方選手権（以下「ＦＯＲＭＵＬＡ 

ＲＥＧＩＯＮＡＬ」という。）
　　　⚕）ツーリングカー地方選手権（以下「ツーリングカー」という。）
　　　　　ツーリングカーは、各オーガナイザーにより任意に最大⚕クラ

スの設定を行うことができ、夫々のクラスに特定の制限を加える
ことができる。

　　　　　ただし、設定されたクラス区分は当該年中に変更することは許
されない。

第⚔条　レースの走行距離

　⚑．選手権レースの最長走行距離および最短走行距離は次の通りとし、
レース毎に競技会特別規則書でレース距離（以下「当初のレース距離」
という。）を定める。
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⚒ヒート以上の競技
⚑ヒートの競技

部　門区　分 合　計⚑ヒートの距離
最　長最　長最　短最　長最　短
300km180km75km300km110kmＳＦ全日本

選手権 150km75km65km100km65kmＳＦＬ
150km75km45km100km30kmF 4

地　方
選手権

－－－30分 
又は 
100km

30kmFIA-F4

150km75km25km100km30kmS-FJ
－－－35分*－FORMULA REGIONAL
－－－45分 

又は 
100km

30kmツーリングカー

＊レース距離は特別規則に明示される



　⚒．競技会審査委員会は、保安もしくは不可抗力のため、レースがスタ
ートする前迄に当初のレース距離を短縮することができる。

　　　短縮された距離が前項に定める最短走行距離に満たない場合でも、
選手権レースとして認定される。

第⚕条　選手権レースの成立

　⚑．各部門の選手権は、部門毎のレースが当該年度でそれぞれ⚓回以上
開催されなければ成立しない。

　　　ただし、ＦＩＡ－Ｆ⚔は、⚗回以上、ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯ
ＮＡＬは⚕回以上開催されなければ成立しない。

　⚒．各部門のレースは、⚕台以上の車両がスタートしなければ成立せず、
選手権得点は与えられない。

　　　ツーリングカー地方選手権は、当該クラスが⚕台以上の車両がスタ
ートしなければ成立せず、選手権得点は与えられない。

　⚓．不可抗力によりレースが中止された場合の取り扱いは次の通りとす
る。

　　⚑）先頭車両が⚒周回を完了する前にレースが中止された場合、レー
スは成立せず、選手権得点は与えられない。

　　⚒）先頭車両が⚒周回を完了し、かつ走行した距離が当初のレース距
離の75％未満でレースが中止された場合、レースは成立し選手権得
点の半分が与えられる。

　　⚓）先頭車両が当初のレース距離の75％以上を走行した後でレースが
中止された場合、レースは成立し選手権得点はすべて与えられる。

　⚔．前条⚒項により当初のレース距離が短縮された場合、前項の⚒）お
よび⚓）の75％の計算は短縮された距離に基づく。

第⚖条　適用規則

　⚑．全日本選手権および地方選手権のレースには、次の規則、規定が適
用される。

　　　⚑）ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則
　　　⚒）国内競技規則およびその細則
　　　⚓）本選手権規定
　　　⚔）競技会特別規則
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　⚒．全日本選手権のレースには、前項の規則、規定のほか、各部門毎に
別に定める次の統一規則が適用される。

　　　⚑）全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則
　　　⚒）全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則

第⚗条　競技の格式および認定

　⚑．全日本選手権および地方選手権は、自動車競技の組織に関する規定
第⚓条「競技会」に従った格式の競技とする。

　⚒．全日本選手権または地方選手権のレースとして申請されたものの中
からＪＡＦが認定したレースのみが、選手権タイトルの使用を許され
る。

　⚓．ＪＡＦは、レース終了後、選手権レースとしての要件を満たさなか
ったと判断したレースを選手権から除外し、そのレースからタイトル
を取り消すことがある。

第⚘条　選手権の登録申請

　日本レース選手権の登録申請を行うオーガナイザーは、国内スポーツカ
レンダー登録規定に従い、所定の書式により次の事項を記載しＪＡＦに申
請書を提出すること。
　なお、ＦＩＡ－Ｆ⚔およびＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬについて
は、ＦＩＡライセンス協定に基づきＪＡＦが認めたプロモーターまたはオ
ーガナイザーがＪＡＦに申請書を提出する。
　⚑．選手権レースの開催月日、区分、部門
　⚒．開催場所、⚑周の距離
　⚓．レースの走行距離（周回数）
　⚔．その他、必要記載事項

第⚙条　組織許可

　日本レース選手権として認定されカレンダー登録が認められたレースの
オーガナイザーは、下記の期日までに所定の書式により当該レースの組織
許可申請書をＪＡＦに提出しなければならない。
　⚑）全日本選手権（国際格式）　 　　　　　：開催日の⚔ヵ月前
　⚒）　 　　〃　　（国内格式）　 　　　　　：開催日の⚓ヵ月前
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　⚓）地方選手権　　　　　　　　　　　　　：開催日の⚒ヵ月前

第10条　日本レース選手権の公示

　ＪＡＦは、各年度の初めまでに日本レース選手権として認定したレース
を公示する。

第11条　日本レース選手権の延期、中止、非開催

　⚑．日本レース選手権として認定されたレースの開催を延期し、または
開催が不能となった場合、当該レースのオーガナイザーは、その開催
予定日の⚒ヵ月前までに、その理由を付してＪＡＦに届け出を行い、
承認を得た上、必要な公示を行わなければならない。

　⚒．日本レース選手権として認定されたレースを、正当な理由なく、中
止または開催しなかったオーガナイザーは、次年度の選手権レースの
開催を認められない。

第12条　賞の授与

　ＪＡＦは、第17条および第21条に定める得点基準に基づき、選手権の各
部門の最高得点者をその部門の日本レース選手権保持者として認定し、
「ＪＡＦモータースポーツ賞典規定」による賞典を与える。

第13条　規則違反

　⚑．ＪＡＦは、日本レース選手権に適用される規則または規定に重大な
違反を犯した者を選手権から除外することがある。

　⚒．ＪＡＦは、競技会審査委員会により国内競技車両規則違反に起因す
る失格を宣告された者が当該年度に獲得した選手権得点を遡及して無
効とすることがある。

第14条　本規定の特例

　やむを得ない事情により本選手権規定を適用できない場合、ＪＡＦがそ
の処置を決定する。
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第⚒章　　全日本選手権

第15条　参加車両

　選手権に参加できる車両は、部門毎の選手権統一規則にこれを定める。

第16条　ドライバーの参加資格

　⚑．ＳＦ
　　　国際競技運転者許可証Ｂ以上の所持者が参加できる。
　⚒．ＳＦＬ
　　　国内競技運転者許可証Ａもしくはそれと同等以上の所持者または、
限定国内競技運転者許可証Ａ所持者の内、ＪＡＦスポーツ資格登録規
定第⚒条⚒．⚘）に該当する者が参加できる。

　　　国際格式競技の場合は、国際競技運転者許可証Ｂ以上の所持者とす
る。

　　　ただし、次のいずれかに該当する者は参加できない。
　　　⚑）当該選手権統一規則に定める当連盟への公式登録申請時にＦＩ

Ａスーパーライセンスを所持している者。
　　　⚒）2018年〜2019年のＦ⚒またはＳＦにおいて、シリーズランキン

グ上位⚘位までの者。

第17条　得点基準

　⚑．全日本選手権の得点は、所定の書式によりあらかじめＪＡＦに登録
されたドライバー、チームおよびエンジンチューナーを対象とする。

　⚒．得点の基準および複数の者が同一の得点を得た場合の上位者の決定
方法は、各部門の選手権統一規則でこれを定める。

第⚓章　地方選手権

第18条　参加できる車両

　⚑．Ｆ⚔：
　　　当該年のＪＡＦ国内競技車両規則に定めるフォーミュラ⚔（Ｆ⚔）
とし、本選手権に使用するタイヤは、ＪＡＦの承認のもとでオーガナ
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イザーによって指定されたものを使用しなければならない。
　⚒．ＦＩＡ－Ｆ⚔：
　　　当該年のＦＩＡ国際競技規則付則Ｊ項に定めるＦＩＡ－Ｆ⚔とし、
本選手権に使用するタイヤは、ＪＡＦの承認のもとでプロモーターま
たはオーガナイザーによって指定されたものを使用しなければならな
い。

　⚓．Ｓ－ＦＪ：
　　　当該年のＪＡＦ国内競技車両規則に定めるスーパーＦＪ（Ｓ－ＦＪ）
とし、本選手権に使用するタイヤは、ＪＡＦの承認のもとでオーガナ
イザーによって指定されたものを使用しなければならない。

　⚔．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ：
　　　当該年のＦＩＡ国際競技規則付則Ｊ項に定めるＦＯＲＭＵＬＡ　Ｒ
ＥＧＩＯＮＡＬとし、本選手権に使用するタイヤは、ＪＡＦ承認のも
とでプロモーターまたはオーガナイザーによって指定されたものを使
用しなければならない。

　⚕．ツーリングカー：
　　　オーガナイザーからの申請に基づきＪＡＦが承認した技術規則に定
める車両とする。

第19条　ドライバーの参加資格

　⚑．Ｆ⚔
　　　限定国内競技運転者許可証Ａを含み、国内競技運転者許可証Ａもし
くはそれと同等以上国際競技運転者許可証Ｂ以下のライセンス所持者
で、次のいずれかの条件を満たす者が参加できる。

　　　⚑）過去のレース出場実績が⚓回以上。
　　　⚒）過去のレース出場実績が⚒回以上で、かつＪＡＦ公認レーシン

グコースにおけるスポーツ走行の経験時間が⚔時間以上あってそ
の証明を有すること。

　　　⚓）過去にレースの出場実績が⚑回で、かつＪＡＦ公認レーシング
コースにおけるスポーツ走行の経験時間が⚖時間以上あり、その
証明を有すること。

　　　⚔）ＪＡＦ公認レーシングコースにおけるスポーツ走行の経験時間
が⚙時間以上あり、その証明を有すること。
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　⚒．ＦＩＡ－Ｆ⚔
　　　限定国内競技運転者許可証Ａを含み、国内競技運転者許可証Ａもし
くはそれと同等以上国際競技運転者許可証Ｂ以下のライセンス所持者
で、上記⚑．⚑）〜⚔）に定めるいずれかの条件を満たす者が参加で
きる。

　　　ただし、2017年〜2019年にＦ⚒、ＳＦ、Ｆ⚓のいずれかのレースに
おいて⚓位以内に入賞した経験を有する者は、参加できない。

　⚓．Ｓ－ＦＪ
　　　限定国内競技運転者許可証Ａを含み、国内競技運転者許可証Ａもし
くはそれと同等以上国際競技運転者許可証Ｂ以下のライセンス所持者
で、上記⚑．⚑）〜⚔）に定めるいずれかの条件を満たす者が参加で
きる。

　　　ただし、2017年〜2019年にＦ⚒、ＳＦ、Ｆ⚓のいずれかのレースに
おいて⚓位以内に入賞した経験を有する者は、参加できない。

　⚔．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ
　　　国内競技運転者許可証Ａもしくはそれと同等以上国際競技運転者許
可証Ｂ以下の所持者が参加できる。

　⚕．ツーリングカー
　　　国内競技運転者許可証Ａもしくはそれと同等以上の所持者が参加で
きる。

第20条　公式予選

　⚑．公式予選は、最少15分（赤旗による中断時間は除く）とする。
　⚒．公式予選は、少なくとも決勝レーススタートの⚒時間前までに終了
していなければならない。

　⚓．ただし、競技会審査委員会がやむを得ない状況であると判断した場
合は、この限りではない。

　⚔．公式予選通過基準タイムは、公式予選で達成されたタイムの上位⚓
位までのタイムを平均し、その130％以内とする。ただし、ＦＩＡ－
Ｆ⚔およびＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬは、当該公式予選で達
成された⚑位のタイムの110％以内とする。
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第21条　得点基準

　⚑．次の得点基準表に基づき、各選手権レースにおける上位10位までの
ドライバーに得点を与える。（ＦＩＡ－Ｆ⚔およびＦＯＲＭＵＬＡ 
ＲＥＧＩＯＮＡＬについては、ドライバーおよびチームに得点を与え
る。チームに対する得点は、エントラントに対して与えられ、各レー
スにおいて同一エントラントに所属する車両が得た順位のうち、最上
位のみが得点対象となる。）

　　　ただし、得点を得る車両は、当該レースにおける同一部門の優勝車
両が走行した周回数の90％（小数点以下切捨て）以上の周回数を走行
していなければならない。

　　●得点基準表（Ｆ⚔、Ｓ−ＦＪ、ツーリングカー）

　　●得点基準表（ＦＩＡ−Ｆ⚔およびＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ）

　⚒．ドライバーは、選手権レースによって異なった車両で参加しても、
その車が当該部門の参加車両の規則に合致していれば、年間を通して
その部門の得点は加算される。

　⚓．ドライバーは、複数の選手権レースに出場して得た得点のうちから、
高得点順に次項に定めるレース数の得点を合計して選手権得点とする
ことができる。

　⚔．選手権得点の対象となるレース数は、以下の通りとする。
　　　⚑）Ｆ⚔およびＳ－ＦＪ：
　　　　　選手権レースとして成立した当該部門のレースの合計数の80％

（小数点以下四捨五入）とする。
　　　⚒）ＦＩＡ－Ｆ⚔およびＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ：
　　　　　選手権レースとして成立した当該部門のすべてのレースとする。
　　　⚓）ツーリングカー：
　　　　　選手権レースとして成立した当該部門のレースの合計数の70％
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10位９位８位７位６位５位４位３位２位１位順　位

１点２点３点４点６点８点10点12点15点20点得　点

10位９位８位７位６位５位４位３位２位１位順　位

１点２点４点６点８点10点12点15点18点25点得　点



（小数点以下四捨五入）とする。
　　　ただし、開催された当該部門のレースの合計数が⚕回に満たない場
合、開催された当該部門のレースのすべてが選手権得点の対象となる。

　⚕．同一部門で、複数のドライバーが同一の選手権得点を得た場合、次
の基準に基づき上位者を決定する。

　　　⚑）有効得点（上記⚔．による選手権得点の対象レースで得た得点）
の範囲内で高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。

　　　⚒）上記⚑）の回数も同一の場合、当該競技者が獲得したすべての
得点の内、高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。

　　　⚓）上記⚑）および⚒）の方法によっても順位が決定できない場合
は、最終戦における得点をもって決定する。

　　　　　最終戦の得点によっても順位が決定できない場合は、最終戦の
前の競技会における得点というように遡って順位が決まるまで続
ける。

第22条　本規則の施行

　　本規則は、2020年⚑月⚑日より施行する。
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第⚑章　総　　　則

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、グランプ
リの呼称を用いて開催されるレースに関して「自動車競技の組織に関する
規定」に従い、以下の規定を定める。

第⚑条　グランプリレースの制定

　　ＪＡＦは、グランプリレースを下記の通り認定し、それぞれの優勝者
の栄誉をたたえ「グランプリ杯」を与える。
　⚑．日本グランプリレース
　⚒．ＪＡＦグランプリレース
　⚓．その他のグランプリレース

第⚒条　グランプリレースの年間開催数

　　グランプリレースの年間開催数は各⚑回とする。ただし、本規定に合
致する競技会がない場合には開催されない。

第⚒章　日本グランプリレースの認定条件

第⚓条　競技会の条件

　　日本グランプリレース開催の認定条件は次の通りとする。
　⚑．ＦＩＡ　Ｆ⚑世界選手権レースとして認定されていること。
　　　ＦＩＡ　Ｆ⚑世界選手権レースは日本グランプリレースとして開催
されること。
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　⚒．当該申請者による開催企画は初年度以後も連続して開催し得るもの
であること。

第⚔条　オーガナイザーの資格

　　ＪＡＦまたはＦＩＡの関係規則およびＪＡＦの「自動車競技の組織に
関する規定」に合致した開催資格を有しかつ、ＪＡＦが審査し、認めた
ものとする。
　　ただし、競技会の開催については、第⚕章第13条に従うこと。

第⚕条　開催場所の資格

　　ＦＩＡにより当該レースを開催し得る国際コース公認を受けたコース
であること。

第⚖条　申請手続

　　開催のための申請手続は以下の通りとする。
　⚑．開催企画書の提出
　　　当該レースを開催しようとするものは、そのレースのカレンダー申
請締切の⚒ヵ月前までに開催企画書および所定の日本グランプリタイ
トル登録申請料を添えＪＡＦに提出すること。

　　　提出する開催企画書には次のものを含むこと。
　　⚑）組織許可申請書に準じ競技会の組織体制、参加者確保に関する企

画、収支の概算、準備の日程等開催企画を詳細に記載すること。
　　⚒）コース使用同意書
　⚒．カレンダー申請
　　　ＪＡＦの開催承認を得たものは、カレンダー登録申請料を添え所定
の手続によりＦＩＡ国際スポーツカレンダー登録申請を行うこと。

　⚓．組織許可申請
　　　カレンダー登録申請が承認された後、「自動車競技の組織に関する
規定」による所定の期日までにＪＡＦあて組織許可申請を行うこと。

　　⚑）公認競技会組織許可申請書：所定の書式を用いること。
　　⚒）添　付　書　類：和文および英文による特別規則書の草案各⚕部
　　⚓）組織許可申請料：「自動車競技に関する申請登録等手数料規定」

による。
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第⚓章　ＪＡＦグランプリレースの認定条件

第⚗条　競技会の条件

　　ＪＡＦグランプリレース開催の認定条件は次の通りとする。
　⚑．格　　式：国際競技であること。
　⚒．参加車両：全日本レース選手権競技車両のうち、ＪＡＦが認定した

もの。
　⚓．賞金総額：800万円以上であること。
　⚔．参加台数：15台以上とし、そのうち外国よりの参加ドライバーが⚓

名以上であること。

第⚘条　オーガナイザーの資格

　　「自動車競技の組織に関する規定」に従った当該レースの開催資格を
有するもので、かつ下記の条件を満たしたものより、ＪＡＦが審査し、
認めたものとする。
　　　開催実績：過去において国際格式で当該車両によるレース、あるい

はそれと同等の車両によるレースを⚕回以上開催（共催
を含む）した実績を有すること。

第⚙条　開催場所の資格

　　ＦＩＡにより当該レースを開催し得る国際コース公認を受けたコース
であること。

第10条　申請手続

　　開催のための申請手続は以下の通りとする。
　⚑．開催企画書の提出
　　　当該レースを開催しようとするものは、そのレースカレンダー申請
締切⚑ヵ月前までに、ＪＡＦに開催企画書の提出を行うこと。

　　⚑）組織許可申請書に準じ、参加車両、競技会の組織体制、賞金総額、
参加ドライバーの確保を含む準備の日程等開催企画を詳細に記載す
ること。

　　⚒）コース使用同意書
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　⚒．カレンダー申請
　　　「ＪＡＦおよびＪＡＦカレンダー登録規定」に従い、カレンダー登
録申請料を添えて申請すること。

　⚓．組織許可申請
　　　カレンダー登録申請が承認された後、「自動車競技の組織に関する
規定」による所定の期日までにＪＡＦあて組織許可申請を行うこと。

　　　組織許可申請には次のものを提出すること。
　　⚑）グランプリタイトル登録料：「自動車競技に関する申請登録等手

数料規定」による。
　　⚒）公認競技会組織許可申請書：所定の書式を用いること。
　　⚓）添　付　書　類：和文および英文による特別規則書の草案各⚕部
　　⚔）組織許可申請料：「自動車競技に関する申請登録等手数料規定」

による。

第⚔章　その他のグランプリレースの認定条件

第11条　競技会の条件

　　日本グランプリ、およびＪＡＦグランプリ以外のグランプリレースの
認定条件は、日本グランプリレースに準ずるものとする。
　　また、オーガナイザーの資格、開催場所の資格、申請手続についても、
日本グランプリレースに準ずるものとする。

第⚕章　運　　　営

第12条　法律および規則の厳守

　　オーガナイザーは、当該レースを順調に開催し、終了するために社会
上、行政上必要とされる届出を行い、許可もしくは、認可（必要とされ
るならば住民の同意書）等を取得していなければならない。 
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第13条　競技会の開催

　　日本グランプリレース競技会は、ＪＡＦか、またはＪＡＦが特に認め
た機関（ＪＡＦ登録クラブ団体等）が開催する。
　ＪＡＦ以外の機関が開催する場合は下記条項に従うこと。
　⚑．オーガナイザーは日本グランプリレース開催に要する一切の費用を
負担する。

　⚒．ＪＡＦはレース開催に関する一切の監督・指導を行う。
　⚓．競技の運営
　　⚑）ＪＡＦは特別規則作成について指導を行う。
　　⚒）主要競技役員の選任はＦ⚑世界選手権競技標準規則に従う。

第14条　保証金

　　ＪＡＦはオーガナイザーに対し、当該レースの開催企画書の承認時に
おいて、賞金相当額以上の保証金をＪＡＦに預託することを求める場合
がある。
　　なお、保証金の預託に関する詳細については、開催企画書の承認時に
決定する。

第15条　広　報

　⚑．オーガナイザーは、当該レースの開催および競技運営等に関する広
報を行う場合は、その内容について事前にＪＡＦの承認を得なければ
ならない。

　⚒．オーガナイザーは、ＦＩＡおよびＪＡＦ指定のロゴタイプをすべて
の競技関係書類に記載すること。

第16条　商業広告

　⚑．ＦＩＡの広告に関する規定およびＪＡＦの広告に関する規制に従う
とともに、グランプリレースにサブタイトルの使用を希望する場合
オーガナイザーは、開催企画書類提出時にＪＡＦの承認を得なければ
ならない。 
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　⚒．レース開催に伴う商業的広告権、テレビ、ラジオ、映画、写真等の
放映制作権等は原則としてオーガナイザーに帰属するものとする。

　　　ただし、その権利の使用に関しては、開催企画書に明示し、ＪＡＦ
の承認を得なければならない。

第17条　開催義務の履行

　　グランプリレースの開催を承認されたものは、最善の努力と責任を
もって開催することは勿論であるが、もしも何らかの理由により開催が
不可能になった場合は、オーガナイザーは、それによって生ずる一切の
責務を負うものとする。

第18条　本規定の施行

　　本規定は、1994年10月13日より施行する。
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第⚑章　総　　則

第⚑条　目　　的

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、2020年
（以下「当該年」という。）のラリー競技会において優秀な成績を収め
たドライバーおよびナビゲーター（ラリー競技開催規定に定めるスペシ
ャルステージラリーにおいてはコ・ドライバー。以下総称して「ナビゲ
ーター」という。）の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ラリー
選手権規定を制定する。

第⚒条　日本ラリー選手権の区分

　　本選手権は次の通り区分し、それぞれにドライバー部門およびナビゲ
ーター部門を設ける。
　　・全日本ラリー選手権（以下「全日本選手権」という。なお、英語表

記はJapanese Rally Championshipとする。）
　　・地方ラリー選手権（以下「地方選手権」という。）

第⚓条　タイトル

　　ＪＡＦは、国内競技規則とその細則、ラリー競技開催規定および本規
定に基づいて組織し、開催されるラリー競技会のうちから、第⚒条に基
づき次の⚒タイトルを付す。
　　ただし、競技会終了後、選手権競技としての要件を満たさなかったと
判断した場合、ＪＡＦは当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。
　　⚑．全日本選手権として申請された国内格式以上の競技会のうちから、

⚓戦以上10戦以内を「全日本ラリー選手権競技会」として認定する。
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　　⚒．各地域から地方選手権として申請された準国内格式以上の競技会
のうちから⚓戦以上10戦以内を当該地域の「地方ラリー選手権競技
会」として認定する。

第⚔条　選手権競技および選手権シリーズの成立

　⚑．選手権クラスの成立
　　　全日本選手権は、各クラス⚕台以上のレッキ受付台数を以て、選手
権クラスとして成立する。

　　　地方選手権は、各クラス⚓台以上の参加出走台数を以て、選手権ク
ラスとして成立する。

　⚒．選手権競技会の成立
　　　全日本選手権は選手権対象全クラス合計⚑⚐台以上のレッキ受付台数
を以て、地方選手権は選手権対象全クラス合計⚑⚐台以上の参加出走台
数を以て、選手権競技会として成立する。

　　　なお、全日本選手権と地方選手権が併催される場合は、全日本選手
権は選手権対象全クラス合計⚑⚐台以上のレッキ受付台数以て、地方選
手権は選手権対象全クラス合計⚑⚐台以上の参加出走台数を以て、それ
ぞれ選手権競技会として成立する。

　⚓．選手権シリーズの成立
　　　全日本選手権、地方選手権のいずれも選手権として成立した競技会
数⚓戦以上を以て、選手権シリーズとして成立する。

第⚕条　適用規則

　⚑．全日本選手権および地方選手権のラリーには、次の規則、規定が適
用される。

　　⚑）ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則
　　⚒）国内競技規則およびその細則
　　⚓）本選手権規定
　　⚔）競技会特別規則
　⚒．全日本選手権のラリーには、前項の規則、規定のほか、別に定める
「全日本ラリー選手権統一規則」が適用される。
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第⚒章　全日本選手権

第⚖条　競技形式および走行距離

　⚑．競技形式はラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリー
とする。ただし、ＪＡＦが特に認めた場合はこの限りではない。

　⚒．スペシャルステージの総走行距離は50km以上設定されていること。
　⚓．やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、それまで
に終了したスペシャルステージの総距離が30kmを超えており、かつ
競技会審査委員会が適当と認めた場合、当該競技会は選手権として成
立したものとする。

第⚗条　参加車両

　　当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリー車両規定に定める以下
の車両とし、⚔点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトを装備していること。
　⚑．R：
　　　ラリーＲ車両。
　⚒．ＲＪ：
　　　ラリーＲＪ車両。自動車製造者が当該車両（同一車両型式）の生産
を中止（終了）した10年後の当該年末まで資格を有する。

　⚓．ＲＰＮ：
　　　ラリーＲＰＮ車両。同一車両型式の最も古いＪＡＦ登録年が2006年
⚑月⚑日以降の車両のみ資格を有する。

　⚔．ＡＥ：
　　　ラリーＡＥ車両。
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第⚘条　クラス区分

　　　参加車両は下表の通りクラス区分される。
　　

第⚙条　参加資格

　　全日本選手権競技に出場するものは、参加申し込み締め切り時点にお
いて、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後⚑年以上経過
していなければならない。ただし、ドライバーもしくはナビゲーターの
うち、いずれかが過去に地方ラリー選手権競技会において、⚒回以上の
順位認定を受けた実績がある場合は、この限りではない。

第10条　得点基準および選手権順位の決定

　⚑．得点基準
　　⚑）クラス別得点
　　　　選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲ

ーターに対し、競技結果成績に基づき、第⚘条に定めるクラス別の
順位に従って下記の表による得点を与える。

　　　　ただし、不成立となるクラスの車両が参加出走した場合において、
当該車両は成立しているクラスのうち最上位クラスに区分されるも
のとし、最上位クラスは、当該車両を含んだ順位に基づいて得点が
与えられるものとする。
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気筒容積が1500cc以下のＲＰＮ（ＡＴに限定）およびＡ
Ｅ（気筒容積別区分なし）

クラス６
（JN-6）

気筒容積が1500cc以下のＲＪ、ＲＰNクラス５
（JN-5）

気筒容積が1500ccを超え2500cc以下の前輪駆動および４
輪駆動のＲＪ、ＲＰＮ

クラス４
（JN-4）

気筒容積が1500ccを超え2500cc以下の後輪駆動のＲＪ、
ＲＰＮ

クラス３
（JN-3）

気筒容積が2500ccを超える２輪駆動のＲＪおよび２輪駆
動のＲ

クラス２
（JN-2）

気筒容積が2500ccを超える４輪駆動のＲＪ、４輪駆動の
Ｒ

クラス１
（JN-1）



　　⚒）得点係数
　　　　クラス別得点には、実際に行われたスペシャルステージの総距離

および路面に従って以下の係数を乗じる。なお、小数点以下の得点
もすべて有効とする。

　　　　なお、第⚖条⚓．により選手権として成立した場合には、いずれ
も係数は0.8とする。

　　⚓）レグ別得点
　　　　選手権として成立した各競技における第⚘条に定めるクラス別の

順位に従って上位⚓位のドライバーおよびナビゲーターに対し、レ
グ⚒以降に下記の表による得点を与える。

　　　　なお、当該得点には、上記⚒）の得点係数は乗じない。

　⚒．選手権順位の決定
　　⚑）選手権として成立した競技会数が⚘戦以上の場合は高得点順に⚖

戦を、⚗戦以下の場合は高得点順に⚕戦を得点合計の対象とする。
　　⚒）上記⚑）に従って各競技者のクラス別得点を合計し、その合計得

点が多い順にクラス別選手権順位を決定する。ＪＡＦは、このクラ
ス別選手権順位において第⚑位となったものを、クラス選手権者と
して認定する。

　　⚓）上記⚒）において、クラス別得点の合計が複数の競技者について
同一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定す
る。

　　⚔）上記⚓）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得た
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（グラベル等）

舗装（アスファルト、ターマック等）
／積雪（氷結路面を含む）スペシャルステージの距離

1.21.050km～100km未満

1.51.2100km以上

３位２位１位順位

１点２点３点得点
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すべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。
　　⚕）上記⚔）によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。
　　（⚑）⚑位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各ク

ラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に全日本選手権競技
に出場した回数の多い順に順位を決定する。

　　（⚒）上記（⚑）以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下
位の者の順位は繰り上げない。

第11条　競技会事務局の設置

　　全日本選手権競技会を開催するオーガナイザーは、競技会特別規則書
に記載された参加受付日から競技会終了までの間事務局を設置し、かつ
担当の事務局員⚑名以上を常駐させなければならない。

第⚓章　地方選手権

第12条　参加車両

　　参加できる車両は、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリー車
両規定に定めるＲ車両、ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両またはＡＥ車
両とする。
　　ただし、ＲＦ車両のホイールおよびタイヤについては、当該年のＪＡ
Ｆ国内競技車両規則第⚒編ラリー車両規定第⚓章第⚖条ＲＪ車両規定に
従うこと。
　　なお、過給器付車両のエアリストリクターについては、開催地域毎に
当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーのすべての同意を得た
うえで、当該年の前年の11月15日までにＪＡＦに申請し承認を得ること
を条件に下記の措置を講ずることができる。
　⚑．クラス毎にエアリストリクターの装着を義務づけること、または任
意とすること。

　⚒．エアリストリクターの装着を義務付ける場合、そのサイズは、クラ
ス毎に最大内径33mm（外径39mm未満）を設定すること。

　⚓．ＲＰＮ車両における同一車両型式の最も古いＪＡＦ登録年の年次制
限を設定すること。
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第13条　クラス区分

　　参加車両は気筒容積に基づき下記⚑．または⚒．のいずれかの方法に
よりクラス区分される。
　⚑．全日本選手権と同クラス区分
　⚒．開催地域別に任意に設定されるクラス区分：
　　　次の⚑）〜⚓）の要件すべてを満たすことにより、クラス区分を任
意に設定することができる。ただし、⚑）〜⚓）の要件のいずれかで
も満たすことができない場合は、上記⚑．の全日本選手権と同一クラ
ス区分とする。

　　⚑）クラス区分は、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリー車
両規定第⚑章一般規定第⚕条に基づき、最大⚖区分以内とすること。

　　⚒）当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同意を
得ること。

　　⚓）上記⚑）および⚒）について、当該年の前年の11月15日までにＪ
ＡＦに申請すること。

第14条　参加資格

　⚑．地方選手権の地域区分は、下記の⚕地区に分割する。
　　ＪＡＦ北海道ラリー選手権：北海道
　　ＪＡＦ東日本ラリー選手権：青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、
　　　　　　　　　　　　　　　新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、
　　　　　　　　　　　　　　　埼玉、東京、神奈川、千葉
　　ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権：静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛知、
　　　　　　　　　　　　　　　三重、大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、
　　　　　　　　　　　　　　　和歌山
　　ＪＡＦ中四国ラリー選手権：岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、
　　　　　　　　　　　　　　　徳島、高知、愛媛
　　ＪＡＦ九州ラリー選手権：福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、
　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島、沖縄
　⚒．各地方選手権は原則として、上記に区分された当該地区内にすべて
の行程が設定されなければならない。
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第15条　得点基準および選手権順位の決定

　⚑．得点基準
　　　選手権として成立した各競技会で完走したドライバーおよびナビゲ
ーターに対し、競技結果成績により、第13条に従って設定されたクラ
スごとに、下記の表による得点を与える。

　　　ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合において、
隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車両を
含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。

　⚒．選手権順位の決定
　　⚑）選手権として成立した競技会が⚗戦以上の場合は高得点順に⚖戦

を、⚖戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。
　　⚒）上記⚑）に従って各競技者の得点を合計し、その合計得点が多い

順にクラス別の選手権順位を決定する。ＪＡＦは、この選手権順位
において第⚑位となったものを、当該地区における各クラスの選手
権者として認定する。

　　⚓）上記⚒）において、得点の合計が複数の競技者について同一とな
った場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。

　　⚔）上記⚓）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得た
すべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。

　　⚕）上記⚔）によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。
　　（⚑）⚑位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各ク

ラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に当該クラスの地方
選手権競技会に出場した回数の多い順に順位を決定する。

　　（⚒）上記（⚑）以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下
位の者の順位は繰り上げない。
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第⚔章　一般規定

第16条　ブリーフィング

　　すべてのクルーおよび競技参加者は、必ずブリーフィングに出席し、
かつ出席表に署名しなければならない。
　　ただし、ブリーフィングの実施の有無に関わらず、オーガナイザーは
すべてのクルーおよび競技参加者に対する指示事項（ブリーフィング資
料）を公式通知にて第⚑回審査委員会終了後直ちに発行するものとする。
なお、当該指示事項に追加／変更を生じた場合には、当該競技会審査委
員会の承認のもと再度、公式通知にて発表する。

第17条　保険

　⚑．オーガナイザーは保険に関し、ラリー競技開催規定第⚖条に定める
措置を講じること。

　⚒．オーガナイザーは上記⚑．の保険に加え、当該競技会の参加者に対
して傷害保険を付保すること。ただし、参加者自身が傷害保険（また
は共済等）に加入しており、かつその事実が書面等の確実な手段によ
って証明される場合はこの限りではない。

第18条　参加申し込み者に対する参加拒否

　　オーガナイザーは国内競技規則により、参加者に対して理由を示すこ
となく参加を拒否することができるが、この場合⚓日以内に当該理由を
付してＪＡＦに報告しなければならない。

第19条　選手権競技の延期、中止、非開催

　⚑．オーガナイザーは、選手権競技会の延期、または開催不能の場合、
その開催予定日の⚒ヵ月前までに、ＪＡＦにその理由を付して届け出
を行い承認を受けたうえ、必要な公示を行わなければならない。

　⚒．正当な理由なく、認定された選手権競技会を延期もしくは中止した
場合、または当該競技会を開催しなかった場合、そのオーガナイザー
に対しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。

　　　またＪＡＦは、組織許可申請以前の開催中止であっても、規則違反
とみなし、罰則を適用することがある。
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第20条　競技規則違反

　⚑．道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）または国内競
技車両規則に起因する失格を決定された競技者は、当該年の全得点が
無効となる場合がある。

　⚒．オーガナイザーに規則違反または著しい競技運営の不備があったと
ＪＡＦが判断した場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の選手
権競技の開催を認めない。

第21条　オブザーバーの派遣

　⚑．ＪＡＦは、選手権競技会の運営状況を確認するため、必要に応じて
オブザーバーを派遣し、その報告に基づき必要な措置を講じることが
できる。

　⚒．翌年に新たな全日本選手権競技会（申請時点で当該年の全日本選手
権カレンダーに登録されていない競技会）の開催を計画しているオー
ガナイザーは、カレンダー申請前に候補競技会（原則として地方選手
権競技会であること）の運営状況についてオブザーバーによる確認を
受けていなければならない。

　⚓．過去⚓年以内（⚓年前の年の⚑月⚑日から本選手権カレンダー登録
申請締切日までの間）に全日本選手権競技会を開催した実績のあるオ
ーガナイザーは、上記⚒．は適用されない。

第⚕章　規則の施行

第22条　本規定の特例

　　やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合は、ＪＡ
Ｆにおいて、その処置を決定する。

第23条　本規定の施行

　　本規定は、2020年⚑月⚑日から施行する。
以上
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第⚑章　総　則

　一般社団法人日本自動車連盟（ 以下「ＪＡＦ」という。） は、2020年
（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい
て優秀な成績を収めた者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ジ
ムカーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。
　日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「ＦＩＡの国際モー
タースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその細則（本
選手権規定およびスピード競技開催規定を含む）ならびに当該選手権競技
会特別規則」に従って開催される。

第⚑条　選手権の種別および区分

　⚑．日本ジムカーナ選手権
　　⚑）全日本ジムカーナ選手権
　　⚒）地方ジムカーナ選手権
　　　　地方選手権区分は国内スポーツカレンダー登録規定の行政区画に

よる。
　　　　ただし、ＪＡＦの承認を得て、隣接する行政区画にあるスピード

競技公認コースで開催することができる。（例：関東地方選手権を中
部地方で開催する場合。近畿地方選手権を中部地方で開催する場合。）

　⚒．日本ダートトライアル選手権
　　⚑）全日本ダートトライアル選手権
　　⚒）地方ダートトライアル選手権
　　　　地方選手権区分は国内スポーツカレンダー登録規定の行政区画に
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よる。
　　　　ただし、ＪＡＦの承認を得て、隣接する行政区画にあるスピード

競技公認コースで開催することができる。（例：関東地方選手権を中
部地方で開催する場合。近畿地方選手権を中部地方で開催する場合。）

第⚒条　選手権競技会の格式

　　全日本選手権競技会の格式は国内競技とする。
　　地方選手権競技会の格式は準国内競技または国内競技とする。

第⚓条　選手権競技会の数

　⚑．全日本ジムカーナ選手権競技会の最大開催数は⚘大会、全日本ダー
トトライアル選手権競技会の最大開催数は⚘大会とする。

　　　なお、国内スポーツカレンダー登録規定の行政区画による地域毎に
⚑競技会の開催を原則とする。

　⚒．地方ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技会は、各々最大開催
数を10大会とする。

第⚔条　オーガナイザー

　全日本選手権：公認団体、公認クラブまたは加盟クラブが組織できる。
　地方選手権　：公認団体、加盟団体または公認クラブ、加盟クラブが組

織できる。

第⚕条　選手権の申請資格

　下記のいずれかの条件を満たすこと。
　⚑．全日本選手権：
　　　過去⚕年以内（⚕年前の年の⚑月⚑日から本選手権カレンダー登録
申請締切日までの間）に当該競技種目の全日本選手権、ＪＡＦカップ
を⚑回以上、または地方選手権を⚓回以上開催した実績のあるもの。

　⚒．地方選手権：
　　⚑）上記⚑．の全日本選手権申請資格のあるもの。
　　⚒）過去⚓年以内（⚓年前の年の⚑月⚑日から本選手権カレンダー登

録申請締切日までの間）に当該競技種目の地方選手権競技会を⚑
回以上開催した実績のあるもの。
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　　⚓）過去⚕年以内（⚕年前の年の⚑月⚑日から本選手権カレンダー登
録申請締切日までの間）に地方格式以上の当該競技種目の競技会
を⚓回以上開催した実績のあるもの。

　　※共催について
　　　上記⚑．または⚒．の申請資格を満たすクラブ（団体）と申請資格
を満たさないクラブ（団体）の共催による申請は⚓クラブ（団体）以
内であれば認められる。

　　　この共催によるオーガナイザーの実績は、上記⚑．または⚒．に定
める開催実績として認める。

第⚖条　選手権の登録申請

　選手権の登録申請は、国内スポーツカレンダー登録規定に従いカレンダ
ー登録申請し、同時にＪＡＦ所定の申請書に従って以下の事項を記載なら
びに添付して提出すること。
　なお、全日本選手権の登録申請は、競技種目毎に⚑クラブ（団体）⚑申
請までとする。
　⚑．選手権の開催月日、種別、区分、部門、およびクラス区分
　⚒．選手権の開催場所
　⚓．コース公認申請者の同意：
　　　カレンダー登録申請時点で当該選手権開催に有効なコース公認許可
証を所持しているコース公認申請者の同意を必要とする（カレンダー
登録申請者の競技会開催日に関する同意欄を使用することとする）。

　⚔．その他必要事項

第⚗条　選手権の開催日程

　全日本選手権：当該年の⚑月⚑日～10月第⚒日曜日
　地方選手権　：当該年の⚑月⚑日～10月第⚑日曜日

第⚘条　選手権の認定

　　ＪＡＦは、当該選手権として申請された中から日本ジムカーナ／ダー
トトライアル選手権競技会に適合する競技会を当該選手権競技会として
認定する。
　　当該選手権競技会として認定を受けるオーガナイザーは、開催日程を
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含め選手権競技会に関するＪＡＦからの指示事項に従わなければならな
い。
　　ＪＡＦは競技会終了後選手権競技会としての要件を満たさなかったと
判断した場合には、当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。

第⚙条　選手権競技会の公示

　　ＪＡＦは、認定された選手権競技会を、当該年度の始めまでに公示する。

第10条　選手権競技会の組織許可申請

　　選手権として認定された競技会は以下の期日までにＪＡＦ所定の書式
により組織許可申請書類をＪＡＦに提出しなければならない。
　⚑．全日本選手権競技会は開催日の⚓ヵ月前まで
　⚒．地方選手権競技会は開催日の⚒ヵ月前まで

第11条　参加車両

　⚑．ＰＮ部門：
　　　ＰＮ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両また
はＪＡＦ登録車両で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則（以下「車両
規則」という。）第⚓編スピード車両規定に定めるスピードＰＮ車両
（ＰＮ車両）に適合したものとする。

　⚒．Ｎ部門：
　　　Ｎ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両または
ＪＡＦ登録車両で、当該年度ＪＡＦ車両規則第⚓編スピード車両規定
に定めるスピードＮ車両（Ｎ車両）に適合したものとする。

　⚓．Ｂ部門：
　　　Ｂ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第⚓編スピード車両規
定に定めるスピードＢ車両（Ｂ車両）に適合したものとする。（地方
選手権のみに適用）

　⚔．ＳＡ部門：
　　　ＳＡ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第⚓編スピード車両
規定に定めるスピードＳＡ車両（ＳＡ車両）に適合したものとする。

　⚕．ＳＡＸ部門
　　　ＳＡＸ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第⚓編スピード車
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両規定に定めるスピードＳＡＸ車両（ＳＡＸ車両）に適合したものと
する。

　⚖．ＳＣ部門：
　　　ＳＣ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両また
はＪＡＦ登録車両で、当該年度車両規則第⚓編スピード車両規定に定
めるスピードＳＣ車両（ＳＣ車両）に適合したものとする。

　⚗．Ｄ部門：
　　　Ｄ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第⚓編スピード車両規
定に定めるスピードＤ車両（Ｄ車両）に適合したものとする。

　⚘．ＡＥ部門：
　　　ＡＥ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両また
はＪＡＦ登録車両で、当該年度車両規則に定める当該車両規定に適合
したものとする。

第12条　選手権の部門およびクラス区分

　⚑．日本ジムカーナ選手権
　　⚑）全日本ジムカーナ選手権：
　　　⑴　部門：
　　　　　全日本ジムカーナ選手権の部門は、第11条「参加車両」の分類

に基づき、ＰＮ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門、ＳＣ部門およびＡＥ部
門の⚔部門で構成される。

　　　⑵　クラス区分：
　　　　　ＰＮ、ＳＡ・ＳＡＸ、ＳＣ、ＡＥの各部門は、下記の通りクラ

ス区分される。
　　　　スピードＰＮ車両部門：
　　　　　クラス⚑：気筒容積1600ｃｃ以下の⚒輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰ

Ｎ車両。
　　　　　クラス⚒：気筒容積1600ｃｃを超える⚒輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）の

ＰＮ車両。
　　　　　クラス⚓：気筒容積1600ccを超える2000cc以下の⚒輪駆動（Ｆ

Ｒ）のＰＮ車両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年
またはＪＡＦ登録年が2012年⚑月⚑日以降の車両。

　　　　　クラス⚔：クラス⚑、クラス⚒およびクラス⚓に該当しない
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　　　　　　　　　　ＰＮ車両。
　　　　スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門：
　　　　　クラス⚑：気筒容積1600ｃｃ以下の前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。
　　　　　クラス⚒：気筒容積1600ｃｃを超える前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車

両。
　　　　　クラス⚓：後輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。
　　　　　クラス⚔：⚔輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。
　　　　スピードＳＣ車両部門：（クラス区分なし）
　　　　スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし）
　　⚒）地方ジムカーナ選手権：
　　　⑴　部門：
　　　　　地方ジムカーナ選手権の部門は、第11条「参加車両」の分類に

基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、Ｂ部門、ＳＡ部門、ＳＡＸ部門、Ｓ
Ｃ部門、Ｄ部門およびＡＥ部門の中から、下記⑵の①または②の
いずれかに区分された部門により構成される。

　　　⑵　クラス区分：
　　　　　下記①または②のいずれかのクラス区分とする。
　　　　①全日本選手権と同クラス区分
　　　　②開催地域別に任意に設定されるクラス区分
　　　　　※次のａ.～ｃ.の要件すべてを満たし、ＪＡＦの承認を得るこ

とを条件として、クラス区分を任意に設定することができる。
　　　　　　ただし、ａ.～ｃ.の要件のいずれかでも満たすことができな

い場合は、上記①の全日本選手権と同一クラス区分とする。
　　　　ａ．クラス区分は最大14区分以内とすること。クラス区分に際し

ては、単一部門内でクラス区分を組み合わせるのみでなく、
異なる部門（ＰＮ、Ｎ、Ｂ、ＳＡ、ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）
を合体してクラス区分を組み合わせることも認められ、また、
駆動輪別（前輪駆動、後輪駆動、⚒輪駆動、⚔輪駆動等）に
よるクラス区分を組み合わせることについても認められる。

　　　　　　さらに、それらのクラス区分毎に国内競技車両規則第⚓編ス
ピード車両規定第⚓章～第⚗章、第10章に対し、選手権シリ
ーズを通じて特定の制限を加えることも認められる。

　　　　ｂ．同一地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同
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意を得ること。
　　　　ｃ．上記ａ．およびｂ．について、当該年の前年の11月15日まで

に、その内容を記した書面をＪＡＦに提出すること。
　⚒．日本ダートトライアル選手権
　　⚑）全日本ダートトライアル選手権：
　　　⑴　部門：
　　　　　全日本ダートトライアル選手権の部門は、第11条「参加車両」

の分類に基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門、ＳＣ部
門、Ｄ部門およびＡＥ部門の⚖部門で構成される。

　　　⑵　クラス区分：
　　　　　ＰＮ、Ｎ、ＳＡ・ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥの各部門は、下記の

通りクラス区分される。
　　　　スピードＰＮ車両部門：
　　　　　クラス⚑：気筒容積1600ｃｃ以下の⚒輪駆動のＰＮ車両。
　　　　　クラス⚒：気筒容積1600ｃｃを超える⚒輪駆動（ＦＦ）のＰＮ車

両。
　　　　　クラス⚓：気筒容積1600ｃｃを超える⚒輪駆動（ＦＲ）のＰＮ車

両。
　　　　スピードＮ車両部門：（クラス区分なし）
　　　　スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門：
　　　　　クラス⚑：⚒輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。
　　　　　クラス⚒：⚔輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。
　　　　スピードＳＣ車両部門：
　　　　　クラス⚑：⚒輪駆動のＳＣ車両。
　　　　　クラス⚒：⚔輪駆動のＳＣ車両。
　　　　スピードＤ車両部門：（クラス区分なし）
　　　　スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし）
　　⚒）地方ダートトライアル選手権：
　　　⑴　部門：
　　　　　地方ダートトライアル選手権の部門は、第11条「参加車両」の

分類に基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、Ｂ部門、ＳＡ部門、ＳＡＸ部
門、ＳＣ部門、Ｄ部門およびＡＥ部門の中から、下記⑵の①また
は②のいずれかに区分された部門により構成される。
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　　　⑵　クラス区分：
　　　　　下記①または②のいずれかのクラス区分とする。
　　　　①全日本選手権と同クラス区分
　　　　②開催地域別に任意に設定されるクラス区分
　　　　　※次のａ.～ｃ.の要件すべてを満たし、ＪＡＦの承認を得るこ

とを条件として、クラス区分を任意に設定することができる。
　　　　　　ただし、ａ.～ｃ.の要件のいずれかでも満たすことができな

い場合は、上記①の全日本選手権と同一クラス区分とする。
　　　　ａ．クラス区分は最大11区分以内とすること。クラス区分に際し

ては、単一部門内でクラス区分を組み合わせるのみでなく、
異なる部門（ＰＮ、Ｎ、Ｂ、ＳＡ、ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）
を合体してクラス区分を組み合わせることも認められ、また、
駆動輪別（前輪駆動、後輪駆動、⚒輪駆動、⚔輪駆動等）に
よるクラス区分を組み合わせることについても認められる。

　　　　　　さらに、それらのクラス区分毎に国内競技車両規則第⚓編ス
ピード車両規定第⚓章～第⚗章、第10章に対し、選手権シリ
ーズを通じて特定の制限を加えることも認められる。

　　　　ｂ．同一地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同
意を得ること。

　　　　ｃ．上記ａ．およびｂ．について、当該年の前年の11月15日まで
に、その内容を記した書面をＪＡＦに提出すること。

第13条　参加資格

　　当該年度有効な競技許可証所持者とする。

第14条　参加台数

　　各選手権競技会の参加台数は原則として制限しない。

第15条　選手権シリーズおよび選手権競技の成立

　⚑．選手権シリーズの成立
　　　第12条で定められた各選手権競技会が当該年度で本条⚒．に従って
⚓回以上開催されなければ当該各部門各クラスの選手権シリーズは成
立しない。
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　⚒．選手権競技の成立
　　⚑）全日本選手権は、各競技会において各部門各クラス⚕台以上の出

走を以って成立する。
　　⚒）地方選手権は、各競技会において各部門各クラス⚓台以上の出走

を以って成立する。

第16条　選手権競技会の延期、中止、非開催

　　オーガナイザーは、登録された選手権競技会が延期、中止、開催不能
の場合、その開催日の⚒ヵ月前までに理由を付してＪＡＦに届出を行い
承認を得たうえで、必要な公示を行わなければならない。
　　正当な理由なく認定された選手権競技会を中止、または開催しなか
ったオーガナイザーに対しては、次年度の選手権の登録申請を認めない
場合がある。
　　また、ＪＡＦは組織許可申請以前の中止であっても、規則違反とみな
し、罰則を適用することがある。

第17条　規則違反

　⚑．選手権競技会に適用されるすべての規則または規定に対する違反が
あった場合、ＪＡＦは当該違反者に対し罰則を適用する。

　⚒．道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）または国内競
技車両規則に起因する失格を決定されたドライバーは、当該年度の全
得点が無効となる場合がある。

第18条　選手権保持者の認定

　⚑．ＪＡＦは第12条の各部門各クラスの最高得点者を日本選手権保持者
として認定する。

　⚒．得点合計の対象は、選手権として成立した当該クラスの競技会の
70％（小数点以下四捨五入）とし、高得点順に合計する。ただし、開
催された当該選手権クラスの競技会の合計数が⚕競技会に満たない場
合は、開催されたすべての競技会が得点の対象となる。

　⚓．複数の競技者が同一得点を得た場合は、下記に従い順位を認定する。
　　⚑）有効得点（選手権として成立した当該クラスの競技会数の70％

（小数点以下四捨五入））の範囲内で高得点を得た回数の多い順に順
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位を決定する。
　　⚒）上記⚑）の回数も同一の場合、当該競技者が獲得したすべての得

点のうち、高得点を得た回数の多い順に順位を認定する。
　　⚓）上記⚒）の方法によっても結果が出ない場合には、同順位として

認定する。ただし、下位の者の順位は繰り上げない。
　　　例）⚒位が複数の場合：⚑位、⚒位、⚒位、⚔位

第19条　得点基準

　　各選手権競技会の各クラスごとに競技結果成績に基づき下記の得点を
与える。
　　得点基準表：

第20条　賞の授与

　　日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権保持者として認定された者
に対し、ＪＡＦは資格認定証およびＪＡＦが別に定める「ＪＡＦモー
タースポーツ賞典規定」による賞典を与える。

第⚒章　参加に関する規定

第21条　参加申込に関する規定

　⚑．同一運転者は⚑つの競技会で⚑つのクラスのみ参加できる。
　⚒．全日本選手権
　　⚑）シードドライバー
　　　⑴ＪＡＦは前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位⚖名を当該

部門クラスの当該年度シードドライバーとして認定する。
　　　⑵シードドライバーは全日本選手権の認定された部門クラスに限り

参加を優先的に認められる。
　　⚒）同一車両による重複参加は、同一クラス内に限り⚒名まで認めら

れる。
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　⚓．地方選手権
　　⚑）同一車両による重複参加は⚒名まで認められる。
　　⚒）前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位⚑名までに認定され

たシードドライバーは、地方選手権への参加は認められない。

第22条　参加申込者に対する参加拒否

　　組織委員会は国内競技規則⚔−19に従い、参加申込者に対し理由を示
すことなく参加を拒否した場合は、速やかにその理由を付してＪＡＦに
報告しなければならない。

第⚓章　競技会運営に関する規定

第23条　プラクティス（練習）

　　オーガナイザーがプラクティスを行う場合は、全参加者にそのスケ
ジュールを公開すること。

第24条　ドライバー変更

　　ドライバー変更は認められない。

第25条　車両変更

　⚑．参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、破損等やむを
得ない事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。

　⚒．車両変更は同一部門同一クラスであること。
　⚓．車両変更申請は当該競技会の公式受付（参加確認受付）終了までと
する。

第26条　ドライバーズブリーフィング

　⚑．競技長は競技開始前に競技会審査委員会の出席を得てブリーフィン
グを開催する。

　⚒．ドライバーはブリーフィング開始から終了まで出席していなければ
ならない。開始から終了まで出席しなかった場合は再ブリーフィングを
受けなければならない。

2020年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定

270



　
第⚔章　競技に関する規定

第27条　公式予選

　　オーガナイザーは、選手権競技会に公式予選を設ける場合は、その実
施方法について競技会特別規則に明記すること。

第28条　コースの慣熟

　　オーガナイザーは、発表したコースについて、参加者のための慣熟走
行または慣熟歩行にてコースの慣熟を行うこと。

第29条　信号合図

　　選手権競技会で使用する信号合図は「スピード競技における旗信号に
関する指導要項」に従うこと。特別な信号を使用する場合は競技会特別
規則に明記すること。

第30条　順位の決定

　　原則として競技は⚒ヒートで行う。⚒ヒートのうち良好なヒートのタ
イムを採用し最終の順位（競技結果）とする。
　　同タイムの場合は下記に従い順位を決定する。
　⚑．セカンドタイムの良好な者。
　⚒．排気量の小さい順。
　⚓．競技会審査委員会の決定による。

第31条　競技会の成立、延期、中止、短縮

　⚑．保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難にな
った場合、競技会審査委員会の決定により競技会の成立、延期、中止、
短縮を行う場合がある。

　⚒．競技は第⚑ヒートが終了した時点で成立する。
　⚓．オーガナイザーは、競技会の延期のため参加者が出場できない場合、
または中止の場合は参加料を返還すること。ただし、天災地変の場合
はこの限りでない。
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第⚕章　一般規定

第32条　競技車両のパドック待機

　⚑．競技車両は、車両検査終了後から正式競技結果発表までの間は、指
定駐車待機場所で保管されているものとする（コースを走行中または
走行のための移動を除く）。

　⚒．パドック待機中の競技車両はタイヤ交換および空気圧調整、プラグ
交換、Ｖベルト交換（調整）、車高調整、ショックアブソーバーの減衰
力調整、空力装置の調整作業を除き、変更、交換作業を行う場合は、
事前に技術委員長の許可を得ること。

第33条　参加者（ドライバー）の遵守事項

　⚑．参加者は、当該選手権への参加に係わるすべての者にすべての法規
および規則を遵守させる責任を有する。

　⚒．参加者は、当該競技期間中、自己の車両が車両規定および安全規定
に適合していることを保証すること。

　⚓．参加者およびドライバー等のチーム関係者は、オーガナイザーまた
は競技会審査委員会によって事情聴取等を受けた場合は、指示がある
まで会場を離れないこと。

第34条　保　険

　　オーガナイザーは保険（共済制度を含む）に関し、自動車競技の組織
に関する規定第⚘条⚒．に定める措置をとること。

第35条　競技会特別規則

　　オーガナイザーは、ＪＡＦの承認を得て当該選手権競技会の特別規則
を発行すること。

第⚖章　選手権規定の施行に関する規定

第36条　本規定の特例

　　やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合には、 
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ＪＡＦがその処置を決定する。

第37条　選手権規定の変更

　　ＪＡＦは年度途中においても本選手権規定を見直す場合がある。

第38条　本選手権規定の施行

　　本選手権規定は、2020年⚑月⚑日から施行する。
　　ただし、第⚖条⚓、第12条⚑．⚒）⑵②ｃ．および第12条⚒．⚒）⑵
②ｃ．については、2019年⚖月⚑日から施行する。

以上
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第⚑条　目　的

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は日本ジム
カーナ／ダートトライアル選手権上位入賞者を対象として、各地域のモ
ータースポーツの健全な発展および振興を図ることを目的に、年⚑回開
催されるジムカーナおよびダートトライアル競技の祭典に「ＪＡＦカッ
プオールジャパンジムカーナ」「ＪＡＦカップオールジャパンダートト
ライアル」のタイトルを与える。

第⚒条　適用規則

　　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアル競技は、
「ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技
規則とその細則（本規定ならびにスピード競技開催規定を含む）、2020
年（以下「当該年」という。）日本ジムカーナ／ダートトライアル選手
権規定（第⚑章および第⚒章を除く）ならびに当該競技会特別規則」が
適用される。

第⚓条　競技会の認定

　　ＪＡＦは当該年度全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権、およ
び地方ジムカーナ／ダートトライアル選手権の上位入賞者を対象として
開催されるジムカーナ／ダートトライアル競技を「ＪＡＦカップオール
ジャパンジムカーナ」「ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル」
として認定する。
　　当該競技会として認定を受けるオーガナイザーは、開催日程を含めＪ
ＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアル競技会に関す
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るＪＡＦからの指示事項に従わなければならない。

第⚔条　開催場所

　　第⚑条に基づき、ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートト
ライアル競技会の開催場所は、原則として暦年毎に異なる開催地域とす
る。

第⚕条　参加車両

　　当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第11条「参加
車両」と同一とする。

第⚖条　部門およびクラス区分

　⚑．ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ
　　　当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第12条⚑． 
⚑）に下記の部門クラスを加え⚔部門11クラスで構成される。

　　　　スピードＰＮ車両部門
　　　　クラスWomen：⚒輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両。
　⚒．ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル
　　　当該年度日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第12条⚒． 

⚑）に下記の部門クラスを加え⚖部門11クラスで構成される。
　　　　スピードＰＮ車両部門
　　　　クラスWomen：⚒輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両。

第⚗条　開催資格

　　開催資格は、「公認クラブ、公認団体または加盟クラブ」とし、競技
会の格式は「国内」とする。

第⚘条　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／
　　　　ダートトライアルの申請資格

　　過去⚕年以内（⚕年前の年の⚑月⚑日から本選手権カレンダー登録申
請締切日までの間）に当該競技種目の全日本選手権、ＪＡＦカップを⚑
回以上、または地方選手権を⚓回以上開催した実績のあるもの。
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　※共催について：
　　上記の申請資格を満たすクラブ（団体）と申請資格を満たさないクラ
ブ（団体）の共催による申請は⚓クラブ（団体）以内であれば認められ
る。
　　この共催によるオーガナイザーの実績は、上記に定める開催実績とし
て認める。

第⚙条　参加資格と優先順位

　⚑．当該年度全日本選手権シリーズの各部門、各クラス10位までの者。
　⚒．当該年度各地区の地方選手権シリーズの各部門、各クラス6位まで
の者。

　⚓．組織委員会の選考に基づく者。
　　　ただし、前項⚑．および⚒．に定めてある参加資格および優先順位
を妨げてはならない。

　⚔．第⚖条⚑．および第⚖条⚒．のスピードＰＮ部門クラスWomenの
参加者は、女性（公的な書類等による性別が女性（FEMALE））とし、
且つ前項⚑．～⚓．の何れかを満たさなければならない。

第10条　同一競技会の参加制限

　⚑．同一運転者は⚑つの競技会に⚑クラスしか参加できない。
　⚒．同一車両による重複参加（ダブルエントリー）は同一クラス内に限
り認められる。ただし、ＰＮ車両部門クラスWomenは同一部門内に
限り認められる。

第11条　参加台数

　　ＪＡＦカップオールジャパン対象部門およびクラスの最大参加台数
は、180台までとする。

第12条　競技会の成立

　　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアルは、各
クラス毎に⚕台以上の出走をもって成立とする。
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第13条　競技規則違反

　⚑．認定された競技会に適用される規則または規定に対する違反があっ
た場合、ＪＡＦは当該違反者に対し罰則を適用する。

　⚒．道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）または国内競
技車両規則違反は失格となる場合がある。

第14条　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／
　　　　ダートトライアルの開催日程と申請手続き

　　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアルを組織し
ようとする者は、カレンダー登録申請時に、次に定める方法で申請しな
ければならない。
　⚑．申請手続き
　　⚑）ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ
　　　開催日程：当該年の10月最終週末～11月第⚒週末（前後日を入れて

⚒日間開催も可）
　　　申請期間：前年の⚗月15日迄にＪＡＦ各地方本部に直接申請すること。
　　⚒）ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル
　　　開催日程：当該年の10月最終週末～11月第⚒週末（前後日を入れて

⚒日間開催も可）
　　　申請日程：前年の⚗月15日迄にＪＡＦ各地方本部に直接申請すること。
　⚒．組織許可申請
　　　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアルの組織
申請は開催日の⚓ヵ月前までに行わなければならない。

　⚓．成績報告
　　　オーガナイザーは、成績を「ＪＡＦ公認競技会・競技結果成績表」
に記載し、競技終了後、直ちにＪＡＦ本部に報告しなければならない。

第15条　賞の授与

　　ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアルの各部門
各クラスで⚑位となったものに対し、ＪＡＦカップを授与し、また⚒位
～⚖位となった者に対し賞典を与える。
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第16条　延期、中止、非開催

　⚑．オーガナイザーは、ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダー
トトライアルの延期、または開催不能の場合、その開催予定日の⚒ヵ
月前までに、ＪＡＦにその理由を付して届け出を行い承認を受けなけ
ればならない。

　⚒．正当な理由がなく、本競技会を開催しなかったオーガナイザーに対
しては、次年度以降の本競技会の開催を認めない場合がある。また、
ＪＡＦは組織申請許可以前の開催中止であっても、規則違反とみなし、
罰則を適用することがある。

第17条　本規定の特例

　　やむを得ない事情または重大な規則違反により、本規定を適用できな
い場合は、ＪＡＦにおいてその処置を決定する。

第18条　本規定の施行

　　本規定は、2020年⚑月⚑日から施行する。
以上
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第⚑章　総則

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という）は、⚒⚐⚒⚐年（以下
「当該年」という。）のサーキットトライアル競技会において優秀な成績
を収めた者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本サーキットトライ
アル選手権規定を制定する。
　日本サーキットトライアル選手権競技は「ＦＩＡの国際モータースポー
ツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその細則（本選手権規定お
よびスピード競技開催規定を含む）ならびに当該選手権競技会特別規則」
に従って開催される。

第⚑条　選手権の区分

　日本サーキットトライアル選手権は次の通り区分する。
　地方選手権
　地方選手権の呼称は、⚑サーキットで⚑シリーズを構成するものについ
ては、開催されるサーキット名およびオーガナイザー名を付し、また、複
数のサーキットで⚑シリーズを構成するものについては当該地方名を付す
る。

第⚒条　選手権競技会の格式

　準国内競技または国内競技とする。

第⚓条　選手権競技会の数

　各々最大開催数を⚑⚐大会とする。

第⚔条　オーガナイザー

　公認団体、加盟団体または公認クラブおよび加盟クラブが組織できる。
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第⚕条　選手権の申請資格

　第⚔条の団体またはクラブのみ申請することができる。

第⚖条　選手権の登録申請

　選手権の登録申請は、国内スポーツカレンダー登録規定に従いカレンダ
ー登録申請し、同時にＪＡＦ所定の申請書に従って以下の事項を記載なら
びに添付して提出すること。
　⚑．選手権の開催月日
　⚒．選手権の開催場所
　⚓．コース公認申請者の同意：
　　　カレンダー登録申請時点で当該選手権開催に有効なコース公認許可
証を所持しているコース公認申請者の同意を必要とする（カレンダー
登録申請者の競技会開催日に関する同意欄を使用することとする）。

　⚔．その他必要事項

第⚗条　選手権開催日程

　2020年⚑月⚑日～2020年12月31日

第⚘条　選手権の認定

　ＪＡＦは、当該選手権として申請された中から日本サーキットトライア
ル選手権競技会に適合する競技会を当該選手権競技会として認定する。
　当該選手権競技会として認定を受けるオーガナイザーは、選手権競技会
に関するＪＡＦからの指示事項に従わなければならない。
　ＪＡＦは競技会終了後選手権競技会としての要件を満たさなかったと判
断した場合には、当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。

第⚙条　選手権競技会の公示

　ＪＡＦは、認定された選手権競技会を、当該年度の始めまでに公示する。

第⚑⚐条　選手権競技会の組織許可申請

　選手権として認定された競技会は以下の期日までにＪＡＦ所定の書式に
より組織許可申請書類を開催日の⚒ヶ月前までにＪＡＦに提出しなければ
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ならない。

第⚑⚑条　参加車両

　当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第⚓編スピード車両規定に適合したも
のとする。

第⚑⚒条　選手権の部門およびクラス区分

　⚑．部門：
　　　第⚑⚑条に基づき、下記⚒．の何れかに区分された部門により構成さ
れる。

　⚒．クラス区分：
　　⚑）クラス区分は最大⚙区分以内とすること。クラス区分に際しては、

単一部門内でクラス区分を組み合わせるのみでなく、異なる部門
（Ｐ、ＰＮ、Ｎ、ＳＡ、ＳＡＸ、Ｂ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）を合体して
クラス区分を組み合わせることも認められ、また駆動輪別（前輪駆
動、後輪駆動、⚒輪駆動、⚔輪駆動等）によるクラス区分を組み合
わせることについても認められる。さらに選手権シリーズを通じて
特定の制限を加えることも認められる。

　　⚒）当該シリーズを構成するオーガナイザー全ての同意を得ること。
　　⚓）上記⚑）および⚒）について、当該年の前年の⚑⚑月⚑⚕日までに、

その内容を記した書面をＪＡＦに提出すること。

第⚑⚓条　参加資格

　当該年度有効なＪＡＦ競技許可証所持者とする。

第⚑⚔条　参加台数

　各選手権競技会の参加台数は原則として制限しない。

第⚑⚕条　選手権シリーズおよび選手権競技の成立

　⚑．選手権シリーズの成立
　　　第⚑⚒条で定められた各選手権競技会が当該年度で本条⚒．に従って
⚓回以上開催されなければ当該各部門各クラスの選手権シリーズは成
立しない。
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　⚒．選手権競技の成立
　　　各競技会において各部門各クラス⚓台以上の出走を以って成立する。

第⚑⚖条　選手権競技会の延期、中止、非開催

　オーガナイザーは、登録された選手権競技会が延期、中止、開催不能の
場合、その開催日の⚒ヶ月前までに理由を付してＪＡＦに届出を行い、承
認を得たうえで、必要な公示を行わなければならない。
　正当な理由なく認定された選手権競技会を中止、または開催しなかった
オーガナイザーに対しては、次年度の選手権の登録申請を認めない場合が
ある。
　また、ＪＡＦは組織許可申請以前の中止であっても、規則違反とみなし、
罰則を適用することがある。

第⚑⚗条　規則違反

　⚑．選手権競技会に適用されるすべての規則または規定に対する違反が
あった場合、ＪＡＦは当該違反者に対し罰則を適用する。

　⚒．道路運送車両の保安基準（昭和⚒⚖年運輸省令第⚖⚗号）または国内競
技車両規則に起因する失格を決定されたドライバーは、当該年度の全
得点が無効となる場合がある。

第⚑⚘条　選手権保持者の認定

　⚑．ＪＡＦは第12条の各部門各クラスの最高得点者を地方選手権保持者
として認定する。

　⚒．得点合計の対象は、選手権として成立した当該クラスの競技会の
⚗⚐％（小数点以下四捨五入）とし、高得点順に合計する。ただし、開
催された当該選手権クラスの競技会の合計数が⚕競技会に満たない場
合は、開催されたすべての競技会が得点の対象となる。

　⚓．複数の競技者が同一得点を得た場合は、下記に従い順位を認定する。
　　⚑）有効得点（選手権として成立した当該クラスの競技会数の70％

（小数点以下四捨五入））の範囲内で高得点を得た回数の多い順に
順位を決定する。

　　⚒）上記⚑）の回数も同一の場合、当該競技者が獲得したすべての得
点のうち、高得点を得た回数の多い順に順位を認定する。
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　　⚓）上記⚒）の方法によっても結果が出ない場合には、同順位として
認定する。

　　　　ただし、下位の者の順位は繰り上げない。
　　　　例）⚒位が複数の場合：⚑位、⚒位、⚒位、⚔位

第⚑⚙条　得点基準

　各選手権競技会の各クラスごとに競技結果成績に基づき下記の得点を与
える。
　得点基準表：

第⚒⚐条　賞の授与

　日本サーキットトライアル選手権保持者として認定された者に対し、Ｊ
ＡＦは資格認定証およびＪＡＦが別に定める「ＪＡＦモータースポーツ賞
典規定」による賞典を与える。

第⚒章　競技に関する規定

第⚒⚑条　順位の決定

　原則として競技は⚒ヒートで行う。⚒ヒートのうち良好なヒートのタイ
ムを採用し最終の順位（競技結果）とする。同タイムの場合は下記に従い
順位を決定する。
　⚑．セカンドタイムの良好な者。
　⚒．排気量の小さい順。
　⚓．競技会審査委員会の決定による。

第⚒⚒条　競技会の成立、延期、中止、短縮

　⚑．保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難になっ
た場合、競技会審査委員会の決定により競技会の成立、延期、中止、
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短縮を行う場合がある。
　⚒．競技は第⚑ヒートが終了した時点で成立する。
　⚓．オーガナイザーは、競技会の延期のため参加者が出場できない場合、
または中止の場合は参加料を返還すること。ただし、天災地変の場合
はこの限りではない。

第⚓章　一般規定

第⚒⚓条　保険

　オーガナイザーは保険（共済制度を含む）に関し、自動車競技の組織に
関する規定第⚘条⚒．に定める措置をとること。

第⚒⚔条　競技会特別規則

　オーガナイザーは、ＪＡＦの承認を得て当該選手権競技会の特別規則を
発行すること。

第⚔章　選手権規定の施行に関する規定
　

第⚒⚕条　本規定の特例

　やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合には、ＪＡ
Ｆがその処置を決定する。

第⚒⚖条　選手権規定の変更

　ＪＡＦは年度途中においても本選手権規定を見直す場合がある。

第⚒⚗条　本選手権規定の施行

　本選手権規定は2020年⚑月⚑日から施行する。

以上
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第⚑条　目　的

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）は、自動車レ
ースの健全な発展を図るため、自動車登録番号標付車両を使用するレー
ス（以下「本レース」という）に関して本規定を定める。

第⚒条　参加車両

　⚑．本レースに参加する車両は、国内競技車両規則第⚓編第⚕章スピー
ドＳＡ車両規定または第⚗章スピードＢ車両規定に適合したものとす
る。

　⚒．上記⚑．に加え、⚖点式以上のロールケージおよび⚔点式以上の安
全ベルトの装着が義務づけられる。

第⚓条　開催資格

　　本レースを開催できる者は、「公認クラブ」または公認モーターレー
シングコース所有者である「公認団体」および「加盟団体」とする。

第⚔条　競技の格式

　　本レースの格式は、「国内」、「準国内」または「地方」のいずれかと
する。
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第⚕条　組織許可申請

　　本レースを開催しようとする者は、競技の格式に関わらず競技会開催
日の⚒ヵ月前までに、所定の書式に参加車両規則案および「自動車登録
番号標付車両によるレースの車両検査体制表」（別紙⚑）を添付して、
組織許可申請を行うこと。

第⚖条　車両検査

　⚑．オーガナイザーは、競技に先立ち車両検査を実施し、排出ガスの検
査をはじめ保安基準およびスピードＳＡ車両規定またはスピードＢ車
両規定への適合の確認を行わなければならない。

　⚒．参加者は、出走可能な状態で車両検査を受けなければならない。車
両検査を受けない場合、車両検査で不合格の場合、または技術委員長
の修正指示に従わない場合は、競技に参加することはできない。

　⚓．車両検査に車両を提示することは、当該車両が適用規則のすべてに
適合していることを申告したものとみなされる。

　⚔．オーガナイザーは、競技会での車両故障あるいは損傷等を誘因とし
た車両事故等を未然に防止するため、本規定細則「自動車登録番号標
付車両によるレースの車両検査および安全対策」（別紙⚒）に基づく
車両検査体制を構築すること。

第⚗条　競技終了後の搬送

　⚑．競技会公式車両検査終了後すべての参加車両は、車両故障あるいは
損傷の有無にかかわらずオーガナイザーまたは当該参加者が用意した
車両運搬車等の自走しない手段により、整備工場等に搬送され、一般
の交通の用に供するのに適するか否かの確認を受けなければならな
い。オーガナイザーは、その結果についての検査票を全参加車両につ
いて作成すること。

　⚒．競技に参加した車両が、前項に従って整備工場等に搬送されなかっ
た場合は、その競技成績は抹消され、かつ、その競技参加者、競技運
転者および車両の以後の本レースへの参加は認められない。

　　　入賞した車両の競技成績が本項によって抹消された場合、その車両
の後順位の車両の順位は繰り上げられない。
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第⚘条　参加車両の履歴

　　本レースに参加した車両の履歴については、ＪＡＦおよびオーガナイ
ザーにより管理され、第⚗条の検査票で不具合を指摘された車両につい
ては、必要な手続きが完了しない限り、本レースの参加が認められない。

第⚙条　保　険

　　自動車競技の組織に関する規定第⚘条⚑を適用する。

第10条　競技規則

　⚑．最大決勝出走台数：
　　　ＪＡＦ国内モーターレーシングコース許可証に記された台数とする。
　⚒．燃　料：
　　⚑）本レースに使用できる燃料は、石油会社で生産され一般に市販さ

れている無鉛ハイオクガソリンまでとする。オクタン価を増すこ
とのない通常のオイルあるいは水ぬき剤は使用できるが、他の添
加剤の使用は禁止される。

　　⚒）オーガナイザーは、燃料を指定してはならない。
　　⚓）フリー走行、公式予選および決勝レース等の競技中の燃料補給は

許されない。
　　　　ただし、競技中以外に燃料補給を行う場合は、エンジンを停止し、

ドライバーはシートを離れなければならない。ピット内に燃料を保
管する場合は、最大20ℓまでとし、消防法に適合した金属製の携行
缶に保管しなければならない。

　⚓．信号合図：
　　　国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に従うこと。

第11条　本規定の特例

　　やむを得ない事情により、本規定を適用できない場合には、ＪＡＦが
その処置を決定する。

第12条　本規則の施行

　　本規定は、2012年⚑月⚑日より施行する。
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自動車登録番号標付車両によるレース開催規定の統一解釈

⚑．第⚒条　「参加車両」について：
　　本規定第⚒条　「参加車両」⚑．に基づき本レースに参加する車両は、
国内競技車両規則第⚓編第⚑章一般規定第⚒条に定義されるスピードＳ
Ａ車両またはスピードＢ車両に適合したものとする。
　　統一解釈：
　　⚑）消火器：レース車両規定に基づく消火器を装着することが推奨さ

れる。
　　⚒）最低重量：ジムカーナ競技における最低重量を適用する。
　　　　　　　　　ただし、規定に適合できない場合は、オーガナイザー

からの申請に基づきレースシリーズ毎にＪＡＦが決定
する。

　　⚓）タイヤ／ホイール：規定に適合できない場合、スピードＳＡ車両
は、⚒⚐⚐⚒年国内競技車両規則第⚔編スピ
ード車両規定第⚒章スピードＡ車両⚙．⚓．
13）タイヤおよびホイールを限度とし、オー
ガナイザーからの申請に基づきレースシリー
ズ毎にＪＡＦが決定する。

　　　　　　　　　　　　　またスピードＢ車両は、オーガナイザーから
の申請に基づきレースシリーズ毎にＪＡＦが
決定する。

⚒．第⚗条　「競技終了後の搬送」について：
　　統一解釈：
　　⚑）オーガナイザーは、「指定自動車整備事業規則」第⚔条に定める

自動車検査員（以下、「自動車検査員」という。）をレース開催場
所（サーキット）に派遣して、レース後に参加車両が一般の交通
の用に供するのに適するか否かの確認を行なわせることができる
ものとし、これを本規定に定める整備工場等での確認とみなす。

　　⚒）上記の検査で、一般の交通の用に供するのに適すると判定された
参加車両については本規定第⚒項を適用しないが、一般の交通の
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用に供するのに適しないと判定された参加車両については、自走
しない手段により整備工場等に搬送の上、必要な修理を受けるも
のとし、もし整備工場等に搬送されなかった場合は、本規定第⚒
項を適用する。

⚓．自動車登録番号標付車両によるレースにおいて「指定自動車整備事業
規則」第⚔条に定める自動車検査員をレース開催場所（サーキット）
に派遣して、レース後に参加車両が一般の交通の用に供するのに適す
るか否かの確認を行う場合、「決勝レースの正式結果」は、車両保管
解除後、競技に参加した全車両が本確認を受けるための、受付を完了
した時点で発表することができる。

　　　なお、決勝レース終了後に行われる再車両検査において、本確認で
行われる検査項目を実施することができる。
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別紙⚑

自動車登録番号標付き車両によるレースの車両検査体制表

競 技 会 名 称

型　　　式車　両　名
参加車両名（型式）

開 催 場 所

年　　月　　日（　） ～　　月　　日（　）開 催 日

オーガナイザー

許　可　証　№氏　　　名
技 術 委 員 長

自動車整備士の種類氏　　　名
車両検査補助員
（有資格者が従事する場合）

整 備 工 場 等 の 名 称

競技会場周辺の搬入
可能な整備工場等 電　話　番　号所　在　地

　　　　　　　　台 配 備車 両 運 搬 車

応急作業用の部品として用意するものに○を付し、
表記以外に用意する部品等があれば、記載する

交 換 用 部 品
灯火類
灯火類のレンズ
ブレーキシュー（パッド）
Ｖベルト

参加車両の型式、車両検査補助員、搬入可能な整備工場等が複数の場合、別紙に貼付
すること。
本書類は、オーガナイザーが作成し、組織許可申請に添付してＪＡＦに提出すること。



別紙⚒

自動車登録番号標付車両によるレース開催規定 細則
自動車登録番号標付車両によるレースの車両検査および安全対策

⚑．レース開催前：
　⚑）一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）は、オーガ
ナイザーから本レース組織許可申請書の提出を受けた後、当該オーガ
ナイザーに対し、それまでに提出された参加車両履歴一覧表を開示す
る。

　⚒）オーガナイザーは、上記⚑）による参加車両履歴一覧表に基づき、
過去の本レースにおける競技会終了後の整備工場等における車両検査
で不具合を指摘された車両の参加について、以下の措置を講じること。

　　⑴指摘された不具合箇所に対する整備作業等が完了している車両：
　　　当該参加者に対し、整備作業等が完了していることがわかる書面、

資料、写真等を提示させることにより、その確認が取れた場合は、
参加を受理することができる。

　　⑵指摘された不具合箇所に対する整備作業等が完了していない車両：
　　　参加を受理することはできない。

⚒．レース開催中：
　⚑）オーガナイザーは、参加車両の応急作業、整備工場等への搬送および
整備作業を遺漏なく行うことができるよう以下の措置を講じること。

　　⑴運輸省令自動車整備士技能検定規則の規定による⚓級以上の有資格
者をつとめて⚑名以上車両検査補助員として従事させること。

　　⑵競技会場周辺に、搬入可能な整備工場等を確保すること。
　　⑶競技会場に車両運搬車を配備し、参加者の希望により便宜を図るこ

と。車両運搬車は、「自動車登録番号標付車両によるレース開催規
定」の第⚗条によるすべての参加車両の整備工場等への搬送が円滑
に行うことができる台数を配備しなければならない。

　⚒）オーガナイザーおよび競技参加者は、参加車両の応急作業等の円滑
化を図るため、つとめて以下のものを用意しなければならない。

　　⑴灯器類（前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器）、
灯火類の交換用レンズおよび交換用ヒューズ
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　　⑵ブレーキシュー（パッド）等の制動系消耗部品
　　⑶Ｖベルト
　　⑷牽引用ロープ

⚓．レース終了後：
　⚑）オーガナイザーは、上位入賞車両に対し最終車両検査を実施するこ
と。当該検査の対象となった参加者はその指示に従うこと。

　　　なお、本車両検査を以って競技における公式車両検査結果とする。
　⚒）正式結果発表後、すべての参加車両は、一般の交通の用に供するの
に適するか否かの確認を受けるため、オーガナイザーまたは当該参加
者が用意した車両運搬車等の自走しない手段により、整備工場等に搬
送されなければならない。

　　　ただし、順位が認定されない車両は、正式結果発表前に整備工場等
での確認を受けることができる。

　⚓）整備工場等への搬送後、すべての参加車両は、競技役員立会いのも
と競技会での車両故障あるいは損傷の有無にかかわらず「自動車登録
番号標付車両によるレース終了後の車両検査票（以下「検査票」とい
う）」による確認を受け、競技参加者および競技運転者は、「自動車登
録番号標付車両によるレース開催規定」の第⚘条に基づき、同検査票
の誓約文に署名しなければならない。

　⚔）オーガナイザーは、上記⚓）による確認結果を記載した検査票をす
べて回収し、「自動車競技の組織に関する規定」の第⚗条⚖に規定さ
れた書類とともに、競技会終了後14日以内にＪＡＦに提出しなければ
ならない。

以上
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第⚑条　総則

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、国内競技
規則および自動車競技の組織に関する規定に基づき、国内で開催されるＪ
ＡＦ公認ラリー競技に適用する規定を以下の通り定める。

第⚒条　定義

　⚑．タイムトライアル（スペシャルステージ）：あるコース上において
個別に速さを競う競技をタイムトライアルといい、ラリー競技におい
てタイムトライアルを行う区間をとくにスペシャルステージという。

　⚒．国内競技規則⚒－14に定める第⚑類ラリーは以下の通り分類される。
　　⚑）第⚑種アベレージラリー：各チェックポイント間を指示された平

均速度または所要時間に従って走行し、所定の到着時刻に対する早
遅誤差の少なさを専ら順位判定の要素とするラリー。本競技の詳細
は細則「第⚑種アベレージラリー開催規定」に定める。

　　⚒）第⚒種アベレージラリー：各チェックポイント間を指示された平
均速度または所要時間に従って走行し、所定の到着時刻に対する早
遅誤差の少なさを順位判定の要素とするが、コースの一部にタイム
トライアル区間（スペシャルステージ）または参加車両の遅着を想
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ラリー競技開催規定
⚒⚐⚐⚕年⚑月⚑日施行
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定した指示速度を与える区間を含むラリー。本競技の詳細は細則
「第⚒種アベレージラリー開催規定」に定める。

　　⚓）スペシャルステージラリー：⚑つ以上のタイムトライアル区間
（スペシャルステージ）が設定され、当該区間での速さを順位決定
の主たる要素とし、それ以外の区間は主として移動を目的とした走
行に充てられる形式のラリー。本競技の詳細は細則「スペシャルス
テージラリー開催規定」に定める。

　⚓．国内競技規則⚒－14に定める第⚑類ラリーで用いる基本事項を以下
の通り定める。

　　⚑）クルー：参加車両に搭乗する乗員をいい、ドライバーに加え少な
くとも⚑名の乗員（ナビゲーターまたは本細則スペシャルステージ
ラリーにおいてコ・ドライバーという。）で構成される。クルーの
中に参加者がいない場合、参加車両に搭乗している間はドライバー
が参加者の責任を負うものとする。

　　⚒）レストタイム：ラリー競技中、一定の時間停車し休息をとること
を目的に、指示書又はアイテナリー等により指示される時間。レス
トタイムの指示は、「○○地点にて○○分間のレストタイム」と指示
される場合と、レストタイムからの出発時刻を各々に指示される場
合がある。

　　⚓）チェックポイント：アベレージラリー競技中において、指示書又
はチェックカード等による指示に対して正確に走行したか否かを計
測する地点。この地点にて渡されるチェックカードにより、新たな
走行速度等が指示される。通常この地点での走行結果と指示との誤
差は減点として競技成績に反映される。

　　⚔）チェックカード：アベレージラリーにおけるチェックポイントに
て、チェックポイント通過時刻が記入され、新たな走行指示が記入
されるカード。通常クルーに渡されたチェックカードは、各々のコ
ントロールシートに貼付し、自己採点の上、オーガナイザーに提出
する。

　　⚕）コントロールシート：アベレージラリーにおいて、チェックカー
ドを貼付し、自己採点の上、オーガナイザーに提出することを目的
とした用紙。

　　⚖）ラジオポイント：スペシャルステージ内走行中の競技車両の走行
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状況を把握し、事故発生時の効率的な救助活動を目的に、スペシャ
ルステージ内に設置される地点。この地点では、通過確認（トラッ
キング）要員と緊急時要員が配置され、連絡用無線が設置される。
また、黄旗が準備され、競技長の指示により黄旗が提示される場合
がある。スペシャルステージ内にて黄旗が提示されるのはこの地点
のみである。ラジオポイントは約⚕km毎に設置される。

　　⚗）タイムカード：スペシャルステージラリーにおける各タイムコン
トロールポイントにおいて、競技役員により通過時刻を記入される
カード。

　　⚘）タイムコントロール：スペシャルステージラリーにおいて、スタ
ートからフィニッシュまで設置され、アイテナリー等によって指示
された通りに到着したか否かを計測する地点。通常タイムコントロ
ールへの到着時刻は、次のタイムコントロールへのスタート時刻と
なるが、スペシャルステージを伴う場合、スペシャルステージのス
タート時刻が当該タイムコントロールのスタート時刻となる。

第⚓条　ラリー競技会組織に関する公認基準

　⚑．ラリー競技会を組織するオーガナイザーは、別掲の「ラリー競技会
組織に関する公認基準の表」に従わなければならない。

　⚒．ＪＡＦが特に認めた場合を除き、同一オーガナイザーが同一日に複
数のラリー競技会を開催することはできない。

第⚔条　組織許可手続きおよび報告義務

　オーガナイザーは、細則「ラリー競技会の組織許可に関する細則」に従
い、開催日前の定められた期限までに組織許可申請を行わなければならな
い。また競技会終了後は、同細則に定められた報告書類を期限までに提出
しなければならない。

第⚕条　道路使用許可

　⚑．競技が道路を使用して開催される場合には、警察から書面による許
可（道路使用許可）を得ていなければならない。

　⚒．タイムトライアル（スペシャルステージ）は、ＪＡＦ公認コースま
たは道路に該当しない場所において行うこと。ただし、以下の場合は
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この限りではない。
　　⚑）一般交通の用に供することを目的としている道路（市町村道等）

においては、オーガナイザーが、沿道住民、観客、クルー、競技関
係者等の安全性を確実に担保し、一般交通の遮断のための自主警備
体制および競技中の事故に備えた緊急医療体制を確立したうえで、
地域住民、道路利用者等の合意を形成し、当該道路管理者等から使
用承諾書等を、所轄警察署長から道路使用許可を得た場合。

　　⚒）⚑）以外で実態として一般交通の用に供されている場所（林道、
農道等）においては、オーガナイザーが当該場所の管理者等から使
用承諾を得たうえで、当該場所を一般交通から遮断する措置をとる
場合。この場合、オーガナイザーは、上記⚑）と同様の安全性の確
保ならびに自主警備体制および緊急医療体制の確立を行うこと。

第⚖条　保険

　ラリー競技会のオーガナイザーは、保険に関し、下記の措置をとらなけ
ればならない。
　またオーガナイザーは、下記の保険の加入について競技会審査委員会に
報告しなければならない。
　⚑．オーガナイザーは参加者に対し、対人賠償保険（または共済等）お
よび搭乗者保険（または共済等）の加入を義務づけること。

　⚒．タイムトライアルの会場に観衆（観客）を入れる場合オーガナイザ
ーは、当該競技会開催期間中、観衆（観客）に対し下表以上の当該競
技内容に有効となるオーガナイザー賠償責任保険を付保しなければな
らない。

　　　　 
　⚓．オーガナイザーは、競技役員のうちコース上またはこれと類似する
場所で役務につく者に対し、一人あたり500万円以上のラリー競技会
に有効な傷害保険（または共済等）を付保しなければならない。

第⚗条　罰則

　本規定に違反したオーガナイザーおよび競技役員は、国内競技規則11－

対人賠償：⚑名⚑億円
　　　　　⚑事故⚓億円
対物賠償：⚑事故⚑億円

オーガナイザー
賠償責任保険
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⚓によって罰則の対象となる。

第⚘条　本規定の特例

　本規定に適合しない特殊な組織申請については、その都度ＪＡＦの承認
を必要とする。

第⚙条　本規定の施行

　本規定は、2018年⚑月⚑日から施行する。
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ラリー競技会組織に関する公認基準の表
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クローズド格式
（クローズド）

地方格式
（リストリクティッド）

準国内格式
（セミナショナル）

国内格式
（ナショナル）

国際格式
（インターナショナル）

準加盟クラブ以
上（ただし、準加
盟クラブはスペ
シャルステージ
を開催すること
はできない。）

過去にクローズ
ド格式以上のラ
リーを⚑回以上
開催（共催可）し
た実績を有する
加盟／公認クラ
ブまたは加盟／
公認団体である
こと。
（※注⚒参照）

過去に地方格式
以上のラリー競
技会を⚑回以上
開催（共催可）し
た実績を有する
加盟／公認クラ
ブまたは加盟／
公認団体である
こと。
（※注⚑参照）

過去に準国内格
式のラリー競技
会を⚒回以上単
独開催した実績
を有する加盟／
公認クラブまた
は公認団体であ
ること。

過去に準国内格
式のラリー競技
会を⚓回以上単
独開催した実績
を有する公認団
体および公認ク
ラブ

競技会
開催資格

⚔⚐台以下⚖⚐台以下⚗⚕台以下⚙⚐台以下参加台数

200km以下500km以下制限しない総走行距離
（※注⚓参照）

5km以下
（※注6参照）

10km以下
（※注5参照）

50km以下
（※注⚔参照）制限しない

スペシャル
ステージの
総距離

［※注⚑］ 1986年以前に準国内格式のラリー競技会開催実績のあるクラブには適用されない。
［※注⚒］ 国内スポーツカレンダー登録規定に従い1987年度中に1988年度のラリー競技会カレンダー申請を行った

クラブ、団体ならびに1987年以前にクローズド格式のラリー競技会開催実績のあるクラブには適用され
ない。

［※注⚓］ 総走行距離とは、計時・採点の対象となる区間の始点から終点までの距離をいう。
［※注⚔］ ＪＡＦ公認コースで行うスペシャルステージの距離は含まない。
［※注⚕］ ＪＡＦ公認コースで行う場合を除き、⚑つのスペシャルステージの距離が⚕kmを超えてはならない。
［※注⚖］ スペシャルステージまたは第⚒種アベレージラリー開催規定第⚔条⚓．に該当する区間の開催場所はＪ

ＡＦ公認コースまたは閉鎖された施設内に限る。また、⚑つのスペシャルステージまたは第⚒種アベレ
ージラリー開催規定第⚔条⚓．に該当する区間の距離が⚒kmを超えてはならない。



　

第⚑条　組織許可申請

　ラリー競技会（クローズド格式を含む）の組織許可は、次の順序を経て
行うものとする。
　⚑．オーガナイザーより所轄警察署へ道路使用許可申請を行う。
　　道路使用許可申請者は、オーガナイザーの代表者もしくは当該競技会
の組織委員でなければならない。
　　⚑）提出先
　　　（⚑）スタートする地域を管轄する警察署へ道路使用許可申請を行う。

コースが⚒都道府県以上にわたる場合は、各都道府県ごとに、
最初に通過する地域を管轄する警察署に道路使用許可申請を行
うこと。

　　　（⚒）タイムトライアルを実施する場合は、申請書の方法または形
態の欄に「タイムトライアルの実施」が明記されていなければ
ならない。

　　　（⚓）タイムトライアルの開催計画にあたり、その場所が道路に該
当するか否かについて疑義が生じた場合は、所轄警察署に申し
出て判断を仰ぐこと。

　　⚒）添付書類
　　　（⚑）特別規則書草案
　　　（⚒）コース図：国土交通省国土地理院承認済の都道府県地図上に、

次の事項を記載すること。
　　　　　①コース全体図：複数のステージまたはレグを設定する競技会

についてはステージまたはレグ別コース図
　　　　　②チェックポイントまたはタイムコントロールの位置およびタ
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⚒⚐⚑⚒年⚗月2⚖日改正
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⚒⚐⚐⚖年⚖月⚑日施行
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イムトライアルのスタート／フィニッシュの位置
　　　　　③休憩所またはサービスパークの位置
　　　　　④給油所の位置
　　　（⚓）区間距離表またはアイテナリー（別紙推奨様式）
　　　（⚔）その他の添付書類：オーガナイザーの任意により提出するも

の（例：道路占用許可書、施設使用承諾書等）
　　　（⚕）観衆（観客）導入計画書：ＪＡＦ公認レーシングコースおよ

びＪＡＦ公認スピード競技コース（⚒級以上）以外の場所に観
衆を入れる場合。

　⚒．オーガナイザーよりＪＡＦへ競技会組織許可申請を行う。
　　⚑）提出先：担当地方本部へ提出すること。
　　⚒）提出期限
　　　（⚑）国際格式競技：⚔ヵ月前まで
　　　（⚒）全日本ラリー選手権競技：⚓ヵ月前まで
　　　（⚓）地方ラリー選手権競技：⚒ヵ月前まで
　　　（⚔）国内格式競技：⚒ヵ月前まで
　　　（⚕）準国内格式競技以下：45日前まで
　　⚓）提出書類等：次の書類が提出されない場合、申請は受理されない。
　　　（⚑）組織許可申請書
　　　（⚒）道路使用許可申請書（写）およびその添付書類一式（前項参照）
　　　（⚓）タイムトライアル実施予定区間申告書：タイムトライアルを

実施する場合は、その競技方法、実施場所ならびに管理方法等
について所轄警察署に説明を行い、了解の得られた区間につい
て、所定の「タイムトライアル実施予定区間申告書」をＪＡＦ
に提出すること。

　　　（⚔）組織許可申請料：自動車競技に関する申請・登録手数料規定
第⚒条参照

　⚓．警察よりオーガナイザーへ道路使用許可証が交付される。
　⚔．オーガナイザーよりＪＡＦへ次の書類を提出する。
　　⚑）提出先：担当地方本部へ提出すること。
　　⚒）提出期限
　　　（⚑）選手権競技：⚒週間前まで
　　　（⚒）国内格式競技以上：⚒週間前まで
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　　　（⚓）準国内格式競技以下：⚑週間前まで
　　⚓）提出書類：次の書類の提出がない場合、公認は行われない。
　　　（⚑）警察より交付された道路使用許可証（写）：許可条件が明記

されている場合はこれも添付すること。
　　　（⚒）競技長および事務局長の行動予定と連絡先を記した行動予定表
　　　（⚓）セーフティプラン（第⚑種アベレージラリーを除く）
　　　（⚔）競技参加者名簿
　⚕．ＪＡＦよりオーガナイザーへ次の書類が交付される。
　　⚑）組織許可証
　　⚒）ＪＡＦ公認ラリー競技会之証（別図参照）
　　　（⚑）競技参加車用：必要枚
　　　（⚒）競技役員車用：必要枚
　　　　上記「ＪＡＦ公認ラリー競技会之証」を携行しない参加車両は、

公認競技会とは無関係のものとして扱われるおそれがあるので、必
ず参加車両に貼付させること。

　⚖．オーガナイザーは国内競技規則⚔－10に従い、公式プログラムを発
行しなければならない。公式プログラムには、同項に定めるもののほ
か、観戦場所を設ける場合には観客に対する情報および注意事項を記
載すること。

第⚒条　報告義務

　オーガナイザーは、競技会終了後14日以内に次の書類を提出しなければ
ならない。
　⚑．公式プログラムまたは競技参加者名簿
　⚒．競技役員名簿
　⚓．公式通知
　⚔．ロードブックまたは指示書・正解表
　⚕．競技結果成績表
　⚖．実際に使用したコース全体図
　⚗．区間距離表またはアイテナリー
　⚘．特別規則書に記載した競技距離と実際の競技距離とが著しく異なっ
た場合には、その理由書および必要書類。
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第⚓条　本規定の施行

　本規定は、2018年⚑月⚑日より施行する。

ＪＡＦ公認ラリー競技会之証
　本規定第⚑条⚕．⚒）に定める競技会之証は、下記の様式によるものと
する。 
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カーナンバー

ＪＡＦ公認ラリー競技会之証 
（競技会名） 

（組織許可番号） 

（格式） 

一般社団法人日本自動車連盟 



　ラリー競技開催規定第⚒条に従い、第⚑種アベレージラリーに適用する
規定を以下の通り定める。

第⚑条　特別規則書

　特別規則書には、国内競技規則⚔－⚘のほか、少なくとも次の事項を明
示すること。
　⚑．競技方法
　⚒．総走行距離
　⚓．参加車両に搭載しなければならない備品
　　⚑）非常用停止表示板（三角）
　　⚒）非常用信号灯
　⚔．クルーおよび参加車両の変更に関する下記の事項
　　⚑）正式参加受理後のクルーおよび参加車両の変更は認められない。

ただし、参加者から理由を付した文書が提出され、競技会審査委員
会が認めた場合はこの限りではない。

　　⚒）参加クラスの変更を伴う参加車両の変更は認められない。
　⚕．参加車両に対する整備作業に関する下記の事項
　　⚑）整備作業の監督を担当する競技役員名
　　⚒）整備作業を行うことができる場所
　　⚓）サービスカーの管理方法
　　⚔）整備作業の範囲
　　　（⚑）タイヤの交換
　　　（⚒）ランプ類のバルブの交換
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2011年⚑月⚑日施行
201⚒年⚗月⚒⚖日改正
201⚓年⚑月⚑日施行
2014年11月⚒7日改正
2015年⚑月⚑日施行
2017年⚗月27日改正
2018年⚑月⚑日施行

⚒⚐⚐⚖年⚓月⚒⚘日制定
⚒⚐⚐⚖年⚖月⚑日施行
⚒⚐⚐⚗年⚘月⚑日改正
⚒⚐⚐⚘年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚐8年⚗月31日改正
⚒⚐⚐9年⚑月⚑日施行
2010年11月25日改正



　　　（⚓）点火プラグの交換
　　　（⚔）Ｖベルトの交換
　　　（⚕）各部点検増締め
　　　（⚖）上記⑴〜⑸以外にオーガナイザーが定める整備作業の範囲

第⚒条　参加車両

　⚑．本競技に参加できる車両は次の通りとする。
　　⚑）国際格式競技：ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項の

グループＮまたはグループＡ規定に従った車両
　　⚒）国内格式競技以下：
　　　（⚑）ＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリー車両規定に従ったＲ車

両、ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両、ＡＥ車両またはＦ車両
　　　　　　なお、完全なオープン車体構造の車両およびコンバーティブ

ル車体構造の車両は、同規定第⚑章第⚑条総則におけるハード
トップの装着は免除される。

　　　（⚒）ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、2002年12月31日以
前に運輸支局等に初度登録され、かつ2002年ＪＡＦ国内競技車
両規則第⚓編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）

　⚒．ＦＩＡまたはＪＡＦの認定する選手権競技を除き、オーガナイザー
は特別規則書に規定することにより、各車両規定で認められている改
造範囲をさらに制限することができる。

　⚓．オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用
できるタイヤの本数および仕様を規制することができる。

　⚔．外国登録自動車を一時輸入してラリー競技に使用する場合は、道路
交通に関する条約（1949年、ジュネーヴ）等で規定されている要件を
満たしていること。

第⚓条　参加確認および参加車両検査

　オーガナイザーは、参加確認および参加車両検査に際し下記の事項を満
足しなければならない。
　⚑．参加者に対し、少なくとも下記の書類の提示を義務づけ、その記載
内容を確認すること。

　　⚑）ドライバーおよびナビゲーターの自動車運転免許証
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　　⚒）ドライバーおよびナビゲーターの競技運転者許可証
　　⚓）競技参加者許可証
　　⚔）自動車検査証
　　⚕）自動車損害賠償責任保険証
　　⚖）対人賠償保険証（または共済等）および搭乗者保険証（または共

済等）
　⚒．車両申告書、車両検査チェックリスト等を適宜作成し、第⚒条に記
載された車両規定への適合性を検査すること。

　⚓．競技中著しく車体、保安部品または排気系統を破損した参加車両を
走行させてはならない。

第⚔条　競技の設定

　オーガナイザーは、競技設定に際し下記の事項を満足しなければならな
い。
　⚑．組織許可申請時に設定を明らかにするため、区間距離表を提出しな
ければならない。区間距離表は、別掲の推奨様式に従うことが望まし
い。

　⚒．指示速度はその道路の速度制限に従い、かつ全競技区間において瞬
間的にもその道路の制限速度を超えないように設定すること。

　　　山間部およびカーブの多い道路では、クルーの安全に留意し、ミス
コースを誘発するようなコース設定ならびに競技運営を行わないこと。
また、要所には中間連絡車または監視役員を配置すること。

　⚓．参加車両の遅着を想定した指示速度を設定してはならない。
　⚔．競技中の走行距離最長150kmごとに連続して45分以上のレストタイ
ムを設けなければならない。ただし、150kmの範囲で⚑回につき10分
以上合計45分以上となるよう分割することも可能であり、連続走行⚒
時間を目安にレストタイムを設けることを推奨する。また、500kmを
超える競技においては、累計500km以内の地点で連続して10時間以上
のレストタイムを設けなければならない。

　⚕．休憩地点は道路以外で十分な駐車スペースを有する場所に設けるこ
と。

　⚖．チェックポイントの位置とその距離の決定は安全を考慮した適切な
ものとすること。
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　⚗．参加車両のスタート方法は原則として、⚑分間隔とする。
　⚘．競技の開催前に複数回の試走を行うこと。
　⚙．コースの距離測定に際して、高速自動車国道等の距離表示を基準距
離とすること。

　10．ラリー競技は最終のコントロールシート提出をもって終了とする。
　11．特別規則書に記載された競技方法は、いかなる場合も競技会審査委
員会の承認なしに変更してはならない。

第⚕条　競技の運営

　オーガナイザーは、競技運営に際し下記の事項を満足しなければならな
い。
　⚑．当日の競技会本部および事務局の所在地と電話番号、ならびに競技
会全体のタイムスケジュールを参加者に周知徹底させること。

　⚒．公式通知を発行する場合は、発行日時、通し番号、発行者および宛
先を明記し、競技会本部または指定の場所に掲示すること（その場所
は予め確実に参加者およびクルーに伝達すること）。状況によっては
参加者およびクルーに直接伝達してもよいが、この場合は参加者およ
びクルーから確認の署名を得ること。

　⚓．必要な決定を遅滞なく行うため、競技会審査委員と競技長は、適切
な通信手段等を用いて常に連絡が取れる状態でなければならず、また
競技会審査委員のうち少なくとも⚑名は競技会本部付近に待機してい
なければならない。

　⚔．競技長は競技開始前に競技会審査委員の出席を得てドライバーズブ
リーフィングを開催すること。すべての参加者およびクルーはドライ
バーズブリーフィングに出席しなければならない。

　⚕．競技中は先行車および追上車を配備して全行程を走行させ、参加車
両の安全を確保すること。

　⚖．競技会における連絡体制は十分なものとし、とくに事故処理、救急
に関するものについては万全の措置を講じること。

　⚗．各々のチェックポイントには⚒名以上の人員を配置すること。なお、
そのうちの1名については公認審判員資格Ｂ⚓級以上の所持者でなけ
ればならない。（クローズド格式競技を除く）

　⚘．計時を担当する競技役員は、事前に計測器具などの点検を行い、正
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確かつ公正な計測および判定を行わなければならない。
　⚙．競技長は競技上のアクシデントを受けたクルーの取り扱いについて、
競技会審査委員会の承認を得て適切な措置を講じることができる。

第⚖条　参加者およびクルーの遵守事項

　オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底
させること。
　⚑．クルーは、ドライバーに加え、少なくとも⚑名をナビゲーターとし、
当該自動車検査証の乗車定員欄に記載された定員以内であれば、競技
会特別規則書に明記することにより乗車することができる。

　⚒．ドライバーおよびナビゲーターはいずれも競技中に運転を行ってよ
いが、公道上で当該参加車両を運行するに有効な自動車運転免許証お
よび当該競技会に有効な競技運転者許可証を所持していなければなら
ない。

　⚓．上記⚒．を除く乗員の最低年令は⚖歳とし、且つ身長は140cm以上
とする。なお、乗員が20歳未満の場合、親権者または保護者から搭乗
に関する同意書を取得しなければならない。

　⚔．競技中は道路交通法の遵守を最優先とすること。
　⚕．一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。
　⚖．他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向
を適切に変換し、眩惑を生じさせないよう留意すること。

　⚗．明らかに追い越そうとしている車両がある場合は安全かつすみやか
に進路を譲ること。

　⚘．登録したクルー以外は乗車してはならないこと。
　⚙．競技からリタイヤした場合は直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届
けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務
局に連絡すること。

　10．失格またはリタイヤとなった場合は直ちにゼッケン、ラリー競技会
之証およびその他の競技関係添付物を取り除くこと。

　11．安全ベルトは必ず装着し、オーガナイザーの指示がある場合は必ず
ヘルメットおよびレーシングスーツを着用すること。

　12．オーガナイザーの指示がある場合は、必ずサイドウィンドウを閉じ
て走行すること。
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　13．競技中はオーガナイザーが指定した場所以外でクルー以外の者によ
る整備作業を行うことはできないこと。

　14．整備作業を行うことができる者は、参加車両のクルーおよびオーガ
ナイザーに登録されたサービス員とすること。

　15．特別規則に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要
がある場合は、競技会技術委員長の許可を得ること。

　16．整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留
意すること。

　17．整備作業実施後は必ず担当競技役員の確認を受けること。
　18．オーガナイザーが指定した場所以外での燃料補給、充電は認められ
ないこと。

第⚗条　罰則

　⚑．参加者またはクルーが下記に該当する行為をなした場合には、競技
会審査委員会の裁定により失格を上限とする罰則が適用される。

　　⚑）交通事故を起こしたとき。
　　⚒）道路交通法に違反したとき。
　　⚓）リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。
　　⚔）走行マナーおよび態度や品行に問題があるとき。
　　⚕）チェックカード、タイムカードもしくはコントロールシートを改

ざんしたとき。
　　⚖）車両規則違反が発見されたとき。
　　⚗）参加車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手

が加えられたり、それらが失われたりしたとき。
　　⚘）競技中にクルーまたは参加車両を変更したとき。
　　⚙）参加者またはクルーおよび関係者間で不正行為があったとき。
　　10）その他競技役員の重要な指示に従わなかったとき。
　　11）参加者またはクルーがドライバーズブリーフィングに遅刻または

欠席したとき。
　　12）各諸規則および本規定ならびに競技会特別規則に関する重大な違

反があったとき。
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第⚘条　本規定の施行

　本規定は、2018年⚑月⚑日から施行する。
以上
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⚑種アベレージラリーの区間距離表推奨様式

　⚑．ＣＰ／ＰＣ欄：チェックポイント、速度変更地点（パスコントロー
ルポイント）、補正地点等を記入

　⚒．コマ図欄：コマ図番号を記入
　⚓．積算距離欄：スタートからフィニッシュまでの積算距離を記入
　⚔．道標欄：道路標識等による速度制限がある場合にはその数値を記入
　⚕．区間距離欄：①区分⚑：各区間の距離を記入
　　　　　　　　　②区分⚒：チェックポイント／速度変更地点間等の距

離を記入
　　　　　　　　　③区分⚓：チェックポイント間の距離を記入
　⚖．指示速度欄：チェックポイント／速度変更地点間等の指示速度また

は指示時間を記入
　⚗．所要時間欄：チェックポイント／速度変更地点間等の所要時間を記入
　⚘．通過時刻欄：⚑号車の通過予定時刻を記入
　⚙．備考欄：特記事項を記入 
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備考通過時刻
（時・分・秒）

所用時間
（分：秒）

指示速度
（㎞／h）

区間距離
（区分⚓）

区間距離
（区分⚒）

区間距離
（区分⚑）積算距離道標地名コマ図CP / PC

19：31：000.0040Aホテル1スタート

時間走行20：31：0060：0060分

43.59

27.46
15.1515.1540B町C交差点2
9.4924.64ナシ3
2.8227.46ナシD村4OMCP

21：05：3434：3428.016.13

13.5140.97ナシ5
1.3842.35ナシ6
0.4242.77ナシ7
0.6243.39ナシ8
0.2043.59ナシE橋1CP

21：18：1012：3625.0

14.15

5.25
3.1446.73ナシ9
2.1148.844010PC

時間走行21：21：1003：00⚓分0.900.9049.74ナシ11PC
21：30：3609：2635.05.505.5055.245012PC
21：36：3606：0025.02.502.5057.74ナシF駐車場2CP



　ラリー競技開催規定第⚒条に従い、第⚒種アベレージラリーに適用する
規定を以下の通り定める。

第⚑条　特別規則書

　特別規則書には、国内競技規則⚔－⚘のほか、少なくとも次の事項を明
示すること。
　⚑．競技内容：下記の事項を明記したうえ、競技方法の詳細を記すこと。
　　⚑）指示速度走行区間の有無（第⚔条⚓．に該当する区間を含む場合

はその旨も記すこと。）
　　⚒）スペシャルステージ（タイムトライアル区間）の有無
　　⚓）スペシャルステージおよび第⚔条⚓．に該当する区間を設定する

場合は当該区間の路面の種別（舗装路面、非舗装路面等）も記すこ
と。

　⚒．競技距離：総走行距離およびスペシャルステージならびに第⚔条⚓
に該当する区間の総距離

　⚓．参加車両に搭載しなければならない備品
　　　非常用停止表示板（三角）⚒枚、非常用信号灯、赤色灯、牽引用ロ
ープ、救急薬品および該当する車両規定に定められている仕様の消火
器、表面に赤字で「ＳＯＳ」、裏面に緑字で「ＯＫ」と記されたＡ⚓
版シート。

　⚔．クルーおよび参加車両の変更に関する下記の事項
311
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⚒⚐⚑4年11月27日改正
⚒⚐⚑5年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚑6年⚓月24日改正
⚒⚐⚑6年⚔月⚑日施行
2017年⚗月27日改正
2018年⚑月⚑日施行
2018年⚗月25日改正
2019年⚑月⚑日施行

⚒⚐⚐⚖年⚓月⚒⚘日制定
⚒⚐⚐⚖年⚖月⚑日施行
⚒⚐⚐⚗年⚘月⚑日改正
⚒⚐⚐⚘年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚐⚘年⚗月31日改正
⚒⚐⚐8年11月27日改正
⚒⚐⚐9年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚑⚒年⚗月2⚖日改正
⚒⚐⚑⚓年⚑月⚑日施行



　　⚑）正式参加受理後のクルーおよび参加車両の変更は認められない。
ただし、参加者から理由を付した文書が提出され、競技会審査委員
会が認めた場合はこの限りではない。

　　⚒）参加クラスの変更を伴う参加車両の変更は認められない。
　⚕．参加車両に対する整備作業に関する下記の事項
　　⚑）整備作業の監督を担当する競技役員名
　　⚒）整備作業を行うことができる場所
　　⚓）サービスカーの管理方法
　　⚔）整備作業の範囲
　　　（⚑）タイヤの交換
　　　（⚒）ランプ類のバルブの交換
　　　（⚓）点火プラグの交換
　　　（⚔）Ｖベルトの交換
　　　（⚕）各部点検増締め
　　　（⚖）上記⑴〜⑸以外にオーガナイザーが定める整備作業の範囲

第⚒条　参加車両

　⚑．本競技に参加できる車両は次の通りとする。
　　⚑）国際格式競技：ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項の

グループＮまたはグループＡ規定に従った車両
　　　　ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則地域ラリー選手権規定に従

った車両
　　⚒）国内格式競技以下：
　　　（⚑）ＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリー車両規定に従ったＲ車

両、ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両またはＡＥ車両
　　　（⚒）ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、2002年12月31日以

前に運輸支局等に初度登録され、かつ2002年ＪＡＦ国内競技車
両規則第⚓編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）

　　　（⚓）スペシャルステージおよび第⚔条⚓．に該当する区間を設定
する場合は、上記（⚑）の車両に対し、ＪＡＦ国内競技車両規
則第⚒編ラリー車両規定第⚒章安全規定第⚒条、第⚓条および
第⚔条に定められた安全装備を夫々装備しなければならない。

　⚒．ＦＩＡまたはＪＡＦの認定する選手権競技を除き、オーガナイザー
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は特別規則書に規定することにより、各車両規定で認められている改
造範囲をさらに制限することができる。

　⚓．オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用
できるタイヤの本数および仕様を規制することができる。

　⚔．外国登録自動車を一時輸入してラリー競技に使用する場合は、道路
交通に関する条約（1949年、ジュネーヴ）等で規定されている要件を
満たしていること。

第⚓条　参加確認および参加車両検査

　オーガナイザーは参加確認および参加車両検査に際し下記の事項を満足
しなければならない。
　⚑．参加者に対し、少なくとも下記の書類の提示を義務づけ、その記載
内容を確認すること。

　　⚑）すべてのクルーの自動車運転免許証
　　⚒）すべてのクルーの競技運転者許可証
　　⚓）競技参加者許可証
　　⚔）自動車検査証
　　⚕）自動車損害賠償責任保険証
　　⚖）対人賠償保険（または共済等）および搭乗者保険（または共済等）
　⚒．車両申告書、車両検査チェックリスト等を適宜作成し、第⚒条に記
載された車両規定への適合性を検査すること。また、ヘルメット等の
安全装備品の装着が義務づけられる競技会においては、クルーがそれ
らの装備品を所持していることを確認すること。

　⚓．タイヤの本数および仕様を規制するため、あるいは参加車両または
その構成部品の同一性を確認するため、これらにマーキングや封印等
を施すことができる。マーキングや封印の実施については、特別規則
書に明記しなければならない。参加者はこれらのマーキングや封印等
を当初通り保持する責任を負う。

　⚔．競技中著しく車体、保安部品または排気系統を破損した参加車両を
走行させてはならない。

第⚔条　競技の設定

　オーガナイザーは、競技設定に際し下記の事項を満足しなければならな
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い。
　⚑．組織許可申請時に設定を明らかにするため、区間距離表を提出しな
ければならない。区間距離表は、別掲の推奨様式に従うことが望まし
い。

　⚒．指示速度はその道路の速度制限に従い、かつ全競技区間において瞬
間的にもその道路の制限速度を超えないように設定すること。

　　　山間部およびカーブの多い道路では、クルーの安全に留意し、ミス
コースを誘発するようなコース設定ならびに競技運営を行わないこと。
また、要所には中間連絡車または監視役員を配置すること。

　⚓．参加車両の遅着を想定した指示速度を与える区間については、設定
区間の管理者等から使用承諾を得て一般交通から遮断するとともに、
第⚖条スペシャルステージの開催運営基準に準じた措置を講じること。

　　　また、チェックポイント地点の安全を確保するため、当該区間では
参加車両を、原則として⚑分間隔で⚑台ずつ再スタートさせること。

　⚔．競技中の走行距離最長150kmごとに連続して45分以上のレストタイ
ムを設けなければならない。ただし、150kmの範囲で⚑回につき10分
以上合計45分以上となるよう分割することも可能であり、連続走行⚒
時間を目安にレストタイムを設けることを推奨する。また、500kmを
超える競技においては、累計500km以内の地点で連続して10時間以上
のレストタイムを設けなければならない。

　⚕．休憩地点は道路以外で十分な駐車スペースを有する場所に設けること。
　⚖．チェックポイントの位置とその区間距離の決定は安全を考慮した適
切なものとすること。

　⚗．参加車両のスタート方法は原則として、⚑分間隔とする。
　⚘．競技の開催前に複数回の試走を行うこと。
　⚙．コースの距離測定に際して、高速自動車国道等の距離表示を基準距
離とすること。

　10．ラリー競技は最終のコントロールシート提出をもって終了とする。
　11．特別規則書に記載された競技方法は、いかなる場合も競技会審査委
員会の承認なしに変更してはならない。

第⚕条　競技の運営

　オーガナイザーは、競技運営に際し下記の事項を満足しなければならない。
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　⚑．当日の競技会本部および事務局の所在地と電話番号、ならびに競技
会全体のタイムスケジュールを参加者に周知徹底させること。

　⚒．公式通知を発行する場合は、発行日時、通し番号、発行者および宛
先を明記し、競技会本部または指定の場所に掲示すること（その場所
は予め確実に参加者およびクルーに伝達すること）。状況によっては
参加者およびクルーに直接伝達してもよいが、この場合は参加者およ
びクルーから確認の署名を得ること。

　⚓．必要な決定を遅滞なく行うため、競技会審査委員と競技長は、適切
な通信手段等を用いて常に連絡が取れる状態でなければならず、また
競技会審査委員のうち少なくとも⚑名は競技会本部付近に待機してい
なければならない。

　⚔．競技長は競技開始前に競技会審査委員の出席を得てドライバーズブ
リーフィングを開催すること。すべての参加者およびクルーはドライ
バーズブリーフィングに出席しなければならない。

　⚕．競技中は先行車および追上車を配備して全行程を走行させ、参加車
両の安全を確保すること。

　⚖．競技会における連絡体制は十分なものとし、とくに事故処理、救急
に関するものについては万全の措置を講じること。

　⚗．各々のチェックポイントまたはスペシャルステージのスタート／フ
ィニッシュには⚒名以上の人員を配置すること。なお、そのうちの⚑
名については公認審判員資格Ｂ⚓級以上の所持者でなければならない。
（クローズド格式競技を除く）

　⚘．計時を担当する競技役員は、事前に計測器具などの点検を行い、正
確かつ公正な計測および判定を行わなければならない。

　⚙．競技長は競技上のアクシデントを受けたクルーの取り扱いについて、
競技会審査委員会の承認を得て適切な措置を講じることができる。

第⚖条　スペシャルステージならびに、第⚔条⚓に該当する区
間の開催運営基準

　⚑．各コースは、原則として舗装路面（アスファルト、ターマック等）、
未舗装路面（グラベル等）、または積雪路面（氷結路面を含む）のい
ずれかで設定されなければならない。また異なる路面のスペシャルス
テージを組み合わせる場合は（ミックス路面を含み）、参加者に事前に
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情報を告知し、それぞれの路面に適したタイヤを装着できるよう配慮
すること。

　⚒．開催については、下記の事項を満足しなければならない。また、国
際競技については国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項にも従わな
ければならない。

　　⚑）コースは競技関係者以外には確実に遮断されていること。
　　⚒）コースは、安全性を考慮し適切な場所に設定すること。
　　⚓）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項を参考に、緊急事態に備

えた「セーフティプラン（緊急時マニュアル）」を作成し、関与す
る競技役員に緊急時の対応を周知徹底すること。

　　⚔）スタートからフィニッシュまでの間に通過確認（ＳＯＳトラッキ
ング）連絡用無線を設置したラジオポイントを必ず設けること。こ
のラジオポイントは約⚕km毎に少なくとも⚑ヵ所設置しなければ
ならない。

　　⚕）ラジオポイントには通過確認（トラッキング）要員と緊急時要員
を配置し、黄旗を準備しておくこと。消火器（⚓kg以上）を準備す
ることを強く推奨する。

　　⚖）スタート地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　—　緊急用車両
　　　—　医師または救急救命措置の行える者
　　　—　消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　—　大会本部との連絡機器
　　　　コースが15kmを越える場合、中間地点には緊急時に対応し以下

のものを配置すること。
　　　—　緊急用車両
　　　—　医師または救急救命措置の行える者
　　　—　消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　—　大会本部との連絡機器
　　⚗）ストップ地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　—　消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　—　大会本部との連絡機器
　　⚘）緊急用車両は、参加車両から救出するのに必要な機材を積載した

車両と、負傷したクルーを搬送できる車両の⚒台体制であることが
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望ましい。
　　⚙）開催場所の周辺には救急病院（外科、脳神経外科、整形外科、救

命救急センター等）があり、競技会当日の受け入れ体制が確立され
ていること。

　　10）開催場所に観衆（観客）を入れる場合は、その安全確保に十分留
意しなければならない。とくに、ＪＡＦ公認レーシングコースおよ
びＪＡＦ公認スピード競技コース（⚒級以上）以外の場所に観衆を
入れる場合には、公認コースに準じた十分な防護対策を講じなけれ
ばならす、ＪＡＦの確認（査察等）を受けること。

　　　観客安全・コントロール
　　　①観客に警告を促すために、⑧の手段を適用すること。必要であれ

ば、危険なエリアに侵入しているいかなる人物も排除すること。
　　　②危険な場所はセーフティープランに盛り込むこと。オーガナイザ

ーは、セーフティープランに示されている危険なエリアをはっき
りと示すこと。それはまた観客の到着前に行うこと。

　　　③競技長は、救急委員長の推奨事項（ＦＩＡ国際競技規則Ｈ項参照）
を考慮することとする。また、万一危険な状況の場合にはスペシ
ャルステージを中止できるよう、先行車の乗員（および競技会審
査委員会）の推奨事項も考慮することとする。

　　　④競技中（先行車が通過後、追上車が通るまで）一般観客は、競技
に使われる道路沿いに移動することを禁止する。

　　　⑤競技中に観客の安全を確保するため、十分な人数のオフィシャル
又は警備員を配置しなければならない。

　　　⑥オフィシャルは、はっきりと認識できるように、タバード等を身
にづけること。

　　　⑦開催場所は、観客が安全に移動できるような場所、および時間を
設定すること。

　　　⑧インフォメーション（安全に対する告知）
　　　　観衆向けのインフォメーションはさまざまな方法で伝える
　　　　—　パンフレット、チラシ、プログラム
　　11）上記⚑）〜10）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技

規則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。
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第⚗条　参加者およびクルーの遵守事項

　オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底
させること。
　⚑．クルーは、ドライバーおよびナビゲーターの⚒名で構成され、いず
れも競技中に運転を行ってよいが、公道上で当該参加車両を運行する
に有効な自動車運転免許証および当該競技会に有効な競技運転者許可
証を所持していなければならない。クルーの中に参加者がいない場合、
参加車両に搭乗している間はドライバーが参加者の責任を負うものと
する。

　⚒．競技中は道路交通法の遵守を最優先とすること。
　⚓．一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。
　⚔．他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向
を適切に変換し、眩惑を生じさせないよう留意すること。

　⚕．明らかに追い越そうとしている車両がある場合は安全かつすみやか
に進路を譲ること。

　⚖．登録したクルー以外は乗車してはならないこと。
　⚗．競技からリタイヤした場合は直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届
けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務
局に連絡すること。

　⚘．失格またはリタイヤとなった場合は直ちにゼッケン、ラリー競技会
之証およびその他の競技関係添付物を取り除くこと。

　⚙．安全ベルトは必ず装着し、スペシャルステージ走行時やオーガナイ
ザーの指示がある場合は必ずヘルメットおよびレーシングスーツを着
用すること。

　10．スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は、
必ずサイドウィンドウを閉じて走行すること。

　11．競技中はオーガナイザーが指定した場所以外でクルー以外の者によ
る整備作業を行うことはできないこと。

　12．整備作業を行うことができる者は、当該参加車両のクルーおよびオ
ーガナイザーに登録されたサービス員とすること。

　13．特別規則に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要
がある場合は、競技会技術委員長の許可を得ること。
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　14．整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留
意すること。

　15．整備作業実施後は必ず担当競技役員の確認を受けること。
　16．オーガナイザーが指定した場所以外での燃料補給、充電は認められ
ないこと。

第⚘条　罰則

　参加者またはクルーが下記に該当する行為をなした場合には、競技会審
査委員会の裁定により失格を上限とする罰則が適用される。
　　⚑．交通事故を起こしたとき。
　　⚒．道路交通法に違反したとき。
　　⚓．リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。
　　⚔．走行マナーおよび態度や品行に問題があるとき。
　　⚕．チェックカード、タイムカードもしくはコントロールシートを改

ざんしたとき。
　　⚖．車両規則違反が発見されたとき。
　　⚗．参加車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手

が加えられたり、それらが失われたりしたとき。
　　⚘．競技中にクルーまたは参加車両を変更したとき。
　　⚙．参加者およびクルーまたは関係者間で不正行為があったとき。
　　10．その他競技役員の重要な指示に従わなかったとき。
　　11．参加者およびクルーがドライバーズブリーフィングに遅刻または

欠席したとき。
　　12．各諸規則および本規定ならびに競技会特別規則に関する重大な違

反があったとき。

第⚙条　本規定の施行

　本規定は、2019年⚑月⚑日から施行する。
以上
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第⚒種アベレージラリーの区間距離表推奨様式

⚑．ＣＰ／ＰＣ欄：チェックポイント、速度変更地点（パスコントロール
ポイント）、タイムトライアルのスタート／フィニッ
シュ、補正地点等の位置を記入

⚒．コ マ 図 欄：コマ図番号を記入
⚓．積算距離欄：スタートからフィニッシュまでの積算距離を記入
⚔．道　 標　 欄：道路標識等による速度制限がある場合にはその数値を

記入
⚕．区間距離欄：①区分⚑：各区間の距離を記入
　　　　　　　　　②区分⚒：チェックポイント間等の距離を記入
⚖．指示速度欄：各チェックポイントおよび速度変更地点間の指示速度

または指定時間を記入（タイムトライアルの場合には
ＳＳと記入）

⚗．所要時間欄：各チェックポイント間の所要時間を記入
⚘．通過時刻欄：⚑号車の通過予定時刻を記入
⚙．備　 考　 欄：特記事項を記入
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積算距離道標地　名コマ図CP / PC

40Aホテル1スタート
15.1540B町C交差点2
24.64ナシ3
27.46ナシD村4OMCP
40.97ナシ5
42.35ナシ6
42.77ナシ7
43.39ナシ8
43.59ナシEサーキット1CP
43.79ナシ9SS1S
48.294010SS1F
49.74ナシD村11PC1
55.245012PC2
57.74ナシF駐車場2CP

備　考通過時刻
（時・分・秒）

所用時間
（分：秒）

指示速度
（㎞／h）

区間距離
（区分⚒）

区間距離
（区分⚑）

時間走行20:31:0060:0060分27.46
15.15
9.49
2.82

20:52:5921:5944.043.59

13.51
1.38
0.42
0.62
0.20

時間走行20:54:5902:002分0.200.20
20:59:2904:30SS4.504.50

21:13:2713:58
30.0

9.45
1.45

45.05.50
40.02.50



　ラリー競技開催規定第⚒条に従い、スペシャルステージラリーに適用す
る規定を以下の通り定める。

第⚑章　総則

第⚑条　定義　　

　⚑）ラリー競技の開始（BEGINNING OF THE RALLY）：ラリーは、
書類検査あるいはレッキ（いずれか早い方）で開始する。ラリーの競
技要素は、最初のタイムコントロールで開始する。

　⚒）ラリー競技の終了（END OF THE RALLY）：ラリー競技は、最終
公式順位認定の掲載をもって終了する。ラリー競技の要素は、最終タ
イムコントロールで終了する。

　⚓）公式通知（Official Notice）：ラリーの競技会特別規則を修正、明確
化あるいは補足完成するための公式な書面による通知。

　⚔）コミュニケーション（Communication）：競技長あるいは競技審査
委員会のいずれかにより発行される、情報提供の公式な書面による通
知。

　⚕）コントロール：参加車両の通過または通過時刻の確認を行う場所で、
下記の種類がある。

　　（⚑）タイムコントロール：参加車両の到着時刻を記録する地点。
　　（⚒）スペシャルステージのスタートコントロール：スペシャルステ
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⚒⚐⚑4年11月27日改正
⚒⚐⚑5年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚑⚖年⚓月24日改正
⚒⚐⚑⚖年⚔月⚑日施行
2017年⚗月27日改正
2018年⚑月⚑日施行
2018年⚗月25日改正
2019年⚑月⚑日施行

⚒⚐⚐⚖年⚓月⚒⚘日制定
⚒⚐⚐⚖年⚖月⚑日施行
⚒⚐⚐⚗年⚘月⚑日改正
⚒⚐⚐⚘年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚐8年⚗月31日改正
⚒⚐⚐8年11月27日改正
⚒⚐⚐9年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚑⚒年⚗月2⚖日改正
⚒⚐⚑⚓年⚑月⚑日施行



ージのスタート時刻を記入する地点。
　　（⚓）スペシャルステージのフィニッシュコントロール：スペシャル

ステージのフィニッシュ時刻を記録する地点。ただし、タイムカ
ードへの実際の記入は同じコントロールエリア内にあるストップ
ポイントで行う。

　　（⚔）パッセージコントロール：参加車両の通過確認を行う地点。
　⚖）コントロールエリア（CONTROL AREAS）：最初の黄色地の警告
サインとベージュ色に⚓本の横断線の入った最終サインまでの場所が
コントロールエリアとみなされる。

　⚗）レコナイザンス（RECONNAISSANCE：レッキ）：スペシャルス
テージの下見のことをいい、ドライバー、コ・ドライバーはレッキス
ケジュールに従いスペシャルステージを走行すること。

　⚘）レグ（LEG）：夜間リグループ（オーバーナイトパークフェルメ）
により分けられるラリーの各競技部分。第⚑レグの前の夜にスーパー
スペシャルステージが行われる場合、それは第⚑レグの第⚑セクショ
ンと見なされる。

　　（⚑）⚑つのレグにおける各クルーの運転時間は合計18時間を超えな
いこと。

　　（⚒）⚑つのレグの終了から次のレグの開始までの間は、⚖時間以上
のレストタイム（停車時間）が設定されなければならない。なお、
競技中の連続走行時間（⚑回が連続10分以上の運転の中断をする
ことなく、連続して運転する時間）は、最長⚒時間を目安とし、
設定することを推奨する。

　⚙）セクション：リグループで区切られる競技区間の単位。
　10）ロードセクション：主として移動を目的とした走行に充てられ⚒つ
の連続するタイムコントロールで区切られた区間、もしくはスペシャ
ルステージスタートとそれに続くタイムコントロールで区切られた区
間を指す。

　11）リグループ：参加車両の隊列を整えることを目的として設定される
停車をいう。リグループを行う場所は、出入り口にタイムコントロー
ルを設けてパルクフェルメの状態を保たなければならない。その停車
時間はクルーによって異なってもよい。

　12）ニュートラリゼーション：何らかの事由によりオーガナイザーが参
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加車両を停車させること。この停車時間は競技時間に算入されない。
その場所にはパルクフェルメの規則が適用される。

　13）パルクフェルメ（PARC FERMÉ）：車両への一切の作業、検査、
調整あるいは修理が、本規則、あるいはラリー競技会特別規則により
明確に許されている場合以外許可されず、許可を受けた競技役員だけ
がその実施を認められる領域。

　14）禁止されるサービス（PROHIBITED SERVICE）：競技車両に車載
されている物以外の、製造物（オーガナイザーにより供給される場合
以外の固体あるいは液体）、スペアパーツ、工具あるいは器具をクル
ーが使用あるいは受領することができない。

　15）タイムカード（TIME CARD）：アイテナリーの中で予定されてい
る様々なコントロールポイントで記録されたタイムを記入するための
カード。

　16）メディアゾーン（MEDIA ZONE）：サービスパーク、リモートサ
ービスあるいはリグループパークの入口のタイムコントロール手前で、
メディアのために設定されたゾーン。

　17）テクニカルゾーン（TECHNICAL ZONE）：⚒箇所のタイムコント
ロールで区切られた、車検員による技術検査を実施する目的のゾーン。

　18）ラジオポイント：スペシャルステージ内走行中の競技車両の走行状
況を把握し、事故発生時の効率的な救助活動を目的に、スペシャルス
テージ内に設置される地点。この地点では、通過確認（トラッキング）
要員と緊急時要員が配置され、連絡用無線が設置される。また、黄旗
が準備され、競技長の指示により黄旗が提示される場合がある。スペ
シャルステージ内にて黄旗が提示されるのはこの地点のみである。

　19）スーパースペシャルステージ（SUPER SPECIAL STAGE）：本規
則に述べられ、ラリー競技会特別規則に詳細のあるスペシャルステー
ジの変化形でアイテナリーに記載される。

第⚒条　統一書式

　オーガナイザーは、アイテナリー、ロードブックおよびタイムカードを
作成しなければならず、別添の推奨様式に従うことが望ましい。
　⚑．アイテナリーおよびロードブック：オーガナイザーは、レッキ開始
前までにすべてのクルーにアイテナリーが含まれたロードブックを配
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布すること。推奨様式については別添⚓を参照のこと。クルーはアイ
テナリーとロードブックに必ず従うこと。オーガナイザーは、迂回ル
ート（オルタネートルート）を予めロードブックに記載しておくか、
ロードブックと同時に配布すること。

　⚒．タイムカード：オーガナイザーは、行程上に設けられた各コントロ
ール（第21条．参照）で計時記録の記入および押印または署名を行う
ためのカードを用意しなければならない。少なくとも各セクションご
とに別々のタイムカードのセットを発行することとする。また必要に
応じてパッセージコントロールで押印または署名を行ってもよい。

　　　推奨様式については別添⚔を参照のこと。

第⚓条　特別規則書

　特別規則書には、国内競技規則⚔－⚘のほか、少なくとも次の事項を明
示すること。
　⚑．ラリー概要：下記の事項を明記すること。
　　⚑）開催日程および開催場所
　　⚒）競技会本部の所在地、レイアウト図、電話番号、開設および閉鎖

日時
　⚒．競技内容：下記の事項を明記すること。
　　⚑）本規定に従ったスペシャルステージラリーであること。
　　⚒）スペシャルステージの路面の種別（舗装路面、非舗装路面および

積雪路面等）。
　　　　なお、第⚓章で述べられている事項については、特別規則書に改

めて記載する必要はないが、記載する場合は文言および内容を変更
しないこと。

　⚓．競技距離：スペシャルステージの合計距離および総走行距離
　⚔．クルーおよび参加車両の変更に関する下記の事項
　　⚑）正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただしコ・ドラ

イバーおよび参加車両については、参加者から理由を付した文書が
提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。

　　⚒）参加クラスの変更を伴う参加車両の変更は認められない。
　⚕．整備作業の範囲
　　⚑）タイヤの交換
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　　⚒）ランプ類のバルブの交換
　　⚓）点火プラグの交換
　　⚔）Ｖベルトの交換
　　⚕）各部点検増締め
　　⚖）上記⚑）〜⚕）以外にオーガナイザーが定める整備作業の範囲
　⚖．ラリースケジュール：下記の事項を含むこと。
　　⚑）参加申込の開始日時
　　⚒）参加申込の締切日時
　　⚓）レッキの受付日時および実施日時
　　⚔）参加確認の日時
　　⚕）公式車検の日時
　　⚖）第一回審査委員会の日時
　　⚗）ドライバーズブリーフィングの日時
　　⚘）各レグのスタートリスト発表の日時
　　⚙）暫定結果の発表日時
　　10）表彰式の開催日時
　⚗．暫定のアイテナリー
　⚘．その他当該競技会で適用される追加規則

第⚔条　公式書類

　・公式通知
　　　特別規則書の内容への追加または訂正は公式通知によって行うこと
ができる。公式通知は特別規則書を補完するものであり、特別規則書
の一部と見なされる。公式通知を発行する場合は、発行日時、通し番
号、発行者および宛先を明記し、定められた場所に掲示すること（そ
の場所は予め確実に参加者またはクルーに伝達すること）。状況によ
っては参加者またはクルーに直接伝達あるいは配布しても良いが、こ
の場合は必ず参加者またはクルーから確認の署名を得ること。公式通
知は掲示する場合も含めてすべて黄色い用紙を使用すること。

　・ラリーガイド
　　　このガイドの概念は、メディア、競技役員あるいは競技参加者いず
れもが、⚑つの書類で書類事務作業を済ませられるようにしようとす
るものである。ラリーガイドは、ラリースタートの少なくとも⚓週間

ラリー競技開催規定

325



前に電子的書類として発表することができる。ラリーガイドの印刷版
作成はオーガナイザーの任意である。

　・エントリーリスト
　　　競技会特別規則にあるエントリー締め切り次第、オーガナイザーは、
以下の内容を含めエントリーリストとして発表すること。

　　　－競技車両番号
　　　－競技参加者のフルネーム
　　　－ドライバー／コ・ドライバーの氏名
　　　－エントリーする車両名と車両型式
　　　－エントリーする車両のクラス
　・スタートリスト
　　　スタートリストは、競技会審査委員会の承認の後、競技長が署名し、
競技会特別規則に決められている時刻に発表される。

第⚕条　参加車両

　⚑．本競技に参加できる車両は次の通りとする。
　　⚑）国際格式競技：ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項の

グループＮまたはグループＡ規定に従った車両
　　　　ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則地域ラリー選手権規定に従

った車両
　　⚒）国内格式競技以下：
　　（⚑）ＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリー車両規定に従ったＲ車両、

ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両またはＡＥ車両
　　（⚒）ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、2002年12月31日以前

に運輸支局等に初度登録され、かつ2002年ＪＡＦ国内競技車両規
則第⚓編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）

　　（⚓）上記（⚑）の車両に対し、ＪＡＦ国内競技車両規則第⚒編ラリ
ー車両規定第⚒章安全規定第⚒条、第⚓条および第⚔条に定めら
れた安全装備を夫々装着しなければならない。ただし、スペシャ
ルステージがＪＡＦ国内スピード競技公認コースにおいて実施さ
れる場合はこの限りでない。

　⚒．ＦＩＡまたはＪＡＦの認定する選手権競技を除き、オーガナイザー
は特別規則書に規定することにより、各車両規定で認められている改
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造範囲をさらに制限することができる。
　⚓．オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用
できるタイヤの本数および仕様を規制することができる。

　⚔．外国登録自動車を一時輸入してラリー競技に使用する場合は、道路
交通に関する条約（1949年、ジュネーヴ）等で規定されている要件を
満たしていること。

第⚒章　競技運営

第⚖条　競技会本部（ヘッドクォーター）

　⚑．競技会期間中は競技会本部（ヘッドクォーター）を設置すること。
　⚒．競技中はラリーコントロールを中心とした十分な連絡体制を敷くこ
と。とくに事故処理、救急に関するものについては万全の措置を講じ
ること。

　⚓．必要な決定を遅滞なく行うため、競技会審査委員と競技長は、適切
な通信手段等を用いて常に連絡が取れる状態でなければならず、また
競技会審査委員のうち少なくとも⚑名は競技会本部付近に待機してい
なければならない。

第⚗条　競技の設定

　⚑．ロードセクションの目標所要時間の設定は、一般交通の用に供され
ている道路について、その道路の速度制限に従い、かつ瞬間的にもそ
の道路の制限速度を超えないように設定すること。

　　　山間部およびカーブの多い道路では、クルーの安全に留意し、ミス
コースを誘発するようなコース設定ならびに競技運営を行わないこと。
また、要所には中間連絡車または監視役員を配置すること。

　⚒．サービスパーク、リグループおよびパルクフェルメは道路以外で十
分な駐車スペースを有する場所に設けること。

　⚓．競技の開催前に複数回の試走を行うこと。
　⚔．コースの距離測定に際して、高速自動車国道等の距離表示を基準距
離とすること。

　⚕．特別規則書に記載された競技方法は、いかなる場合も競技会審査委
員会の承認なしに変更してはならない。
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第⚘条　スペシャルステージの開催運営基準

　⚑．クローズド（クローズド格式）、リストリクティッド（地方格式）：
　（⚑）各コースは、原則として舗装路面（アスファルト、ターマック等）、

未舗装路面（グラベル等）、または積雪路面（氷結路面を含む）の
いずれかで設定されなければならない。また異なる路面のスペシャ
ルステージを組み合わせる場合は（ミックス路面を含み）、参加者に
事前に情報を告知すること。

　（⚒）開催については、下記事項を満足しなければならない。
　　　⚑）コースは競技関係者以外には確実に遮断されていること。
　　　⚒）コースは、安全性を考慮し適切な場所に設定すること。
　　　⚓）スタートからフィニッシュまでの主要な箇所に通過確認（トラ

ッキング）、連絡用無線を設置したラジオポイントを必ず設ける
こと。

　　　⚔）ラジオポイントには通過確認（トラッキング）要員と緊急時要
員を配置し、黄旗を準備しておくこと。

　　　⚕）開催場所の周辺には救急病院（外科、脳神経外科、整形外科、
救命救急センター等）があり、競技会当日の受け入れ体制が確立
されていること。

　　　⚖）開催場所に観衆（観客）を入れる場合は、その安全確保に十分
留意しなければならない。とくに、ＪＡＦ公認レーシングコース
およびＪＡＦ公認スピード競技コース（⚒級以上）以外の場所に
観衆を入れる場合には、公認コースに準じた十分な防護対策を講
じなければならず、ＪＡＦの確認（査察等）を受けること。

　　　　観客安全・コントロール
　　　　①観客に警告を促すために、⑧の手段を適用すること。必要であれ

ば、危険なエリアに侵入しているいかなる人物も排除すること。
　　　　②競技長は、救急委員長の推奨事項（ＦＩＡ国際競技規則Ｈ項参

照）を考慮することとする。また、万一危険な状況の場合には
スペシャルステージを中止できるよう、⚐⚐カー、⚐カーの乗
員（および審査委員会）の推奨事項も考慮することとする。

　　　　③競技中（⚐⚐カーが通過後、スイーパーカーが通るまで）一般
観客は、競技に使われる道路沿いに移動することを禁止する。
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　　　　④競技中に観客の安全を確保するため、十分な人数のオフィシャ
ル又は警備員を配置しなければならない。

　　　　⑤オフィシャルは、はっきりと確認できるように、ジャケット等
を身に付けること。

　　　　⑥観客が安全に移動できるような場所、および時間を設定するこ
と。

　　　　⑦インフォメーション（安全に対する告知）
　　　　　観衆向けのインフォメーションはさまざまな方法による
　　　　　－印刷物、呼びかけ、およびテレビ報道
　　　　　－ポスター提示
　　　　　－パンフレットの配布
　　　　　－拡声器装備車両（コースインフォメーションカー）の競技ル

ート通過により観衆に告知する（最初の車両がスタートする
45分から⚑時間前が推奨される）。この車両は、拡声器装備
のあるヘリコプターに替えることができる。この運用は必要
に応じて何度も繰り返すことができる。

　　⚗）上記⚑）〜⚕）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技
規則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。

　（⚓）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に基づき、下記事項を強
く推奨する。

　　　⚑）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項を参考に緊急事態に備
えた「セーフティプラン（緊急時マニュアル）」を作成し、関与
する競技役員に緊急時の対応を周知徹底すること。

　　　⚒）ラジオポイントは約⚕km毎に設置すること。
　　　⚓）スタート地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　　－緊急用車両
　　　　－医師または救急救命措置の行える者
　　　　－消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　　－大会本部との連絡機器
　　　⚔）ストップ地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　　－消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　　－大会本部との連絡機器
　　　⚕）緊急用車両は、参加車両から救出するのに必要な機材を積載し
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た車両と、負傷したクルーを搬送できる車両の⚒台体制であるこ
とが望ましい。

　　　⚖）上記⚑）〜⚔）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競
技規則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。

　⚒．セミナショナル（準国内格式）、ナショナル（国内格式）またはイ
ンターナショナル（国際格式）：

　（⚑）各コースは、原則として舗装路面（アスファルト、ターマック等）、
未舗装路面（グラベル等）、または積雪路面（氷結路面を含む）の
いずれかで設定されなければならない。また異なる路面のスペシャ
ルステージを組み合わせる場合は（ミックス路面を含み）、参加者に
事前に情報を告知し、それぞれの路面に適したタイヤを装着できる
よう配慮すること。

　（⚒）開催については、下記の事項を満足しなければならない。また、
インターナショナル（国際格式）については国際モータースポーツ
競技規則付則Ｈ項にも従わなければならない。

　　　⚑）コースは競技関係者以外には確実に遮断されていること。
　　　⚒）コースは、安全性を考慮し適切な場所に設定すること。
　　　⚓）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項を参考に緊急事態に備

えた「セーフティプラン（緊急時マニュアル）」を作成し、関与
する競技役員に緊急時の対応を周知徹底すること。

　　　⚔）スタートからフィニッシュまでの間に通過確認（トラッキング）、
連絡用無線を設置したラジオポイントを必ず設けること。このラ
ジオポイントは約⚕km毎に少なくとも⚑ヵ所設置しなければな
らない。

　　　⚕）ラジオポイントには通過確認（トラッキング）要員と緊急時要
員を配置し、黄旗および消火器（⚓kg以上）を準備しておくこと。

　　　⚖）スタート地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　　－緊急用車両
　　　　－医師または救急救命措置の行える者（全日本選手権では医師が

望ましい）
　　　　－消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　　－大会本部との連絡機器
　　　　　コースが15kmを越える場合には中間地点（ミッドポイント）に
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は緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　　－緊急用車両
　　　　－医師または救急救命措置の行える者
　　　　－消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　　－大会本部との連絡機器
　　⚗）ストップ地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
　　　－消火器（⚔kg×⚒本相当以上）
　　　－大会本部との連絡機器
　　⚘）緊急用車両は、参加車両から救出するのに必要な機材を積載した

車両と、負傷したクルーを搬送できる車両の⚒台体制であることが
望ましい。

　　⚙）開催場所の周辺には救急病院（外科、脳神経外科、整形外科、救
命救急センター等）があり、競技会当日の受け入れ体制が確立され
ていること。

　　10）開催場所に観衆（観客）を入れる場合は、その安全確保に十分留
意しなければならない。とくに、ＪＡＦ公認レーシングコースおよ
びＪＡＦ公認スピード競技コース（⚒級以上）以外の場所に観衆を
入れる場合には、公認コースに準じた十分な防護対策を講じなけれ
ばならず、ＪＡＦの確認（査察等）を受けること。

　　　　観客安全・コントロール
　　　①観客に警告を促すために、⑧の手段を適用すること。必要であれ

ば、危険なエリアに侵入しているいかなる人物も排除すること。
　　　②危険な場所はセーフティープランに盛り込むこと。オーガナイザ

ーは、セーフティープランに示されている危険なエリアをはっき
りと示すこと。それはまた観客の到着前に行うこと。

　　　③競技長は、救急委員長の推奨事項（ＦＩＡ国際競技規則Ｈ項参照）
を考慮することとする。また、万一危険な状況の場合にはスペシ
ャルステージを中止できるよう、⚐⚐カー、⚐カーの乗員（およ
び審査委員会）の推奨事項も考慮することとする。

　　　④競技中（⚐⚐カーが通過後、スイーパーカーが通るまで）一般観
客は、競技に使われる道路沿いに移動することを禁止する。

　　　⑤競技中に観客の安全を確保するため、十分な人数のオフィシャル
又は警備員を配置しなければならない。
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　　　⑥オフィシャルは、はっきりと確認できるように、ジャケット等を
身に付けること。

　　　⑦スペシャルステージは、観客が安全に移動できるような場所、お
よび時間を設定すること。

　　　⑧インフォメーション（安全に対する告知）
　　　　観衆向けのインフォメーションはさまざまな方法で伝える
　　　　－パンフレット、チラシ、プログラム
　　11）上記⚑）〜10）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技

規則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。

第⚙条　競技役員

　⚑．各コントロールのタイムカードの記入者は公認審判員資格Ｂ⚓級以
上の所持者でなければならない。（クローズド格式競技を除く。）

　⚒．計時を担当する競技役員は、事前に計測器具などの点検を行い、正
確かつ公正な計測および判定を行わなければならない。

　⚓．ＪＡＦオブザーバーは、ラリーのすべての局面を再考し、適切な報
告書式を完成する。

　⚔．競技参加者のリレーションオフィサー（ＣＲＯ）の第一の任務は、
競技参加者／クルーに対し、規定およびラリーの運営に関連する情報
あるいは解説を提供することである。ＣＲＯは、競技参加者／クルー
が容易に確認できなければならず、ＣＲＯスケジュールにしたがって
いること。

第10条　参加確認および参加車両検査

　⚑．参加者に対し、少なくとも下記の書類の提示を義務づけ、その記載
内容を確認すること。

　　⚑）すべてのクルーの自動車運転免許証
　　⚒）すべてのクルーの競技運転者許可証
　　⚓）競技参加者許可証
　　⚔）自動車検査証
　　⚕）自動車損害賠償責任保険証
　　⚖）対人賠償保険証（または共済等）および搭乗者保険証（または共

済等）
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　⚒．オーガナイザーは、車両申告書、車両検査チェックリスト等を適宜
作成し、出走前に第⚕条に記載された車両規定への適合性を検査する
こと。また、ヘルメット等の安全装備品の確認を行うこと。

　⚓．オーガナイザーは、タイヤの本数および仕様を規制するため、ある
いは参加車両またはその構成部品の同一性を確認するため、これらに
マーキングや封印等を施すことができる。マーキングや封印の実施に
ついては、特別規則書に明記しなければならない。参加者はこれらの
マーキングや封印等を当初通り保持する責任を負う。

　⚔．すべての参加車両は、定められた時刻に車両検査を受けなければな
らない。

　⚕．参加者は車両検査において自己の参加車両が車両規定に合致してい
ることを証明できる書類を持参しなければならない。これらを持参し
ていない場合、オーガナイザーの判定に対して異議を唱えることはで
きない。

　⚖．競技会審査委員会は、規則に不適合な箇所が発見された参加車両に
対し、規則に合致させるための限られた修復時間を与えることができ
る。

　⚗．オーガナイザーは競技会期間中、任意に参加車両の追加検査または
追加確認を行うことができる。参加者は競技会期間中、常に各自の参
加車両の適合性について責任を持つものとする。

　⚘．各クルーは、競技の最終コントロール通過後ただちに参加車両をパ
ルクフェルメに進入させ、下記の確認を受けること。

　　①出走前に車検を受けた車両と同一であること。
　　②罰則の対象となる要因の有無。
　　③マーキング、封印等を実施した場合は、それらが保持されているか

どうか。
　⚙．出走前の車両検査において競技の公正性または公平性に関わる箇所
の確認を実施しなかった場合、オーガナイザーは競技終了後任意の上
位入賞車両についてこれらの箇所に関する検査を行わなければならない。

　10．競技終了後、競技会審査委員会または競技会技術委員長が必要と判
断した場合、もしくは抗議の内容により必要とされる場合、オーガナ
イザーは分解を伴う再車両検査を行うことができる。

　11．オーガナイザーは競技中著しく車体、保安部品または排気系統を破
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損した参加車両を走行させてはならない。
　12．特別規則書に特に記述がない場合、クルーまたはチームで登録され
たサービス員が参加車両を車検場に持ち込むことができる。

第11条　レッキ

　⚑．スペシャルステージラリーでは必ず実施されるものとし、具体的な
実施方法は特別規則書に明記されなければならない。その方法は、各
クルーが公平にコース情報を記録することができるよう配慮したもの
とし、車両を用いる場合はスペシャルステージ⚑ヵ所につき、予定さ
れている進行方向で少なくとも⚒回の走行が可能な設定とすることが
望ましい。車両によるレッキが実施できない場合は慣熟歩行等でこれ
に代えてもよい。レッキ中の車両が相互に対向するようなスケジュー
ル設定をしてはならない。また、オーガナイザーは競技に使用される
ロードブックおよびレッキに必要な情報が記載された地図等をクルー
に配布するとともに、スペシャルステージのスタート／フィニッシュ、
ラジオポイントおよびストップポイントの位置をコース上に示すこと。
レッキ実施中はコースに適切に係員を配置しなければならない。

　⚒．オーガナイザーは特別規則書に明記することにより、レッキに使用
する車両およびタイヤの仕様を定めることができる。

　⚓．レッキ中のスピード
　　　オーガナイザーはスペシャルステージ内の制限速度を決めても良い。
その制限速度は特別規則書に記載し、レッキ中のいかなるタイミング
でもチェックすることができる。

第12条　ブリーフィング

　オーガナイザーは出走前に参加者、クルー、競技会審査委員会、競技長
および主要競技役員が出席するブリーフィングを開催し、競技ならびに救
急体制に関する補足説明および質疑応答を行うこと。
　すべての参加者およびクルーはブリーフィングに出席しなければならない。

第13条　コースカー（00カー、0カー、スイーパーカー）

　オーガナイザーは複数台のコースカーを用意しなければならない。これ
らの車両は「⚐⚐」、「⚐」および「スイーパーカー」のゼッケンを付け、
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すべての行程を、セーフティプランのコースカースケジュールに従って走
行しなければならない。
　⚐⚐カーはコースの安全確認、設置物、セーフティカーの配置、計時機
器の動作、競技役員の配置、観客およびメディアの安全性等、スペシャル
ステージを開始するために必要な確認および競技長への報告を主たる役務
とする。⚐カーは参加車両の直前に走行し、コースの最終安全確認および
スペシャルステージの開始が可能であることの確認を主たる役務とする。
　⚐⚐カーおよび⚐カーのドライバーおよびコ・ドライバーは中程度の速
度で完全に安全な走行ができる程度の運転技術および経験があり、ステー
ジ内の必要条件を正確に理解していることに加えて、コース上の状況につ
いて適切に報告できなくてはならない。
　⚐⚐カーおよび⚐カーは、参加車両と同様にすべてのＴＣにて計時およ
びタイムカードへの記入を受けること。⚐カーはスペシャルステージの走
行時には警告音および警告灯を作動させること。また、コースの映像を記
録することが推奨される。
　オーガナイザーは、スイーパーカーを用意し、参加車両が走行後セーフ
ティプランのコースカースケジュールに従ってすべての行程を走行しなけ
ればならない。走行中は、離脱・リタイヤ届を提出しようとしているクル
ーや、走行不能車両、援助を求めている車両、コース上の重大な問題がな
いかを確認し、競技長に報告すること。
　⚐⚐カーが通過してから、スイーパーカーが通過するまでの間、競技役
員は競技体制を維持すること。

第14条　競技結果

　⚑．競技結果はスペシャルステージで記録された所要時間と、ロードセ
クションその他で課されたペナルティタイムを合計して決定される。
競技結果は時・分・秒で表記するものとする。

　⚒．オーガナイザーは競技の進行に従って随時下記の競技結果を発表し
なければならない。また、スペシャルステージの所要時間とその他の
ペナルティタイムの両方が記載されていなければならない。

　　⚑）レグ別順位結果：⚑つのレグの終了時点で発表される非公式な参考
順位記録で、当該レグ終了までの累積結果が記載されるものとする。

　　⚒）暫定最終結果：当該ラリー終了後発表される暫定結果。
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　　⚓）正式結果：暫定最終結果発表後、抗議の制限時間が経過し、競技
会審査委員会による承認を経た当該ラリーの公式結果。

　⚓．複数のクルーの最終成績（すべてのスペシャルステージの所要時間
とすべてのペナルティタイムを合計した時間）が同じである場合は、
最初のスペシャルステージでより少ない所要時間を記録したクルーが
上位となる。これで順位が決定できない場合は⚒番目以降のスペシャ
ルステージの結果を順次比較して決定する。この方法は、レグ別順位
結果についても適用することができる。

第15条　儀典

　フィニッシュ後の表彰ならびに賞の授与は下記に従って実施することが
できる。
　⚑．セレモニアルフィニッシュ：最終コントロール前に行う形式的なフィ
ニッシュで、暫定結果に基づいたフィニッシュ順としても良い。

　⚒．暫定表彰：暫定結果に基づく形式的な表彰式を行っても良い。ただ
し授与されるものは公式なものであってはならない。

　⚓．表彰式：正式最終結果に基づく公式な賞の授与。

第⚓章　競技細則

　本章は、ＦＩＡ地域ラリー選手権規定（FIA Regional Rally Championships, 
Sporting Regulations）に準じた国内規定として定めたものである。

第16条　サービス（整備作業）

　⚑．競技中は、参加車両のサービスはオーガナイザーが設定したサービ
スパークでのみ行うことができる。ただし、外部からの援助を受ける
ことなく、クルー自らが車載の道具類のみを使用して作業を行う場合
はこの限りではない（コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く）。

　⚒．サービスパークまたはリグループへの入場前のタイムコントロール
でクルーと書類や飲食物の受け渡しを行うことは認められる。

　⚓．サービスパークは次の規格に沿って設定されるものとする。
　　　各レグの最初のスペシャルステージ前：15分　レグ⚑については強
制ではない。ただしラリーの競技的要素の後およびオーバーナイトリ
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グループの後の場合はその限りではない。
　　　⚒つのステージグループの間：30〜45分
　　　最終レグを除く、レグ終了時：45〜60分
　　　オーガナイザーにより、ラリーフィニッシュ前に10分間のサービス
を設定することができる。

　⚔．サービスパークはアイテナリーに明記され、出入り口にはタイムコ
ントロールを設置すること（ただし、別添⚒に定める各標識間の距離
は⚕メートルでよい）。

　⚕．サービスパーク内においては、いかなる車両も30km／hを超えて走
行してはならない。

　⚖．サービス車両は参加申し込み時に登録され、サービス車両であるこ
とを示すプレート等を表示していなければならない。

　⚗．サービス後にタイヤマーキングを行う場合、マーキング作業実施場
所はサービスパーク出口のタイムコントロール直後に設置すること。
この場合、続くロードセクションの目標所要時間は上記の作業時間を
考慮して設定すること。

第17条　タイヤ交換　　

　タイヤ交換はサービスパーク以外で行ってはならない。ただし、クルー
自らが車載の道具類のみを使用して車載のスペアタイヤと交換する場合は
この限りではない（コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く）。こ
の場合、外したタイヤは必ず車両に積んで持ち帰ること。また、スペアタ
イヤの搭載は⚒本までとする。

第18条　燃料補給および充電

　オーガナイザーが指定した場所以外での燃料補給、充電は認められない
こと。燃料補給中はエンジンを停止するとともに、クルーは車外で待機す
るか、車内で待機する場合は安全ベルトを外していなければならない。

第19条　スタートおよび再スタート　　

　⚑）各クルーのスタート時刻（または再スタート時刻）は、各レグスタ
ート前の指定された時間に競技会審査委員会承認後、競技長が署名し
たスタートリストによって示される。
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　⚒）セレモニアルスタート
　　　セレモニアルスタートはプロモーション等の目的で実施することが
できる。スタートインターバル及びその順番は、オーガナイザーによ
り決定される。スケジュールおよび会場は特別規則書に記載すること。
クルーがその車両でセレモニアルスタートに参加できない場合であっ
ても、その後のラリーを指定された時間通りにスタートすることは許
される。ただし、審査委員会に報告され、車両検査を通過しなければ
ならない。クルーは車両がなくてもセレモニアルスタートに参加しな
ければならない。

　⚓）スタートの最大遅延
　　　セクションのスタートから15分以上遅れたクルーについては、その
セクションをスタートすることができない。

　⚔）レグ⚒以降のスタート順
　　　レグ⚒以降のスタート順は、レグの最終ステージ終了時の成績に準
じる。

　⚕）スタート間隔
　　　特別規則書で特に言及されていない場合、全車両のスタート時間の
間隔は⚑分となる。

　⚖）スタート順変更
　　　競技長は安全上の理由、および審査委員会の助言により、クルーの
スタート順もしくはスタート間隔の変更を行うことがある。

　⚗）スタートエリア
　　　ラリーの競技要素スタートの前に、オーガナイザーはスタートエリ
アにすべての競技車両を集合させることができ、そこには競技会特別
規則に詳細のあるスタート時刻の前に車両が運転されてこなければな
らない。スタートエリアへの遅延到着についての罰金のみが、競技会
特別規則に明記されなければならない。スタートエリアでは一切のサ
ービスが禁止される。

第20条　タイムカードへの記入

　⚑．ラリーのスタートにおいて、各ロードセクションごとに定められた
目標所要時間が記入されたタイムカードをクルーに支給する。これら
のカードは、⚑つのセクションを走行するために必要な枚数が支給さ
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れるものとし、各クルーはそれぞれのセクションの終了ごとにカード
を提出する。タイムカードの提出および記入内容の確認は各クルーの
責任において行うこと。時刻の記入は常に00：01-24：00の形式で時・分
単位（スペシャルステージのフィニッシュにおける計時記録は秒また
は⚑／10秒の単位まで）を明記するものとする。ラリーを通じての公
式時刻は特別規則書に明記されること。

　⚒．タイムカードは常に提示できるようにしておき、コントロールでは
クルー自身が競技役員にカードを提出し、記入を受けること。

　⚓．タイムカードの記入内容の修正はその権限のある競技役員によって
のみ行われる。

　⚔．いかなるコントロールにおいても、タイムカードへの時刻の記入、
および押印または署名が確実に履行されなければならない。ただし、
パッセージコントロールでの時刻の記入は不要とする。

　⚕．タイムカードに記入された時刻および所要時間と当該競技会の公式
書類に記録された時刻および所要時間が異なっている場合は、競技会
審査委員会がこれを審査し最終判断を行う。

第21条　コントロールの機能

　⚑．すべてのコントロールは以下の方法で示される。
　　（⚑）コントロールエリアの開始は黄色地の予告標識によって示され

る。予告標識から約25ｍ先に設置される実際のコントロールの位
置は、予告標識と同一の図柄の赤色地の標識によって示される。
さらに約25ｍ先に設置されるコントロールエリアの終了はベージ
ュ地（黄色地でも可）に黒の斜線が⚓本入った終了標識によって
示される。

　　（⚒）コントロールエリアはパルクフェルメとみなされ、いかなる修
理も行ってはならない。またいかなる援助も受けてはならない。

　　（⚓）参加車両は、タイムカードへの記入等に必要な時間を超えてコ
ントロールエリア内に留まってはならない。

　　（⚔）タイムコントロールにはクルーが参加車両に搭乗したまま容易
に視認できる公式時計を設置することが望ましい。ただしチェッ
クインはクルーの責任で行わなければならない。

　　（⚕）タイムコントロールに配置されている競技役員は、クルーに対
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して正しいチェックイン時刻を示唆したり、それに準じる行動を
取ってはならない。

　　（⚖）コントロールの開設は、最初の参加車両の通過予定時刻の少な
くとも30分前とする。

　　（⚗）競技長が特に規定しない限り、コントロールは最終参加車両の
到着予定時刻の15分後に閉鎖する。

　　（⚘）クルーはコントロールの責任者の指示に従わなければならない。
　⚒．すべてのコントロールは別添⚑に示す規格に従った標識を使用して
示される。

　　　コントロールエリアの標識設定は以下の⚓種類がある。
　　（⚑）タイムコントロール：黄色地の№⚑の標識はコントロールエリ

アの開始を示す（予告標識）。そのコントロールの実際の位置は赤
色地の№⚑の標識で示される。コントロールエリアの終了はベー
ジュ色地（黄色地でも可）の№⚒の標識で示される（終了標識）。

　　（⚒）スペシャルステージ：スタート地点は赤色地の№⚓の標識で示
される。フィニッシュ地点の予告は黄色地の№⚔の標識で示され
る。計時の行われる実際のフィニッシュ地点は赤色地の№⚔の標
識で示される。さらにその先（100ｍ以上300ｍ以内）に設置され
た計時記録記入地点（ストップポイント）は、赤地色に“STOP”
と表示された停止標識で示される。さらにエリアの終了はベージ
ュ色地（黄色地でも可）の№⚒の標識で示される。

　　（⚓）パッセージコントロール：黄色地の№⚕の標識はコントロール
エリアの開始を示す（予告標識）。そのコントロールの実際の位置
は赤色地の№⚕の標識で示される。コントロールエリアの終了は
ベージュ色地（黄色地でも可）の№⚒の標識で示される（終了標識）。

　⚓．コントロールの競技役員は一見して識別できるようにすること。と
くにコントロールの責任者はそれを示すジャケット等を着用すること。

　⚔．パッセージコントロールでは、競技役員はタイムカードが提出され
たら速やかに時刻を記入すること。

　⚕．タイムコントロールでは、競技役員はタイムカードが手渡された時刻
を記入する。（計時は分までとする）
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第22条　タイムコントロールにおけるチェックインの手順

　⚑．チェックインの手順は、参加車両がコントロールエリアの開始を示
す標識を通過した時点から始まる。

　⚒．コントロールエリアの開始を示す標識からコントロールを示す標識
までの間はいかなる理由でも停車したり、異常な低速で走行してはな
らない。

　⚓．実際の計時とタイムカードへの記入は、参加車両とその⚒名のクル
ーが当該コントロールエリア内にあり、設置された記入場所に到着し
た時にのみ行うことができる。何らかの原因によりコントロールエリ
アが参加車両等で混雑し、目標到着時刻に参加車両がコントロールエ
リアに進入できない場合は、コ・ドライバーが車両を降りてタイムカ
ードをタイムコントロールに提出することによって、当該参加車両が
コントロールエリア内に進入したものとみなす。この場合は車両がコ
ントロールエリア外にあってもパルクフェルメ規制が適用される。

　⚔．コ・ドライバーは、徒歩で自車の目標チェックイン時刻の⚑分前よ
り早くコントロールエリア内に進入してもよい。さらに、目標時刻通
りに自車をチェックインさせるため、ドライバーにコントロールエリ
アへの進入の合図を送ってもよい。

　⚕．タイムカードの提出を受けた競技役員は手書きまたは印字装置によ
って時刻を記入する。その際に記入する時刻は、実際にクルーから競
技役員にカードが手渡された瞬間の時刻でなければならない。ただし
下記10に該当する場合はこの限りではない。

　⚖．目標チェックイン時刻とは、ロードセクションを走行するために指
定された目標所要時間を当該区間をスタートした時刻に加えたもので、
分単位まで表示される。

　⚗．参加車両が目標チェックイン時刻と同じ分、またはその前の分にコ
ントロールエリアに進入しても早着のタイムペナルティは受けない。

　⚘．目標チェックイン時刻と同じ分の間にタイムカードを手渡した場合、
遅着のタイムペナルティは受けない。

　　　例：目標チェックイン時刻が18時58分の場合、チェックインが18時
58分00秒から18時58分59秒の間に行われれば、目標時刻どおりに
到着したものと見なされる。
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　⚙．タイムコントロールの責任者は、早着した参加車両が当初予定どお
りの時刻にコントロールを離れることができるよう、必要なニュート
ラリゼーションの時間を設けることができる。

　10．オーガナイザーは特別規則書または公式通知に明記することにより、
レグの最後のコントロール（その直前にサービスパークが設定される
場合はその出口のコントロールも同様とする）については、タイムペ
ナルティを与えることなく目標時刻より前にチェックインさせること
ができる。この場合、タイムカードには実際のチェックイン時刻では
なく当初予定されていた目標時刻を記入すること。

　11．競技長は競技上のアクシデントを受けたクルーの取り扱いについて、
競技会審査委員会の承認を得て適切な措置を講じることができる。

　12．実際のチェックイン・タイムと予定チェックイン・タイムに相違が
あるときは、以下のペナルティが課されるものとする。

　　⚑）遅着：⚑分および⚑分未満につき、10秒（⚑分10秒の遅着であれ
ば、20秒のペナルティが課される）。

　　⚒）早着：⚑分および⚑分未満につき、⚑分。
　13．コントロールエリアへの再入場は禁止される。

第23条　コントロールのスタート時刻

　⚑．次のロードセクションがスペシャルステージを伴わない場合、タイ
ムカードに記入されたチェックイン時刻がそのまま次のロードセクシ
ョンのスタート時刻となる。

　⚒．次にスペシャルステージのスタートが続く場合は下記の手順が適用
される。

　　①当該タイムコントロールとスペシャルステージのスタートコントロ
ールは同一のコントロールエリアに含まれるものとし、標識は下記
の通り示す。

　　　—黄色地のタイムコントロール予告標識
　　　—約25ｍ先に赤色地のタイムコントロール標識
　　　— 50〜200ｍ先に赤色地に閉じた旗のスペシャルステージスタート

標識    
　　　—約25ｍ先にベージュ色地（黄色地でも可）に⚓本斜線のコントロ

ールエリア終了標識
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　　②当該タイムコントロールにおいては、チェックイン時刻に加えて、
続くスペシャルステージのスタート予定時刻も同時に記入しなけれ
ばならない。このスタート予定時刻は、クルーのスタート準備に要
する時間を考慮してチェックイン時刻の⚓分後とする。

　　③その後、参加車両は速やかにスペシャルステージのスタートコント
ロールへ移動する。スタートコントロールの競技役員は、スペシャ
ルステージの実際のスタート時刻（通常は上記②の予定時刻と同じ）
を記入する。その後、第25条⚖に定められたスタート手順に従って
スタートさせる。

　　④スペシャルステージ直前のタイムコントロールに、⚒組以上のクル
ーが同じ分にチェックインした場合は、その前のコントロール（タ
イムコントロールまたはスペシャルステージフィニッシュコントロ
ールのうちいずれか直前のもの）の通過順に従ってスペシャルステ
ージのスタート予定時刻を与える。もし⚑つ前のタイムコントロー
ルの通過時刻も同じである場合は、さらにその前の通過時刻に従う
ものとし、以下同様とする。

　　⑤スペシャルステージスタート時刻は、その後に続くロードセクショ
ンのスタート時刻にもなる。

第24条　リグループのコントロール

　⚑．競技ルート沿いにリグループを設置することができる。その出入り
口はタイムコントロールによって規制される。

　⚒．リグループの設置目的は、遅着やリタイヤによって発生した参加車
両の時間間隔を詰めるためであり、設定にあたっては、エリア内に留
まる時間ではなくエリアからのスタート時刻に最も配慮しなければな
らない。

　⚓．リグループのコントロールに到着したら、クルーは競技役員にタイ
ムカードを提出し、スタート時刻の指示を受ける。それから速やかに
参加車両をパルクフェルメ内に進入させ、パルクフェルメで指示され
た場所に停車したらエンジンを停止すること。オーガナイザーはパル
クフェルメの入り口か出口で新しいタイムカードを支給してもよい。

　⚔．リグループ後のスタート順は、可能な範囲でリグループ到着時点の
総合順位に従うべきであるが、この方法を採ることが難しい場合は、
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当該リグループのコントロールに到着した順とする。
　⚕．リグループコントロールに到着後、クルーはスタートタイムを指示
される。その後、競技役員の指示に従いクルーは車両を移動させる。
その後エンジンを停止し、クルーはパルクフェルメ外に出ること。

　⚖．リグループが15分を越えないのであれば、クルーはリグループに留
まることができる。

第25条　スペシャルステージ

　⚑．スペシャルステージのコースおよびコースに通行が可能なすべての
道は、参加車両および競技役員車両以外が進入しないよう遮断し、競
技役員または警備員を配置するなどして厳重に閉鎖されなければなら
ない。オーガナイザーはこの閉鎖措置を確実に履行する責任を負う。
また、各スペシャルステージの責任者（ステージコマンダー）は当該
スペシャルステージのスタートに常駐し、大会本部と無線、電話等の
方法にて連絡が可能な状態であること。

　⚒．スペシャルステージ区間の計時は秒単位で行われるが、オーガナイ
ザーが特別規則書に明記することにより、⚑／10秒まで計時すること
ができる。

　⚓．スペシャルステージ内ではヘルメット及び安全ベルト着用が義務づ
けられる。

　⚔．クルーがスペシャルステージを逆走することは禁止される。
　⚕．スペシャルステージのスタートは、スタンディングスタートとする。
参加車両はエンジンのかかった状態でスタートライン上に停止し、ス
タートの合図を受ける。合図が出されてから20秒以内にスタートでき
ない車両は離脱となり、当該車両は安全な場所へ速やかに移動される。

　⚖．スペシャルステージのスタート
　　⚑）スタートコントロールの競技役員は、クルーから提出されたタイ

ムカードに当該参加車両のスタート時刻を記入し、これをクルーに
戻す。その後クルーに充分聞こえる大きな声で30秒－15秒－10秒－
⚕秒－⚔秒－⚓秒－⚒秒－⚑秒の順にカウントダウンする。これは
スタート灯火信号または、カウントダウン表示装置によって行って
もよいが、その場合はスタート位置のクルーからはっきりと見える
ことおよびスタート30秒前にアナウンスを行うこと。表示方法およ
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びそれを含めたスタートの手順に関する事項は特別規則書に明記さ
れていることを条件とする。当該装置はフライング検知装置と連動
させてもよいが、設置位置は、スタートラインの先40cmの位置と
すること。

　　⚒）カウントダウンが終了した瞬間に、スタートの合図が出される。
参加車両はこれに従って速やかにスタートしなければならない。

　　⚓）スペシャルステージにおいて、指示された時刻でのスタートを拒
否したクルーは、当該スペシャルステージを走行する、しない、に
かかわらず、審査委員会に報告される。

　　⚔）反則スタート、特にスタート合図前にスタートする違反について
は、以下の罰則が課せられる：

　　　第一回目の違反：10秒
　　　第二回目の違反：⚑分
　　　第三回目の違反：⚓分
　　　それ以上の違反：競技会審査委員会の裁量に任される。
　　　　これらの罰則は、競技会審査委員会が必要と判断した場合に、よ

り重い罰則を課すことを妨げるものではない。タイム算出には、実
際のタイムが使用されなければならない。

　⚗．スペシャルステージのスタートは、不可抗力が生じた場合に限り、
担当競技役員によってのみ遅らせることができる。

　⚘．クルーまたは参加車両に起因して自己のスタートが遅れた場合は、
タイムペナルティが課されたうえで担当競技役員によって新たな時刻
が与えられる。

　⚙．スペシャルステージのフィニッシュはフライングフィニッシュとす
る。黄色地の予告標識から停止標識“STOP”までの間は停車が禁止
される。計時は印字機能を持つクロノメーターを用いて行うことが望
ましい。印字された記録は保管され、競技会審査委員会から求められ
た場合に提出できなければならない。補助としてストップウォッチを
使用することが必要であるが、これには印字機能は義務づけられない。
計時を行う競技役員は、フィニッシュライン（赤色地にチェッカーフ
ラッグの図柄の標識＝別添⚑　No.⚔参照＝で示される計時基準線）の
延長線上に配置され、車両の先端がフィニッシュラインを横切った瞬
間を計時し、その通過時刻をストップポイントの競技役員に伝達する。
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　10．フィニッシュライン通過後、参加車両はストップポイントまで進み、
タイムカードにフィニッシュライン通過時刻（時間、分、秒、および
適用される場合は⚑／10秒）の記入を受ける。

　11．スタック等によりスペシャルステージのコース上に停止し、かつ競
技役員が後続車両に危険を及ぼすと判断した場合は、基準所要時間内
であってもコースから排除されることがある。この場合、当該車両は
レグ離脱またはリタイアとなる。

　12．スペシャルステージにおいては、いかなる援助（自車のクルー⚒名
以外が行うもの）を受けることも禁止される。ただし、コースを塞い
だ車両を排除する場合はこの限りではない。

　13．スペシャルステージのスタート間隔は当該レグのスタート間隔と同
一でなければならない。ただし、他の諸規則または特別規則書に異な
る記述がある場合はこの限りではない。

　14．スペシャルステージの黄旗表示
　　⚑）スペシャルステージ内で何らかのアクシデントが発生した場合、

競技長の指示によりスタートからアクシデントが発生した場所の手
前のすべてのラジオポイントにて黄旗が提示される。黄旗を提示し
た時刻およびアクシデントが発生した場所の手前のすべてのラジオ
ポイントで最初に提示された車両は記録され、競技長を通じ審査委
員会に報告されなければならない。

　　⚒）クルーは、黄旗を確認したら直ちに減速し、安全な速度にてスト
ップまで移動すること。また、競技役員の指示には必ず従うこと。

　　　　この規則に違反した場合、審査委員会の判断により、ペナルティ
ーが課される。

　　⚓）レッキ時には、ラジオポイントの位置が解るよう看板等で提示す
ること。

　　　　その看板は小さくてもよいが、レッキを行うクルーがペースノー
トにその位置を書き込めるように、はっきり認識できること。

　　⚔）スペシャルステージ内にて黄旗以外の旗が提示されることはない。
　　⚕）スペシャルステージ内にて黄旗が提示されたクルーには、競技長

により適正だと判断されたタイムを与える。
　　⚖）スペシャルステージの中断
　　　　スペシャルステージが何らかの理由で中断もしくはストップした
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場合、競技長は各クルーに対し、適正だと判断したタイムを与える。
　　　　ただし、ステージストップの原因となったクルーに対しては、こ

れは適用されない。実際にかかった時間が与えられる。
　　⚗）各ステージによって異なる無線ネットワーク（約⚕km毎に設置）

チャンネルで設置されるラジオポイントは、車両の追跡、およびラ
リーの監視が可能であること。各ラジオポイントはロードブック内
に示され、背景が青で黒い稲妻マークが入った看板で示されている
こと。加えて、ラジオポイントの100m手前に背景が黄で黒い稲妻
マークが入った看板を設置すること。

　　　　ミッドポイントには、追加の看板（青色背景に白の十字）をラジ
オポイント看板の真下に設置すること。

　　　　それは上記と同じデザインとするが、背景を黄色にすること。
　15．競技クルーの安全
　　⚑）スペシャルステージで参加車両がやむを得ず停車した場合、クル

ーはその場所から少なくとも50ｍ手前の目立つ場所に反射式の三角
表示板を車両と同じ側に配置し、後続車両に適切な合図を行わなけ
ればならない。なお車両がコース上にない場合も三角表示板を配置
しなければならない。この規則に従わないクルーは審査委員会の判
断によりペナルティが課される。

　　⚒）参加車両には、片面に赤字で「ＳＯＳ」、もう片面には緑字で「Ｏ
Ｋ」と書かれたＡ⚓判のカードが搭載されており、救急医療措置が
不要な場合もしくは消火が必要ない場合は、「ＯＫ」ページを少なく
とも⚓台の後続車両に明瞭に提示すること。また他に援助を行おう
としている者（ヘリコプター等）があれば、それらに対しても同様
に提示すること。停車車両がコース上の場合は、状況に応じて停車
状態をボディアクション等で後続車両に対し、当該区間最終参加車
両通過まで合図すること。

　　⚓）その後速やかに復帰が可能か否かを判断すること。
　　⚔）復帰可能と判断した場合、安全確保を最優先に作業を実施する。

特に後続車両が接近した場合は作業を中断し安全な場所へ退避する
こと。

　　⚕）復帰不可能と判断した場合、当該区間最終参加車両通過まで車外
の安全な場所で退避すること。
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　　⚖）クルーが車両から離れる場合は、後続車にはっきりと見える場所
に「ＯＫ」ページを提示しておくこと。

　　⚗）近接した地点に複数車両が停止した場合、夫々の車両が上記⚑）
〜⚖）を実施すること。

　　⚘）救急医療措置が必要な場合もしくは消火が必要な場合は赤色の「Ｓ
ＯＳ」ページを提示すること。これが提示されていた場合、後続車
は下記の手順に従う。また「ＯＫ」「ＳＯＳ」のどちらの提示もな
く、車両がかなりのダメージを負っていてクルーが車両内にいると
思われる場合も同様の手順に従うこと。

　　　①援助するために直ちに停止する。その他の後続の車両も停止し、
事故現場に⚒番目に到着した車両は、事故のことを知らせるため
に次のラジオポイントかストップまで行く。

　　　②それ以降の後続車は緊急車のための車幅をあけて停止し、援助を
行う。

　　⚙）上記一連の緊急措置はロードブックにも明記されなければならない。
　　10）リタイヤしたクルーは、リタイヤ届を必ずオーガナイザーに提出

しなければならない。この規則に従わないクルーは審査委員会の判
断によりペナルティが課される。

　16．スーパースペシャルステージ
　　⚑）スーパースペシャルステージの特徴：⚒台以上の車両が同時にス

タートする場合、各スタート地点の走路設計は類似したものでなけ
ればならない。各車両には同様のスタート手順が適用されなければ
ならない。異なるスタート位置からのステージ距離を均衡化するた
めに、車両のスタートラインを互い違いに配列することができる。

　　⚒）スーパースペシャルステージの実施：スーパースペシャルステー
ジの実施、スタート順およびタイム間隔についての特別規定は、す
べてオーガナイザーの裁量に任される。しかしながら、この情報は
ラリーの競技会特別規則に含まれなければならない。

第26条　パルクフェルメ

　⚑．適用
　　　以下の場合、車両はパルクフェルメの規定の対象となる：
　　⚑）リグループエリアに進入した瞬間から退出するまで。
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　　⚒）コントロールエリアに進入した瞬間から、その退出まで。
　　⚓）ラリーの終了地点のパルクフェルメに到達した瞬間から、審査委

員会がパルクフェルメの解除を宣言した時まで。
　⚒．パルクフェルメに進入が許される関係者
　　⚑）車両をパルクフェルメに停車したらすぐに、ドライバーはエンジ

ンを停止させ、クルーはパルクフェルメ外に出なければならない。
特別な作業を行うオフィシャルを除き、いかなる者もパルクフェル
メに進入することはできない。

　　⚒）クルーは各自のリグループアウト時刻10分前にパルクフェルメに
進入できる。

　　　　リグループの停車時間が15分以内の場合は、クルーはリグループ
に留まることができる。

　⚓．パルクフェルメへの進入・退出、およびパルクフェルメ内での移動
のために車両を押すことができるのは、担当競技役員および当該クル
ーのみとする。

　⚔．テクニカルチェック
　　　パルクフェルメ内において、技術オフィシャルによってテクニカル
チェックが行われることがある。

　⚕．パルクフェルメ内での修理
　　⚑）車両の損傷が激しく、安全上不適格と技術オフィシャルが判断し

た場合、当該車両は技術オフィシャルの立ち会いの下、補修を行う
ことができる。

　　⚒）技術オフィシャルの監視の下クルーは、チーム員を含め⚓人まで
がウィンドウスクリーンを交換することができる。

　　⚓）上記の補修作業により、当初のスタート予定時刻よりも遅延した
場合、当該クルーには補修作業の終了後、新たなスタート時刻が与
えられる。⚑分及び⚑分未満の遅れにつき⚑分のペナルティが課さ
れる。

　⚖．パルクフェルメ内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、
その後当該参加車両にそのバッテリーを搭載してはならない。

第27条　車両の移動

　サービスパーク以外において参加車両を牽引または運搬すること、ある
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いはクルー以外の第⚓者が参加車両を押して移動させることは禁止される。
ただし、安全上やむを得ない場合はこの限りではない。

第28条　罰則

　本競技については、別添⚕による罰則が適用される。

第⚔章  参加者およびクルーの遵守事項

第29条　安全装備

　スペシャルステージラリーに参加するクルーならびに車両に対しては、
下記の安全装備が義務づけられる。またオーガナイザーは、特別規則書に
明記することにより、より高規格の装備品を義務づけたり、追加の安全装
備品を義務づけることができる。
　⚑．クルーが着用するもの
　　⚑）国内競技車両規則第⚔編細則に従ったヘルメット
　　⚒）国内競技車両規則第⚔編細則に従ったレーシングスーツ
　　⚓）国際格式競技
　　　　車両がスペシャルステージを走行中はいつでも、クルーはホモロ

ゲーションが承認されたヘルメット、必要とされる安全衣服や付則
Ｌ項チャプターⅢ－ドライバーの機材－に定められている機材を装
着しなければならない。そして安全ベルトを締めていること。いか
なる違反についても競技長よりペナルティが課され審査委員会に報
告される。

　⚒．参加車両に搭載するもの
　　⚑）非常用停止表示板（三角）⚒枚
　　⚒）非常用信号灯
　　⚓）赤色灯
　　⚔）牽引用ロープ
　　⚕）救急薬品
　　⚖）各車両規定に定められている仕様の消火器
　　⚗）表面に赤字で「SOS」、裏面に緑字で「OK」と記されたＡ⚓版シ

ート
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第30条　一般規定

　オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底
させること。
　⚑．競技中は道路交通法の遵守を最優先とする。
　⚒．一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。
　⚓．他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向
を適切に変換し、眩惑を生じさせないよう留意すること。

　⚔．明らかに追い越そうとしている車両がある場合は安全かつすみやか
に進路を譲ること。

　⚕．クルーは指示された行程（サービスパークを含む）を正確に維持し
なければならない。特に、ロードセクションにおいてロードブックに
記載されたルートから逸脱して走行してはならない。なお何らかの原
因でオーガナイザーが迂回を指示した場合はその迂回ルートに従うこと。

　⚖．競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員に離脱、リタイヤ
届けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事
務局に連絡すること。

　⚗．失格またはリタイヤとなった場合は直ちにゼッケン、ラリー競技会
之証およびその他の競技関係添付物を取り除くこと。

　⚘．安全ベルトは必ず装着し、スペシャルステージ走行時やオーガナイ
ザーの指示がある場合は必ずヘルメットおよびレーシングスーツを着
用すること。

　⚙．スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は、
必ずサイドウィンドウを閉じて走行すること。

　10．競技中はオーガナイザーが指定した場所以外でクルー以外の者によ
る整備作業を行うことはできないこと。

　11．整備作業を行うことができる者は、当該参加車両のクルーおよびオ
ーガナイザーに登録されたサービス員とすること。

　12．特別規則書に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必
要がある場合は、競技会技術委員長の許可を得ること。

　13．整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留
意すること。

　14．整備作業実施後は必ず担当競技役員の確認を受けること。
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第⚕章　規則の施行

第31条　本規定の施行

　本規定は、2019年⚑月⚑日から施行する。
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別添⚑：標識類の標準規格
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⚑．各標識の図柄は特に指示されたものを除き黒色で表示され、指定され
た地色とすること。各標識図形の最外側の円直径が70ｃｍであること
が望ましい。

⚒．№⚒は黄色地でもよいが、ベージュ色地であることが望ましい。
⚓．図形の外側に余白がある場合、余白部分は白地であることが望ましい。
⚔．視認性の良い位置にしっかりと設置、固定されていること。
⚕．以下の標識類はいずれも有効である。

タイムコントロール
Time Control

［地色］ コントロールエリア入口：黄
［地色］ コントロール：赤

SSスタート
SS Start

［地色］ 赤

フィニッシュライン
Flying Finish Line

［地色］ コントロールエリア入口：黄
［地色］ コントロール：赤

コントロールエリア終了
End of Control Area

［地色］ ベージュ

パッセージコントロール
Passage Control

［地色］ コントロールエリア入口：黄
［地色］ コントロール：赤

給油ゾーン終了
End of Refuel Zone

［地色］ 青

ラジオポイント
Radio Point

［地色］ コントロールエリア入口：黄
［地色］ コントロール：青

タイヤマーキング/チェック開始
Begin of Tyre Marking/Checking

［地色］ 青

ストップコントロール
Stop Control

［地色］ 赤

給油ゾーン開始
Begin of Refuel Zone

［地色］ 青

緊急車両ポイント
Medical Vehicle Point

［地色］ コントロールエリア入口：黄
［地色］ コントロール：青

タイヤマーキング/チェック終了
End of Tyre Marking/Checking

［地色］ 青
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タイムコントロールの標識類

その他の標識類（設置する場合）

No.1

地色：黄または赤

No.2

地色：ベージュ（黄でも可）

No.3

地色：赤

No.5

地色：黄または赤

No.4

地色：黄または赤

STOP

地色：赤

ラジオ（無線）ポイント

地色：黄または青終了
地色：青

給油エリア

開始
地色：青

緊急車両待機地点

地色：黄または青
十字内：白

チェック場所
地色：青、ルーペ部：赤

レンズ部：白

タイヤチェックエリア

マーキング場所
地色：マーカー部：赤



別添⚒：標識類設置の標準規格
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コントロールタイプ コントロールゾーン（標識の直径 ： 約70cm）

その他のFIA基準ラリー標識（標識の直径 ： 最小55cm）
黒色地に白色標識黄色地に白色標識

走行方向 ⇒ ⇒ ⇒

パッセージ
コントロール

タイム
コントロール

通常テクニカルゾーンおよび／
または給油ゾーンに通じる

すべてのタイヤオペレーション
に対し１標識

すべての給油オペレーションに
対し１標識

タイムコントロール
サービスパーク入口

タイムコントロール
サービスパーク出口

タイムコントロール
及びＳＳスタート

SS
フィニッシュ

タイヤマーキング／
チェック

給油ゾーン

ラジオ
ポイント

緊急車両
ポイント

黄色地標識
コントロールエリア入口

ベージュ色地標識
コントロールエリア終了

赤色地標識
停車義務

距離についてはでき得る限り、遵守すること。
※交換を求められるまでは、以前の色／デザインを使用することができる。

PC
最短25m 25m

TC
最短25m 25m

TC
5m 5m

TC
5m

5m

最短25m
TC

予告標識

100m

100m

フィニッシュライン

警告標識 ラジオポイント

100m

警告標識 緊急車両ポイント

100 - 
300m

50 - 
200m

SS START

ストップコントロール

25m

25m



別添⚓：ロードブック推奨様式

ロードブック
⚑．一般条件
　－ラリー全体で⚑冊、もしくはレグ毎に⚑冊のロードブックとすること
ができる。後者の場合、各レグのロードブックが容易に識別できるよ
うにすること。

　－ロードブックはＡ⚕サイズとし、金属またはそれと同等のバインディ
ングで左側を閉じ、⚓⚖⚐°開くように印刷、製本しなければならない。

　－ 厚さ⚙⚐ｋｇ以上の紙に両面印刷すること。（表紙以外）
　－リエゾンとＳＳの区別をつけるためにスペシャルステージの
Direction欄に網かけを使用する（見本参照）。

　－各区間に認められる時間は「時」＆「分」で表すこと。
　－⚑ページに⚗個以上のコマ図を記載しないこと。（⚑ページに⚖個の
コマ図を配置する場合、ヘッダーは見本よりも小さくすること）

　－ロードブックに落丁がないかチェックできるように、ページナンバー
を明記すること。

⚒．表紙からコマ図までのページ
　－ロードブックには事故の際の手順を記載したページおよび以下に示し
た条件を含めること：

　　●病院／医療機関のリスト
　　●ラリーＨＱおよび緊急時の電話番号
　－使用する記号の一覧表を、 ロードブックのフロントページに記載す
ること。

　－トリップメーターの補正に関するページを含めること。
　－ラリー全体の、アイテナリーおよびマップ（距離の凡例および東西南
北）を、各ロードブックに含めること。レグアイテナリーは当該レグ
マップと見開きでページ配置されることが望ましい。

⚓．コマ図のページ
　　ラリーコースがまったく同じルートで繰返し使用される場合、オーガ
ナイザーは、繰り返される部分を共用することで、印刷を節約すること
が推奨される。この場合、上部には異なったＴＣ、ステージおよびセク
ションナンバーを記載すること。複数の走行で何か違いがある場合は、

ラリー競技開催規定

356



共用することができない。
　－各ロードブックには少なくとも⚑つのサービスパークレイアウト図を
含めること。サービス毎に、繰り返しサービスパークレイアウト図を
入れる必要はない。ただし、ＴＣの位置が変わる場合は必要となる。

　－各ロードセクションもしくはスペシャルステージのスタートは、新し
いページから始めること。

　－⚒つの交差点間の距離が⚒⚐⚐ｍ以下の場合、ボックスを横線で区切る
必要はない。

　－各スペシャルステージの前にステージマップを挿入してもよい。その
地図には以下のことが含まれなければならない。

　　●スケール
　　●北の方向
　　●レッキルート（レッキロードブックを作成しない場合に限る）
　　●オルタネートルート
　　●スタート／フィニッシュおよびすべての緊急車両ポイント
　－コントロールエリアの写真または図面を記載しても良い。
　－スペシャルステージのページを容易に探せる様に、ＳＳナンバーをペ
ージの横に記載してもよい（見本参照）。両面印刷をする場合、ＳＳナ
ンバーは常にページの外側に記載しなければならない（つまり閉じて
いる方と逆側でロードブックの側面から確認できる様に）。ＳＳに関
わるページにのみ、ナンバーを記載すること。

　－すべての緊急車両および救急車のミッドポイントは、指定のマークを
使ってロードブックに記載しなければならない。

　－道路番号（国道○○線等）を記載すること。
　－各ディレクション（コマ地図）の線の太さは、進行方向を太線で表す
のではなく、道路幅に合わせて使い分けなければならない。

　－路面がグラベルの場合は、"Direction"欄と"Information"欄の間は、黒
い太線を表示しなければならない。ターマックの場合はその線を白い
ままで残すこと。

　－ＴＣからＳＳスタートまでの距離はインフォメーションボックス内に
記載すること（見本参照）。

⚔．コマ図ページ以降
　－ロードブックの後方ページに、オルタネートルートを違う色の紙で含
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めることができる。
　－ロードブックの最終には以下も含むこと：
　　●リタイヤ届け
　　●エンクワイアリシート
　－ロードブックに変更がある場合（例：公式通知として）、変更後のコ
マ図だけでなく変更前のコマ図もそのボックスナンバーと共に掲示す
ること。

⚕．その他
　　●ロータリーのような交差点のコマ図（計測地点が解りづらい場所）

には、計測ポイントを記載することが推奨される。
　　●他のセクションにて、スペシャルステージへ向かう交差点またはス

ペシャルステージからの交差点を通過する場合は、その旨を記載す
ること。

　　●タイム記録用ページ
　　●次のページの交差点が短距離で連続する場合各ページの下部に、次

の交差についての情報。
 

ラリー競技開催規定

358



 

ラリー競技開催規定

359

アイテナリー推奨様式

★％　＝　スペシャルステージ総距離のパーセンテージ
上記テーブルの最終アイテナリーページの巻末に記載すること。

Leg

Leg

Leg

Leg
Leg
Leg



　－サービスパークを表すボックスは、黒の太線で囲むこと。カラーで印
刷する場合は、背景を薄い青色にすること。

　－リグループおよびその他のＴＣを表すボックスは、黒の太線で囲むこ
と。背景に色を入れないこと。

　－リフューエルを表すボックスは、細い黒線で囲むこと。そして背景を
黄色にすること。

　－レグのトータルおよびラリーのトータルを示すボックスは、細い黒線
で囲むこと。そして背景を薄いグレーにすること。

　－サービスパークには、Ａ、Ｂ、Ｃの文字を割り当てること。
　－ラリーの競技開始は常に、ＴＣ⚐から始まること。
　－右側の余白にセクションナンバーを記載すること。 
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ロードセクションコマ図推奨様式

リエゾンインフォメーション

スタートまでの距離
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スペシャルステージコマ図推奨様式

SSナンバー SSインフォメーション TC間の総キロ数 予定時間

ターマック

グラベル

ステージ終了
までのキロ数

詳細写真

線を消去
（200m以下）

すぐページをめくる
（200m以下）



別添⚔：タイムカード推奨様式

タイムカード基準
⚑．一般
　－タイムカードは少なくともセクション毎に発行されなければならない。
　－ロードセクションのターゲットタイムは、タイムカードに明記されな
ければならない。

　－時間は⚐⚐：⚐⚑－⚒⚔：⚐⚐のように分刻みまで表記すること。経過時刻の分
単位のみがカウントされる。

　－タイムカードは各セクション終了時に回収、および発行されること。
使用したタイムカードはその後、リザルトチームがチェックを行う。
理想としては、個別に新しいタイムカードがレグ終了時の⚔⚕分サービ
スにおいて使用されること。

⚒．デザイン
　－印刷デザインは、サンプルを参照すること。
　－サイズ：⚙.⚙cm×⚒⚑cm（Ａ⚔の紙⚑枚につき、⚓枚のタイムカードが
印刷できる）

　－ボックスのサイズ：⚑cm
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別添⚕：スペシャルステージラリーに適用される罰則
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タイムペナルティ
の詳細適用される罰則対象となる参加者の行為分類

失格

競技中にクルーまたは参加車両を変更したとき

競技全般

リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき

クルーのうち⚑名が競技から離脱した場合

著しく車体、保安部品または排気系を破損し
て競技役員から競技の離脱を勧告されている
にもかかわらず走行した場合

タイムカードを改ざんした場合

クルーまたは関係者間で不正行為があった場合

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。

サービスパーク以外の場所でクルー以外の者か
ら参加車両の整備、修理を受けた場合、また、
燃料補給（充電）指定場所以外で燃料補給（充
電）を受けた場合

タイヤの本数または仕様制限に関する違反も
しくはタイヤ交換に関する違反があった場合

車両規則違反が発見されたとき

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用されることが
ある。

参加者またはクルーがブリーフィングに遅刻
または欠席したとき

タイムカードに時刻が記入されていない場合

競技中にクルー以外の第⚓者を参加車両に乗
せた場合（負傷者を搬送する場合を除く）

定められたアイテナリーから逸脱した場合（競技
会審査委員会が不可抗力と認めた場合を除く）

サービスパーク内で⚓⚐ｋｍ／ｈを超えて走行
した場合、またはパーク内のものに不安や危
険を与える走行をした場合

サービスパーク以外で参加車両を牽引または
運搬した場合、あるいはクルー以外の第⚓者
が参加車両を押して移動させた場合（安全上
やむを得ない場合を除く）

道路交通法に違反したり、交通事故を起こし
たとき

競技役員の重要な指示に従わなかったとき

レッキ時を含め、走行マナーおよび競技者と
しての態度、品行、言動に問題がある場合、
またはスポーツマンシップに反する場合

競技会期間中、オーガナイザーから指示され
た時刻や時間制限に従わなかった場合

本表に記載されている事項以外で、オーガナ
イザーから罰則適用の提案があり、競技会審
査委員会により当該案件が国内競技規則⚑⚑に
基づく罰則の対象となると判断された場合



ラリー競技開催規定

366

タイムペナルティ
の詳細適用される罰則対象となる参加者の行為分類

スタートが認められない。
定められた時刻にスタート前の車両検査を受
けなかった場合（競技会審査委員会が不可抗
力と認めた場合を除く）

車両検査

スタートが認められない。
（ただし、競技会審査委
員会は、規則に合致させ
るための限られた修復時
間を与えることができ
る。）

スタート前の車両検査において規則に適合し
ていないと判断された場合

競技会審査委員会の裁定
によりスタートの拒否を
上限とする罰則が適用さ
れることがある。

参加者が特別規則書に定められた必要書類を
持参しなかったことにより車両検査委員が当
該参加車両の適格性について確認できなかっ
た場合

失格
参加車両またはその構成部品に施されたマー
キングや封印等に手が加えられたり、それら
が失われたりした場合

特別規則書に記載された
罰金に従う。

競技要素スタート前のスタートエリアに遅延
到着した場合スタートエリア

失格指示された順序に従い、かつ競技ルートの進
行方向に沿ってチェックインしなかった場合

コントロール

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用されることが
ある。

コントロールの責任者の指示に従わない場合

⚑分につき⚑⚐秒

タイムペナルティ
ただし、⚑⚕分を超える遅
着はレグ離脱またはリタ
イヤ。

クルー側の原因でスタートまたは再スタート
地点への到着が目標スタート時刻より遅れた
場合

タイムペナルティ目標チェックイン時刻への⚑⚕分以内の遅着

⚑分につき⚑分タイムペナルティ目標チェックイン時刻への早着

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。

コントロールの手順に従わない場合

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用されることが
ある。

参加車両が目標チェックイン時刻の⚑分前よ
り早くコントロールエリアに進入した場合

レグ離脱またはリタイヤ
（ただし、競技会審査委
員会は、競技長の提案が
あればレグ離脱またはリ
タイヤとなる基準時間を
延長することができる。）

各タイムコントロールの目標チェックイン時
刻に対し⚑⚕分を超えて遅着した場合
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タイムペナルティ
の詳細適用される罰則対象となる参加者の行為分類

⚑分につき⚑分タイムペナルティクルーまたは参加車両に起因して自己のスタ
ートが遅れた場合

スペシャル
ステージ

レグ離脱またはリタイヤスタートの合図が出されてから⚒⚐秒以内にス
タートできない場合

失格スペシャルステージを逆走した場合

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。

フィニッシュにおいて黄色地の予告標識から
ＳＴＯＰ標識までの間で停車した場合

最初の違反　：⚑⚐秒
⚒回目の違反：⚑分
⚓回目の違反：⚓分
（ただし、競技会
審査委員会が必要
と判断した場合は
さらに重いタイム
ペナルティが課さ
れることがある。）

⚓回目までの違反：
　右のタイムペナルティ
が課される。
⚔回目以降の違反：
　競技会審査委員会の裁
定により失格を上限と
する罰則が適用される。

反則スタート（スタート合図よりも先に車両
が前進した場合）

⚑⚐分

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。
（ただし、右のタイムペ
ナルティを下限とする。）

指示されたスタート時刻またはスタート位置
に従わない場合

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。

スペシャルステージにおいて何らかの援助を
受けた場合

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。

スペシャルステージ上での停車時に、正当な
理由なく「ＯＫ」、「ＳＯＳ」を後続車等に提
示しなかった場合

レグ離脱またはリタイヤ
（ただし、競技会審査委
員会は、競技長の提案が
あればレグ離脱またはリ
タイヤとなる基準時間を
延長することができる。）

各セクションもしくは各レグのいずれかの終
了時点においてタイムコントロールへの遅着
時間が合計⚓⚐分を超えた場合、または競技会
全体を通じてこれらの遅着時間および超過時
間が合計⚖⚐分を超えた場合（上記の累計遅着
時間は、ペナルティタイムではなく実際の遅
着時間を合計して算出する。いかなる場合も
遅着時間と早期時間の差し引きは行われず、
それぞれが独立してタイムペナルティの対象
となる。従って、遅着時間の合計に早着時間
は含まれない。）

セクション
／レグ
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タイムペナルティ
の詳細適用される罰則対象となる参加者の行為分類

競技会審査委員会の裁定
により失格を上限とする
罰則が適用される。

パルクフェルメにおいて整備、修理、燃料補
給等の作業を行った場合、またはボンネット
を開けた場合
ただし、オフィシャルの監視下の作業を除く

パルクフェルメ
⚑分につき⚑分タイムペナルティ

特例としてウインドウ交換を実施したことに
より予定時刻通りパルクフェルメを退出でき
なかった場合

作業時間⚑分につ
き⚑分
および退出の遅れ
⚑分につき⚑分

タイムペナルティ

特例としてウインドウ交換を実施するにあた
り、車体またはロールバーの修復作業を行っ
た場合

破損車両を公道走行可能な状態に戻すための
作業を実施した場合

※失格については、それが発生したセクションまたはレグの終了時点で、公式通知および競技結果（レグ別順位
結果または暫定最終結果）をもって発表されなければならない。
　なお、審査委員会が失格を裁定する際には、競技役員の報告のみに基づくのではなく、当事者を審査委員会
に召喚して説明の機会を与えた後に決定しなければならない。



第⚑章　総　　則

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）はスピード競
技の健全な発展を図るため、ＪＡＦ公認のスピード競技に適用するための
スピード競技開催規定を定める。

第⚒章　競技の種目

第⚑条　定　義

　ＪＡＦは国内競技規則⚒－17スピード競技を以下の通り分類し定義する。
　⚑．ジムカーナ競技：
　　　硬く表面処理された路面上に任意に設定されたコースで行われる競
技。

　⚒．ダートトライアル競技：
　　　未舗装の路面上に任意に設定したコースで行われる競技。
　⚓．サーキットトライアル競技：
　　　ＪＡＦ公認レーシングコースにおけるタイムトライアル競技。
　⚔．ヒルクライム競技：競技予定区間内にあらかじめ設定された登坂コ
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スピード競技開催規定
⚑⚙⚙⚗年⚑月⚑日施行
⚑⚙⚙⚗年⚗月⚒⚔日改定
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日施行
⚑⚙⚙⚘年⚗月⚒⚗日改定
⚑⚙⚙⚘年⚑⚒月⚑⚐日改定
⚑⚙⚙⚙年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚐⚗年⚘月⚑日改定
⚒⚐⚐⚘年⚑月⚑日施行
2017年⚖月⚑日改正
2017年⚗月⚑日施行
2019年11月28日改正
2020年⚑月⚑日施行

⚑⚙⚘⚗年⚒月⚑⚒日制定
⚑⚙⚙⚐年⚗月⚒⚔日改定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改定
⚑⚙⚙⚒年⚗月⚒⚑日改定
⚑⚙⚙⚓年⚑月⚑日施行
⚑⚙⚙⚓年⚗月⚒⚑日改定
⚑⚙⚙⚔年⚑月⚑日施行
⚑⚙⚙⚔年⚗月⚑⚙日改定
⚑⚙⚙⚕年⚑月⚑日施行
⚑⚙⚙⚕年⚗月⚒⚐日改定
⚑⚙⚙⚕年⚑⚒月⚑⚔日改定
⚑⚙⚙⚖年⚑月⚑日施行
⚑⚙⚙⚖年⚗月⚑⚑日改定



ースで行われる競技。
　⚕．ドラッグレース：
　　　平坦な舗装路面の直線の一定競技区間を、停止状態から発進してそ
の所要時間あるいは通過速度を争う競技。

　⚖．ラリークロス：
　　　路面が部分的に舗装された永久的なサーキットで行なう競技。
　⚗．オートクロス：
　　　未舗装を有する永久的または臨時的サーキットで行なう競技。
　⚘．ドリフト競技：
　　　車両の進行方向に対して意図的に横滑走状態を発生させ、当該滑走
状態を保ちながら規定のコースを走行する競技。

　⚙．オートテスト：
　　　一定区画内に前進、後進、180度ターン等を含む任意に設定された
コースで走行タイムおよび運転の正確さを競う競技。

　10．その他のスピード競技：上記の各項に該当しない競技。

第⚓章　競技会に関する規定

第⚒条　オーガナイザーおよび競技の格式

第⚓条　競技役員の構成

　競技会の役員構成は国内競技規則10．「競技役員」に従った構成とする。

スピード競技開催規定
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競技会の格式オーガナイザー
すべての競技公認クラブ1
すべての競技（クローズド競技を除く）公認団体2
国内競技
準国内競技
地方競技
クローズド競技

加盟クラブ3

準国内競技
地方競技加盟団体4

クローズド競技準加盟クラブ⚕



第⚔条　競技会の登録

　競技会を開催しようとするオーガナイザーは、国内スポーツカレンダー
登録規定に従ってＪＡＦにスポーツカレンダーの登録をすること（クロー
ズド競技会を除く）。

第⚕条　組織許可

　オーガナイザーは開催日の30日前までに競技会特別規則の原案他、必要
書類を添えて競技会組織許可申請をしなければならない（日本選手権競技
会およびクローズド競技を除く。「公認競技会の組織申請の手続きについ
て」参照）。

第⚔章　参加に関する規定

第⚖条　参加資格

第⚗条　参加車両

　ＪＡＦ国内競技車両規則に従った車両。

第⚘条　参加制限

　競技運転者は、⚑競技会に⚑台の車両でのみ参加できる。ただし、同一
車両による重複参加は認められるが、この場合同一運転者によって運転さ
れてはならない。

スピード競技開催規定
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ラ　イ　セ　ン　ス競技の格式

有効な許可証を必要とする。すべての競技
（クローズドを除く）

国内競技規則⚘－⚑により、許可証の所持を
免除する。クローズド



　
第⚕章　競技運営に関する規定

第⚙条　車両変更

　⚑．参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、破損等やむを
得ない事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。

　⚒．車両変更は同一部門同一クラスであること。
　⚓．車両変更申請は当該競技会の公式受付（参加確認受付）終了までと
し、競技会特別規則に明記すること。

第10条　運転者の変更

　参加者と運転者が異なる場合は、当該競技会の参加確認受付までに競技
会審査委員会の承認を得て運転者の変更が認められる。

第11条　競技コースの発表

　オーガナイザーは、競技のスタートに先立ち競技コース図を明示すること。

第12条　プラクティス（計時または非計時）、または公式予選

　プラクティス、または公式予選を設けることができる。
　プラクティス、または公式予選を実施する場合は、その詳細を競技会特
別規則に明示すること。

第13条　スタート方式

　スタンディングスタート、またはランニングスタートのいずれかとする。

第14条　計　時

　計測は、自動計測装置または⚒個以上のストップウォッチを使用するこ
ととし、使用する計測装置がいずれであるか競技会特別規則に明記すること。
　計測機器：
　⚑．自動計測機器を使用する場合は、少なくとも⚑／100 秒まで計測し、
その計測結果を成績とする。

　　スタートラインとフィニッシュラインの計測地点を分離した場合は、
光電管の路面からの高さを同一に設定すること。
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　　計測にはバックアップ体制をとることが望ましい。
　⚒．ストップウォッチを使用する場合は、⚒個以上で少なくとも⚑／
100 秒まで計測し、その平均タイムを成績とする。

第15条　順位の決定

　順位の決定方法は任意とし、競技会特別規則に明示すること。
　例）・⚒ヒートで行い、⚒ヒートのうち良好なヒートのタイムを採用す

る。
　　　・⚓ヒートで行い、⚓ヒートの合計タイムを採用する。
　　　・10周回走行し、10周回の合計タイムを採用する。

第16条　信号表示

　旗による信号は「スピード競技における旗信号に関する指導要項」に従
うこと。
　上記以外を規定する場合は競技会特別規則に明示すること。

第⚖章　参加者および運転者の遵守事項

第17条　参加者および運転者の遵守事項

　⚑．競技中はレーシングスーツ、レーシングシューズおよびレーシング
グローブの着用が望ましい。

　⚒．ヘルメットは国内競技車両規則・細則「スピード競技用ヘルメット
に関する指導要綱」に記載されたものを着用すること。

第⚗章　競技コースに関する規定

第18条　競技コース

　競技コースはＪＡＦ公認のコースを使用するものとし、別に定める「Ｊ
ＡＦ国内スピード競技コース公認に関する規定」等に従うこと。
　ただし、ジムカーナとダートトライアルのクローズド競技については、
この限りではないが、公認コースの使用を推奨する。

　⚑．コース許可証の確認

スピード競技開催規定
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　　　オーガナイザーは、競技に先立ち当該コース図および公認条件（確
認事項）を競技会審査委員会に提出すること。

　⚒．コースの設定
　　　オーガナイザーは、競技会場の形状等に対して適切なコース設定を
行ない、特に観衆に対する安全に十分留意すること。

第⚘章　救急に関する規定

第19条　救急病院の確認と搬送車両の確保

　⚑．オーガナイザーは、予め所轄消防本部・消防署等に対し、競技会（催
物）開催にあたる救急連絡体制について打ち合わせておくこと。また、
競技会当日怪我、病気等の患者を会場内で搬送する車両を備えること。

　⚒．指名された救急委員長は、競技会開催前に最寄りの当該指定病院の
所在地を明示した見取り図を用意し、これを競技会審査委員長に報告
すること。

第⚙章　本規定の施行

第20条　本規定は、2020年⚑月⚑日より施行する。
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　スピード競技のクローズド競技会は本開催要項に従って開催すること。
　⚑．定　義：
　　　クローズド競技とは、その競技の主催クラブに所属する会員のみに
参加が許される競技をいう。（国内競技規則⚒−13）

　⚒．種　目：
　　　スピード競技のクローズド競技は下記の通りとする。
　　⚑）ジムカーナ競技
　　⚒）ダートトライアル競技
　　⚓）その他
　　（注）サーキットトライアル競技については、「サーキットトライア

ル競技開催要項」に従うこと。
　⚓．開催資格：
　　　下記の通りとする。なお、共催の場合は⚓クラブ以内とする。（自
動車競技の組織に関する規定第⚓条⚒．⚒）⑷

　　⚑）準加盟クラブ
　　⚒）加盟クラブ
　　⚓）公認クラブ
　⚔．開催場所：
　　⚑）他の交通を遮断した場所であること。
　　⚒）「スピード競技開催規定」および「ＪＡＦ国内スピード競技コー

スの公認に関する規定」を満足したコースで開催することを推奨す
る。ただし、自動車登録番号標または車両番号標を有する車両以外
の車両が参加する場合は、公認コースに限る。

　⚕．参加資格：
　　　競技の主催クラブに所属する会員のみに参加が許される。
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スピード競技開催規定
細則：クローズド競技会開催要項

⚑⚙⚙⚙年⚗月⚒⚓日改　　正
⚒⚐⚐⚐年⚔月⚑日施　　行
2017年⚖月⚑日改　　正
2017年⚗月⚑日施　　行

⚑⚙⚙⚗年⚗月⚒⚔日制　　定
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚘年⚑⚒月⚑⚐日改　　定
⚑⚙⚙⚙年⚑月⚑日施　　行



　⚖．出場実績：
　　　クローズド競技会に⚑回以上出場した者は、国内Ｂライセンスの取

得資格を有するものとする。（ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚒条
⚑．⚒）（⚑））ただしＪＡＦは競技結果成績を記録しない。

　⚗．参加車両：
　　　「ＪＡＦ国内競技車両規則」に適合した車両とする。
　⚘．競技会開催の届出：
　　　所定の届出書により開催日の14日前までにＪＡＦに届出ること（組
織許可は免除される）。

　⚙．その他適用が免除される事項：
　　　スピード競技に関する諸規定の適用を免除する。ただし、スピード
競技開催規定に準拠することを推奨する。 
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　⚑．目　　　的：　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」とい
う。）は自動車運転技術の向上ならびに高速運転の経
験を通じて日常の安全運転に貢献するため、また、モ
ータースポーツの健全な発展を図るため、スピード競
技開催規定に従い、ＪＡＦ公認レーシングコースで実
施されるサーキットトライアルの開催に関し、以下の
通り定める。

　⚒．種　　　目：　サーキットトライアル（ＪＡＦ公認サーキットで実
施されるラップタイムトライアル。）

　⚓．開　催　資　格：　サーキットトライアルは次のクラブおよび団体のみ
開催することができる。ただし、加盟クラブおよび加
盟団体については、組織許可申請書の添付書類として
オフィシャル体制表およびポスト配置図を提出し、か
つＪＡＦの承認を必要とする。

　　　　　　　　　⚑）加盟・公認クラブ
　　　　　　　　　⚒）加盟・公認団体（クローズド競技を除く）
　⚔．開　催　場　所：　ＪＡＦ公認のサーキット。
　⚕．参　加　車　両：　ＪＡＦ国内競技車両規則第⚓編スピード車両規定に

従った車両で気筒容積別にクラス分けを行う。オープ
ンカーには⚔点式以上のロールバーが必要。

377

スピード競技開催規定
細則：サーキットトライアル競技開催要項

⚒⚐⚐⚗年⚘月⚑日改　　定
⚒⚐⚐⚘年⚑月⚑日施　　行
2010年11月25日改　　定
2011年⚑月⚑日施　　行
2017年⚓月23日改　　正
2017年⚔月⚑日施　　行
2017年⚖月⚑日改　　正
2017年⚗月⚑日施　　行

⚑⚙⚙⚗年⚗月⚒⚔日制　　定
⚑⚙⚙⚗年⚙月⚑日施　　行
⚑⚙⚙⚘年⚗月⚒⚗日改　　定
⚑⚙⚙⚙年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日改　　定
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚔年⚘月⚓日改　　定
⚒⚐⚐⚕年⚑月⚑日施　　行



　⚖．競技会組織：　自動車競技の組織に関する規定に準拠。
　⚗．最大出走台数：　レース決勝出走台数。
　⚘．競　技　方　法：⚑）同時スタートは行わない。
　　　　　　　　　⚒）コースインはピットロードの出口から車両の間隔

を置いて⚑台ずつコースインを行う。
　　　　　　　　　⚓）走行の機会は⚒回（⚒ヒート）が望ましい。
　⚙．信　号　合　図：　国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に従う。
　10．順　位　決　定：　ラップタイム（⚒ヒート制の場合は⚒ヒート）のう

ちベストタイムを当該競技者の成績とし、順位を認定
する。

　11．その他適用される規定：
　　　　　　　　　⚑）競技に関する詳細規定は特別規則に定める。
　　　　　　　　　⚒）参加者に対する教育（主として安全面）として、

走行前のブリーフィングのための統一教材を作成し
安全な走行の徹底を図る。（特に国際モータースポ
ーツ競技規則付則Ｈ項および同付則Ｌ項について）

　　　　　　　　　⚓）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項第⚒章の
⚔．信号における其々の旗の意味を大会特別規則に
明記すること。

　12．施行：2017年⚗月⚑日 
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　スピード競技開催規定に従い、ＪＡＦ公認コースで実施されるツイント
ライアルの開催に関し、以下の通り定める。
　⚑．種目　　　：　ツイントライアル
　　　　　　　　　　⚒台の競技車両が⚒つの走路（等距離）を同時に走

行して実施されるタイムトライアル。
　⚒．開催場所　：　ＪＡＦ公認コース
　⚓．参加車両　：　ＪＡＦ国内競技車両規則第⚓編スピード車両規定に

合致した車両で気筒容積別にクラス分けを行う。
　　　　　　　　　　オープンカーには⚔点式以上のロールバーが必要

（未舗装路で行う場合、SC・D車両のオープンカーは
参加できない）。

　⚔．競技会組織：　自動車競技の組織に関する規定に準拠。
　　⚑）開催資格：　公認・加盟クラブまたは公認・加盟団体
　　⚒）競技会格式：地方競技以上
　⚕．競技形態　：
　　⚑）コース設定
　　　⑴　独立した⚒つの走路は等距離に設定する。これらの走路は、立

体交差等により⚑つのコースとして連結して設定するか、あるい
は同じレイアウトの走路を⚒つ設定する。

　　　⑵　未舗装路で行う場合にはコース保守のため、スタート、フィニ
ッシュ付近およびタイトコーナーを一部舗装路とすることが望ま
しい。
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スピード競技開催規定
細則：ツイントライアル競技開催要項

⚒⚐⚐⚕年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚗年⚘月⚑日改　　定
⚒⚐⚐⚘年⚑月⚑日施　　行
2017年⚖月⚑日改　　正
2017年⚗月⚑日施　　行

⚑⚙⚙⚙年⚗月⚒⚘日制　　定
⚑⚙⚙⚙年⚑⚐月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日改　　定
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚔年⚘月⚓日改　　定



　　⚒）スタート方法
　　　　スタートはそれぞれ独立した走路に設定された所定の位置より、

⚑つのスタート合図によって競技が開始される。
　　⚓）順位決定
　　　⑴タイムトライアル方式：
　　　　走行回数および順位決定方法を特別規則書に明記すること。
　　　⑵トーナメント方式：
　　　　予選を設ける場合は、その方法を特別規則書に明記すること。
　⚖．信号合図　：国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に従う。
　⚗．その他　　：
　　⚑）競技に関する詳細規定は特別規則に定める。
　　⚒）参加者に対し、コース設定ならびに国際モータースポーツ競技規

則付則Ｈ項・Ｌ項の周知徹底を図るため資料を作成し、ブリーフィ
ングを行うとともに、充分な慣熟走行（歩行）を行うこと。

　⚘．施行：2017年⚗月⚑日 
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　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、スピード
競技開催規定に従い、国内格式以下のＪＡＦ公認のドラッグレース競技会
（以下「本競技」という。）の開催要項を以下の通り定める。
なお、国際競技については、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則ド
ラッグレース競技規則が適用される。

⚑．定義：

　参加車両が⚒台ずつ（例外的に⚑台で）平坦な舗装路面の直線のコース
で、停止状態から発進して⚑／⚔マイル（402.336ｍ）または⚑／⚘マイ
ル（201.168ｍ）の距離（以下「競技距離」という。）を走行するために要
する時間または競技距離の終点（ゴール）における通過速度を争う競技を
ドラッグレースという。
    ただし、ＪＡＦが認めた場合は、競技距離を⚑／⚔マイル（402.336ｍ）
以下にすることができるが、⚑／⚘マイル（201.168ｍ）以下にすること
はできない。

⚒．開催場所：

　ＪＡＦが公認するドラッグレースコース（以下「公認コース」という。）
とする。

⚓．参加車両：

　⚑）本競技に参加できる車両は、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則
付則ドラッグレース競技規則による下記⑴〜⑹の車両およびＪＡＦ国
内競技車両規則による下記⑺〜⑼の車両に区分する。
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細則：ドラッグレース競技開催要項

⚒⚐⚐⚔年⚘月⚓日改　　定
⚒⚐⚐⚕年⚑月⚑日施　　行
2017年⚖月⚑日改　　正
2017年⚗月⚑日施　　行

⚒⚐⚐⚑年⚑⚐月⚑⚙日制　　定
⚒⚐⚐⚒年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日改　　定
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日施　　行



　　⑴トップフューエルドラッグスター（TF）
　　⑵トップアルコールドラッグスター（TAD）
　　⑶トップガスドラッグスター（TGD）
　　⑷ファニーカー（FC）
　　⑸トップメタノールファニーカー・トップアルコールファニーカー

（TA/FC）
　　⑹プロストック（PS）
　　⑺スピードD車両（D）
　　⑻スピードSA車両（SA）
　　⑼登録番号標付車両（P.N.B）
　⚒）クローズド競技は、参加車両がスピードSA車両（SA）または登録
番号標付車両（P.N.B）による場合にのみ認められる。

　⚓）競技会特別規則に規定することにより参加車両の区分を細分化する
ことができる。

⚔．コース公認申請者の同意：

　オーガナイザーは、ＪＡＦにカレンダーを登録申請する時に、公認コー
スのコース許可証取得者の同意を必要とする（カレンダー登録申請書のレ
ース開催日に関する同意欄を使用すること）。

⚕．組織許可の条件の通知：

　オーガナイザーは、競技に先立ちＪＡＦによる組織許可の条件を競技会
審査委員会に通知すること。

⚖．参加資格：

　有効な国内Ｂライセンス以上の所持者とする。
　ただし、以下の車両（TF、TAD、FC、TA/FC、PS）を使用する場合は、
ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚔条⚗．により、国内格式以下の競技会に
おいても、車両毎に定める次のライセンスが必要とされる。
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PSTA／FCFCTADTF車　両

国内A以上国内A以上国際ドラッグ
B，1国内A以上国際ドラッグ

A，1ライセンス



⚗．車両検査：

　⚑）競技会技術委員長は競技に先立ち車両検査を実施すること。
　⚒）参加者は出走可能な状態で車両検査を受けること。
　⚓）次のいずれかに該当する場合は、当該競技会に参加することはでき
ない。

　　⑴車両検査で不合格の場合
　　⑵車両検査を受けない場合
　　⑶競技会技術委員長の修正指示に従わない場合

⚘．競技とスタート方法：

　⚑）競技はトーナメント（ラダー）方式またはヒート制（タイムトライ
アル）とする。

　⚒）すべての車両は自力でスタート位置に着くこと。

⚙．安全の確保：

　⚑）競技中は、競技役員および当該ヒートのスタート進行に入った車両
のピットクルーならびにメカニックを除き、いかなる者もトラック上
に立ち入ってはならない。

　⚒）オーガナイザーは、競技会場の形状等に応じて適切なコース設定を
行い、特に観衆に対する安全に十分留意すること。

10．スタート合図：

　旗による信号をスタート合図に使用する場合は、「スピード競技におけ
る旗信号に関する指導要項」に従うこと。
　上記以外の信号（クリスマスツリー等の信号灯を含む）を使用する場合
は、競技会特別規則にその旨を明記すること。

11．バーンアウト：

　車両がスタートラインから発進する前に、タイヤと路面の摩擦係数を高
めるため、タイヤに水を散布しタイヤを空転させることによりタイヤの温
度を上げ内圧を上げる行為（以下「バーンアウト」という。）を行う場合
は、以下に従うこと。
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　⚑）オーガナイザーは、バーンアウトを行うことのできるエリアを競技
会特別規則に明記し、バーンアウトエリアには本開催要項⚙．の⚑）
に規定された者以外の立ち入りを禁止すること。

　⚒）バーンアウトはバーンアウトエリアにおいてのみ行うことができる。
また、バーンアウト中はいかなる者も車に触れたり掴まったりしては
ならない。

　⚓）バーンアウトの際、走路上で競技車両を方向転換（旋回）すること
は認められない。バーンアウト中の危険と見なされる行為も認められ
ない。

　⚔）バーンアウトの際に使用できるのは水のみとし、ファイヤーバーン
アウト（裸火や火炎の使用）は厳禁とする。

　⚕）スピードSA車両（SA）および登録番号標付車両（P.N.B）は、スタ
ートラインを越えてバーンアウトを行うことが認められない。

12．ステージング：

　スタート待機状態からスタートラインを発進するまでのスタート準備行
為（以下「ステージング」という。）を旗信号によって行う場合は競技会
特別規則にその旨を明記すること。
　信号灯によるステージングを行う場合は以下に従うこと。
⚑）オーガナイザーは、ステージングエリアを競技会特別規則に明記し、
当該エリアには本開催要項⚙．の⚑）に規定された者以外の立ち入りを
禁止すること。
⚒）トップフューエルドラッグスター（TF）、トップアルコールドラッグ
スター（TAD）、トップガスドラッグスター（TGD）、ファニーカー
（FC）、トップメタノールファニーカー・トップアルコールファニーカ
ー（TA／FC）クラスの車両は一度スタートしてバーンアウトエリアに
入った後は、エンジンを再度始動させてはならない。
⚓）ドライバーおよびピットクルーならびにメカニックは、車両が発進の
ためにバーンアウトエリアに移動した後に、エンジンの始動と出走準備
に着手すること。
⚔）すべての車両は、いかなる場合でもステージングを行った後にスター
トすること。
⚕）ステージングは、その車両のエンジンの力だけで行うこと。車両をプ
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ッシュしてスタートさせたりステージングさせることは認められない。
⚖）ドライバーが車両とスタートラインとの位置関係を確認する場合は、
コース上の装置でのみ確認すること。
⚗）対戦する⚒台の車両のドライバーは、双方同時にプレステージライト
を点灯することが望ましい。両者ともステージライトを点灯する前にプ
レステージライトを点灯することとし、相手側のプレステージライトが
点灯するまではステージライトを点灯しないこと。
⚘）スタート審判員は、ドライバーがステージングする際に十分な時間が
確保されるよう、その制限時間を決定する。スタート審判員の指示を受
けたにも拘わらず、ステージングを行わない場合は、当該ヒートが無効
になることがある。正しいステージングを行い、スタート審判員の発進
の合図が出た後のステージングのやり直しは認められない。 スタート
装置が作動する前にスタートラインから出たドライバーは、シングル走
行のドライバーも含めて、当該ヒートを無効とする。

−信号灯（クリスマスツリー）の例図− 
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スターティング

グリーンライト（緑）

レッドライト（赤）

スリーアンバー

システム（黄）

クリスマスツリー



13．公式予選

⚑）公式予選を行う場合は、以下に従うこと。
　⑴全てのドライバーは公式予選に参加しなければならない。
　⑵公式予選では区間タイムが早い者が上位となる。
　⑶公式予選の区間タイムが同一の場合は、その公式予選計測区間で記録
された最高速度の速い者を上位とする。

　⑷競技会審査委員会は、参加者の申請に基づき、不可抗力（例えば、公
式予選中に計時装置にエラーが発生した場合、反対レーンを走る別の
ドライバーが車両をコントロールできなくなったことを起因として自
車の走行を放棄せざるを得なくなった場合、悪天候により⚑名あるい
は複数のドライバーが公式予選で走行をできない場合）により、⚑名
あるいは複数のドライバーが公式予選で走行できない場合、当該ドラ
イバーを公式予選通過者リストの最下位に入れることを認めることが
できる。

⚒）公式予選を行わない場合は、トーナメント（ラダー）の決定方法およ
びレーン選択権を特別規則に明記すること。

14．トーナメント（ラダー）：

⚑）公式予選結果により上位16位までの車両が成績順に⚑番から16番まで
の枠に入ってトーナメントに出場することができる。
⚒）16台の車両が出場する場合の同一車両区分の対戦相手は、⚑番対16番、
⚒番対15番、⚓番対14番、⚔番対13番、⚕番対12番、⚖番対11番、⚗番
対10番、⚘番対⚙番の組み合わせとする。

⚓）決定された対戦相手は、競技会審査委員会が正当な変更理由を認めな
い限り変更されない。
⚔）16台分の枠に空き枠があり、枠が完全に埋まらない場合には、以下に
示すトーナメント（ラダー）の組み合わせ例に基づき実施する。 
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−トーナメント（ラダー）の図−

15．シングル走行：

　トーナメント（ラダー）へ進出したドライバーの数が奇数の場合、また
は対戦枠が決定した相手が出走できない場合は、次の要領による⚑台出走
のシングル走行とする。
　シングル走行のドライバーがステージングしてスタートの合図を受けた
時点、あるいはスタート審判員がそのドライバーを勝者と宣言した時点で
勝者とみなされる。ただし、ドライバーがシングル走行中にコースアウト
やセンターラインオーバーした場合、当該ヒートは無効とする。
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16．公式予選繰り上げ出場者について：

　本開催要項14.⚑）でトーナメント（ラダー）が組まれた後は、決めら
れた⚒台⚑組の組み合わせは変更できない。
　ただし、公式予選通過車両またはドライバーが⚑回戦に出場できない場
合は、トーナメント（ラダー）の組み合わせが決定される前であることを
条件に、競技会審査委員会の裁定により公式予選繰り上げ出場者を最後尾
者の枠に入れることとする。繰り上げ出場の方法は公式予選を通過してい
ない者の中で区間タイムが最も早かったドライバーが最初の枠に入り、次
に早かったドライバーが⚒つ目の枠に入るという順序で進められる。

17．トーナメント（ラダー）におけるレーンの選択権：

⚑）⚑回戦：公式予選の上位ドライバーに走行レーンの選択権が与えられる。
　　⚒回戦：⚑回戦で区間タイムが早かったドライバーに走行レーンの選

択権が与えられる。
　　⚓回戦：⚒回戦で区間タイムが早かったドライバーに走行レーンの選

択権が与えられる。
　以下、上記に準じて走行レーンの選択権が与えられる。
　なお、対戦相手同士の区間タイムが同一の場合は、当該計測区間で記録
された最高速度の速いドライバーにレーンの選択権が与えられる。
⚒）ヒート制（公式予選を含む）の場合のレーン選択権は、公式通知によ
り指示される。

18．ペナルティ

⚑）対戦相手同士がファウルスタートの場合は、先にファウルスタートを
した者について当該ヒートを無効とする。（信号灯によるスタートでフ
ァウルをした場合は、グリーンライトが点灯する前に発進した車両の反
応時間により判定する）
⚒）ドライバーの一方がファウルスタートし、もう一方のドライバーが走
路の境界線を越えた場合には、後者の違反をより重大なものと見なし、
当該ヒートを無効とする。
　　また、前者のファウルしたドライバーは競技会審査委員会の裁定によ
り競技に復帰できる場合がある。

スピード競技開催規定

388



⚓）対戦相手双方のドライバーがコースアウトやセンターラインを越えた
場合や、スタート装置が作動する前に双方のドライバーがスタートライ
ンを越えた場合等⚒台の競技車両がともに違反した場合、違反した双方
のドライバーについて当該ヒートを無効とする。
⚔）走路の境界線を越えた違反に関する判定に際して、車両の一部でもラ
インの塗装面を完全に越えている場合は当該ヒートを無効とする。
⚕）対戦相手双方の競技車両がセンターラインまたは外側のラインを越え
た場合には、双方のドライバーについて当該ヒートを無効とする。
⚖）競技中に走行ラインを越える違反をしたドライバーについては、当該
ヒートを無効とする。
⚗）急制動により車両を制御できずにガードレールや照明装置に接触した
り、中央の境界線を越えた（ゴールラインの通過を含む）と判定された
場合には、そのドライバーについて当該ヒートを無効とする。
⚘）ガードレール、防護柵、あるいはトラックに固定されている物体（ゴ
ム製のコーンおよび補助用具を含む）に接触した場合、そのドライバー
について当該ヒートを無効とする。
⚙）信号灯によるスタート合図で、ステージラインを越え、ステージライ
トを消灯させてしまう行為は、そのドライバーについて当該ヒートを無
効とする。
10）信号灯によるスタート合図で、プレステージライトを点灯させるのが
著しく遅い場合や、相手がステージライトを既に点灯させている状態で
ステージライトを点灯させるのが著しく遅い場合は、そのドライバーに
ついて判定により当該ヒートを無効とする。
11）バーンアウト中あるいはバーンアウトエリアを出た後にエンジン停止
（セルフスタートによるエンジン再始動を除く）または故障した車両は
当該ヒートを無効とする。
12）競技コースから離れるため、あるいはトラックに残っている破片を避
けるため等危険回避のために境界線を越えた場合は、当該ヒート無効と
はならない。
13）スポーツマンらしからぬ行為、不謹慎な言葉遣い、あるいはレースを
妨害する行為をした場合は、失格とする。
14）危険、不公平、あるいは秩序を乱すとみなされる行為をした場合は、
失格とする。競技において、実際に競技が始まる前に何らかの理由でド
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ライバーが失格となった場合、このドライバーは競技に復帰することが
できない。

19．順位の決定：

　順位は次の優先順位により決定される。
⚑）トーナメント（ラダー）方式
　⑴ゴールに先着した者。
　⑵区間タイムが早かった者。
　⑶ゴール時の通過速度が速かった者。
　⑷競技会審査委員会の決定。
⚒）ヒート制（タイムトライアル）
　⑴区間タイムが早かった者。
　⑵ゴール時の通過速度が速かった者。
　⑶競技会審査委員会の決定。

20．参加者およびドライバーの遵守事項：

⚑）すべてのドライバーは、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則L
項第⚓章に定める耐火炎レーシングスーツ、グローブ、ソックス、シュ
ーズ等を着用すること。なお、スピードSA車両（SA）および登録番号標
付車両（P.N.B）により参加するドライバーについては、これを推奨する。
⚒）ヘルメットは国内競技車両規則・細則「スピード競技用ヘルメットに
関する指導要綱」に記載されたものを着用すること。
⚓）トラック内に立ち入るピットクルー、メカニックは、作業着など競技
会関係者として適切な着衣が要求され、靴も履くこと。
⚔）薬物等によって精神状態を繕ったり、飲酒してはならない。
⚕）トーイングカーとして使用する車両には、ドライバーの競技ナンバー
を見え易い形で取付けること。プッシュカーやトーイングカーのクルー
メンバーの数はドライバーを含み⚖名に制限される。クルーメンバーが
競技場内でプッシュカーやトーイングカーに乗車する時は車内あるいは
荷台に座ることが危険でない場合に限る。テイルゲートに坐ったり、ラ
ンニングボードに立ったり、あるいは車内に体の一部だけが入っている
状態で乗車しないこと。
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21．施行：

　2017年⚗月⚑日 
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　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、スピード
競技開催規定に従い、国内格式以下のＪＡＦ公認のドリフト競技会（以下
「本競技」という。）の開催要項を以下の通り定める。

⚑．定義：

　　ドリフト競技は、車両の進行方向に対して意図的に横滑走状態を発生
させ、当該滑走状態を保ちながら規定のコースを走行する競技。

⚒．開催場所：

　　ＪＡＦ公認のサーキットおよびスピード競技コースとする。

⚓．開催資格：

　　ＪＡＦ加盟・公認クラブおよび加盟・公認団体とする。

⚔．参加車両：

　⚑）ＪＡＦ国内競技車両規則第⚓編スピード車両規定に合致した車両で
気筒容積別にクラス分けを行う。

　⚒）下記⚖．の⚓）による追走走行に自動車登録番号標付車両（P、PN、
N、SA、B、AE）が参加する場合は、当該車両規定に規定された⚖点
式以上のロールケージおよびサイドバーの装着が義務づけられる。

　⚓）競技会特別規則に規定することにより参加車両の区分を細分化する
ことができる。
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細則：ドリフト競技開催要項

⚒⚐⚑⚒年⚑⚑月⚒⚙日制　　定
⚒⚐⚑⚓年⚑月⚑日施　　行
2017年⚖月⚑日改　　正
2017年⚗月⚑日施　　行



⚕．参加資格：

　　有効な国内Ｂライセンス以上の所持者とする。

⚖．競技方法：

　　本競技は、以下の走行方法と競技要素により行われる。
　⚑）走行方法は、⚑台の車両がランニングスタート方式で競技コースを
走行する単走走行または⚒台以上の車両がランニングスタート方式で
競技コースを前後に走行する追走走行とする。

　⚒）単走走行は、以下を競技要素とする。
　　⑴　滑走角度：
　　　設定コース上のコーナー走行時の車両軸線上の進行方向に対する角

度。
　　⑵　滑走姿勢：
　　　設定コース上のコーナー走行時の姿勢。
　　⑶　滑走速度：
　　　コーナーへの進入速度および任意に設定した区間の通過速度。
　　⑷　オーガナイザーは、上記⑴〜⑶の競技要素に基づき、判定事項を

規定する。
　⚓）追走走行は、以下を競技要素とする。
　　⑴　先行車は、単走走行の競技要素が適用される。
　　⑵　後走車は、単走走行の競技要素および先行車との走行時の距離が

適用される。
　　⑶　オーガナイザーは、上記⑴〜⑵の走行方法および競技要素に基づ

き、判定事項を規定する。

⚗．審判員の判定：

　⚑）判定事項は、競技会特別規則または公式通知に明記し、ドライバー
ズブリーフィングにおいて説明しなければならない。

　⚒）判定事項の記載例
　　⑴　滑走角度：コーナー進入時の角度の大きさおよび安定性、連続した

滑走動作のタイミングおよび安定性。
　　⑵　滑走姿勢：円滑な滑走姿勢を維持するとともにコーナーの指定され
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たポイントに最大限接近すること。
　　⑶　滑走速度：競技（判定）区間の全般を通して比較的速い速度を維

持すること。
　　⑷先行車に対して後走車は接近して走行すること。
　⚓）競技会に適用する判定事項は審判員が判定を行い、審判員の氏名は
公式通知掲示板に掲載されなければならない。

　⚔）審判員の判定は、判定事項に対する加点判定または減点判定とする。
　⚕）審判員が行った判定に対しては、いかなる抗議も許されない。

⚘．競技の構成：

　　本競技は、以下の走行区分から構成される。
　　オーガナイザーは、以下の走行区分に対応する競技方法について、競
技会特別規則に明記すること。
　　なお、競技の構成は任意に設定することができる。
　⚑）練習走行
　⚒）ウォームアップ走行
　⚓）公式予選
　⚔）決勝

⚙．競技コース：

　　オーガナイザーは、競技会場の形状等に応じて以下の走行区間を設定
し、競技のスタートに先立ち競技コース図を明示する。なお、追走走行
を実施する場合は、⚒台以上の車両がスタートラインに待機可能なスペ
ースを確保すること。
　⚑）スタートライン
　⚒）加速区間
　⚓）⚑つ以上のコーナー部分を含めた競技（判定）区間
　⚔）減速区間
　⚕）フィニッシュライン
　⚖）審判員の位置

10．順位の決定：

　　順位の決定方法は任意とし、競技会特別規則に明記すること。
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　順位の決定方法の記載例
　⚑）走行結果に基づく得点により順位を決定する。
　⚒）トーナメントにより順位を決定する。

11．車両検査：

　⚑）競技会技術委員長は競技に先立ち車両検査を実施すること。
　⚒）参加者は出走可能な状態で車両検査を受けること。
　⚓）次のいずれかに該当する場合は、当該競技会に参加することはでき
ない。

　　⑴　車両検査で不合格の場合
　　⑵　車両検査を受けない場合
　　⑶　競技会技術委員長の修正指示に従わない場合

12．参加者およびドライバーの遵守事項：

　⚑）全てのドライバーは、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則L
項第⚓章に定める耐火炎レーシングスーツ、グローブ、ソックス、シ
ューズ等を着用することを推奨する。

　⚒）ヘルメットは国内競技車両規則・細則「スピード競技用ヘルメット
に関する指導要綱」に記載されたものを着用すること。

　⚓）コース内に立ち入るピットクルー、メカニックは競技会関係者とし
て適切な服装が要求される。

13．安全の確保：

　⚑）競技中は、競技役員を除き、如何なる者もコース上に立ち入っては
ならない。

　⚒）オーガナイザーは、競技会場の形状等に応じて適切なコース設定を
行い、特に観衆に対する安全に十分留意すること。

　⚓）オーガナイザーは、予め所轄消防本部・消防署等に対し、競技会
（催物）開催にあたる救急連絡体制について打ち合わせておくこと。
　また、競技会当日怪我、病気等の患者を会場内で搬送する車両を備
えること。

　⚔）指名された救急委員長は、競技会開催前に最寄りの当該指定病院の
所在地を明示した見取り図を用意し、これを競技会審査委員長に報告
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すること。

14．競技会の成立、延期、中止、短縮：

　⚑）保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難になっ
た場合、競技会審査委員会の決定により競技会の成立、延期、中止、
短縮を行う場合がある。

　⚒）競技は、全参加車両が⚑回以上の走行を終了した時点で成立する。

15．施行：

　　2017年⚗月⚑日
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  一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、⚔輪運転
免許証所持者の自動車運転技術の向上ならびに日常の安全運転に貢献する
ため、オートテスト（以下「テスト」という。）の開催要項を以下の通り
定める。

⚑　定義：
　　　一定区画内に前進、後進、180度ターン等を含む任意に設定された
コースで走行タイムおよび運転の正確さを競う競技。

⚒　開催場所：
　　　他の交通を遮断した場所であること（ＪＡＦ公認コースを含む）。

⚓　競技会格式：
　　　クローズド、地方または準国内。

⚔　競技会役員：
　　　少なくとも競技会審査委員⚒名、競技長、およびコース・計時・技
術の各委員、ならびに競技会事務局長を置かなければならない。

⚕　参加に関する事項：
（⚑）参加資格
　　①クローズド：⚔輪運転免許証所持者
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⚒⚐⚑⚕年⚓月⚒⚕日制　　定
⚒⚐⚑⚕年⚖月⚑日施　　行
2017年⚖月⚑日改　　正
2017年⚗月⚑日施　　行
2019年11月28日改　　正
2020年⚑月⚑日施　　行



　　②地方または準国内：国内Ｂライセンス以上の所持者。
（⚒）重複参加
　　　⚑台の車両で複数のドライバーが参加できる。
（⚓）競技同乗者
　　　⚑名の同乗者が搭乗し、ドライバーに方向等を指示することができ
る。同乗者はドライバーの横の座席に着座し、シートベルトを正確に
締めていなければならない。

（⚔）服装および車両装備
　　　自由。

⚖　参加車両：
　　　保安基準に適合したナンバー（自動車登録番号標または車両番号標）
付車両。

⚗　順位：
（⚑）走行タイムおよびペナルティポイントを順位要素とし、ポイント数
が少ない参加者がウイナーとなる。

　　　走行タイムは、特別規則書に規定することにより採用しないことが
できる。

（⚒）ペナルティポイントは、特別規則書で規定しない限り、別表（※）
の通りとする。

⚘　コース：
　　　コース区画は、最大200ｍ×200ｍであること。

⚙　コース設定：
（⚑）レイアウトは大型の乗用車にも十分な余裕をもたせ、ハンドブレー
キ（フットブレーキ含む）等を使用せずに走行できるものとする。

（⚒）⚑回以上⚔回以内の後退ギアを使用する設定とし、後退ギア使用回
数については、特別規則書で規定する。

（⚓）スタート後、最大でも50ｍ毎にマーカーを設置して方向転換等を行
うレイアウトとする。

（⚔）フィニッシュラインの手前25ｍ以内にマーカーを設置して方向転換

スピード競技開催規定

398



等を行うレイアウトとする。
（⚕）フィニッシュライン後方には一旦停止ラインを設定する。

10　判定事項：
　　　審判員の判定は次の事項を基本する。
（⚑）反則スタート。
（⚒）マーカーライン通過／不通過。
（⚓）マーカー移動・転倒およびミスコース。

〈コース設定の例〉

  

ペナルティポイント表（※）
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ペナルティポイント事　象

5（a） スタートあるいは再スタートの遅延（１分ごと）。

30（b） スタート指示の不遵守（走行を試みなかった、あるいは
即座に走行しなかった）。

30（c） 下記（d）または（e）に該当しないミスコース、未完走、ま
たは反則スタート。

10（d） コースを区画するフェンス等への接触、マーカーの移動・
転倒、または走行境界線逸脱（１つの行為ごと）。

5（e） 設定ラインの不通過あるいは不停止、あるいは特定され
た位置での不停止（１つの行為ごと）。

1（f） スタートからフィニッシュに要した秒数（秒未満）。



⚑　目的：
　　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、スピ
ード競技開催規定に従い、国内格式以下のＪＡＦ公認のヒルクライム
競技会（以下「本競技」という。）の開催要項を以下の通り定める。

⚒　定義：
　　　ヒルクライム競技は、競技予定区間内にあらかじめ設定された登坂
コースで行われる競技。

⚓　開催場所：
　　　他の交通を遮断した場所であること。
　　⚑）一般交通の用に供することを目的としている道路（市町村道等）

においては、競技予定区間の占用許可（使用許可）を得たうえで、
オーガナイザーが、沿道住民、観客、競技運転者、競技関係者等の
安全性を確実に担保し、一般交通の遮断のための自主警備体制およ
び競技中の事故に備えた緊急医療体制を確立したうえで、地域住民、
道路利用者等の合意を形成し、当該道路管理者等から使用承諾書等
を、所轄警察署長から道路使用許可を得ること。

　　⚒）上記⚑）に該当しない場合、競技予定区間の占用許可（使用許可）を
得ること。

⚔　開催資格：
　　　ＪＡＦ加盟・公認クラブおよび加盟・公認団体とする。
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2019年11月28日制　　定
2020年⚑月⚑日施　　行



⚕　参加車両：
　　⚑）上記⚓ ⚑）に該当する場合は、ＪＡＦ国内競技車両規則第⚓編ス

ピード車両規定に合致した自動車登録番号標（車両番号標）付車両
とする。

　　⚒）上記⚓ ⚒）に該当する場合は、ＪＡＦ国内競技車両規則第⚓編ス
ピード車両規定に合致した車両とする。

　　⚓）上記⚑）および⚒）に定められた参加車両の内、自動車登録番号
標（車両番号標）付車両は、⚔点式以上のロールケージおよび⚔点
式以上の安全ベルトの装着が義務付けられる。

　　⚔）競技会特別規則に規定することにより参加車両の区分を細分化す
ることができる。

⚖　競技会役員：
　　　少なくとも競技会審査委員⚒名、競技長、およびコース・計時・技
術・救急の各委員、ならびに競技会事務局長を置かなければならない。

⚗　参加資格：
　　⚑）クローズド格式競技会の場合：⚔輪運転免許証所持者。
　　⚒）地方・準国内・国内格式競技会の場合：国内Ｂライセンス以上の

所持者。

⚘　競技方法：
　　　本競技は、⚑台の車両がスタンディングスタート、またはランニン
グスタート方式で競技コースを走行する。

⚙　競技コース：
　　　オーガナイザーは、競技予定区間の形状等に応じて以下の登坂コー
スを設定し、競技のスタートに先立ち競技コース図を明示すること。

　　⚑）スタートライン
　　⚒）競技区間
　　⚓）フィニッシュライン
　　⚔）減速区間
　　⚕）ポストの位置
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10　順位の決定：
　　　順位の決定方法は任意とし、競技会特別規則に明記すること。

11　車両検査：
　　⚑）競技会技術委員長は競技に先立ち車両検査を実施すること。
　　⚒）参加者は出走可能な状態で車両検査を受けること。
　　⚓）次の何れかに該当する場合は、当該競技会に参加することはでき

ない。
　　（⚑）車両検査で不合格の場合
　　（⚒）車両検査を受けない場合
　　（⚓）競技会技術委員長の修正指示に従わない場合

12　参加者およびドライバーの遵守事項：
　　⚑）全てのドライバーは、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則

Ｌ項第⚓章に定める耐火炎レーシングスーツ、グローブ、ソックス、
シューズ等を着用することを推奨する。

　　⚒）ヘルメットはＪＡＦ国内競技車両規則・第⚔編細則「スピード競
技用ヘルメットに関する指導要綱」に記載されたものを着用するこ
と。

13　安全の確保：
　　⚑）競技中は、競技役員を除き、如何なる者もコース上に立ち入って

はならない。
　　⚒）オーガナイザーは、競技会場の形状等に応じて適切なコース設定

を行うこと。
　　　　また、未経験者や初心者を対象としたクラスを設ける場合は、最

大限に安全を考慮したコース設定を行うこと。なお、短縮したコー
スの設定や、減速区間を設けることができる。

　　⚓）原則として観客の導入は認められない。ただし、観客の導入を希
望する場合は、ＪＡＦ公認スピード競技コース（⚒級以上）に準じ
た十分な防護対策を講じなければならず、観客導入計画書を作成し、
競技会開催日の⚒ヶ月前にＪＡＦに提出すること。ＪＡＦは、当該
観客導入計画書を受け、確認（査察等）を実施する。
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　　　　なお、上記確認（査察等）により観客の導入が認められた場合で
も競技会審査委員会が危険と判断した場合、観客導入を認めない場
合がある。

　　⚔）オーガナイザーは、予め所轄消防本部・消防署等に対し、競技会
（催物）開催にあたる救急連絡体制について打ち合わせておくこと。
また、競技会当日怪我、病気等の患者を開催場所内で搬送する車両
を備えること。

　　⚕）指名された救急委員長は、競技会開催前に最寄りの当該指定病院
の所在地を明示した見取り図を用意し、これを競技会審査委員長に
報告すること。

14　競技会の成立、延期、中止、短縮：
　　⚑）保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難にな

った場合、競技会審査委員会の決定により競技会の成立、延期、中
止、短縮を行う場合がある。

　　⚒）競技は、全参加車両が⚑回以上の走行を終了した時点で成立する。
以上
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　ＪＡＦは、1979年度より、スピード競技における旗信号に関し、以下の
指導要項を定める。ここに定めていないものについては、国際モータース
ポーツ競技規則付則Ｈ項に従うことが望ましい。

スタート旗　競技スタートの信号
　　　　　　国旗またはクラブ旗を用いる。
黄　　　旗　真横または真上に静止して提示———パイロン移動、転倒、脱輪。
黒　　　旗　ミスコース
赤　　　旗　危険あり。直ちに停止せよ。
緑　　　旗　コースがクリアされた。 
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第⚑章　Ｂライセンス講習会

第⚑条　目　的

　　本規定は、ＪＡＦ発給の国内競技運転者（兼参加者）許可証Ｂ（以下
Ｂライセンスという）および公認審判員許可証Ｂ⚓級取得希望者のため
に開催される「Ｂライセンス講習会」の認定に関する規定である。

第⚒条　講習会の開設

　　ライセンス講習会は次のクラブおよび団体のみが開設できる。
　⚑．ＪＡＦ本部および地方本部ならびに支部
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第⚑章　Ｂライセンス講習会
第⚒章　Ａライセンス講習会
第⚓章　公認審判員講習会
第⚔章　国際ソーラーカー
　　　　ライセンス講習会

　講習会開設規定
⚒⚐⚐⚐年⚔月⚑日施行
⚒⚐⚐⚐年⚘月⚑日改正
⚒⚐⚐⚐年⚑⚐月⚒⚖日改正
⚒⚐⚐⚐年⚑⚑月⚑日施行
⚒⚐⚐⚑年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚐⚑年⚓月⚓⚐日改正
⚒⚐⚐⚑年⚕月⚑日施行
⚒⚐⚐⚓年⚑⚒月⚓日改正
⚒⚐⚐⚔年⚑月⚑日施行
2006年⚘月⚙日制定
2007年⚑月⚑日施行
2009年⚗月30日改正
2009年11月⚑日施行
20⚑⚑年⚑⚑月⚒⚔日改正
20⚑⚒年⚔月⚑日施行
2012年11月29日改正
2013年⚑月⚑日施行
⚒⚐⚑⚔年⚑月⚓⚐日改正
⚒⚐⚑⚔年⚔月⚑日施行

⚑⚙⚖⚕年⚑⚒月⚒日制定
⚑⚙⚖⚖年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚖⚗年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚖⚘年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚗⚐年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚗⚓年⚙月⚒⚕日改定
⚑⚙⚗⚔年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚗⚗年⚗月⚒⚖日改定
⚑⚙⚘⚔年⚑⚐月⚑⚙日改定
⚑⚙⚘⚕年⚗月⚒⚙日改定
⚑⚙⚘⚖年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚙⚐年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日改定
⚑⚙⚙⚔年⚑⚐月⚑⚓日改定
⚑⚙⚙⚕年⚔月⚑日施行
⚑⚙⚙⚘年⚗月⚒⚗日改定
⚑⚙⚙⚙年⚑月⚑日改定
⚑⚙⚙⚙年⚗月⚒⚘日改正



　⚒．準加盟・加盟・公認のクラブおよび加盟・公認の団体
　⚓．その他ＪＡＦが特に認めた団体

第⚓条　講習会の開設場所

　　主催者は、講習会を行うに適した場所を講習会場として確保しなけれ
ばならない。

第⚔条　開設申請の手続き

　⚑．開設予定日の⚒ヵ月前までに所定の書式をもって、ＪＡＦ事務局に
申請するものとする。

　⚒．申請の際に開設申請料として⚑件につき3,600円（消費税込）を必要とする。

第⚕条　講義科目および教材

　　講義科目は「自動車スポーツの概要」につき⚒時間以上とし、教材と
して次のものを講習時に必携していなければならない。
　⚑．モータースポーツハンドブック

第⚖条　講師の認定

　　講師は自動車スポーツの諸規則に精通した者とし、講習会の主催者が
開設認定の申請の際、次のうちからこれを委嘱してＪＡＦの承認を得る
ものとする。
　⚑．⚑級公認審判員許可証の保持者
　⚒．その他ＪＡＦが特に認めた者
　　注）講師の補助員の資格については問わない。

第⚗条　受講者および受講料

　⚑．受講資格は普通自動車以上の運転免許証の保持者とする。
　　　ただし、身体の障がいのある者から受講の申込があった場合、講習
会の主催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚒条に基づき、受講に
先立ち許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得
なければならないことを知らしめなければならない。

　⚒．受講料は⚑人4,100円（消費税込）以内とする。ただし、ＪＡＦ指
定の教材費は実費とする。
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第⚘条　受講者に対する注意事項

　　ライセンス講習会の主催者は受講者に対し、次の事項を周知徹底させ
なければならない。
　⚑．ライセンス申請期間について、講習会受講後30日以内にＢライセン
スの申請手続きを行わないと無効となること。

　⚒．ライセンス申請手続き方法について（すなわち必要とする書式の記
載事項、添付書類、ＪＡＦ会員の資格を必要とすること等）。

　⚓．上級申請に必要とする条件およびその手続き方法について。

第⚙条　査察委員の派遣

　　ＪＡＦは講習会に対し随時査察委員を派遣することができる。査察委
員は講習会の運営に対し本規定に基づく指示を行うことができる。

第10条　主催者の報告義務

　⚑．主催者は講習会終了後⚗日以内に、次の事項をＪＡＦ所定の書式に
より、講習会開設申請を提出したＪＡＦ事務所に報告しなければなら
ない。

　　⚑）開催日時および場所
　　⚒）講師の氏名
　　⚓）講義内容および時間
　　⚔）受講者名簿

第11条　講習会の延期、取り止め

　　主催者が講習会を延期または取り止める場合は、その開設予定日の⚑
週間前（不可抗力の場合を除く）までにＪＡＦに理由を付して届出を行
わなければならない。

第12条　講習会主催者、講師の遵守事項

　　講習会主催者および講師は本規定を遵守し、講習会を円滑に運営する
こと

講習会開設規定

407



第⚒章　Ａライセンス講習会

第13条　目　的

　　本規定は、ＪＡＦ発給の国内競技運転者（兼参加者）許可証Ａ（以下
Ａライセンスとする）取得希望者のために開催される「Ａライセンス講
習会」の認定に関する規定である。

第14条　講習会の開設

　　Ａライセンス講習会は次のクラブおよび団体のみ開設できる。
　⚑．ＪＡＦ本部および地方本部
　⚒．加盟・公認のクラブおよび団体
　⚓．その他ＪＡＦが特に認めた団体

第15条　講習会の開設場所

　　ＪＡＦ公認レーシングコースとする。
　　公認レーシングコース以外で開設する場合は、ＪＡＦの承認を得るも
のとする。

第16条　開設申請の手続き

　⚑．開設予定日の⚒ヵ月前までに所定の書式をもってＪＡＦ事務局に申
請し、あわせて講習内容および時間割を提出するものとする。

　⚒．申請の際に開設申請料として⚑件につき6,900円（消費税込）を必
要とする。

第17条　講習内容および試験

　⚑．基礎講義　モータースポーツハンドブック………30分以上
　　　　　　※国内Ｂを所持しない者が受講するものとする。
　⚒．講義
　　⚑）国内競技規則………30分以上
　　⚒）競技車両規則………30分以上
  　　　（国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項を含む）
　　⚓）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項………30分以上
　　⚔）レーシング講義……30分以上
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　　⚕）筆記試験……………30分
　　　注）筆記試験問題はＪＡＦが作成し、そのつど提供する。
　⚓．実技
　　⑴　基礎実技……………60分以上
　　⑵　走行実技試験………60分以上
　　　　ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚒条⚒項に規定する「限定国内競

技運転者許可証Ａ」の申請条件を満たした者が受講する場合は、基
礎実技と走行実技試験は免除する。

　⚔．筆記試験は、国内競技規則および国内競技車両規則、Ｈ項より抽出
した問題とする。ただし受講者は上記の規則書等を試験の際に参照し
てもよい。

　⚕．走行実技試験は、国際モータースポーツ競技規則の付則Ｈ項に基づ
く信号合図およびレーシングマナー等によるものとする。

　⚖．試験は主任講師が責任をもって採点を行うものとする。

第18条　講師の選定

　　講師は自動車競技の諸規則に精通した者ならびにレーシングの実技経
験の豊富な者とし、講習会の主催者が開設認定の申請の際、次のうちか
ら主任講師⚑名を含みこれを委嘱し、ＪＡＦの承認を得るものとする。
　⚑．国内競技規則の講師：公認審判員許可証Ａ⚑級の保持者
　⚒．競技車両規則の講師：公認審判員許可証技術Ａ⚑級の保持者
　⚓．国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項の講師：公認審判員許可証
コースＡ⚑級の保持者

　⚔．走行実技の講師：国際競技運転者許可証Ａ、Ｂ、Ｃの資格保持者ま
たは国内競技運転者許可証Ａの資格保持者でＪＡＦが特に認めた者

　⚕．レーシング講義の講師：走行実技の講師もしくは主任講師
　　注）講師の補助員の資格については問わない。

第19条　受講資格および受講料

　⚑．国内Ｂを所持する者：
　　①受講前24ヵ月以内にＪＡＦ公認競技会（スピード競技、ラリーある

いはソーラーカーレース）に⚑回以上出場し、競技長によって成績
（順位）認定された者。（リタイア、ミスコース等は実績として認
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められない。）とし、受講料は21,200円以内とする。
　　②受講前24ヵ月以内にJＡＦ公認のレーシングコースにおいて25分以

上のスポーツ走行経験があり、走行したコースからの走行証明を有
する者とし、受講料は21,200円以内とする。

　⚒．国内Ｂを所持しない者：
　　　受講前24ヵ月以内にＪＡＦ公認レーシングコースにおいて50分以上
のスポーツ走行の経験があり、走行したコースからの走行証明を有す
る者とし、受講料は、25,100円以内とする。

　⚓．ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚒条⚒項に規定する、「限定国内競
技運転者許可証Ａ」の申請条件を満たした者が受講する場合は、受講
料は21,200円以内とする。

　⚔．限定国際ソーラーカー競技運転者許可証を所持し、受講前24ヵ月以
内にＪＡＦ公認のソーラーカーレースの完走実績を有する者とし、国
内Ｂの所持の有無に関わらず受講料は21,200円以内とする。

　⚕．いずれの場合も受講料は消費税込みとし、ＪＡＦ指定の教材費は実
費とする。

　⚖．受講者人員は原則として20名以上とし、実技科目の講師⚑人につき
受講者は10名以内を原則とする。

　　なお、身体の障がいのある者から受講申込があった場合、講習会の主
催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚓条に基づき、受講に先立ち許
可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければな
らないことを知らしめなければならない。

第20条　合格者に対する注意事項

　　講習会の主催者は、試験合格者に対し次の事項を周知徹底させなけれ
ばならない。
　⚑．ライセンス申請期間について、試験合格後30日以内にＡライセンス
の上級申請手続きを行わないと無効になること。

　⚒．ライセンス申請手続き方法について（すなわち必要とする書式の記
載事項、添付書類、ＪＡＦ会員の資格を必要とすること等）。

　⚓．上級申請に必要とする条件およびその手続き方法について。

第21条　査察委員の派遣
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　　ＪＡＦは講習会に対し随時査察委員を派遣することができる。査察委
員は講習会の運営に対し本規定に基づく指示を行うことができる。

第22条　主催者の報告義務

　　主催者は、講習会終了後⚗日以内に次の事項を書面によりＪＡＦ事務
局に報告しなければならない。
　⚑．開催日時および場所
　⚒．講師の氏名
　⚓．講習内容およびその時間割
　⚔．試験合格者の氏名とそのＢライセンス番号

第23条　講習会の延期、取り止め

　　主催者が講習会を延期または取り止める場合にはその開設予定日の⚑
週間前（不可抗力の場合を除く）までにＪＡＦに理由を付して届出を行
わなければならない。

第24条　講習会主催者、講師および受講者の遵守事項

　　講習会主催者および講師は本規定を遵守し、講習会を円滑に運営する
こととし、受講者は講習会主催者の指示に従い講義を受講すること。

第⚓章　公認審判員講習会

第25条　目　的

　　本規定は、ＪＡＦ発給の公認審判員許可証の取得希望者のために開催
される「公認審判員講習会」の認定に関する規定である。

第26条　講習会の開設

　　公認審判員講習会は次のクラブおよび団体のみが開設できる。
　⚑．ＪＡＦ本部および地方本部
　⚒．加盟・公認クラブおよび団体
　⚓．その他ＪＡＦが特に認めた団体

第27条　講習会の開設場所
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　　公認審判員Ｂの講習についてはＪＡＦ公認スピード競技コース、公認
審判員Ａの講習についてはＪＡＦ／ＦＩＡ公認レーシングコースとする。

第28条　開設申請の手続き

　⚑．開設予定日の⚒ヵ月前までに所定の書式をもってＪＡＦ事務局に申
請し、あわせて講習内容および時間割を提出するものとする。

　⚒．申請の際に開設申請料として⚑件につき3,600円（消費税込）を必要とする。

第29条　講習会の分類

　　講習会はＡおよびＢそれぞれの⚑級と⚒級とに分けられ、かつ役務種
類ごとに、技術講習会、コース講習会、計時講習会の⚓種類に分けられ
る。講習会は、それぞれの分類を組み合わせて実施することが出来る。
　　Ｂ⚓級公認審判員講習会はＢライセンス講習会を以てこれに代える。

第30条　講師の選定

　　講師は次のうちから主催者が、主任講師⚑名を含みこれを委嘱し、Ｊ
ＡＦの承認を得るものとする。
　⚑．各科目ごとに⚑級公認審判員許可証の保持者
　⚒．その他ＪＡＦが特に認めた者
　　注）講師の補助員の資格については問わない。

第31条　受講資格

　　講習会の受講資格は次の通りとする。
　　なお、受講者は受講する前に現在の審判員許可証を取得してから所定
の役務実績を有すること。
　⚑．Ａ⚒級の所持者：Ａ⚑級およびＢ⚑級の審判員講習課程
　⚒．Ｂ⚑級の所持者：Ａ⚑級の審判員講習課程
　⚓．Ｂ⚒級の所持者：Ｂ⚑級およびＡ⚒級の審判員講習課程
　⚔．Ｂ⚓級の所持者：Ａ⚒級およびＢ⚒級の審判員講習課程

第32条　受講料

　　受講料は⚑種目につき12,700円（消費税込）以内とし、他の種目を同
時に受講する場合は4,100円（消費税込）の割り増しとする。

講習会開設規定
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　　ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。

第33条　受講者に対する注意事項

　　講習会の主催者は、受講者に対し次の事項を周知徹底させなければな
らない。
　⚑．公認審判員規定に基づきそれぞれ定められた役務執行を行い、資格
認定試験を受け合格した後でなければ上級申請ができないこと。

　⚒．申請資格を得た日から30日以内に申請手続きを行わないと無効にな
ること。

　⚓．公認審判員許可証ＡおよびＢの上級申請資格について

第34条　査察員の派遣

　　ＪＡＦは講習会に対し随時査察委員を派遣することができる。査察委
員は講習会の運営に対し、本規定に基づく指示を行うことができる。

第35条　主催者の報告義務

　　主催者は、講習会終了後⚗日以内に次の事項を書面によりＪＡＦ事務
局に報告するものとする。
　⚑．開催日時および場所
　⚒．講師の氏名
　⚓．講習内容およびその時間割
　⚔．試験合格者の氏名、ライセンス番号

第36条　講習課程

　　講習課程（科目および時間数）および試験については次の通りとする。
　　講義内容は各等級にふさわしい内容とすること。
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筆記試験……60分以上
　　筆記試験問題はＪＡＦが作成しそのつど提供する。
　　筆記試験は国際モータースポーツ競技規則とその付則、国内競技規則
および国内競技車両規則、Ｈ項より抽出し出題される。ただし受講者は
上記の規則書等を試験の際に参照してもよい。
　　試験は主任講師が責任をもって採点を行うものとする。

第37条　講習会の延期、取り止め

　　主催者が講習会を延期または取り止める場合は、その開設予定日の⚑
週間前（不可抗力の場合を除く）までにＪＡＦに理由を付して届出を行
わなければならない。

第38条　講習会主催者、講師および受講者の遵守事項

　　講習会主催者および講師は本規定を遵守し、講習会を円滑に運営する

講習会開設規定
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計時

１級

計時

２級

技術

１級

技術

２級

コース

１　級

コース

２　級

種  目

科  目
〔講義〕

30分以上30分以上30分以上30分以上30分以上30分以上国内競技規則

60分以上60分以上国内競技車両規則

30分以上30分以上付則Ｊ項

30分以上30分以上60分以上付則Ｈ項

30分以上30分以上30分以上国際モータースポーツ競技規則

30分以上30分以上レーシング講義

30分以上30分以上車両公認書

60分以上60分以上計測器具

〔実技〕

60分以上60分以上60分以上60分以上60分以上60分以上実技講習（消火救
急含む）

30分以上30分以上30分以上研究討論会
3 時間
30分
以上

3 時間

以上

4 時間
30分
以上

3 時間
30分
以上

3 時間
30分
以上

3 時間

以上
講 習 時 間 合 計



こととし、受講者は講習会主催者の指示に従い講義を受講すること。

第⚔章　国際ソーラーカーライセンス講習会

第39条　目的

　　本規定は、ＪＡＦ発給の限定国際ソーラーカー競技運転者許可証（以
下「国際ソーラーカーライセンス」という。）取得希望者のために開催
される「国際ソーラーカーライセンス講習会」の認定に関する規定である。

第40条　講習会の開設

　　講習会は次のクラブおよび団体のみ開設できる。
　　⚑．ＪＡＦ本部および地方本部
　　⚒．ＪＡＦ公認ソーラーカー競技会を開催または開催を予定している

加盟・公認のクラブおよび団体

第41条　開設申請の手続き

　　⚑．開設予定日の⚒ヵ月前までに所定の書式をもってＪＡＦ事務局に
申請し、あわせて講習内容および時間割を提出するものとする。

　　⚒．申請の際、⚑件につきＡライセンス講習会と同一の開設申請料を
必要とする。

第42条　講習内容および試験

　　⚑．ソーラーカーによる競技に必要な内容とし、下記の⚑）〜⚕）に
ついて合計⚒時間以上とする。

　　　⚑）モータースポーツの概要
　　　⚒）国内競技規則
　　　⚓）ソーラーカー競技について
　　　⚔）国際モータースポーツ競技付則Ｈ項
　　　⚕）レーシング講義
　　　⚖）筆記試験…………30分以上
　　　　注）筆記試験問題はＪＡＦが作成し、そのつど提供する。
　　⚒．筆記試験は、上記講義内容より抽出した問題とする。ただし受講

者は規則書等を試験の際に参照してもよい。

講習会開設規定
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　　⚓．試験は主任講師が責任をもって採点を行うものとする。

第43条　教材

　　教材として、次のものを必携していなければならない。
　　⚑．モータースポーツハンドブック
　　⚒．国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項
　　⚓．その他講習会主催者の定めるもの

第44条　講師の選定

　　講師はソーラーカー競技に精通した者とし、講習会の主催者が開設認
定の申請の際、次のうちから主任講師⚑名を含みこれを委嘱し、ＪＡＦ
の承認を得るものとする。
　　⚑．国内競技規則講師：公認審判員許可証各Ａ⚑級の所持者。
　　⚒．国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項の講師：公認審判員許可

証コースＡ⚑級の所持者。
　　⚓．レーシング講義の講師：国際競技運転者許可証Ａ・Ｂ・Ｃの所持

者または国内競技運転者許可証Ａの所持者。
　　　注）講師の補助員の資格については問わない。

第45条　受講者及び受講料

　　下記の⚑．または⚒．の事項を満たす者。
　　ただし、身体の障がいのある者から受講の申込があった場合、講習会
の主催者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第⚒条に基づき、受講に先立
ち許可証を取得する適性についてＪＡＦの審査を受け、承認を得なけれ
ばならないことを知らしめなければならない。
　　⚑．満16歳以上18歳未満の者は、親権者の同意を得ること。
　　⚒．受講料は⚑人21,200円（消費税込）以内とする。ただし、ＪＡＦ

指定の教材費は実費とする。

第46条　合格者に対する注意事項

　　講習会の主催者は、試験合格者に対し次の事項を周知徹底させなけれ
ばならない。
　　⚑．ライセンス申請期間について、試験合格後30日以内に申請手続き

講習会開設規定
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を行わないと無効になること。
　　⚒．ライセンス申請手続き方法について（すなわち必要とする書式の

記載事項、添付書類等）。
　　⚓．満16歳以上18歳未満の者が、満18歳に達した後の手続について。

第47条　査察委員の派遣

　　ＪＡＦは講習会に対し随時査察委員を派遣することができる。査察委
員は講習会の運営に対し本規定に基づく指示を行うことができる。

第48条　主催者の報告義務

　　主催者は、講習会終了後⚗日以内に次の事項を書面によりＪＡＦ事務
局に報告しなければならない。
　　⚑．開催日時および場所
　　⚒．講師の氏名
　　⚓．講習内容およびその時間割
　　⚔．試験合格者の氏名とそのライセンス番号

第49条　講習会の延期、取り止め

　　主催者が講習会を延期または取り止める場合にはその開設予定日の⚑
週間前（不可抗力の場合を除く）までにＪＡＦに理由を付して届出を行
わなければならない。

第⚕章　本規定の施行

第50条　本規定の施行

　　本規定は、2014年⚔月⚑日より施行する。 
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付則Ｈ項

信号旗の表示方法
　　ドライバーが確認しやすいようにできるだけ大きな動作で明確に表示
する。

　　　　　　静止状態
　　　　（風のあるときは押さえて示す）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　振動の状態

　　　　黒・青旗の場合は
　　　　対象者を指さす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肩のつけ根を中心として
　　　⚒本の振動状態　　　　　　　　　　できるだけ大きく
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⚒つの異なる旗の表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上・下に振ってもよい）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（静止） 
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第⚑条　総　則

　　登録車両とは、市販車両を対象とし、下記条項に従ってＪＡＦに登録
された車両をいう。

第⚒条　登録申請に必要な条件

　　以下のいずれかの条件を満たしていること。
　⚑．国土交通省型式認証車両（型式指定自動車または新型自動車）
　⚒．上記⚑．の車両を基本として一部の装置を変更、改造して製作され
た車両で、基本となる車両の型式を含み、かつ以下の条件を満たす車
両。ただし、ＪＡＦが不適当と認めた場合はこの限りではない。

　　⚑）連続する⚑⚒ヵ月間に⚑⚐⚐台以上製作されていること
　　⚒）通常の日本国内販売網を通じ、個々の顧客に対する販売を目的と

していること

第⚓条　登録申請者の条件

　⚑．国産車についてはＪＡＦ特別団体とする。
　⚒．外国車については当該車両の製造者またはＪＡＦが認めた当該車両
の代理権者でありかつＪＡＦ登録団体でなければならない。

第⚔条　登録申請の手続き

　　ＪＡＦ所定の申請書に登録申請料を添えて申し込むこと。
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ＪＡＦ登録車両規定
⚑⚙⚘⚐年⚙月⚙日制　　定
⚑⚙⚘⚑年⚗月⚑⚗日改　　定
⚑⚙⚘⚒年⚙月⚒⚙日改　　定
⚑⚙⚘⚔年⚑⚐月⚑⚙日改　　定
⚑⚙⚙⚔年⚕月⚒⚐日改定施行
2014年⚓月25日改　　定
2014年⚔月⚑日施　　行



第⚕条　提出書類

　⚑．ＪＡＦ登録車両申請書：⚒通
　⚒．車両カタログ：⚒部

第⚖条　車両検査

　　当該車両は、自動車検査証に記載された型式指定番号（型式指定自動
車の場合）または型式（新型自動車等の場合）により、ＪＡＦ登録車両
であることを確認すること。
　　注）当該車両の仕様諸元は、一般社団法人日本自動車販売協会連合

会発行の「年製別型式早見表」および、カタログ、仕様書等を参
照のこと。

第⚗条　参加者の遵守事項

　　競技会への参加者はオーガナイザーから要求された場合、ＪＡＦ登
録車両に適合していることをカタログ、仕様書等により、証明しなけ
ればならない。

第⚘条　本規定の適用

　　本規定はレース、ラリー、およびスピード競技に適用する。

第⚙条　登録車両の有効期限

　　有効期限は、登録申請者から登録抹消申請が行われた日から⚕年で
無効となる。

第10条　本規定の施行

　　本規定は、2014年⚔月⚑日より施行する

ＪＡＦ登録車両規定
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第⚑条　総　則

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という｡）は、自動車レ
ース競技の公正と安全を確保するため、国内のサーキットの公認に関し、
国際自動車連盟（以下「ＦＩＡ」という｡）の国際モータースポーツ競技
規則（以下「国際競技規則」という｡）およびＪＡＦ国内競技規則に基づ
き、本規定を定める｡
　　ＦＩＡによる国際公認に関わる事項については、ＦＩＡの定める規
則・基準等に拠るものとする。

第⚒条　公認および競技の開催

　　公認レース競技に使用されるサーキットは、ＦＩＡまたはＪＡＦの公
認を必要とする。
　　ＦＩＡにより公認されたサーキットを「国際公認サーキット」という。
ＪＡＦにより公認されたサーキットを「国内公認サーキット」という。
　　国際公認サーキットでは、国際格式以下の公認レース競技を開催する
ことができる。
　　国内公認サーキットでは、国内格式以下の公認レース競技を開催する
ことができる｡
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　　ＪＡＦ国内サーキットの
　　公認に関する規定

⚒⚐⚐⚑年⚑⚐月⚑⚙日制　　定
⚒⚐⚐⚒年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日改　　正
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚕年⚘月⚒日改　　正
⚒⚐⚐⚕年⚙月⚑日施　　行
⚒⚐⚐⚙年⚑⚑月⚒⚖日改　　正
⚒⚐⚑⚑年⚑月⚑日施　　行



第⚓条　種別

　　国内公認サーキットの種別は以下の通りとする。
　⚑．常　設：
　　　　サーキットの諸設備が常設で、常時使用できるサーキット
　⚒．準常設：
　　　　サーキットの諸設備が部分的に恒久的で、各競技会開催ごとに準

備されるサーキット
　⚓．特　設：
　　　　サーキットの諸設備が臨時的で、特定の競技会に使用するために

一時的に準備されるサーキット

第⚔条　公認申請の資格

　　ＪＡＦにサーキットの公認申請を行う者（以下「公認申請者」という。）
の資格は、サーキット公認の種類により、以下の通りとする。なお公認
後、公認申請者がその資格を失った場合、その時点で当該サーキットの
公認は無効となる。
　⚑．常　設：
　　　申請するサーキットを所有する法人・団体または当該サーキット運

営を委任された法人・団体で、ＪＡＦ公認団体またはＪＡＦ加盟団体
　⚒．準常設：
　　⚑）申請するサーキットを所有する法人・団体、当該サーキット運営

を委任された法人・団体または公認期間を通じ有効な当該サーキッ
トの所有者と使用契約を得た法人・団体で、ＪＡＦ公認団体または
ＪＡＦ加盟団体

　　⚒）申請するサーキットの所有者から公認期間を通じ有効な使用契約
を得たＪＡＦ公認クラブまたはＪＡＦ加盟クラブ

　⚓．特　設：
　　⚑）申請するサーキットを所有する法人・団体、当該サーキット運営

を委任された法人・団体または公認期間を通じ有効な当該サーキッ
トの所有者と使用契約を得た法人・団体で、ＪＡＦ公認団体または
ＪＡＦ加盟団体

　　⚒）申請するサーキットの所有者から競技会開催に必要となる期間中

ＪＡＦ国内サーキットの公認に関する規定

422



有効な使用契約を得たＪＡＦ公認クラブまたはＪＡＦ加盟クラブ

第⚕条　公認の手続き

　国内公認サーキットの公認申請手続きは、以下の通りとする｡

　⚑．申請手続き
　　　　公認申請者は、所定の申請書に必要事項を記入し、以下の添付書

類と所定の申請料を添えて競技会開催の⚓ヵ月前までにＪＡＦに提
出すること｡

　　　　また、更新手続きは公認の有効期間が満了する年の⚑⚑月末日まで
に所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類と所定の申請料を添
えてＪＡＦに提出すること。

　　　※添付書類については電子媒体にて作成したものを提出してもよい。
その場合は、提出方法について予めＪＡＦに確認すること。

　⚒．添付書類（各⚑部）
　　⚑）競技内容説明書：（新規または変更のある場合のみ提出）
　　　　開催を意図するレース競技およびその参加車両区分を詳細に記入

すること。
　　　　なお、特設サーキットの場合は当該競技会の特別規則書草案を添

付して提出すること。
　　⚒）案内図：（新規または変更のある場合のみ提出）
　　　　50,000分の⚑以上の正確な地図に次の所在を記入すること。
　　　⑴サーキットの位置
　　　⑵応需病院（指定の救急病院）の位置
　　　⑶主要道路からの進入路（および／または最寄りの鉄道駅からの進入路）
　　　⑷消防署
　　　⑸警察署
　　⚓）サーキットの図面 ：（新規または変更のある場合のみ提出）
　　　　サーキットの図面には次の事項を明記すること。
　　　⑴サーキットの設定
　　　　①周回方向
　　　　②横断勾配
　　　　③縦断勾配
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　　　　④曲率
　　　⑵ライン
　　　　①スタートライン
　　　　②フィニッシュライン
　　　　③コントロールライン
　　　　④赤旗ライン
　　　⑶競技用施設
　　　　①レース管制室
　　　　②事務局
　　　　③計時室
　　　　④審査委員会室
　　　　⑤マーシャルポスト
　　　　⑥スターターボックス
　　　　⑦パドック
　　　　⑧車検場
　　　　⑨監視カメラ
　　　⑷設備
　　　　①ピット進入警告装置
　　　　②監視カメラ
　　　⑸ピットエリア
　　　　①ピット入口ロード
　　　　②ピット出口ロード
　　　　③ピットレーン
　　　　　・ファストレーン
　　　　　・コリドー
　　　　　・作業エリア
　　　　④ウェイングエリア
　　　　⑤ペナルティストップエリア
　　　　⑥ピット入口および出口灯火信号
　　　　⑦ピットガレージ
　　　　⑧シグナリングプラットフォーム
　　　⑹防護体およびトラックサイド
　　　　①コンクリートウォール
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　　　　②ガードレール
　　　　③タイヤバリア
　　　　④①～③以外の第⚑防護体
　　　　⑤デブリフェンス
　　　　⑥⑤以外の第⚒防護体
　　　　⑥ヴァージ（路側帯）
　　　　⑦ランオフエリア（退避地帯）
　　　　　・グラベルベッド
　　　　　・アスファルト
　　　　⑧カーヴ（縁石）掲載
　　　　⑨サービスロード
　　　　⑩アクセスポイント
　　　　⑪観客席
　　　　⑫連絡通路
　　　　⑬橋梁
　　　⑺その他
　　　　①医務室
　　　　②ヘリポート
　　　　③駐車場
　　　　④ガソリンスタンド
　　　　⑤メディアセンター
　　　　⑥ブリーフィングルーム
　　⚔）コースおよびその施設の説明書：（新規または変更のある場合の

み提出）
　　　　次の事項を詳細に記載すること。
　　　⑴コース
　　　　①トラックの全長（ｍ）
　　　　※トラックの全長は、ＦＩＡ国際競技規則付則Ｏ項に従い、測定

されるものとする｡
　　　　②コースの幅員
　　　　　・トラック　　　　　　　　　　　最大（ｍ）～最小（ｍ）
　　　　　・ランオフエリア（退避地帯）　 　最大（ｍ）～最小（ｍ）
　　　　③サーキット概要：
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　　　　　・総面積（㎡）
　　　　　・トラック面積（㎡）
　　　　　・ピット面積（㎡）
　　　　　・パドック面積（㎡）
　　　　　・車検場面積（㎡）
　　　　　・駐車場面積（㎡）　
　　　⑵灯火信号
　　　　①スタート灯火信号概要
　　　　②ポスト灯火信号概要
　　　⑶救急施設
　　　　①医務室概要
　　　　②応需病院（指定の救急病院）概要（サーキットからの距離およ

び所要時間を含む）
　　　　③設備・備品
　　　　④救急車保有台数
　　　　⑤救助用車両概要と保有台数
　　　　⑥消火器概要と保有数
　　　⑷観客用施設
　　　　①総収容観客数
　　　　②総スタンド席数
　　　　③駐車場収容台数（観客用）
　　⚕）その他ＪＡＦの求める資料

第⚖条　サーキットの査察

　　ＪＡＦは、ＦＩＡの定める規則・基準等に従い、サーキットの査察を
行うが、サーキットの地理、地形等、特殊な条件および開催される競技
の特性を勘案して、ＦＩＡの定める規則・基準等に記載されていない事
項を指示することができる｡
　　なお、本査察はＪＡＦがサーキットの安全事項について勧告指導を行
う目的で実施されるものであり、査察を行ったサーキットにおいて事故
が発生しても、ＪＡＦはなんら責任を負うものではない。
　⚑．　査察
　　⚑）義務づけられる査察
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　　　　⑴ＪＡＦ公認サーキットとして新規申請および更新申請を行う場合。
　　　　⑵既存のＪＡＦ公認サーキットでコースあるいは施設の変更を行

い、ＪＡＦが必要と認めた場合。
　　　　⑶申請時に安全施設が暫定的である場合。
　　　　　この場合公認申請者ならびに競技会オーガナイザーは競技会前

日までに査察を受けなくてはならない。
　　⚒）臨時に行われる査察
　　　　⑴重大な事故が発生した場合。
　　　　⑵公認申請者または競技会オーガナイザーより特に要請があり、

ＪＡＦが必要と認めた場合。（査察にかかる費用は要請者の負
担とする。）

　　　　⑶その他ＪＡＦが特に必要と認めた場合。
　⚒．査察員
　　　　査察は、ＪＡＦが指名するＪＡＦ安全部会委員またはその他の適

格者によって実施される。査察中、関係者以外の立ち合いは許されない。
　⚓．査察項目
　　　査察は次の項目について行われる。
　　⚑）当該サーキットに適合する最高の公認レースの格式の決定
　　⚒）当該サーキットに適合するレース車両の区分と最大出走台数の算定
　　⚓）ピットレーンの通過速度およびピット設備の決定
　　⚔）サーキット状況全般の確認
　　⚕）観客の防護設備の確認
　　⚖）消火および救急医療施設、車両および器具の確認
　　⚗）場内通信設備全般の確認
　⚔．査察実施に関する確認事項と査察に関する経費
　　　　ＪＡＦは公認申請者との間で査察の日程、経費、およびその他実

施に必要な事項について連絡、確認を行う。査察に関する諸経費は
原則として公認申請者が負担する。

第⚗条　査察報告

　　ＪＡＦは、査察終了後、直ちに査察報告書を公認申請者に送付する。
　　公認申請者は、査察報告書に記載された事項に関して、受領した日か
ら⚒⚐日以内に意見を申し立てることができる。
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　　この期限内に意見の申し立てがない場合には、その報告書は最終のも
のとされ、必要とされる改修、その完成期限など、報告書に記載されて
いる事項全てを公認申請者が受け入れたものとする。
　　査察報告書の内容に関してＪＡＦと公認申請者との間に見解の相違が
ある場合には、ＪＡＦが検討し、最終決定を行う。
　　もしサーキットに複数のレイアウトがなされている場合、公認は査察
を受けた部分に対してのみ有効である。

第⚘条　許可証の発給

　　すべての勧告指導および最終査察報告書による必要条件を満たしてい
るサーキットに対し、その時点における安全事項を公認の有効期間中継
続して保持することを条件に「ＪＡＦ国内公認サーキット許可証」（以
下「許可証」という。）が発給される。
　⚑．許可証の内容
　　⚑）公認の種別
　　⚒）有効期間
　　⚓）トラックの全長
　　⚔）周回方向
　　⚕）ポールポジション
　　⚖）最大決勝出走台数
　　⚗）開催可能競技会
　　⚘）出走可能車両
　　⚙）ピットレーン通過速度
　　10）その他の条件（競技距離、競技時間、燃料補給を伴う競技の可否など）
　⚒．公認有効期間
　　　常設および準常設サーキットの許可証の有効期間は、許可証発給日
からその年の⚑⚒月⚓⚑日までとする。

　　　なお、常設サーキットの公認の有効期間は、申請に基づき許可証発
給日から翌々年の⚑⚒月⚓⚑日まで認められる。

　　　特設サーキットの公認の有効期間は、原則として当該競技会の開催
中に限られる。
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第⚙条　本規定の施行

　　本規定は、⚒⚐⚑⚑年⚑月⚑日より施行する｡
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第⚑条　総　則

　　一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、スピー
ド競技の公正と安全を確保するため、国内のスピード競技コースの公認
に関し、ＪＡＦ国内競技規則に基づき、本規定を定める。

第⚒条　公認および競技の開催

　　公認スピード競技に使用されるコースは、ＪＡＦの公認を必要とする。
　　ただし、ジムカーナとダートトライアルのクローズド競技については、
公認コースの使用を推奨する。
　　ＪＡＦはスピード競技コースを公認する際、⚑級から⚓級までの格式
を付与する。各級の開催できる競技会の内容および具備すべき要件は次
の表⚒－⚑の通りである。ただし、臨時コースについては、開催できる
競技会の内容および具備すべき要件について個別に審査が行われる。
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　　 ＪＡＦ国内スピード競技
　　 コースの公認に関する規定

⚒⚐⚐⚒年⚗月⚓⚑日　制　定
⚒⚐⚐⚓年⚑月⚑日　施　行
⚒⚐⚐⚔年⚓月⚒⚒日　改　正
⚒⚐⚐⚔年⚔月⚑日　施　行
2009年11月⚒⚖日　改　正
2011年⚑月⚑日　施　行
2013年⚘月⚑日　改　正
2014年⚑月⚑日　施　行



第⚓条　コースの種別

　　国内公認スピード競技コースの種別は以下の通りとする。
　⚑．常　設：
　　　コースの諸設備が常設で、モータースポーツに供することを主目的
として開設される常時使用できるコースであって、かつ原則として競
技会開催期間中以外であっても、練習走行等のモータースポーツ関連
の目的に使用できる状態であること。

　⚒．準常設：
　　　常設の条件に準じ、部分的に恒久的な諸設備を有するコースで、モ
ータースポーツに供することを主目的として開設されるコースではな
いが、当該年の国内スポーツカレンダーに登録された競技会の開催に
供することが可能な状態であること。

　⚓．臨　時：
　　　コースおよび諸設備が臨時的で、特定の競技会に使用するために一
時的に準備されるコース。
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表 2-1：コース格式と開催できる競技会の内容および具備すべき要件
⚓級⚒級準⚑級⚑級

地方競技以下準国内競技以下国内競技以下国内競技以下開催できる競技会の格式

コース格式と開
催できる競技会
の内容

P,PN,N,SA,
SAX,B,AE

P,PN,N,SA,
SAX,B,AE,
SC

P,PN,N,SA,
SAX,B,AE,
SC

P,PN,N,SA,
SAX,B,AE,
SC,D

ジムカーナ

出走可能車両クラス
P,PN,N,SA,
SAX,B,AE

P,PN,N,SA,
SAX,B,AE,
SC,D

－
P,PN,N,SA,
SAX,B,AE,
SC,D

ダートトライ
アル

×○○○観衆導入
○○○○第9条安全基準に合致した防護設備防護設備

安
全
体
制

○○○○第9条安全基準に従った消火体制消火体制

○○○○第9条安全基準に従った救急施設（救護室お
よび救急活動専用車両）救急施設

×○○○観衆に対する安全基準を満たした観衆エリ
アの仕切り設備観衆

○○○○参加台数を収容できるパドックの設置パドック

施
設
設
備

○○○○参加者用掲示板の設置参加者用掲示板
×○○○充分な台数を収容できる駐車場の設置駐車場
×○○○施設案内板の設置施設案内板
××○○隔離された車検場の設置車検場

××○○競技会の運営、管理を行うための建物の設
置本部建物

××○○審査委員会室の設置審査委員会室
××○○放送設備の設置放送設備
××○○コース施設管理責任者の選任放送管理



第⚔条　公認申請の資格

　　ＪＡＦにコース公認申請を行う者（以下「公認申請者」という。）の
資格は、コース公認の種類により、以下の通りとする。なお公認後、公
認申請者がその資格を失った場合、その時点で当該コース公認は無効と
なる。
　⚑．常　設：
　　⚑）申請するコースを所有する法人・団体または当該コース運営を委

任された法人・団体で、ＪＡＦ公認団体またはＪＡＦ加盟団体
　　⚒）コースの所有者から公認期間を通じ有効となる使用契約を得たＪ

ＡＦ公認団体またはＪＡＦ加盟団体で、ＪＡＦが審査し認めた者
　⚒．準常設：
　　⚑）申請するコースを所有する法人・団体または当該コース運営を委

任された法人・団体で、ＪＡＦ公認団体またはＪＡＦ加盟団体
　　⚒）コースの所有者から公認期間を通じ有効となる使用契約を得たＪ

ＡＦ公認団体、ＪＡＦ加盟団体、ＪＡＦ公認クラブ、ＪＡＦ加盟ク
ラブまたはＪＡＦ準加盟クラブ

　⚓．臨　時：
　　⚑）申請するコースを所有する法人・団体または当該コース運営を委

任された法人・団体で、ＪＡＦ公認団体またはＪＡＦ加盟団体
　　⚒）コースの所有者から競技会開催に必要となる期間中有効となる使

用契約を得たＪＡＦ公認団体、ＪＡＦ加盟団体、ＪＡＦ公認クラブ、
ＪＡＦ加盟クラブまたはＪＡＦ準加盟クラブ

第⚕条　公認の手続き

　　公認申請手続きは、以下の通りとする。
　⚑．申請手続き
　　　公認申請者は、所定の申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類
と所定の申請料を添えて競技会開催の⚓ヶ月前までにＪＡＦに提出す
ること。

　　　また、更新手続きは公認の有効期間が満了する年の⚑⚑月末日までに
所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類と所定の申請料を添えて
ＪＡＦに提出すること。

ＪＡＦ国内スピード競技コースの公認に関する規定

432



　　※添付書類については電子媒体にて作成したものを提出してもよい。
その場合は、提出方法について予めＪＡＦに確認すること。

　⚒．添付書類（各⚑部）
　　⚑）競技内容説明書：
　　　　開催を意図するスピード競技およびその参加車両区分を詳細に記

入すること。なお、新規申請の場合は最初に開催を予定している公
認競技会の開催日を記入すること。

　　⚒）案内図：
　　　　50,000分の⚑以上の正確な地図に次の事項を記入すること。
　　　⑴コースの位置
　　　⑵応需病院（指定の救急病院）の位置（距離および所要時間を記入）
　　　⑶主要道路からの進入路（および／または最寄りの鉄道駅からの進

入路）
　　⚓）競技コース全体図：
　　　競技コース全体図には次の施設を明記すること。
　　　⑴防護設備
　　　⑵救急施設
　　　⑶パドック
　　　⑷参加者用掲示板
　　　⑸観衆導入エリア（通路を含む）　 （⚒級以上）
　　　⑹施設案内板　　　　　　　　　　（⚒級以上）
　　　⑺一般駐車場　　　　　　　　　　（⚒級以上）
　　　⑻再車検場　　　　　　　　　　　（⚑級及び準⚑級）
　　　⑼本部建物　　　　　　　　　　　（⚑級及び準⚑級）
　　　⑽審査委員会室　　　　　　　　　（⚑級及び準⚑級）
　　　⑾放送設備（スピーカー設置箇所）（⚑級及び準⚑級）
　　⚔）コース使用契約書写し：
　　　　コースの所有者と公認申請者が異なる場合には、申請する公認期

間満了まで有効なコース使用に関する両者間の契約内容を証明する
書面の写しを提出のこと。

　　⚕）その他ＪＡＦの求める資料。

第⚖条　コースの査察
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　　ＪＡＦは、第⚙条安全基準に従い、コース査察を行い、安全事項に関
する勧告指導を行う。
　　なお、本査察はＪＡＦがコースの安全事項について勧告指導を行う目
的で実施されるものであり、査察を行ったコースにおいて事故が発生し
ても、ＪＡＦはなんら責任を負うものではない。
　⚑．査察
　　⚑）義務づけられる査察
　　　⑴ＪＡＦ公認スピード競技コースとして新規申請を行う場合。
　　　⑵既存のＪＡＦ公認スピード競技コースで全日本選手権を開催する

場合。（隔年実施）
　　　⑶既存のＪＡＦ公認スピード競技コースでＪＡＦが必要と認めた場

合。
　　⚒）臨時に行われる査察
　　　⑴重大な事故が発生し、ＪＡＦが必要と認めた場合。
　　　⑵公認申請者または競技会オーガナイザーより特に要請があり、Ｊ

ＡＦが必要と認めた場合。（査察にかかる費用は要請者の負担と
する。）

　　　⑶その他ＪＡＦが特に必要と認めた場合。
　⚒．査察員
　　　査察は、ＪＡＦが指名するＪＡＦ安全部会委員またはその他の適格
者によって実施される。

　⚓．査察立会人
　　　査察にはコース申請者か管理人、あるいはＪＡＦが認めた代理人が
立ち会わなければならない。査察中は認められた者以外の立ち会いは
許されない。

　⚔．査察項目
　　　査察は第⚙条安全基準の各項目について行われる。
　⚕．査察実施に関する確認事項
　　　ＪＡＦは公認申請者との間で査察の日程およびその他実施に必要な
事項について連絡、確認を行う。

第⚗条　査察報告

　　ＪＡＦは、査察終了後、直ちに査察報告書を公認申請者に送付する。
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　　公認申請者は、査察報告書に記載された事項に関して、受領した日か
ら⚒⚐日以内に意見を申し立てることができる。この期限内に意見の申し
立てがない場合には、その報告書は最終のものとされ、必要とされる改
修、その完成期限など、報告書に記載されている事項全てを公認申請者
が受け入れたものとする。
　　査察報告書の内容に関してＪＡＦと公認申請者との間に見解の相違が
ある場合には、ＪＡＦが検討し、最終決定を行う。

第⚘条　許可証の発給

　　すべての勧告指導および最終査察報告書による必要条件を満たしてい
るコースに対し、その時点の安全基準を公認の有効期間中継続して保持
することを条件に「ＪＡＦスピード競技コース許可証」（以下「許可証」
という）が発給される。
　⚑．許可証の内容
　　⚑）コースの種別
　　⚒）公認の種別
　　⚓）有効期間
　　⚔）その他条件
　　⚕）コース図
　⚒．有効な競技種目
　　　許可証は、当該コースに許された競技種目（ジムカーナ、ダートト
ライアル等）に対してのみ有効である。他のスピード競技の開催には、
別途申請に基づく許可を必要とする｡

　⚓．公認の有効期間
　　常設および準常設コースの許可証の有効期間は、許可証発給日からそ
の年の⚑⚒月⚓⚑日までとする。

　　　なお、常設コースの公認の有効期間は、申請に基づき許可証発給日
から翌々年の⚑⚒月⚓⚑日まで認められる。

　　　臨時コースの公認の有効期間は、原則として当該競技会の期間中に
限られる。

第⚙条　安全基準

　⚑．通則
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　　⚑）本基準はＪＡＦ公認のスピード競技を開催するコースとして事前
に満足しておくべき条件を定めたものである。

　　⚒）ＪＡＦはコース公認にあたり本基準に従いコース査察を行い、既
設のコースについては過去の運営上の経験と実績を考慮し、また新
設のコースについてはそのコースの立地条件および運営のための安
全面等を調査した後、代案または特例を認めることができる。

　⚒．コースの基準
　　　スピード競技に使用する競技コースは、競技種別毎に以下に定める
基準に従い設定する。

　　⚑）ジムカーナコース
　　　⑴全長：300ｍ以上3,000ｍ以下とする。直線区間は300ｍ以下とする。
　　　⑵幅員：⚓ｍ以上。
　　　　　　　ただし高速制限のため限定された個所にゲート幅を設置す

る場合は、参加車両に応じ⚓ｍ以下の幅員が許される。
　　　⑶路面：コース路面は原則として平坦なこと。軟弱な部分のない、

硬く表面処理された路面（ターマック、コンクリート、ア
スファルト等）とする。

　　　⑷フィニッシュエリア：
　　　　フィニッシュラインは最終の方向転換から⚑⚐ｍ以上の位置に設け

ることとする。
　　　⑸減速レーン（ストップレーン）：
　　　　フィニッシュラインの前方には安全な直線の減速レーンを設ける

こと。減速レーンの距離は最終方向転換とフィニッシュライン間
の距離の1.5倍以上を必要とし、かつ走路と同様の路面であるこ
と。

　　⚒）ダートトライアルコース
　　　⑴全長：500ｍ以上。
　　　⑵幅員：⚒ｍ以上。
　　　⑶路面：特に危険な状態でない非舗装路とし、全長の⚒⚐％以内なら

ば、舗装路面を含むことができる。
　　　⑷フィニッシュエリア：
　　　　フィニッシュラインは最終の方向転換から⚑⚐ｍ以上の位置に設け

ることとする｡
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　　　⑸減速レーン（ストップレーン）：
　　　　フィニッシュラインの前方には安全な直線の減速レーンを設ける

こと。減速レーンの距離は最終方向転換とフィニッシュライン間
の距離の1.5倍以上を必要とし、かつ走路と同様の路面であるこ
と。

　　⚓）その他のスピード競技コース
　　　　下記の競技コースについては、ＦＩＡの定める規則・基準または

ＪＡＦが定める当該公認規定に準拠し、個別に審査される。
　　　⑴ヒルクライム競技コース
　　　⑵ドラッグレース競技コース
　　　⑶ラリークロスおよびオートクロス競技コース
　　　⑷ツイントライアル競技コース
　　　⑸上記⑴～⑷以外のスピード競技コース
　⚓．観衆エリアの設定と防護設備の基準
　　　競技コースの周辺に観客を導入する場合には、安全に十分注意し、
下記に示すセーフティゾーンおよび／または防護設備を整えること。
ダートトライアルコースについては、想定される競技コースからの飛
散物に対し策を講じること。

　　　また、車両がコースを逸脱した場合、重大な危険を招くことのない
よう留意し、特に転落の恐れのある箇所についても下記に掲げる防護
設備もしくは同等の効果を有する他の防護設備を設置すること。

　　⚑）コーナーの外側
　　　⑴表⚙－⚑の防護設備を用いる場合は、走路端から防護設備までの

間に、少なくとも次に示す計算式によって求められる距離のセー
フティゾーンを確保し、さらに防護設備の後方に同表に示す隔離
距離をおきロープ等で仕切った観衆エリアを設定すること。

　　　　 
　　　　Ｖは参加車両のうち最も速い車両のコーナー進入初速度をkm／h

で表したものである。
　　　⑵表⚙－⚒の防護設備を用いる場合は、防護設備の端から同表に示

す隔離距離をおきロープ等で仕切った観衆エリアを設定すること。

舗装路：　　　　　（m）　　非舗装路：　　　　　（m）2 3 0
V2－9 2 0

1 3 0
V2－9 2 0
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　　　⑶表⚙－⚓の防護設備は競技運転者、競技参加者その他競技に関わ
る者のみの防護を目的としたものであり（例：防護設備の開口部
を塞ぐ場合等）、少なくとも⑴に示す計算式によって求められる
距離のセーフティゾーンを確保し、さらに防護設備の後方に同表
に示す隔離距離をおきロープ等で仕切った立入り可能エリアを設
定すること。

　　⚒）コーナーの内側および直線部
　　　⑴表⚙－⚑の防護設備を用いる場合は、その後方に同表に示す隔離

距離をおきロープ等で仕切った観衆エリアを設定すること。
　　　⑵表⚙－⚒の防護設備を用いる場合は、防護設備の端から同表に示

す隔離距離をおきロープ等で仕切った観衆エリアを設定すること。
　　　⑶表⚙－⚓の防護設備は競技運転者、競技参加者その他競技に関わ

る者のみの防護を目的としたものであり（例：防護設備の開口部
を塞ぐ場合等）、その後方に同表に示す隔離距離をおきロープ等
で仕切った立入り可能エリアを設定すること。
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表 9-1
隔離距離仕　様防護設備

３m以上

高さ75cm以上、厚さ20cm以上。コンクリートウォールまたは
石垣

高さ90cm以上、厚さ７cm以上、１個あたりの正面幅
180cm以上、奥行は高さの80％以上。仮設コンクリートウォール

ＪＩＳ Ａ種の仕様が望ましい。ジムカーナＤ車両が走
行する場合は２段ガードレールとする。ガードレール

４m以上高さ１m以上、上底1.8m以上、下底３m以上。走路に対
し60°以上の角度を有すること。土嚢または土盛

上記以外の防護設備についてはＪＡＦが査察・検証を行ったうえこれを代案として認めることがある。

表 9-2
隔離距離仕　様防護設備

1.5m以上高さ２m以上、2.5m未満の防護壁。走路に対し60°以上
の角度を有すること。自然または人工の防護壁の上

に観衆を入れる場合
50cm以上高さ2.5m以上の防護壁。走路に対し60°以上の角度を有

すること。

表 9-3
隔離距離仕　様防護設備

４m以上軽自動車およびトラックは使用不可。ジムカーナＤ車両
が走行する場合は前面にタイヤバリアを設置すること。車　列



　　⚓）タイヤバリア
　　　　ガードレールやコンクリートウォール設置に伴い、衝突する車両

の衝撃を和らげるため、タイヤバリアの設置が必要な場合がある。
　　　　タイヤバリアは、ガードレール等の後部支持体に堅固に固定され

ることが望ましい。
　⚔．パドックの基準
　　　パドック（競技車両を保管、待機できる場所）は、前記の表⚙－⚑・
表⚙－⚒・表⚙－⚓により競技コースと明確に仕切ること。また減速
レーンから直進してパドックへ進入することなく、パドック入口で必
ず 一旦停止を要する設定としなければならない。

　⚕．消火体制の基準
　　　コースのいかなる地点にあっても消火要員は事故発生後実際的に可
能な範囲で出来るだけ早く現場に到着し、車両の火災を消火するため
に適切な方法で介入し得ること。

　　　このため消火要員は常時使用できる内容量⚓㎏以上（ハロンについ
ては⚑kg以上）の乾性の化学消火器、またはそれと同等の能力を有す
る消火器を常時⚑本以上携行し待機すること。

　　　また、オーガナイザーは上記消火器を、ジムカーナ競技については
競技中少なくとも常時⚓本以上、ダートトライアル競技については各
走路監視ポスト毎に競技中少なくとも常時⚑本以上用意すること。ま
た、消火活動専用の車両を用意することが望ましい。

　　　なお、オーガナイザーは競技開始前に消火機材および消火要員の準
備体制について確認すること。

　⚖．救急施設の基準
　　⚑）ドライバーの事故の手当てに限らず、参加関係者、役員をも含め

て応急手当ができる体制であること。観衆については別途に応急手
当てができる体制を備えておくことを推奨する。救急施設（救護室）
の設置にあたっては、視覚的隔離に留意のうえ、⚑階に置き、衛生
管理用給水設備を確保すること。

　　⚒）救急活動専用の車両を複数台用意すること。

第10条　コースの安全確保

　⚑．公認されたコースについては、第⚙条「安全基準」に従って競技会
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開催中の安全性を確保すること。また、公認申請者は、競技会に限ら
ず練習走行またはテスト走行であっても、コースで発生した事故につ
いては速やかにＪＡＦに報告すること。

　⚒．競技会審査委員会は、コースが本規則に定める安全基準に適合して
いない場合、または査察に基づくＪＡＦ指導勧告、改善指示が実行さ
れていない場合は、コースを修正させ、もしくは競技会を中止させる
ことが出来る。

　⚓．公認申請者は、公認を取得した後コースレイアウトや安全施設に対
する変更、改修を行う場合には、事前にＪＡＦに報告しその指示に従
うこと。もしこれを怠った場合は、格式の変更もしくはコース公認の
取り消しが課される場合がある。その場合既に支払った公認申請料は
返還されない。

第11条　施行年月日

　本規定は、⚒⚐⚑⚔年⚑月⚑日より施行する。 
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⚑．名　　称
　ＪＡＦ登録クラブ地域協議会連絡会議（以下「連絡会議」という。）と
する。
⚒．目　　的
　連絡会議は、次の目的を達成するために開催する。
　⑴　モータースポーツに関するＪＡＦとの意見交換。
　⑵　各ＪＡＦ登録クラブ地域協議会（以下「地域協議会」という。）間
の活動について連携を密にする。

　⑶　各地域内のクラブ間相互の交流推進。
　⑷　モータースポーツに関する事業活動の情報交換。
　⑸　競技の安全性に関する研修の推進。
⚓．構　　成
　⑴　連絡会議の構成は、各地域協議会の運営委員長または当該地域の協
議会の運営委員会で選出した代表者、ならびにＪＡＦモータースポー
ツ部長とする。

　⑵　連絡会議には、ＪＡＦ登録クラブ地域協議会の代表者の中から選出
された座長および副座長を置く。

　⑶　座長は、互選で選出する。
　⑷　座長の任期は⚑年とし、重任を妨げない。
⚔．会議の開催
　連絡会議は、最少年⚔回開催する。
⚕．事務取り扱い
　ＪＡＦモータースポーツ部が行う。
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ＪＡＦ登録クラブ地域協議会
連絡会議 ⚑⚙⚙⚐年⚑⚐月⚒⚓日制　　定

⚑⚙⚙⚐年⚑⚒月⚗日改　　定
⚑⚙⚙⚘年⚑月⚑日改定施行
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